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  第１  災害応急体制 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１７７ 

  第２  地震・津波情報の収集・伝達対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１７８ 



  第３  被害情報の収集・伝達・報告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１８４ 

  第４  災害広報 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１８７ 

  第５  応援・派遣要請と受入れ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１８８ 

  第６  消防活動 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１８９ 

  第７  救出・捜索 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１９０ 

  第８  応急医療救護対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１９１ 

  第９  警戒区域設定・避難活動・避難所運営 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１９２ 

  第１０ 遺体処理・埋葬対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１９３ 

  第１１ 交通・緊急輸送対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１９４ 

  第１２ 災害時の警備対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１９５ 

  第１３ 生活救援対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１９６ 

  第１４ 建物・住宅対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１９７ 

  第１５ 衛生・防疫・清掃等対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１９８ 

  第１６ 災害ボランティアの活用 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１９９ 

  第１７ 要配慮者対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２００ 

  第１８ 公共機関・施設等の応急対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２０１ 

  第１９ 文教対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２０２ 

  第２０ 農林漁業対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２０３ 

  第２１ 飼育動物対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２０４ 

  第２２ 障害物除去対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２０５ 

  第２３ 救助法の適用 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２０６ 

 第３節 災害復旧対策 

  第１  町民生活安定のための緊急措置 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２０７ 

  第２  災害復旧事業対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２０８ 

  第３  災害復興事業対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２０９ 

 第５章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画  

 第１節 総則 

  第１  推進計画の目的 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１３ 

  第２  推進地域 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１３ 

  第３  防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 ．．．．２１３ 

第２節 災害対策本部等の設置等 

  第１  災害対策本部等の設置 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１４ 

  第２  災害対策本部等の組織及び運営 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１４ 

  第３  災害応急対策要員の参集 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１４ 

第３節 地震発生時の応急対策等 

第１  地震発生時の応急対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１５ 

  第２  資機材、人員等の配備手配 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１７ 

  第３  他機関に対する応援要請等 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１７ 

第４節 津波からの防護及び円滑な避難の確保 

第１  津波からの防護のための施設の整備等 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１８ 
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  第５  水道、電気、ガス、通信、放送関係 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２２４ 

  第６  交通対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２２５ 

  第７  町が管理又は運営する施設に関する対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２２６ 

第５節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２２８ 
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 第６章 事故災害対策  

第１節 海上災害対策 

Ⅰ 海難対策 

第１  災害予防 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２３５ 

第２  災害応急対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２３６ 

Ⅱ 流出油等対策 

第１  災害予防 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２３９ 

第２  災害応急対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２４１ 

第２節 航空事故災害対策 

第１  災害予防 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２４５ 

  第２  災害応急対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２４５ 

第３節 鉄道事故災害対策 

第１  災害予防 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２４９ 

  第２  災害応急対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２５０ 

第４節 道路災害対策 

第１  災害予防 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２５３ 

  第２  災害応急対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２５４ 

第５節 危険物等災害対策 

第１  災害予防 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２５８ 

  第２  災害応急対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２６０ 

第６節 大規模な火事災害対策 

第１  災害予防 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２６３ 

  第２  災害応急対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２６５ 

第７節 林野火災対策 

第１  災害予防 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２６８ 

  第２  災害応急対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２７０ 

第８節 油等水質事故等災害対策 

第１  災害予防 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２７３ 

  第２  災害応急対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２７４ 

第９節 災害復旧対策 

第１  事故災害の復旧 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２７７ 
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第１章 総 則 

本章は、日高町地域防災計画の目的、防災業務に関する各防災関係機関とその役割、日高町地

域の災害に関する環境、災害の概況、計画策定の前提条件等を明示するものである。 

 

第１節 計画の方針 

第１ 策定の目的 

日高町地域防災計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第４２条の規定に基づき、

日高町防災会議が作成する計画であり、日高町（以下「町」という。）の地域に係る災害等に関

し、予防、応急及び復旧等の災害対策を実施するにあたり、防災関係各機関が、その機能の全

てを挙げて地域住民の生命、身体及び財産を自然災害や事故災害等から保護するため、次の事

項を定め、当町防災の万全を期することを目的とする。 

(1) 日高町の区域を管轄し、若しくは、区域内に所在する指定公共機関、指定地方公共機関、

公共的団体、その他防災上重要な施設の管理者等が処理すべき防災上の事務又は業務の大綱。 

(2) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に必要な防災の組織に関すること。 

(3) 災害の未然防止と被害の軽減を図るための施設の新設及び改善等災害予防に関すること。 

(4) 災害が発生した場合の給水、防疫、食糧供給等災害応急対策に関すること。 

(5) 災害復旧に関すること。 

(6) 防災訓練に関すること。 

(7) 防災、思想の普及に関すること。 

 

第２ 計画の構成と計画の位置付け 

  １ 計画の構成 

町防災計画は、本編及び資料編をもって主たる地域防災計画として位置付ける。当町に該

当施設がないので、原子力災害や北海道石油コンビナート等災害及びこれに類する計画等に

関して、特に策定はしないが本編の必要事項を準用させ、地域住民が旅行、外出、出張等に

より、これら該当地域で災害に遭遇した場合、地域住民と格差ある行動を取らず、一般的な

災害防御方法を周知することにより、災害の被害者とならないための基礎として構成するも

のとする。 

 

  ２ 計画の位置付け 

この計画は、当町の災害対策に関する総合的かつ基本的な性格を有するものであり、国の

防災基本計画、北海道地域防災計画と相互に連携するものである。 

 

北海道防災会議 北海道地域防災計画

日高町防災会議 日高町地域防災計画

国 災害対策基本法

中央防災会議 防災基本計画

防災業務計画  防災関係機関
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  ３ 用語の意味 

この計画において、各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

基本法       災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号） 

水防法       水防法（昭和 24年法律第 193号） 

救助法       災害救助法（昭和 22年法律第 118号） 

消防法       消防法（昭和 23年法律第 186号） 

気象業務法     気象業務法（昭和 27年法律第 165号） 

防災基本計画    中央防災会議が定める基本計画 

町防災会議     日高町防災会議 

災害対策本部(長)  日高町災害対策本部(長) 

道防災計画     北海道地域防災計画 

町防災計画     日高町地域防災計画 

防災関係機関    日高町防災会議条例（平成 18年条例第 25号）第３条に定める委

員の属する機関 

要配慮者      高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者 

避難行動要支援者  要配慮者のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な者であ

って、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要す

る者 

 

  ４ 計画の修正要領 

町防災会議は、基本法第４２条に定めるところにより、町防災計画に随時検討を加え、概

ね次に掲げるような事項について、必要があると認めるときは修正の基本方針を定め、これ

を修正するものとする。したがって、防災関係機関は、自己の所掌する事項について検討し、

計画修正等がある場合は、町防災会議（事務局：総務課）に申し出ることとする。 

(1) 社会、経済の発展に伴い、計画が社会生活の実態と著しく遊離したとき。 

(2) 防災関係機関が行う防災上の施策によって、計画の変更（削除）を必要とするとき。 

(3) 新たな計画を必要とするとき。 

(4) 行政区画等の事象（町村合併等）が発生したとき。 

(5) 防災基本計画の修正が、行われたとき。 

(6) 道防災計画の修正が行われたとき。 

(7) その他町防災会議会長が、必要と認めたとき。 

 

前各号に掲げる事項については、計画の部分的な修正についても同様とする。 
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第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

第１ 事務又は業務の大綱 

町防災会議の構成機関及び防災上重要な施設並びに民間協力団体の防災上処理する事務と業

務の大綱は、次のとおりとする。 

 

１ 日高町 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 

日高町 (1) 日高町防災会議に関すること。 

(2) 日高町災害対策本部の設置及び組織の運営に関すること。 

(3) 気象予警報等の伝達に関すること。 

(4) 防災組織の整備及び資材の備蓄その他災害予防措置と実施に

関すること。 

(5) 災害応急対策及び災害復旧の実施に関すること。 

(6) 防災思想の普及及び防災訓練の実施に関すること。 

 

２ 日高町教育委員会 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 

日高町教育委員会 (1) 災害時における被災児童及び生徒の救護に関すること。 

(2) 児童及び生徒に対する防災教育に関すること。 

(3) 文教施設及び文化財の保全対策等の実施に関すること。 

 

３ 日高西部消防組合 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 

日高西部消防組合 

日高消防団 

(1) 水害、火災等の予防、警戒、防御に関すること。 

(2) 住民の避難誘導及び被災者の救急救助に関すること。 

(3) 気象予警報等の伝達及び災害情報の収集に関すること。 

(4) 被災地、避難場所、危険箇所等の警戒に関すること。 

(5) 危険物施設に関すること。 

 

４ 指定地方行政機関 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 

室蘭開発建設部 

・苫小牧河川事務所 

・苫小牧道路事務所 

・二風谷ダム管理所 

・日高道路事務所 

(1) 直轄河川の管理及び災害復旧等に関すること。 

(2) 高規格道路の管理及び災害復旧等に関すること。 

(3) ダムの運営、管理及び情報の伝達に関すること。 

(4) 一般国道の管理及び災害復旧等に関すること。 

北海道農政事務所 

・企画調整室 

(1) 災害時における主要食料の確保、供給、緊急輸送に関すること。 

(2) 災害時における応急飼料対策に関すること。 

北海道森林管理局 

・日高北部森林管理署 

 

(1) 所轄国有林における保安林の適正配置と施業の合理化に関す

ること。 

(2) 所轄国有林の復旧治山及び予防治山に関すること。 

(3) 林野火災の予防対策及び未然防止に関すること。 

(4) 災害時における緊急対策及び復旧用材の供給に関すること。 
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機 関 名 事 務 又 は 業 務 

第一管区海上保安本部 

・浦河海上保安署 

(1) 気象予警報の船舶への周知及び災害情報の収集に関すること。 

(2) 災害時において船舶の避難誘導、救助、航路障害物の除去に関

すること。 

(3) 災害時において被災者、救援物資、人員等の海上輸送に関する

こと。 

(4) 海上における人命救助、犯罪の予防、治安維持に関すること。 

(5) 海上における船舶交通の安全の確保に関すること。 

札幌管区気象台 

・室蘭地方気象台 

(1) 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表を行う。 

(2) 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動 

 に限る）、水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説を 

行う。 

(3) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努める。 

(4) 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行 

 う。 

(5) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努める。 

 

５ 陸上自衛隊 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 

陸上自衛隊第７師団 (1) 災害派遣要請に基づき部隊等を派遣すること。 

 

６ 北海道 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 

日高振興局 (1) 日高振興局地域災害対策連絡協議会の事務に関すること。 

(2) 防災組織の整備及び資材備蓄その他災害予防措置に関するこ

と。 

(3) 災害応急対策及び災害復旧対策に関すること。 

(4) 関係機関における総合調整に関すること。 

(5) 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

(6) 気象予警報等の伝達に関すること。 

(7) 災害発生状況、被害状況の取りまとめに関すること。 

日高振興局保健環境部

静内地域保健室 

(1) 災害時における医療救護班の派遣及び応急医療の実施に関す

ること。 

(2) 災害時における給水、感染症予防対策等の実施及び指導に関す

ること。 

(3) 災害地における環境衛生、食品衛生、清掃等の指導に関するこ

と。 

(4) 被災者の保健衛生に関すること。 

胆振総合振興局 

室蘭建設管理部 

・門別出張所 

・静内総合治水事務所 

(1) 所轄する道路及び海岸の管理及び災害復旧等に関すること。 

(2) 所轄する河川、砂防、地すべり等の管理及び災害復旧等に関す

ること。 
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７ 北海道警察 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 

札幌方面門別警察署 (1) 災害時における住民の避難誘導及び救出救助並びに交通規制

等に関すること。 

(2) 災害情報の収集に関すること。 

(3) 被災地、避難場所、危険箇所等の警戒に関すること。 

(4) 犯罪の予防、取締り等に関すること。 

(5) 危険物に対する保安対策に関すること。 

(6) 広報活動に関すること。 

 

８ 指定公共機関 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 

日本郵便株式会社 

・日高郵便局 

・富川郵便局 

・門別郵便局 

・厚賀郵便局 

・清畠郵便局 

(1) 災害時における日本郵政グループ内の非常時対応に関するこ

と。 

(2) 被災者情報の提供に関すること。 

(3) 郵便局窓口掲示板等の利用やネットワークを活用した広報活

動に関すること。 

北海道旅客鉄道株式会

社日高線運輸営業所静

内駅 

(1) 災害時における鉄道及びバスによる輸送の確保に関すること。 

(2) 災害時における救援物資の緊急輸送及び避難者の輸送に関す

ること。 

ＮＴＴ東日本北海道事

業部苫小牧支店 

(1) 気象予警報等の情報伝達に関すること。 

(2) 非常及び緊急通信の取扱いに関すること。 

(3) 電報及び電話の利用制限及び重要通信の確保に関すること。 

日本放送協会室蘭放送

局 

(1) 地震(津波)・大雨洪水等の防災に係る知識普及に関すること。 

(2) 地震(津波)・大雨洪水情報及び警報等の報道に関すること。 

(3) 災害情報・被害状況等の報道に関すること。 

北海道電力株式会社 

・日高水力センター 

・富川営業所 

(1) 災害における電力の円滑な供給に関すること。 

(2) 電力供給施設の防災対策に関すること。 

(3) ダムの放流等について関係機関との連絡調整に関すること。 

 

９ 指定地方公共機関 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 

社団法人日高医師会 (1) 災害時における医療救護活動に関すること。 

社団法人日高歯科医師

会 

(1) 災害時における歯科医療救護活動に関すること。 

日高門別土地改良区 

沙流土地改良区 

(1) 土地改良施設の防災対策及び防災上の管理に関すること。 

(2) 農業水利施設の災害応急対策及び災害復旧対策に関すること。 

(3) 災害時における組合員使用共同施設等の被害状況調査及び報

告に関すること。 

 

 

 

 

 



第１章 総則                      

第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

  - 8 - 

１０ 公共的団体 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 

日高町日高連合自治会 

千栄自治会 

日高町門別地区自治会

連絡協議会 

(1) 災害時における住民連携、連絡に関すること。 

(2) 災害時における住民相互の奉仕、協力に関すること。 

(3) 災害時における各種応急対策、援助、援護の協力に関すること。 

びらとり農業協同組合 

門別町農業協同組合 

ひだか漁業協同組合 

沙流川森林組合 

(1) 災害時における組合員への気象予警報の伝達に関すること。 

(2) 災害時における組合員の被害状況調査及び報告に関すること。 

(3) 共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策に関すること。 

(4) 被災組合員に対する融資及びその斡旋に関すること。 

(5) 共済金支払いの手続に関すること。 

(6) 農・漁資源作物の災害応急対策の指導に関すること。 

(7) 農・漁業生産資源の確保及び斡旋に関すること。 

日高町商工会 (1) 災害時における物価の安定及び救援物資、復旧資材の確保に関

すること。 

(2) 災害時における組合員の被害状況調査及び報告に関すること。 

(3) 被災組合員に対する融資及びその斡旋に関すること。 

日高町社会福祉協議会 

日高町ボランティア連

絡協議会 

(1) 災害時のボランティアの受け入れ、ボランティア活動の窓口業

務に関すること。 

(2) 救護・義援物資の配分等の協力に関すること。 

日高町門別防犯協会 (1) 災害時における防犯関係団体等との連絡調整に関すること。 

(2) 災害時における防犯対策の協力に関すること。 

 

１１ その他の公共的団体等 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 

日本赤十字社北海道支

部日高地区日高町分区 

(1) 災害時における医療、助産、救助及び救護に関すること。 

(2) 災害ボランティアが行う救助活動の連絡調整に関すること。 

日高町建設協会 (1) 災害時における応急対策、復旧対策の協力に関すること。 

トラック事業協同組合 (1) 災害時における緊急輸送の協力に関すること。 

危険物関係施設の 

管理者 

(1) 災害時における危険物の保安に関すること。 
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第３節 町民及び事業所の基本的責務 

「自らの身の安全は自らが守る、自分たちの地域は自分たちで守る」ことが防災の基本である。 

町民及び事業所は、その自覚を持ち、平常時から災害に対する備えを心掛けるとともに、災害

時には自らの身の安全を守るよう行動することが重要、不可欠である。 

 

第１ 町民の責務 

地域における被害の拡大防止や軽減を図るため、平常時から災害への備えを行うとともに、

災害時には自主的な防災活動に努めるものとする。 

 

１ 平常時の備え 

(1) 避難の方法（避難路、避難場所等）及び家族との連絡方法の確認 

(2) 飲料水、食料等の備蓄、救急用品等の非常持出用品の準備 

(3) 隣近所との相互協力関係の涵養 

(4) 災害危険区域等、地域における災害の危険性の把握 

(5) 防災訓練、研修会等への積極的参加による防災知識、応急救護技術等の習得 

(6) 要配慮者への配慮 

(7) 自主防災組織の結成 

 

２ 災害時の対策 

(1) 地域における被災状況の把握 

(2) 近隣の負傷者・要配慮者の救助 

(3) 初期消火活動等の応急対策 

(4) 避難場所での自主的活動 

(5) 防災関係機関の活動への協力 

(6) 自主防災組織の活動 

 

第２ 事業所の責務 

   従業員や施設利用者の安全確保、経済活動の維持、地域住民への貢献等、事業所が災害時に

果たす役割を十分に認識し、防災活動の推進に努めるものとする。 

 

１ 平常時の備え 

(1) 災害時行動マニュアルの作成・事業継続計画（ＢＣＰ）の策定 

(2) 防災体制の整備 

(3) 防災訓練の実施及び従業員等に対する防災教育の実施 

 

２ 災害時の対策 

(1) 事業所の被災状況の把握 

(2) 従業員及び施設利用者への災害情報の提供 

(3) 施設利用者の避難誘導及び救助 

(4) 初期消火活動等の応急対策 

(5) ボランティア活動への支援等、地域への貢献 
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第４節 日高町の概況 

第１ 地形 

当町は、北海道の日高管内の西部に位置し、旧日高町である日高地区と旧門別町である門別

地区から構成されており、間に平取町を挟んだ「飛び地」となっている。門別地区の本庁と日

高地区の日高総合支所の距離は約６５ｋｍで、車で約１時間強の行程となる。 

町の総面積は９９２．６７ｋ㎡（門別地区４２８．７３ｋ㎡、日高地区５６３．９４ｋ㎡）

で、日高管内では、新ひだか町に続く広い面積を有しており、全国の町でも１０番目にランク

される。 

隣接する市町村は、日高地区では、北に上川管内南富良野町、占冠村、南西に日高管内平取

町、東に十勝管内清水町、芽室町、帯広市に接している。門別地区は、西は胆振管内のむかわ

町、東は日高管内新冠町、北は日高管内平取町に接し、そして南は太平洋に面している。 

また、町の北東部にあたる日高地区は、北海道の屋根といわれる日高山脈がそびえ、ペケレ

ベツ岳（１，５３２ｍ）、芽室岳（１，７５４ｍ）、チロロ岳（１，８８０ｍ）をはじめ、周囲

を大小の山岳が取り巻いている。南西部にあたる門別地区は、なだらかな地形をなしており、

沙流川、日高門別川、波恵川、慶能舞川、賀張川、厚別川が太平洋に注いでいる。 

 

第２ 地質 

１ 日高地区の地質 

地質は、主として新生代の第四紀層に属する洪積世と沖積世の二層からなり、火山性土、

扇状堆土、新淆河成の地質から生成されている。 

市街地を形成している地域は、腐蝕土と火山性土が堆層しており、下層土は粘度層の相当

積度を通じ砂礫土に達する壌土をしており、千栄地区は市街地部分を中心に、第四紀層新淆

河成土と火山性土からなり、富岡地区の一部には、第四紀層新淆河成土を除くほか、下層に

植壌土を敷く火山性土、腐葉土の表土土壌や砂岩浮石質の土性も存在する。その他現在の三

菜頃(サンナコロ)の傾斜地帯の扇土質と三岩地域は浸透性火山性土で生成されている。 

 

２ 門別地区の地質 

山地の地質は、中生代～新生代第三紀の地層で、海成の砂岩・礫岩・泥岩などからなって

いる。台地は、海岸線沿いに鵡川から襟裳岬へと続いている。これは、１００ｍ～２００ｍ

の間に数段に分かれた平坦面で、かつての海底や川底が離水した海岸段丘や河岸段丘である。

これらの段丘は、主に礫層からなり、その上部に樽前山や有珠山などの火山灰が堆積してい

る。 

低地は、沙流川、日高門別川、波恵川、慶能舞川、賀張川、厚別川などの河川沿いにあり、

湿地やかつての流路であった旧河道などがみられる。低地は主に河川などによって運搬・堆

積した砂、シルト、粘土からなっている。 

また、海岸線に沿って、砂が風や沿岸流によって運ばれ堆積した砂丘・砂堆が細長く分布

している。 

山地及び台地は、硬い地盤からなっているため、地震の揺れの増幅が少なく、比較的安全

な地盤である。低地は主に粘土、しまりのよくない砂や泥炭など軟弱な地盤からなっている

ため、地震のゆれが増幅しやすい土地である。特に地下水位が浅く、砂が堆積している地盤

は、液状化現象により、建物の不等沈下や路面などに被害が発生する可能性が高い。一方、

台地のヘリでは、地震動により、不安定な土砂が崩れる可能性を有している。 
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第３ 気候 

当町の気候は、内陸部の気象圏を示す日高地区と、太平洋に面した海洋性の気候を示す門

別地区にわかれている。 

 

１ 日高地区の気候 

日高地区は、年平均気温は約６℃で、最高気温は３５．５℃、最低気温は－２７．８℃、

寒暖の差が約６０℃とその差が非常に大きい。降水量は年間平均１，４００㎜前後となって

いる。また、冬季には１ｍ前後の積雪が見られる。 

風は、四方を山岳に取り囲まれているところから比較的穏やかで、年間を通じて南又は南

西の風が多い。 

 

２ 門別地区の気候 

門別地区は、年平均気温は約７℃で、道内でも比較的寒暖の差が少なく、温暖な気候とな

っている。降水量は年間平均１，０００㎜前後となっている。 

年間を通じて水害を発生させるような大雨は少ないものの、初夏の梅雨前線の北上に影響

を受けたことによる大雨、８～９月の台風の北上の影響を受けたことによる大雨によって、

河川の増水による水害や、崖崩れ、土石流などが発生する危険性も有するが、夏は涼しく冬

は温暖湿潤で、気候的に恵まれた地区である。 

 

【気象概況】 

日高(緯度：北緯42度52.6分／経度：東経142度26.5分) ※観測点：日高図書館郷土資料館横

（mm） （℃） （℃） （℃） （m/s） （m/s） （時間） （cm） （日） （日） （日） （日）

2006年 (平成18年) 1253 6.2 33.2 -21.6 1.6 8 1178.0 68 39 5 174 70

2007年 (平成19年) 968 6.3 35.2 -17.4 1.6 9 1376.4 68 43 4 178 67

2008年 (平成20年) 845.5 7.0 29.8 -21.2 1.4 9 1370.8 59 45 0 162 69

2009年 (平成21年) 1376.0 6.4 31.4 -19.2 1.8 10.3 1494.1 85 38 4 171 56

2010年 (平成22年) 1525.5 7.0 33.2 -27.8 1.8 9.4 1366.9 111 73 10 171 68

2011年 (平成23年) 1471.5 6.6 33.1 -19.4 1.6 8.8 1415.0 69 61 10 171 81

2012年 (平成24年) 1232.5 6.6 32.9 -23.7 1.6 9.9 1473.9 88 75 17 158 86

2013年 (平成25年) 1351.0 5.1 31.0 -22.5 1.6 10.3 1422.6 90 59 4 170 72

2014年 (平成26年) 1057.5 6.4 34.4 -22.9 1.6 9.2 1722.0 61 66 7 175 73

2015年 (平成27年) 1239.5 7.2 32.6 -19.1 1.7 9.9 1557.6 114 51 6 166 45

日高門別(緯度：北緯42度31.3分／経度：東経142度2.2分) ※観測点：日高西部消防組合横
（緯度：北緯42度29.8分／経度：東経142度3.2分） （平成26年8月～とねっこの湯前）

（mm） （℃） （℃） （℃） （m/s） （m/s） （時間） （日） （日） （日） （日）

2006年 (平成18年) 1192 7.4 28.7 -19.7 2.7 14 1581.0 30 0 143 39

2007年 (平成19年) 735 7.9 31.4 -12.3 2.5 13 1955.4 25 2 152 20

2008年 (平成20年) 773.0 7.5 28.0 -17.4 2.5 13 1882.6 17 0 149 38

2009年 (平成21年) 1156.0 7.8 26.7 -14.8 2.7 14.0 1815.2 11 0 148 23

2010年 (平成22年) 1105.5 8.2 31.3 -22.1 2.9 15.1 1718.9 45 3 145 35

2011年 (平成23年) 1036.5 7.7 30.3 -20.0 2.7 14.5 1845.7 31 1 148 39

2012年 (平成24年) 1025.5 7.6 31.7 -20.1 2.8 17.3 1820.1 46 2 146 58

2013年 (平成25年) 1000.5 7.7 28.0 -18.8 2.8 15.0 1747.2 34 0 145 47

2014年 (平成26年) 846.0 7.7 28.1 -17.5 3.0 13.7 2217.5 20 0 155 42

2015年 (平成27年) 757.5 8.4 28.9 -14.3 3.3 13.6 1961.5 15 0 127 22

年
降水量

平均
気温

最高
気温

年
降水量

最高
気温

平均
気温

真冬日

年　号　　　　　

夏日：日最高気温25℃以上　　真夏日：日最高気温30℃以上　　冬日：日最低気温0℃未満　　真冬日：日最高気温0℃未満

真冬日
 　　　　気象概況

年　号　　　　　

 　　　　気象概況
冬日

夏日 真夏日 冬日

年間
日照
時間

最深
積雪

夏日 真夏日

年間
日照
時間

最大
風速

平均
風速

最低
気温

最低
気温

平均
風速

最大
風速

 

 

資料：室蘭地方気象台 
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第５節 日高町の災害概況 

第１ 日高町の災害概況 

１ 日高地区の災害概況 

日高地区の災害は、低気圧や台風等の暴風雨による災害が最も多く発生しており、次いで

雪害・冷害・火災の順となっており、地震災害は、極めて稀である。 

森林総面積が５４１.６８km２と全体の９６％を占める広大な森林があり、合わせて市街地

等が森林に囲まれているところから、春季の空気の乾燥期における山火事予防に関しては、

特に留意する必要性がある。日高地区の季節別災害の特性は、次のとおりである。 

季 節 別 季    節    の    特    性 

春  季 
冬季間の積雪の急速な融雪に伴う、河川の増水による融雪災害及び空気の乾

燥による林野火災が発生するおそれがある。 

夏  季 集中豪雨により河川の増水による水害が発生するおそれがある。 

秋  季 
台風や温帯低気圧による農作物、建造物等に対する風害、水害又は風水害が

発生するおそれがある。 

冬  季 
降雪による交通障害の発生と共に、春季前の平均気温上昇による雪崩等が発

生するおそれがある。 

 

２ 門別地区の災害概況 

６つの川が流れる門別地区の低地は、河川が幾度となく氾濫したことにより形成された土

地であり、水害の危険が高い。特に河川沿いの低地では、増水によって冠水し易い地形であ

る。又、沙流川などでは、本流が増水したことにより、支流の水が排水できなくなって浸水

することもある。 

一方、台地の南側のへりは急崖となっており、大雨によって土砂崩れや土石流が発生し易

い地形である。又、台地の牧草地化などによって、表流水が谷地形に集中し易くなっている。 

(1) 風水害による災害 

被害をもたらした風水害の殆どは冷害や雪害を除くと、台風や低気圧、前線の活動に 

よる風と雨による被害である。家屋に被害をもたらすものは降雨による水害が多く、河

川の氾濫による床上、床下浸水の発生や斜面崩落による土砂災害の発生などである。 

特に１９８１年（昭和５６年）８月及び２００３年（平成１５年）８月の記録的な集  

中豪雨は、前線と台風との雨が重なり、未曾有の大惨事をもたらした。 

(2) 地震による災害 

太平洋沿岸は地震の多発地帯であり、体に感じる地震は、十勝沖や浦河沖などを震源 

として、しばしば起きている。 

門別地区に被害をもたらした地震は、１９５２年３月（昭和２７年）、１９６８年５月

（昭和４３年）、２００３年９月（平成１５年）など、三陸～十勝沖を震源とする震源で

ある。 

   (3) 津波による災害 

２０１１年（平成２３年）３月１１日、三陸沖を震源に発生した東北地方太平洋沖地

震（マグニチュード９．０を記録）においては、本町で震度３を観測し、当地域でも地

震発生直後に津波警報が発表（地震発生４４分後には大津波警報が発表）され、海岸沿

いの地域５３０世帯、１，１７０名に避難勧告を発令した。幸いにも人的被害が無かっ

たものの、漁業施設を中心に大きな被害をもたらした。 
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第２ 災害発生状況 

   町域において発生した災害等は、別に記載するとおりである。 

   ※資料編 資料第３「日高町域における過去の被災概況」 

            「日高町における被災概況」 
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第１節 組織計画 

第２節 気象業務に関する計画 
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第２章 防災組織 

災害の予防、応急及び復旧対策等の防災諸活動に即応する体制を確立し、災害対策の総合的運営

を図るため、本章において防災に関する組織及びその運営、災害に関する予警報並びに情報等の

伝達等に関する事項を定め、災害対策の実施体制の確立を図るものとする。 

 

当町の地域における防災行政を総合的に運営するための組織として町防災会議があり、災害が

発生し、又は発生するおそれがある場合、各機関はそれぞれ災害対策本部を設置し応急対策活動

等を実施するものとし、系統を図示すれば次のとおりである。 

 

日高町防災会議

日高町災害対策本部

行政機関公共機関
災害対策本部

北海道災害対策日高地方（連絡）本部

日高振興局地域災害対策連絡協議会

北海道災害対策（連絡）本部

北海道防災会議

 

 

第１節 組織計画 

当町における地域の防災行政を総合的に運営するための組織として「町防災会議」がある

が、組織、運営、災害時における体制は、本節で定めるところによる。 

 

第１ 防災会議の組織 

町防災会議は、町長を会長とし、基本法第１６条第６項に基づき制定された日高町防災会

議条例により定められた委員をもって組織するものであり、その所掌事務としては、当町に

おける防災に関する基本方針及び計画を作成し、その実施の推進を図るとともに、災害情報

の収集、機関相互間の連絡調整を行うものである。 

    ※資料編 資料第１「日高町防災会議条例」 

 

１ 町防災会議の開催 

町防災会議は、毎年開催し、地域防災計画の修正等、災害対策についての検討を加えるも

のとする。 

 

２ 町防災会議組織図 

町防災会議の組織を図示すれば次のとおりである。 
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（平成２８年７月１日現在） 

千栄自治会長

日高町門別防犯協会長

沙流川森林組合代表理事組合長

日高町商工会長

公共的団体

日高町門別地区自治会連絡協議会長

日高町ボランティア連絡協議会長

びらとり農業協同組合副組合長

門別町農業協同組合代表理事組合長

びらとり農業協同組合日高支所長

ひだか漁業協同組合代表理事組合長

日高門別土地改良区副理事長

日高町日高連合自治会長

指定地方公共機関

日高町社会福祉協議会長

日本放送協会室蘭放送局放送部長

北海道電力株式会社日高水力センター所長

北海道電力株式会社富川営業所長

日高歯科医師会副会長

日高医師会参与

指定公共機関

日高消防団長

日本郵便株式会社日高郵便局長

会 長

日高町長

日本郵便株式会社門別郵便局長

北海道旅客鉄道株式会社静内駅長

ＮＴＴ東日本北海道事業部苫小牧支店長

日高町教育委員会 教育長

消防長
日高西部消防組合

胆振総合振興局室蘭建設管理部門別出張所静内総合治水事務所長

北海道警察 札幌方面門別警察署長

副町長（本庁担当）
日高町

副町長（日高総合支所担当）

日高振興局地域創生部長

日高振興局保健環境部静内地域保健室長
北海道

胆振総合振興局室蘭建設管理部門別出張所長

第一管区海上保安本部室蘭海上保安部浦河海上保安署長

札幌管区気象台室蘭地方気象台次長

自衛隊 陸上自衛隊第７師団第７特科連隊第３特科大隊長

北海道農政事務所企画調整室調整官

北海道森林管理局日高北部森林管理署長

指定地方行政機関

北海道開発局室蘭開発建設部苫小牧河川事務所長

北海道開発局室蘭開発建設部苫小牧道路事務所長

北海道開発局室蘭開発建設部二風谷ダム管理所長

北海道開発局室蘭開発建設部日高道路事務所長
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３ 防災会議委員名簿 

                      （平成２８年７月１日現在、組織図順・敬称略） 

役職名 機  関  名 役職名 住  所 電話番号 

会長 日高町 町長 日高町門別本町 210番地の 1 
01456 
2-5131 

委員 
北海道開発局 
室蘭開発建設部 
苫小牧河川事務所 

所長 苫小牧市字柏原 32番地の 40 
0144 
57-9800 

〃 
北海道開発局 
室蘭開発建設部 
苫小牧道路事務所 

所長 苫小牧市日吉町 2丁目 1番 5号 
0144 
72-5165 

〃 
北海道開発局 
室蘭開発建設部 
二風谷ダム管理所 

所長 平取町字二風谷 24番地 4 
01457 
2-4262 

〃 
北海道開発局 
室蘭開発建設部 
日高道路事務所 

所長 日高町松風町 2丁目 251番地 4号 
01457 
6-3154 

〃 
北海道農政事務所 
企画調整室 

調整官 苫小牧市元中野 3丁目 3番 6号 
0144 
32-5345 

〃 
北海道森林管理局 
日高北部森林管理署 

署長 日高町栄町東 2丁目 258番地の 3 
01457 
6-3151 

〃 
第一管区海上保安本部 
室蘭海上保安部 
浦河海上保安署 

署長 浦河町大通 1丁目 48番地 
0146 
22-9118 

〃 
札幌管区気象台 
室蘭地方気象台 

次長 室蘭市山手町 2丁目 6番 8号 
0143 
22-4249 

〃 
陸上自衛隊第７師団 
第７特科連隊第３特科大隊 

大隊長 千歳市祝梅 1016番地 
0123 
23-5131 

〃 
北海道日高振興局 
地域創生部 

部長 浦河町栄丘東通 56号 
0146 
22-9075 

〃 
北海道日高振興局 
保健環境部静内地域保健室 

室長 
新ひだか町静内こうせい町 2丁目 8
番 1号 

0146 
42-0251 

〃 
北海道胆振総合振興局 
室蘭建設管理部門別出張所 

所長 日高町字緑町 41番地 64 
01456 
2-5231 

〃 
北海道胆振総合振興局 
室蘭建設管理部門別出張所 
静内総合治水事務所 

所長 
新ひだか町静内ときわ町 4丁目 1番
18号 

0146 
42-1414 

〃 
北海道警察 
札幌方面門別警察署 

署長 日高町富川東 1丁目 4番 1号 
01456 
2-0110 

〃 日高町 
副町長 
本庁担当 

日高町門別本町 210番地の１ 
01456 
2-5131 

〃 日高町 
副町長 
日高総合
支所担当 

日高町本町東 3丁目 299番地の 1 
01457 
6-2001 

〃 日高町教育委員会 教育長 
日高町富川東 6丁目 3番 1号 
(門別総合町民センター内) 

01456 
2-3721 
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役職名 機  関  名 役職名 住  所 電話番号 

委員 日高西部消防組合 消防長 日高町富川北 7丁目 1番 10号 
01456 
2-1521 

〃 
日高西部消防組合 
日高消防団 

団長 
日高町富川北 7丁目 1番 10号 
(日高西部消防組合内) 

01456 
2-1521 

〃 
日本郵便株式会社 
日高郵便局 

局長 日高町本町東 1丁目 297番地の 36 
01457 
6-2150 

〃 
日本郵便株式会社 
門別郵便局 

局長 日高町門別本町 215番地の 10 
01456 
2-5350 

〃 
北海道旅客鉄道株式会社 
日高線運輸営業所 
静内駅 

駅長 
新ひだか町静内本町 5丁目 1番 22
号 

0146 
42-1061 

〃 
ＮＴＴ東日本北海道事業部
苫小牧支店 

支店長 
札幌市中央区北 1条西 4丁目 2番 4
号 

011- 
212-4466 

〃 
日本放送協会 
室蘭放送局 放送部 

部長 室蘭市山手町 1丁目 3番 50号 
0143 
22-7271 

〃 
北海道電力株式会社 
日高水力センター 

所長 日高町宮下町 1丁目 850番地の 3 
01457 
6-2076 

〃 
北海道電力株式会社 
富川営業所 

所長 日高町富川東 4丁目 10番 25号 
01456 
2-0019 

〃 社団法人日高医師会 理事 
日高町富川北 6丁目 3番 26号 
(鎌田病院) 

01456 
2-0340 

〃 社団法人日高歯科医師会 理事 
日高町字厚賀町 99番地の 1 
(森歯科クリニック) 

01456 
5-2293 

〃 日高門別土地改良区 副理事長 
日高町門別本町 210番地の 1 
(本庁建設課内) 

01456 
2-5116 

〃 日高町社会福祉協議会 会長 日高町門別本町 12番地の 27 
01456 
2-6670 

〃 びらとり農業協同組合 
代表理事
副組合長 

日高町富川北 4丁目 1番 2号 
01456 
2-0245 

〃 門別町農業協同組合 
代表理事
組合長 

日高町門別本町 210番地の 3 
01456 
2-5111 

〃 
びらとり農業協同組合 
日高支所 

支所長 日高町本町東 1丁目 298番地 6 
01457 
6-2531 

〃 ひだか漁業協同組合 
代表理事
組合長 

日高町門別本町 101番地 2の地先 
(門別支所内) 

01456 
2-5221 

〃 沙流川森林組合 
代表理事
組合長 

平取町本町 46番地 9 
01457 
2-2544 

〃 日高町商工会 会長 日高町門別本町 188番地 1 
01456 
2-6301 
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役職名 機  関  名 役職名 住   所 電話番号 

委員 日高町日高連合自治会 会長 
日高町本町東 1丁目 297番地の 4 
(日高老人福祉センター内) 

01457 
6-2800 

〃 千栄自治会 会長 日高町字千栄 372番地の 1 
01457 
6-3917 

〃 
日高町門別地区自治会 
連絡協議会 

会長 
日高町門別本町 210番地の 1 
(日高町役場内) 

01456 
2-5131 

〃 
日高町ボランティア 
連絡協議会 

会長 
日高町門別本町 12番地の 17 
(日高町社会福祉協議会内) 

01456 
 2-6670 

〃 日高町門別防犯協会 会長 
日高町門別本町 210番地の 1 
(日高町役場内) 

01456 
 2-0255 

 

４ 防災会議の運営 

日高町防災会議条例の定めるところによる。 
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第２ 応急活動体制 

１ 緊急対策会議 

町長は、災害又は事故による被害等の発生が予想されるときで、必要と認めるときは、緊

急対策会議を招集し、初動体制に万全を期するものとする。 

 

２ 災害対策準備本部 

(1) 設置 

町長は、災害又は事故が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合、次の基準の  

一に該当し必要と認めるときは、本部運営が円滑に移行できる事前組織として、災害対

策準備本部を設置し、災害応急対策を実施する。 

災 害 対 策 準 備 本 部 設 置 基 準 

風  水  害 

◇ 大型台風の接近等で被害の発生が予想されるとき。 

◇ 住家の床上浸水や全半壊等の被害、人的被害が発生し、さらに被害

の拡大が予想されるとき。 

◇ 避難勧告、孤立集落の発生等により応急対策が必要なとき。 

◇ 交通機関の障害、生活基盤の被害が発生し、応急対策が必要なとき。 

地 震 ・ 津 波 

◇ 町内に震度４～５弱の地震が発生したとき。 

◇ 沿岸に「津波警報」が発表されたとき。 

◇ 町内に地震(津波)による被害が発生したとき、又は発生するおそれ

があるとき。 

雪     害 
◇ 孤立集落の発生等により応急対策が必要なとき。 

◇ 生活基盤等の被害が発生し、対策が必要なとき。 

火     山 
◇ 噴火警報(火口周辺)が発表され、火山活動による被害の発生が予想

されるとき。 

大 
 

事 
 

故 
 

等 

海 上 災 害  

◇ 大量の油等が流出し、漁業や環境に被害が発生したとき、又は発生

が予想されるとき。 

◇ 人命の救助救出及び被害者対策等を必要とするとき。 

航 空 災 害  ◇ 航空機等の墜落事故で対策が必要なとき。 

鉄 道 災 害  ◇ 人命の救助救出及び被害者対策等を必要とするとき。 

道 路 災 害  ◇ 人命の救助救出及び被害者対策等を必要とするとき。 

危険物等災害 ◇ 家屋・施設や人的被害が発生し、更に被害の拡大が予想されるとき。 

大規模火災  ◇ 家屋・施設や人的被害が発生し、更に被害の拡大が予想されるとき。 

林 野 火 災  
◇ 消火活動の難航が予想されるとき。 

◇ 家屋・施設や人的被害が発生し、更に被害の拡大が予想されるとき。 

 (2) 業務分担 

災害対策準備本部における業務分担は、災害対策本部に準ずるものとする。 

災害が発生するおそれがあると判断される場合には、各主管課長等は関係職員を招集

し、巡回パトロールを行うなど防災初動体制を確立し、被災状況等を取りまとめて報告

することとする。 

状況報告を受けた各主管課長等は、概要を集約し、原則書面をもって総務課を経由し

町長に報告するものとする。なお、緊急やむを得ない事態に遭遇した場合には、災害応

急対応を優先し、第一報の口頭報告後、速やかに書面報告するものとする。 
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(3) 廃止 

町は、災害の発生するおそれがなくなったとき、若しくは災害応急対策がおおむね完了したときは、

災害対策準備本部を廃止する。 

また、町は、基本法第２３条の２の規定に基づく災害対策本部を設置したときは、災害対策準備本

部を廃止する。 
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第３ 災害対策本部の設置 

１ 災害対策本部の設置 

町長は、災害又は事故が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、基本法

第２３条の２の規定により、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、町防災計画

に定めるところにより、災害対策本部を設置し、災害応急対策を実施する。 

又、被災し又は被災するおそれのある地区において、必要があると認めたときは地区対策

本部を設置し、災害応急対策等を災害対策本部の指揮監督により実施するものとする。 

なお、災害対策本部の設置は、次の設置基準の一に該当するほか、緊急を要する事態が生

じ、町長が必要と認めるときに設置することとする。 

災 害 対 策 本 部 設 置 基 準 

風  水  害 

◇ 多くの住家や人的被害が発生し、被害の拡大が予想されるとき。 

◇ 複数の地域で自主避難や避難勧告、孤立集落等が発生し、応急対策

が必要なとき。 

◇ 複数の交通機関の障害、生活基盤の被害が発生し、応急対策が必要

なとき。 

◇ 土砂災害警戒情報や記録的短時間大雨情報が発表され、甚大な被害

が発生するおそれがあるとき。 

◇ 大雨等特別警報が発表され、甚大な被害が発生するおそれがあると

き。 

地 震 ・ 津 波 

◇ 町内に震度５強以上の地震が発生したとき。 

◇ 沿岸に「大津波警報」が発表されたとき。 

◇ 町内に地震(津波)による大規模な被害が発生したとき、又は発生す

るおそれがあるとき。 

雪     害 ◇ 被害が大規模なとき。 

火     山 
◇ 噴火警報(居住地域)が発表され、火山噴火による大規模な被害の発

生が予想されるとき。 

大 
 

事 
 

故 
 

等 
海 上 災 害  

◇ 大量の油等が流出し、漁業や環境に大規模な被害が発生したとき、

又は発生が予想されるとき。 

◇ 人命の救助救出活動の難航が予想されるとき。 

◇ 多くの死傷者が発生したとき。 

航 空 災 害  
◇ 人命の救助救出活動の難航が予想されるとき。 

◇ 航空機等が消息を絶ったとき。 

鉄 道 災 害  

◇ 被害が大規模なとき。 

◇ 人命の救助救出活動の難航が予想されるとき。 

◇ 複数の交通機関の障害、生活基盤の被害が発生し、応急対策が必要

なとき。 

道 路 災 害  
◇ 被害が大規模なとき。 

◇ 人命の救助救出活動の難航が予想されるとき。 

危険物等災害 
◇ 被害が大規模なとき。 

◇ 人命の救助救出活動の難航が予想されるとき。 

大規模火災  
◇ 被害が大規模なとき。 

◇ 人命の救助救出活動の難航が予想されるとき。 

林 野 火 災  
◇ 火災が複数の市町村にわたり消火活動の難航が予想されるとき。 

◇ 人命の救助救出活動の難航が予想されるとき。 

冷 ( 温 ) 害  ◇ 各地で冷(温)害被害が発生したとき。 
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２ 災害対策本部の組織 

基本法第２３条の２第２項による災害対策本部長は町長をもって充てる。 

災害対策本部に災害対策副本部長及び災害対策本部員を置き、災害対策副本部長には副町

長及び教育長を、災害対策本部員には町職員（総務課及び地域住民課職員）をもって充てる。 

町長に事故等があり、災害対策本部長として指揮監督できない事情がある場合には、「第４ 

５ 町長の職務代理」により、迅速・的確に対応することとする。 

    ※資料編 資料第２「日高町災害対策本部条例」 

 

３ 災害対策本部の設置・運営 

災害対策本部の運営については、日高町災害対策本部条例（平成 18年条例第 26号）によ

るものとする。 

(1) 災害対策本部は、原則として、本庁舎（総務課内）に設置する。 

(2) 本庁舎が災害等で損壊し、本部機能が全うできない場合は、門別総合町民センター内に

災害対策本部を移転・設置するものとする。 

(3) 災害対策本部を設置したときは、庁舎正面玄関（又は門別総合町民センター正面玄関）

に「日高町災害対策本部」又は「日高（門別）地区災害対策本部」等の標識を掲示する。 

 

４ 災害対策本部の組織系統 

災害対策本部の組織系統は、別表１「災害対策本部の組織系統図」のとおり図示する。 

 

５ 災害対策本部における各対策部の業務分担 

災害対策本部に設ける各対策部の主な業務分担は、別表２「各対策部における業務分担」

のとおりとする。ただし、災害等の状況により別表２にとらわれず、各部の業務内容に適切

な人員を配置する。 

 

６ 本部員会議・対策会議 

災害対策本部長は、防災の推進を図るため必要と認めるときには、本部員会議又は対策会

議を招集することができるものとし、その概況については次のとおりとする。 

なお、日高地区において対策会議を開催した場合には、災害対策副本部長が災害対策本部

長の代行をし、その協議結果を遅滞なく報告することとする。 

《 本部員会議概況 》 

役  割 
◇ 災害対策を推進するための基本方針の決定 

◇ 各部の連絡・調整 

時  期 ◇ 初期活動が終了し、本部長が必要と認めた場合 

構  成 
◇ 本部長、副本部長、本部員（課長職以上）（必要に応じ日高西部消防

組合消防長又は消防職員及び消防団員）、防災担当職員 

協議事項 

◇ 災害応急対策の決定 

◇ 応援の要請 

◇ 配備の切替又は、本部の設置・廃止 

◇ その他 
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《 対策会議概況 》 

役  割 
◇ 災害応急対策を実施するための施策の決定 

◇ 各部の連絡・調整 

時  期 
◇ 本部設置後、直ちに招集する 

◇ 本部長若しくは副本部長が必要と認めた場合 

構  成 
◇ 本部長、副本部長、本部員（課長職以上）（必要に応じ日高西部消防組

合消防長又は消防職員及び消防団員）、防災担当職員 

協議事項 

◇ 災害応急対策の決定 

◇ 応援の要請 

◇ その他 

 

７ 災害対策本部の廃止 

災害対策本部長は、予想された災害の危険が解消したと認められたとき、又は災害発生後

における応急対策がおおむね完了したときは、災害対策本部を廃止し、標識等は撤去するこ

ととする。 

 

８ 災害対策本部の設置及び廃止の通知 

災害対策本部設置後、災害対策本部長は直ちに次の方法等により本部員並びに各関係機関

に通知・公表することとする。 

廃止した場合も、設置した場合の方法に準じ、通知・公表するものとする。 

通知及び公表先 通知及び公表の方法 

各 対 策 部 庁舎内放送、電話、ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ、無線等 

防災関係機関 電話、ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ、ＬＧ－ｍａｉｌ等 

地 域 住 民  町広報車、消防機関車両、報道機関の利活用等 

報 道 機 関  電話、ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ、口頭、文書等 

 

９ 災害対策支部の設置 

(1) 設置 

災害対策本部長は、災害が発生した地域の情報収集や連絡の拠点とするため必要と認

めるとき は、出張所等に災害対策支部を設置することができるものとする。又、交通

遮断等の特別な事由により配備先へ直行することが困難な職員の応急的な参集場所に代

えることができることとする。 

(2) 組織等 

ア 災害対策支部に参集した職員は、災害対策本部の指示を受け、応急対策に従事する。 

イ 交通の遮断等により配備先へ直行することができず災害対策支部に参集した職員は、

参集後、何らかの方法により、所属する担当部に連絡を行うこととする。 

ウ 上記等の場合で、通信回線の途絶等により災害対策本部と連絡が取れない場合は、参

集した職員において上席者を支部長とし、その者の指示を受け、応急対策に従事する。 

(3) 通知 

災害対策本部長は、災害対策支部を設置、又は廃止したときは、直ちに本部員又は各

関係機関に通知する。 

(4) 廃止 

災害対策本部長は、設置の目的がおおむね完了したときは、対策支部を廃止する。 
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１０ 現地災害対策本部・現地災害対策合同本部 

(1) 設置 

ア 災害対策本部長は、迅速かつ的確な災害応急対策を実施するため必要と認めるときは、

被災現地に現地災害対策本部を設置するものとする。 

イ 災害対策本部長は、発生した災害が大規模で、現地において防災関係機関と連携して

災害応急対策をするため必要と認めたときは、被災現地に現地災害対策合同本部を設置

するものとする。 

ウ 現地災害対策本部又は現地災害対策合同本部（以下「現地災害対策本部等」という。）

は、被災現地に近い災害対策支部又は公共施設に設置するものとする。 

(2) 組織等 

ア 現地災害対策本部等は、災害対策本部長が指名する職員又は災害対策本部長からの派

遣要請により防災関係機関から派遣された職員をもって組織する。 

イ 現地災害対策本部等の長は、災害対策本部長が指名する職員をもって充てる。 

ウ 現地災害対策本部等は、被災現地において、災害対策本部長の指示により、その所掌

事務の一部を代行するものとする。 

(3) 通知 

災害対策本部長は、現地災害対策本部等を設置、又は廃止したときは、直ちに災害対

策本部員又は各関係機関に通知する。 

(4) 廃止 

災害対策本部長は、被災現地における災害応急対策がおおむね完了したときは、現地災害対策本部

等を廃止する。 

 

１１ 災害復旧対策室等の設置 

災害等発生状況を総合的に判断し、災害に対する迅速・的確な応急対策を実施するため、

災害対策が長期的に及ぶ可能性がある場合、特に住民のライフライン確保や災害対応のため

の相談窓口としての必要があると認めるときは、災害復旧対策室等を設置することができる

ものとする。 

なお、災害復旧対策室等の対応は、町長が別に定めるものとする。 

 

１２ 民間団体との協力 

町は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害の状況に応じて民間団体と連

携協力しながら、迅速かつ的確に災害応急対策を実施する。 
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別表１ 「災害対策本部の組織系統図」 

本部長

日高町長

総務課職員
水・くらしサービスセンター職員
厚賀出張所職員
議会事務局職員

総務班

総務班 地域住民課職員

教育班

門別国保病院職員

福
祉
部

税務課職員
会計課職員

地域経済課職員

衛生班

経済班

車両班

水道班

住宅班

福祉班

総
務
部

総務課長

議会事務局長

地域住民課長

子育て福祉課長

調査救助班

水・くらしｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ所長

厚賀出張所長

財政班

地域住民課長

企画財政課職員企画財政課長

情報班

総務班

副本部長

副町長
（本庁担当）

民
生
部

援護班

住民課職員住民課長

衛生班

情報班

門別地域包括支援センター施設長

経済観光課長

地域住民課職員
日高地域包括支援センター職員
日高居宅介護支援事業所職員

地域住民課長 福祉班

子育て福祉課職員
健康増進課職員
保険年金課職員
門別地域包括支援センター職員
門別居宅介護支援事業所職員
門別やすらぎ荘職員
二葉・わかば・すずらん保育所職員

援護班

地域住民課職員

地域住民課職員
日高保育所職員

地域住民課長

財
政
情
報
部

救
助
部

税務課長

会計課長

健康増進課長

保育所管理者

財政班

地域住民課職員

日高国保診療所職員

本部付 地域住民課長 調査救助班

産
業
経
済
部

農務課長

農務課職員
経済観光課職員
農業委員会事務局職員

産業班

農業委員会事務局長

建設土木班

副本部長

副町長
（日高総合支所担当）

経済班

施
設
部

建設課長

管財班

住宅班

管財班

地域経済課長

管理課職員
社会教育課職員
門別図書館郷土資料館職員

社会教育課長

管財建築課長

用地調整室長

建設課職員
技術審議室職員

地域経済課長

車両班

水道班

日高国保診療所事務長

水・くらしサービスセンター職員水・くらしサービスセンター所長

下水道班

医療班

管財建築課職員
用地調整室職員

副本部長

教育長

医
療
部

門別国保病院事務長

技術審議室長

教育班

門別図書館郷土資料館長

建設土木班

下水道班

生涯学習課長

医療班

地域経済課職員

産業班

保険年金課長

消
防
部

富川消防署 富川消防署職員

教
育
部

管理課長

生涯学習課職員
日高山脈博物館職員

日高西部消防組合

消防長
支署消防職員

日高西部消防組合消防団
日高消防団長

各分団長 消防団員（分団員）

富川消防署長

日高支署

 

※町内における被害の実態を把握し、町民の生命、身体及び財産を守ることを最優先とす

る活動を行うものとする。 

各対策部長は被災状況等を勘案するとともに所属部員の動静を把握し、応急対策に繁忙な

対策部並びに地域対策本部への協力を行うものとする。 
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別表２  

各対策部における業務分担 

部  名 班  名 業     務     内     容 

災害対策本部

付 

 １ 災害業務の総合計画に関すること。 

２ 災害対策本部の運営事務等に関すること。 

３ 町防災会議に関すること。 

４ 気象予警報の収集及び伝達に関すること。 

５ 災害情報の収集及び報告に関すること。 

６ 北海道、他市町村、消防組合、防災関係機関等への派遣・協

力要請及び連絡調整に関すること。 

７ 自衛隊災害派遣要請の依頼に関すること。 

８ 住民組織等への連絡調整に関すること。 

９ 避難の勧告、指示及び準備に関すること。 

10 救助法による強制命令権の執行、公用令書の交付及び立入検

査に関すること。 

11 被害状況調査の総括及び関係機関への報告に関すること。 

12 北海道総合行政ネットワーク及び日高町防災行政無線の運

用・管理に関すること。 

13 罹災証明書の発行に関すること。 

総務部 総務班 １ 各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 職員の非常招集及び動員職員の出動状況の記録に関するこ

と。 

３ 災害応急対策従事者への食糧等の調達に関すること。 

４ 義援金(品)の受付に関すること。 

５ 町議会との連絡調整に関すること。 

財政情報部 財政班 １ 災害対策における財政の総括に関すること。 

２ 義援金(品)の配分に関すること。 

情報班 １ 災害資料及び災害記録の取りまとめに関すること。 

２ 災害時における写真撮影に関すること。 

３ 報道機関及び災害視察者への対応に関すること。 

４ ホームページ・広報誌による災害情報の周知に関すること。 

民生部 援護班 １ 避難所の開設及び被災者の収容に関すること。 

２ 避難所の食糧、生活必需品等の供給に関すること。 

３ 社会福祉施設の被害状況調査及び応急措置並びに復旧対策

に関すること。 

４ 災害時における広報車の運行に関すること。 

衛生班 １ 遺体の処理及び埋葬に関すること。 

２ 災害時における廃棄物処理に関すること。 

３ 被災地の防疫及び食中毒の予防に関すること。 

４ 災害時における環境衛生の総括に関すること。 
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部  名 班  名 業     務     内     容 

福祉部 福祉班 １ 救助法の適用申請に関すること。 

２ 日本赤十字社との連絡調整に関すること。 

３ 災害ボランティアとの連絡調整に関すること。 

４ 災害弔慰金及び災害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸

付に関すること。 

５ 被災者の生活援護に関すること。 

６ 救援物資の受け入れ及び配布に関すること。 

７ 救護所の設置に関すること。 

８ 要配慮者の援護対策に関すること。 

９ 静内地域保健室及び医療機関との連絡調整に関すること。 

10 老人福祉施設の被害状況調査及び応急措置並びに復旧対策

に関すること。 

救助部 調査救助班 １ 一般住家等の被害状況調査に関すること。 

２ 被災者の救助及び行方不明者の捜索に関すること。 

３ 警戒巡視に関すること。 

４ 救助日誌の記録に関すること。 

５ 自衛隊、消防組合及び協力団体等の作業に関すること。 

６ 被災住民に対する町税の減免及び猶予に関すること。 

産業経済部 産業班 １ 農林水産関係の被害状況調査及び応急措置並びに復旧対策

に関すること。 

２ 被災農・漁業者に対する援護対策に関すること。 

３ 農作物及び林野の病害虫の防疫等に関すること。 

４ 家畜の防疫、伝染病予防対策に関すること。 

５ 家畜飼料の確保に関すること。 

６ 死亡獣畜の処理に関すること。 

７ 治山、治水及び林野火災における予防対策に関すること。 

８ 農林水産関係機関との連絡調整に関すること。 

経済班 １ 商工業関係の被害状況調査及び応急措置並びに復旧対策に

関すること。 

２ 被災商工業者への援護対策に関すること。 

３ 観光施設等の被害状況調査及び応急措置並びに復旧対策に

関すること。 

４ 商工業関係機関との連絡調整に関すること。 

施設部 建設土木班 １ 道路、橋梁、河川等の被害状況調査及び応急措置並びに復旧

対策に関すること。 

２ 農業用施設の被害状況調査及び応急措置並びに復旧対策に

関すること。 

３ 災害時における工作物、障害物の除去に関すること。 

４ 応急復旧作業に必要な資材の確保並びに作業従事者の雇上

げに関すること。 

５ 町道の交通規制及び緊急輸送路の確保に関すること。 
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部  名 班  名 業     務     内     容 

施設部 住宅班 １ 住宅施設等の被害状況調査及び応急措置並びに復旧対策に関

すること。 

２ 被災者に対する応急仮設住宅の設置に関すること。 

３ 被災者における公営住宅の入居に関すること。 

４ 災害時における住宅対策の総括に関すること。 

管財班 １ 町有施設等の被害状況調査及び応急措置並びに復旧対策に関

すること。 

２ 町有財産の緊急使用、管理、運営に関すること。 

 車両班 １ 災害時における被災町民及び資材の輸送に関すること。 

２ 災害時における輸送交通車両の確保に関すること。 

３ 災害時における車両運行の総括に関すること。 

 水道班 １ 上水道施設の被害状況調査及び応急措置並びに復旧対策に関

すること。 

２ 災害時における飲料水及び生活用水の確保及び供給に関する

こと。 

 下水道班 １ 下水道施設の被害状況調査及び応急措置並びに復旧対策に関

すること。 

２ 災害時における生活排水に関すること。 

医療部 医療班 １ 入院・通院患者等の保護と応急対策に関すること。 

２ 医療施設の被害状況調査及び応急措置並びに復旧対策に関す

ること。 

３ 被災者に対する医療資材の供給等に関すること。 

４ 被災地における仮設医療施設の確保等に関すること。 

５ 災害時における医療品等の確保に関すること。 

６ 災害時における医療対策の総括に関すること。 

教育部 教育班 １ 児童・生徒の保護並びに防災教育に関すること。 

２ 社会教育施設等における入場者の避難誘導に関すること。 

３ 学校教育施設の被害状況調査及び応急措置並びに復旧対策に

関すること。 

４ 社会教育施設の被害状況調査及び応急措置並びに復旧対策に

関すること。 

５ 文化財の保護及び被害状況調査に関すること。 

６ 各小、中、高校との連絡調整に関すること。 

７ 被災児童・生徒に対する教育資材の供給、医療防疫、給食等に

関すること。 

本表は、災害諸対策の実施のため職員が取り組むべき基本的な事項の業務分担として例示したも

のである。 

 しかし、災害発生状況等を勘案し、災害対策本部や対策部長との協議連携を密にした中で緩急軽

重を判断し、臨機応変な応急対策に臨むことが求められる。 

 町内における被害の実態を把握し、町民の生命、身体及び財産を守ることを最優先とする活動を

行うものとする。 
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  《 応急活動の体制図 》 

　調査・確認 　調査・確認 　調査・確認

　初動体制の確認

　体制の移行 発生状況等により適宜設置

　応援
　職員派遣
　資機材提供

要請（職員派遣、資機材提供）

防災関係機関

災害対策本部

本 部 長：町長あああああああああ
副本部長：副町長、教育長ああああ
本 部 員：総務課・地域住民課職員

災害対策支部

日高地区
対策本部

現地災害対策本部本部員会議
【構成員】あああ

本部長あああ
副本部長ああ
課長職以上あ
防災担当者あ

門別地区
対策本部

現地災害対策合同本部

　報告 　指示

町 長

設
置
の
決
定

設
置
の
決
定

緊急対策会議

【構成員】あああああああああああああ
　町長、副町長、総務課長・地域住民課長

災害対策準備本部

本 部 長：町長あああああああ
副本部長：副町長、教育長ああ
本 部 員：課長等ああああああ

災害・事故等の発生、又は災害が発生するおそれ

地 域 住 民 課 総 務 課 防 災 関 係 機 関
報告 報告

 

第４ 職員の動員配備 

災害の発生が予想される場合、又は災害が発生した場合、災害応急対策を迅速かつ的確に

実施するため、職員の招集（登庁）による非常配備体制をとるものとする。ただし、災害対

策本部が設置されていない場合にあっても、その都度、状況に応じ非常配備に関する基準に

準じて必要な体制を整えるものとする。 

 

１ 非常配備体制 

非常配備体制の種別、配備内容及び配備時期の基準は次のとおりとする。 

区分 体制 配 備 基 準 配 備 内 容 

緊急対策会

議の開催後 

第１非常

配備 

１ 気象業務法に基づく気象、地象及

び水象に関する警報が発令され、被

害の発生が予想されるとき 

 

２ その他町長が必要と認めたとき 

災害の状況等により

必要と認められる人

員で、さらに次の配備

に移れる体制をいう 

準備本部の

設置後 

第２非常

配備 

１ 災害対策準備本部設置基準による 災害の状況等により

必要と認められる人

員で、さらに次の配備

に移れる体制をいう 

対策本部の

設置後 

第３非常

配備 

１ 災害対策本部設置基準による 災害の状況等により

災害応急対策ができ

る体制をいう 

（注）災害の規模及び特性に応じ、上記の基準によりがたいと認められる場合においては、臨

機応変な配備体制を整えるものとする。 
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２ 警戒体制 

降雨時及び地震発生時における警戒体制の基準は次のとおりとする。 

区

分 
状     況 配備体制 措置基準 

（
準
備
体
制
） 

第
１
非
常
配
備 

降
雨
時 

１ 気象業務法に基づく気象、地象及び水

象に関する警報が発令され、被害の発生

が予想されるとき 

準 備 体 制 と

し、各対策部

は直ちに次の

配備体制に移

行できるよう

体制を確立す

る。 

１ 危険区域の巡

視及び警戒 

２ 町民への周知 

(基本法第 56条) 

地
震
発
生
時 

１ 町内に震度４の地震が発生したとき 

２ 沿岸に「津波注意報」が発表されたと

き 

第
２
非
常
配
備
（
第
１
警
戒
体
制
） 

降
雨
時 

１ 前日までの連続雨量が１００㎜以上

で、当日の雨量が次の基準を超えたとき 

山間部：３時間雨量が８０㎜以上 

海岸部：当日の総雨量が５０㎜ 

２ 前日までの降雨がない場合で、当日の

雨量が次の基準を超えたとき 

山間部：３時間雨量が１００㎜以上 

海岸部：当日の雨量が１００㎜以上 

非常警戒体制

とし、各対策

部は直ちに次

の配備体制に

移行できるよ

う体制を確立

する。 

地
震
発
生
時 

１ 町内に震度５弱の地震が発生したとき 

２ 沿岸に「津波警報」が発表されたとき 

（
第
２
警
戒
体
制
） 

第
３
非
常
配
備 

降
雨
時 

１ 上記のそれぞれの状況下で、更に１時

間雨量が３０㎜以上の激しい雨が降り続

いているとき 

２ 土砂災害警戒情報が発表されたとき 

各対策部は直

ちに災害応急

活動ができる

体制を確立す

る。 

１ 町民の避難準

備と避難誘導 

２ 避難勧告 

(基本法第 60条) 

３ 避難指示 

(基本法第 60条) 地
震
発
生
時 

１ 町内に震度５強以上の地震が発生した

とき 

２ 沿岸に「大津波警報」が発表されたと

き 

 

３ 非常配備体制の組織 

非常配備体制の組織は、「日高町災害対策本部組織図」により、町長の指揮の下、必要な者

を指名して応急対策に当たることとするが、災害状況等により登庁職員に不足が生じる場合

等において、町長は緊急性等を総合的に判断し、臨機応変な初動体制により対応を指揮する

ものとする。 

 

４ 動員計画 

災害の発生が予想され、又は災害が発生した場合、災害対策本部の組織体制を確立できる

ように職員の動員を図るため、伝達系統及び伝達の方法並びに連絡責任者については、次の

とおりとする。 

(1) 平常執務時の体制 

各グループリーダーはグループ内職員の動静を把握し、その状況を主管課長（不在時

は参事・主幹等）に報告するとともに、職員の動静について報告を受けた主管課長等は、
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各課の相対的な人員体制について、本庁が所管する部門は総務課に、日高総合支所を所

管する部門は地域住民課に報告し、地域住民課は取りまとめ結果を総務課に報告するこ

ととする。 

(2) 退庁後又は休日等の体制 

ア 災害対策準備本部及び災害対策本部の設置基準に基づく登庁とする。 

イ 各対策部による個別伝達によるものとする。 

(3) 庁舎警備員による非常伝達 

庁舎警備員（以下「警備員」という。）が、次の情報を庁舎警備業務中に受理（認知）    した

ときは、別表３「災害時緊急通報対応系統図」により速やかに総務課長等に通知し事後の指示を仰

ぐほか、必要に応じて関係職員等に連絡するものとする。 

ア 災害発生のおそれのある気象情報等が関係機関等から通報され、又は自ら確知し、緊

急に応急措置を実施する必要があると認めるとき 

イ 災害が発生し、緊急に応急措置を実施する必要があると認められるとき 

ウ 災害発生のおそれのある異常現象の通知があったとき 

(4) 職員の通報及び登庁 

職員が退庁後又は休日等において、町民又は関係機関等から通報され、又は確知した

ときは、自ら登庁するとともに、別表３「災害時緊急通報対応系統図」により速やかに

総務課長等に通知し、事後の指示を仰ぐほか、必要に応じて関係職員等に連絡するもの

とする。 

ア 災害発生のおそれのある気象情報等が関係機関等から通報され、又は自ら確知し、緊

急に応急措置を実施する必要があると認めるとき 

イ 災害が発生し、緊急に応急措置を実施する必要があると認められるとき 

ウ 災害発生のおそれのある異常現象の通知があったとき 

(5) 緊急参集（登庁）場所 

勤務時間外、休日等における緊急参集（登庁）場所は、所属事務所とするが、被災等により直行す

ることが困難な場合は、居住地に近い事務所若しくは所属課長の指示を受けるものとする。 

(6) 各対策部における本部連絡員及び体制確立報告 

各対策部長は、災害対策本部長直属の総務部との連絡にあたらせ、臨機応変に繁忙な対策部との相

互応援を行うため、各対策部に本部連絡員（以下「連絡員」という。）を置くことができるものとす

る。 

ア 連絡員は、所属の部と災害対策本部（総務部）との連絡にあたり、災害対策本部から

の指示事項の伝達等連絡活動を行うものとする。 

イ 災害対策本部長の配備体制の指示に基づき各対策部が体制の確立を完了したときは、

直ちに連絡員を通じ総務部に連絡するものとする。 

(7) 消防機関に対する伝達 

町長が災害対策本部を設置した場合には、その配備体制について日高西部消防組合に通報するもの

とし、当該伝達は総務部長が行うものとする。 

通報を受けた日高西部消防組合は、事後の災害対応に即応できるよう、消防職員及び消防団員の動

静を把握するものとする。 

(8) 各対策部別の動員要請 

災害応急対策を総合的に、迅速かつ的確に実施するため、各対策部長は被災状況及び応急措置の状

況により応援職員の要請又は応援可能な職員の数について、総務部長に報告するものとする。 
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《 動員の指示系統 》 

本 部 長

 指示連絡 

 応援要請、応援可能職員の報告、 職員の応援派遣指示

総 務 部 長

応急対策の指示・被害の報告 

連 絡 員

対 策 部 の 動 員 対 策 部 の 動 員 対 策 部 の 動 員

被災地への派遣・被害の報告 

 

 

５ 町長の職務代理 

災害対策本部の設置をはじめ、災害応急対策に係る町長の職務に関して、町長に事故ある

ときは、次のとおり職務を代理するものとする。 

なお、交通の遮断や通信回線の途絶等により、日高地区における災害対策本部長の指揮監

督に支障が生じる事象が発生した場合においては、副町長（日高総合支所担当）が、町長の

職務を代理するものとする。 

 

第１順位 
⇒ 

第２順位 
⇒ 

第３順位 

副町長(本庁担当) 総 務 課 長 上 席 課 長 

※ 第３順位における上席課長の順位については、日高町長職務代理規制（平成 18 年 

規則第 9号）第２条を準用する。 

 

６ 公共的団体及び民間団体等の協力 

災害時において、町防災会議構成機関のみでは、十分な災害対策が困難であると判断され

る場合、公共的団体及び民間団体の協力を得て、災害対策の万全を期するものとし、必要な

防災関係機関等に気象警報等の概況について通知し、関係者等に広く情報提供するものとす

る。 

    ※資料編 資料第４「防災関係機関名簿」 

         資料第５「民間団体等における協力事項」 

         資料第６「町内会長名簿」 
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《 通報すべき機関等と気象予警報の種類 》 

 

          種   類 

 

 

通 報 先 

乾
燥
注
意
報 

霜
注
意
報 

低
温
注
意
報 

暴
風(

雪)

警
報 

大
雨(

雪)

警
報 

高
潮
警
報 

波
浪
警
報 

洪
水
警
報 

津
波
注
意
報
・
警
報 

役場／水くらしサービスセンター    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

役場／厚賀出張所    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

日高西部消防組合 ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

沙流川森林組合 ○         

ひだか漁業協同組合      ○ ○  ○ 

びらとり農業協同組合  ○ ○ ○ ○   ○  

門別町農業協同組合  ○ ○ ○ ○   ○  

日高町建設協会     ○     

※ ＦＡＸにより気象予警報等を通報することとするが、場合によっては電話による通報に

代えることができるものとし、その伝達時間等確認事項を「気象予警報伝達処理簿」に記

載することとする。 

     ※様式集 様式第１号「気象予警報伝達処理簿」 
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別表３ 

 

「災害時緊急通報対応系統図」 

 

この系統図は、退庁後又は土・日曜及び祝日の際に、北海道総合行政情報ネットワーク（北海道

防災情報システム・情報伝達システム）や気象官署、防災関係機関等から災害等に関する緊急通報

や町民から異常現象等の通報が入った場合において、町防災所管が迅速な対応をするため、災害対

策本部設置前における災害時の緊急通報の対処に関する連絡系統を示したものである。 

 

所属職員 管 理 職

総務課
職員

地域住民課
職員

所属職員

教 育 長 総務課
防災担当グループ員

地域住民課
防災担当グループ員

総務課長 地域住民課長

副 町 長
(本庁担当)

管理職

日高西部消防組合
日高西部消防組合

富川消防署日高支署

総務課
防災主担当者

地域住民課
防災主担当者

防災関係機関 防災関係機関

町　　長
副 町 長

(日高総合支所担当)

 (一般加入電話ＦＡＸにより
  気象警報表題のみ通知)

一　　般　　町　　民 室蘭地方気象台

町　職　員 防災関係機関
　ＮＴＴ東日本
　仙台センタ

日高振興局地域政策課
（防災）

 (地上系・衛星系に
 より受(信)理)

日 高 町 「 日 直 者 」 又は 「 庁舎警備員」

※退庁後、土・日曜日、祝日等においては、日直者又は庁舎警備員が受信等の一時的対応を行う。
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第２節 気象業務に関する計画 

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、波浪、地震、津波等異常な自然現象による災害を未然に

防止し、又、その被害を軽減するため、気象、地象(地震、火山噴火を除く。)及び水象等の

予警報の伝達方法及びこれらの異常現象発見者の通報義務等気象に関する組織、業務等は次

に定めるところによる。 

 

第１ 気象業務組織 

１ 予報区と担当官署 

(1) 予報区 

① 予報区は、わが国全域を対象とする全国予報区(気象庁本庁担当)と１１の地方予報区

に分割されている。北海道においては全域を対象とする北海道地方予報区(札幌管区気

象台担当)と７つの府県予報区に分かれている。当町を担当する官署(府県予報区担当官

署及び分担気象官署)は、次のとおりである。 

府 県 予 報 区 区       域 担 当 官 署 

胆振・日高地方 胆振総合振興局及び日高振興局管内 室蘭地方気象台 

② 予報区及び注意報、警報に用いる細分区域名は次表のとおり。 

区  分 区     域     説     明 

一次細分区域 
府県天気予報を定常的に細分して行う区域で、気候特性、災害特性及

び地理的特性により府県予報区を分割している。 

二次細分区域 
気象警報・注意報の発表に用いる区域で、市町村（東京特別区は区）

を原則とするが、一部市町村を分割して設定している場合がある。 

市町村等を 

まとめた地域 

二次細分区域ごとに発表する気象警報・注意報の発表状況を地域的に

概観するために、災害特性や都道府県の防災関係機関等の管轄範囲な

どを考慮してまとめた区域。 

（注）一次細分区域及び二次細分区域は、それぞれの海岸線から概ね２０海里(３７㎞)以

内の海域を含むものとする。なお、注意報及び警報において自己の担当予報区の海域

を一括して表現する必要があるときは「海岸線の海域」の名称を用いる。  

府県予報区 

(担当気象官署) 

一次細分 

区域 

市町村等を 

まとめた地域 
二次細分区域 

胆振、日高地方 

（室蘭地方気象台） 

胆振地方 

胆振西部 豊浦町、洞爺湖町、伊達市、壮瞥町 

胆振中部 室蘭市、登別市、白老町、苫小牧市 

胆振東部 安平町、厚真町、むかわ町 

日高地方 

日高西部 日高町、平取町 

日高中部 新冠町、新ひだか町 

日高東部 浦河町、様似町、えりも町 

(2) 海上予報区 

海上予報区は、全国海上予報区(気象庁本庁担当)と１２の地方海上予報区とに分か  

れており、そのうち北海道は札幌管区気象台が担当し、区域は次のとおりである。 

① 日本海北部及びオホーツク海南部 

茂津多岬(北海道)の突端から二百七十度に引いた線以北及び知床岬(北海道)の突端

から九十度に引いた線以北並びに千島列島以北の海岸線から三百海里以内の海域(サハ

リン東方沖、サハリン西方沖、網走沖、宗谷海峡、北海道西方海上) 

② 北海道南方及び東方海上 

尻屋崎(青森県)の突端から百十度に引いた線以北及び青森県と秋田県との境界線か

ら三百十五度に引いた線以北並びに茂津多岬(北海道)の突端から二百七十度に引いた
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線及び知床岬(北海道)の突端から九十度に引いた線以南並びに千島列島以南の海岸線

から三百海里以内の海域(北海道東方海上、釧路沖、日高沖、津軽海峡、檜山津軽沖) 

③ 海上予報区域の細分区域図 

 

 

２ 予報担当官署の業務内容 

気象官署は、気象予警報を発表する担当区域を異にしており、また、その業務内容も官署

によって異なっている。 

気象官署別の予警報等の種類は、次のとおりである。 

担 当 官 署 予警報等の種類 回   数   等 

札幌管区気象台 

(地方予報・地方海上 

予報担当官署) 

地方天気予報 

(地方天気分布予報) 

地方週間天気予報 

地方季節予報 

１ケ月予報 

３ケ月予報 

暖候期予報 

寒候期予報 

異常天候早期警戒情報 

地方気象情報 

地方海上予報 

地方海上警報 

⇒ 毎日３回(05,11,17時) 

 

⇒ 毎日２回(11,17時) 

 

⇒ 毎週１回(木) 

⇒ 毎月１回(原則 25日) 

⇒ 毎年１回(2月) 

⇒ 毎年１回(9月) 

⇒ 毎週２回(月・木) 

⇒ 随 時 

⇒ 毎日２回(07,19時) 

⇒ 随 時 

室蘭地方気象台 

(府県予報区担当官署) 

府県天気予報 

地域時系列予報 

府県週間天気予報 

注意報・警報 

府県気象情報 

⇒ 毎日３回(５、１１、１７時) 

⇒ 毎日３回(５、１１、１７時) 

⇒ 毎日２回(１１、１７時) 

⇒ 随 時 

⇒ 随 時 
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第２ 注意報、警報、特別警報及び火災気象通報 

気象等に関する注意報、警報、特別警報並びに火災気象通報の発表・伝達等は、気象業務

法（昭和 27年法律第 165号）、水防法（昭和 24年法律第 193号）及び消防法（昭和 23年法

律第 186号）の規定に基づき行うもので、注意報、警報及び特別警報の種類、発表基準、発

表方法、伝達方法等は次によるものとする。 

 

１ 注意報・警報・特別警報の種類・発表基準及び伝達方法 

(1) 注意報・警報・特別警報の伝達系統 

当町に対する注意報、警報、特別警報の伝達は、次の系統図により伝達先に対して行われる。 

なお、この伝達は、府県予報区担当官署が実施するものである。ただし、道（危機対策課）には道

内において発表された全ての警報が伝達される。 

 

     《 予警報の伝達の流れ 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 注意報・警報・特別警報の種類及び発表基準 

      室蘭地方気象台が発表する日高町に関する基準は次のとおりである。（基準値はいずれ

も予測値） 

１ 警報・注意報（平成２４年５月２９日現在） 

日高町日高 

大雨警報 
(浸水害) 雨量基準 1時間雨量 70mm 

(土砂災害) 土壌雨量指数基準 160 

洪水警報 

雨量基準 － 

流域雨量指数基準 
沙流川流域=45,千呂露川流域=22, 
パンケヌーシ川流域=22,岡春部川流域=16 

複合基準 
1時間雨量 50mmかつ 
流域雨量指数 沙流川流域=20 

暴風警報 平均風速 20m/s 

暴風雪警報 平均風速 20m/s 雪による視程障害を伴う 

大雪警報 降雪の深さ 
日勝方面 12時間降雪の深さ 50㎝ 

日勝方面以外の地域 12時間降雪の深さ 40㎝ 

波浪警報 有義波高  

高潮警報 潮位  

ひだか漁業協同組合

室
蘭
地
方
気
象
台

船舶

北海道開発局

室蘭海上保安部

一
般
住
民

警
報

ＮＴＴ東日本
仙台センタ

日高西部消防組合

各関係機関

対策
通報

日
高
町

ＮＨＫ室蘭放送局

北海道警察本部

北海道
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大雨注意報 
雨量基準 1時間雨量 40mm 

土壌雨量指数基準 94 

洪水注意報 

雨量基準 － 

流域雨量指数基準 
沙流川流域=32,千呂露川流域=15, 
パンケヌーシ川流域=16,岡春部川流域=11 

複合基準 
1時間雨量 30mmかつ 
流域雨量指数 沙流川流域=20 

強風注意報 平均風速 12m/s  

風雪注意報 平均風速 12m/s 雪による視程障害を伴う 

大雪注意報 降雪の深さ 
日勝方面 12時間降雪の深さ 30㎝ 

日勝方面以外の地域 12時間降雪の深さ 25㎝ 

波浪注意報 有義波高  

高潮注意報 潮位  

雷注意報 落雷等により被害が予想される場合 

融雪注意報 60mm以上：24時間雨量と融雪量(相当水量)の合計 

濃霧注意報 視程 200m 

乾燥注意報 最小湿度 35％、実効湿度 65％ 

なだれ注意報 
①24時間降雪の深さ 30cm以上 
②積雪の深さ 40cm以上で、日平均気温 5℃以上 

低温注意報 
5～10月 
11～4月 

(平均気温) 平年より 4℃以上低い日が 2日以上継続 
(最低気温) 平年より 6℃以上低い 

霜注意報 最低気温３℃以下 

着氷注意報  

着雪注意報 気温 0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続 

記録的短時間大雨情報 1時間雨量 100mm 

 

日高町門別 

大雨警報 
(浸水害) 雨量基準 

平坦地：1時間雨量 50mm 
平坦地以外：1時間雨量 70mm 

(土砂災害) 土壌雨量指数基準 139 

洪水警報 

雨量基準 － 

流域雨量指数基準 厚別川流域=21,日高門別川流域=15 

複合基準 － 

暴風警報 平均風速 
陸上 20m/s 

海上 25m/s 

暴風雪警報 平均風速 
陸上 20m/s 雪による視程障害を伴う 

海上 25m/s 雪による視程障害を伴う 

大雪警報 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 40㎝ 

波浪警報 有義波高 6.0ｍ 

高潮警報 潮位 1.3ｍ 

大雨注意報 
雨量基準 

平坦地：1時間雨量 30mm 
平坦地以外：1時間雨量 40mm  

土壌雨量指数基準 82 

洪水注意報 

雨量基準 － 

流域雨量指数基準 厚別川流域=13,日高門別川流域=10 

複合基準 － 



第２章 防災組織        

第２節 気象業務に関する計画 

  - 42 - 

強風注意報 平均風速 
陸上 12m/s 

海上 15m/s 

風雪注意報 平均風速 
陸上 12m/s 雪による視程障害を伴う 

海上 15m/s 雪による視程障害を伴う 

大雪注意報 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 25㎝ 

波浪注意報 有義波高 3.0ｍ 

高潮注意報 潮位 0.9ｍ 

雷注意報 落雷等により被害が予想される場合 

融雪注意報 60mm以上：24時間雨量と融雪量(相当水量)の合計 

濃霧注意報 視程 
陸上 200m 

海上 500m 

乾燥注意報 最小湿度 35％、実効湿度 65％ 

なだれ注意報 
①24時間降雪の深さ 30cm以上 
②積雪の深さ 40cm以上で、日平均気温 5℃以上 

低温注意報 
5～10月 
11～4月 

(平均気温) 平年より 4℃以上低い日が 2日以上継続 
(最低気温) 平年より 6℃以上低い 

霜注意報 最低気温３℃以下 

着氷注意報 船体着氷：水温 4℃以下 気温－5℃以下で風速 8m/s以上 

着雪注意報 気温 0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続 

記録的短時間大雨情報 1時間雨量 100mm 

 

    ２ 特別警報（気象等） 

大雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若
しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨に
なると予想される場合 

暴風 
数十年に一度の強度の台風や
同程度の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

高潮 高潮になると予想される場合 

波浪 高波になると予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪と伴う暴風が
吹くと予想される場合 

大雪 数十年に一度の降雪量なる大雪が予想される場合 

      特別警報（津波・火山・地震） 

津波 
高いところで３メートルを超える津波が予想される場合 
（大津波警報を特別警報に位置づける） 

火山噴火 
居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合 
（噴火警報（居住地域）を特別警報に位置づける） 

地震 
（地震動） 

震度６弱以上の大きさの地震動が予想される場合 
（緊急地震速報（震度６弱以上）を特別警報に位置づける） 

    ※「特別警報」は平成２５年８月３０日（金）から運用 
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警報・注意報発表基準一覧表の解説 

 

（1）警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報とは、災害

が起こるおそれのある旨を注意して行う予報である。警報・注意報は、気象要素が本表の基準

に達すると予想される場合、日高町に対して発表する。 

（2）大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注

意報、濃霧注意報には表中の欄で基準として用いる気象要素を示す。また、記録的短時間大雨

情報には表中の欄で基準を示す。 

（3）大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注

意報および記録的短時間大雨情報では、基準における「…以上」の「以上」を省略した。また、

乾燥注意報、濃霧注意報では、基準における「…以下」の「以下」を省略した。なお、上記以

外の注意報では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行っていない。 

（4）表中において、室蘭地方気象台が警報・注意報の本文中で用いる「平地、山地」等の地域名で

基準値を記述する場合がある。 

（5）大雨及び洪水の欄中においては、「平坦地、平坦地以外」＊43等の地域名で基準値を記述する

場合がある。 

（6）大雨警報については、雨量基準に到達することが予想される場合は「大雨警報（浸水害）」、

土壌雨量指数基準に到達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基準に到達す

ると予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表するため、大雨警報の欄

中、（浸水害）は「大雨警報（浸水害）」、（土砂災害）は「大雨警報（土砂災害）」の基準

をそれぞれ示している。 

（7）土壌雨量指数基準値は1km 四方毎に設定しているが、本表には日高町の域内における基準値の

最低値を示している。 

（8）洪水の欄中、｢○○川流域=30｣は、｢○○川流域の流域雨量指数30 以上｣を意味する。 

（9）高潮警報・注意報の潮位は一般に高さを示す「標高」で表す。「標高」の基準面として東京湾

平均海面（TP）を用いるが、島嶼部など一部では国土地理院による高さの基準面あるいはMSL

（平均潮位）等を用いる。 

（10）地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を

適用することが適切でない状態となることがある。このような場合は、非常措置として基準の

みにとらわれない警報・注意報の運用を行うことがある。また、このような状態がある程度長

期間継続すると考えられる場合には、特定の警報・注意報について、対象地域を必要最小限の

範囲に限定して「暫定基準」を設定し、通常より低い基準で運用することがある。 

 

   ・土壌雨量指数：降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まっている雨

水の量を示す指数 

   ・流域雨量指数：降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる地域・時刻に

存在する流域の雨水の量を示す指数 

   ・複合基準(洪水警報・注意報)：雨量基準と流域雨量指数基準の両方を満たした場合の基準 

   ・平坦地・平坦地以外の定義 

平坦地：概ね傾斜が 30 パーミル以下で、都市化率（ここでは、国土数値情報の土地利用  
情報に基づき、（建物用地＋幹線交通用地）／（すべて－河川・湖沼・海浜・海
水）として算出）が 25パーセント以上の地域 

    平坦地以外：上記以外の地域 
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   《 胆振・日高地方の 

平坦地・平坦地以外の概略図 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ３ 土砂災害警戒情報の発表 

大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度が非常に高ま

ったときに、市町村長が避難勧告等の災害応急対応を適時適切に行えるよう、また、住

民の自主避難の判断の参考となるよう、胆振総合振興局と室蘭地方気象台が共同で発表

する。 

 

４ 記録的短時間大雨情報の発表基準 

日高地方で、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測(地上の雨 

量計による観測)したり、解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)した

ときに、府県気象情報の一種として発表する。 

 

    ５ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼び

かける情報で、雷注意報を補足する情報として、室蘭地方気象台が担当地域を対象に発

表する。有効期間を発表から 1時間とするが、注意すべき状況が続く場合には、竜巻注

意情報を再度発表する。  

 

(3) 船舶向けのもの 

① 海上警報 

船舶の運航に必要な海上の気象、波浪その他に関する警報は、以下の５種類により発

表される。 

種別 
呼    称 

説   明 
英 文 和 文 

一般警報 WARNING 海上風警報 海上で風速が 28kt 以上 34kt 未満(13.9m/s 以
上 17.2m/s 未満。風力階級は 7)の状態に既に
なっているか、または 24時間以内にその状態
になると予想される場合 

海上濃霧警報 海上の視程がおおむね 500m 以下の状態に既に
なっているか、または 24時間以内にその状態
になると予想される場合 

海上着氷警報 海上で低温と風により波しぶき、雨や霧が船体
に付着し、凍結する状態に既になっているかま
たは、24 時間以内にその状態になると予想さ
れる場合 
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強風警報 GALE 
WARNING 

海上強風警報 海上で風速が 34kt 以上 48kt 未満(17.2m/s 以
上 24.5m/s未満。風力階級は 8～9)の状態に既
になっているか、または 24時間以内にその状
態になると予想される場合 

暴風警報 STORM 
WARNING 

海上暴風警報 台風の場合は、海上で風速が 48kt 以上 64kt
未満(24.5m/s 以上 32.7m/s 未満。風力階級は
10～11)の状態に既になっているか、または 24
時間以内にその状態になると予想される場合 
温帯低気圧の場合は、海上で風速が 48kt以

上 (24.5m/s以上。風力階級が 10以上)の状態
に既になっているか、または 24時間以内にそ
の状態になると予想される場合 

台風警報 TYPHOON 
WARNING 

海上台風警報 台風により、海上で風速が 64kt以上(32.7m/s
以上。風力階級が 12以上)の状態に既になって
いるか、または 24時間以内にその状態になる
と予想される場合 

警報なし NO 
WARNING 

海上警報なし 
海上警報解除 

警報をする現象が予想されない場合又は継続
中の警報を解除する場合 

（注）この表に掲げるもののほか、風及び霧以外の現象について警告を発する必要があ

る場合は、一般警報として現象名の前に「海上」を附した警報を行うことがある。 

 

② 伝達系統図 

札幌管区気象台 船舶

室蘭地方気象台

第一管区海上保安本部
　警備救難部救難課運用司令センター

日高無線漁業協同組合
 

 

(4) 水防活動用気象注意報及び気象警報 

水防活動の利用に適合する注意報及び気象警報は次の表の左欄に掲げる種類ごとに、同表の右欄に

掲げる注意報及び警報により代行する。 

① 種 類 

水防活動用気象注意報 大雨注意報 

水防活動用津波注意報 津波注意報 

水防活動用高潮注意報 高潮注意報 

水防活動用洪水注意報 洪水注意報 

水防活動用気象警報 大雨警報又は大雨特別警報 

水防活動用津波警報 
津波警報又は津波特別警報 

（大津波警報の名称で発表） 

水防活動用高潮警報 高潮警報又は高潮特別警報 

水防活動用洪水警報 洪水警報 
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② 伝 達 

当町における水防活動用気象注意報及び気象警報の伝達系を下図のように図示する。 

船舶

北海道開発局

室蘭海上保安部

日
高
町

一
般
住
民

ＮＴＴ東日本
仙台センタ

日高西部消防組合

水防団

室
蘭
地
方
気
象
台

ＮＨＫ室蘭放送局

北海道開発局
室蘭開発建設部

北海道警察本部

北海道

ひだか漁業協同組合

警報のみ

 

 

(5) 水防法に基づく洪水予報 

沙流川（指定河川）の洪水予報は、室蘭地方気象台と北海道開発局室蘭開発建設部が  

共同して行う。 

① 指定河川及び担当 

ア 国土交通大臣指定河川 

整備局 水系名 洪水予報河川名（水防法第１０条第２項） 

北海道開発局 沙流川 沙流川 

 

② 洪水予報の種類、発表基準 

 ア 情報の種類・発表基準 

種 類 発表基準 （洪水予報） 

氾濫注意情報 

（洪水注意報） 

基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、更に水

位上昇が見込まれるとき 

氾濫警戒情報 

（洪水警報） 

基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水位（危険水位）に到

達することが見込まれるとき、又は、避難判断水位に到達し、

更に水位上昇が見込まれるとき 

氾濫危険情報 

（洪水警報） 
基準地点の水位が氾濫危険水位（危険水位）に到達したとき 

氾濫発生情報 

（洪水警報） 
氾濫が発生したとき 

 

 イ 洪水の危険レベル 

洪水危険 

レベル 

洪水予報の表題 

[洪水予報の種類] 
水位の名称 市町村・住民に求める行動等 

レベル１ （発表なし） 水防団待機水位 水防団待機 

レベル２ 
氾濫注意情報 

[洪水注意報] 
氾濫注意水位 

市町村は避難準備情報（要援

護者避難情報）発令を判断、 

住民は氾濫に関する情報に注

意、消防団出動 
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レベル３ 
氾濫警戒情報 

[洪水警報] 
避難判断水位 

市町村は避難勧告等の発令を

判断、住民は避難を判断 

レベル４ 
氾濫危険情報 

[洪水警報] 
氾濫危険水位 住民の避難完了 

レベル５ 
氾濫発生情報 

[洪水警報] 
（氾濫発生） 

逃げ遅れた住民の救助等 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民

の避難誘導 

 

③ 洪水予報伝達系統図 

 

日高振興局
（地域創生部）

日高西部消防組合

日
高
町

一
般
住
民

ＮＴＴ東日本
仙台センタ 各関係機関

ＮＨＫ室蘭放送局

室蘭地方気象台

北海道警察本部 門別警察署

室蘭開発建設部

室蘭建設管理部 門別出張所

警
報

 

 

(6) 水防法に基づく水防警報 

室蘭開発建設部が発表する水防警報の種類、内容、発表基準及び伝達は次のとおりと 

する。 

① 指定河川及び担当 

ア 国土交通大臣指定河川 

整備局 水系名 水防警報河川名（水防法第１６条第１項） 

北海道開発局 沙流川 沙流川 

② 水防警報の種類、内容及び発表基準 

種類 内     容 発 表 基 準 

待機 出水あるいは水位の再上昇が懸念され 

る場合に、状況に応じて直ちに水防機 

関が出動できるように待機する必要が 

ある旨を警告し、又は、水防機関の出 

動期間が長引くような場合に、出動人 

員を減らしても差支えないが、水防活 

動をやめることはできない旨を警告す 

るもの 

気象予・警報等及び河川状況等

により、必要と認めるとき 

準備 水防に関する情報連絡、水防資器材の 

整備、水門機能等の点検、通信及び輸 

送の確保等に努めるとともに、水防機 

関に出動の準備をさせる必要がある旨 

を警告するもの 

雨量、水位、流量とその他の河

川状況により必要と認めるとき 

出動 水防機関が出動する必要がある旨を警告す

るもの 

氾濫注意報等により、又は水位、

流量その他の河川状況により、

氾濫濫注意水位（警戒水位）を

超えるおそれがあるとき 
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警戒 出水状況及びその河川状況を示し、警戒が

必要である旨を警告するとともに、水防活

動上必要な越水（水があふれる）・漏水・法

崩（堤防斜面の崩れ）・亀裂等河川の状況を

示しその対応策を指示するもの 

氾濫警戒情報等により、又は、

既に氾濫注意水位（警戒水位）

を超え、災害のおこるおぞれが

あるとき 

解除 水防活動を必要とする出水状況が解消した

旨及び当該基準水位観測所名による一連の

水防警報を解除する旨を通告するもの 

氾濫注意水位（警戒水位）以下

に下降したとき、又は水防作業

を必要とする河川状況が解消し

たと認めるとき 

（注）地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて水防警報を発表する。 

 

③ 水防警報伝達系統図 

室蘭地方気象台 陸上自衛隊

一
般
住
民

二風谷ダム管理所

日高西部消防組合

苫小牧河川事務所 日高町

各関係機関

北海道開発局 北海道 室蘭建設管理部

室蘭開発建設部
日高振興局
（地域創生部）

門別警察署

 

(7) 火災に関するもの 

① 火災気象通報 

府県予報担当官署及び分担気象官署が行う火災気象通報の発表及び終了の通報は、消

防法第２２条の規定に基づき、室蘭地方気象台から北海道知事に通報するものとする。 

通報を受けた北海道知事は、管内各町に通報するものとし、町長は、この通報を受け

たとき、又は気象の状況から火災の予防上危険であると認めたときは、火災警報を発令

することができる。 

ア 通報基準（日高地方） 

実効湿度が６５％以下で最小湿度３５％以下の場合、若しくは、平均風速が 

１２ｍ/ｓ（浦河１４ｍｍ/ｓ、えりも岬２０ｍ/ｓ）以上が予想される場合。

なお、平均風速が 

基準以上の予測であっても、降雨及び降雪の状況によっては火災気象通報を 

行わない場合がある。 

イ 伝達系統図 

火災気象通報の伝達系統は、下記のとおりとする。 

室
蘭
地
方
気
象
台

北
海
道

日
高
町

日高西部消防組合
一
般
住
民

森林管理署
協
力
関
係
機
関

日高振興局
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② 林野火災気象通報 

林野火災通報は、火災気象通報の一部として行い、伝達は第５章第１節第４「林野火

災対策」により実施する。 

室蘭地方気象台 北海道 日高町 日高西部消防組合

日高振興局
 

 

 (8) ダムの放流に関するもの 

日高地区には３ヶ所のダムがあり、門別地区は二風谷ダムの下流域にあるため、放流 

については細心の注意が必要である。 

① 二風谷ダム 

ア 二風谷ダムの概要 

沙流川は、水源を日高山脈の北端近くに発し、ほぼ南西に流下し、途中多くの支流

を合わせつつ日高町日高地区、平取町を経て、日高町門別地区富川で太平洋に注ぐ流

域面積１，３５０k㎡、延長１０４㎞の一級河川である。 

二風谷ダムは沙流川の河口より約２１㎞地点に位置する国土交通省直轄の重力式コ

ンクリートダムであり、流域面積は１，２１５k ㎡、高さ３２ｍ、長さ５５０ｍ、総

貯水容量３１，５００，０００㎥、有効貯水容量２６，０００，０００㎥で今後建設

される予定の平取ダムと併せて、両ダムにより洪水調節、流水の正常な機能の維持、

かんがい用水、水道用水、及び発電を行うことを目的としている。 

イ 二風谷ダムの名称及び管理 

二風谷ダム管理所は、放流等のダム操作により流水状況に著しい変化を生じさせる

と認められるときは、必要事項を通報するものとする。放流等の通報を受けた際には、

防災業務を担当する主査以上の者の指示を仰ぐものとする。 

ダ ム 名 管  理  所 管  理  者 

二風谷ダム 二風谷ダム管理所 

TEL:01457-2-4262 

FAX:01457-2-4272 

国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部 

TEL:0143-22-9171 

FAX:0143-22-1264 

ウ 伝達系統 

二風谷ダム管理の伝達系統は以下のとおりとする。 

 

《 警報体制をとったとき 》 

北海道開発局建設部
河川管理課

門別警察署

北海道開発局
室蘭開発建設部

治水課

公物管理課
日高町

平取町

二風谷ダム管理所
日高町
　水・くらしサービスセンター

日高西部消防組合

○ 洪水警戒体制
○ 洪水警戒体制解除
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《 放流に関する通知を行うとき 》 

二風谷ダム管理所

日高町

日高町
水・くらしサービスセンター

胆振総合振興局
室蘭建設管理部 門別出張所

北海道開発局建設部
河川管理課

日高門別土地改良区
北海道開発局
室蘭開発建設部

治水課

公物管理課

門別警察署

ひだか漁業協同組合
門別支所

日高西部消防組合

ほくでんエコエナジー株式会社
新ひだか管理所（二風谷発電所）

河川採草地利用者

※　400m3/sを超える
場合のみああ あ

社会教育課

※　放流開始及び放流
　　増加に関する情報

 

※資料編 資料第７「二風谷ダム放流時の連絡先」 

 

② 日高地区のダム 

ダム管理者から、当町への通報方法は、次のとおりである。 

１ 勤務時間内は、ダム管理所から地域住民課に「沙流川水系ダム自動通報システム

(以下「通報システム」という。)」により、通報するものとし、これを受信後対応

するものとする。 

２ 勤務時間外は、ダム管理所から庁舎警備員に対して、通報システムにより通報さ

れ、庁舎警備員は、これを受信し、庁舎警備簿等に概況のみについて記載すること

とする。この場合、緊急性の高い通報については、地域住民課長に通報することと

する。 

３ 土曜・日曜・祝祭日等においては、前記２を準用する。 

４ 上記の１～３の場合、受信操作ミス等が発生した場合には、ダム管理所から役場

(日高総合支所)設置のＦＡＸにその内容が送信され、事後受信確認をするものとす

る。 

なお、通報システムに関する詳細については、「沙流川水系ダム自動通報システムの

設置について(平成９年１２月１日、北電日発土第５９号)」によるものとする。 

 

ア ダムの名称及び管理 

ダ  ム  名 管  理  所 管  理  者 

奥沙流ダム 岩知志ダム管理所 

TEL:01457-6-3434 

FAX:01457-6-2441 

北海道電力株式会社 

TEL:01457-6-2076 

FAX:01457-6-2079 

沙流川取水堰 

岩知志ダム 

 

イ 放流通報系統及び通報基準 

当町には、沙流川水系３ヶ所のダム放流に関しては、「ダム情報自動通報システム」

が設置されており、その伝達系統は次のとおりである。 
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《奥沙流ダム》 

奥沙流ダム
日高町
（地域住民課）

びらとり農業協同組合
日高支所

平取町土地改良区

○ 超流開始１時間前

○ 洪水開始時(20m3/s)
○ 最大流入時
○ 洪水終了時
○ 越流停止時

 

《沙流川取水堰》 

沙流川取水堰
日高町
（地域住民課）

びらとり農業協同組合
日高支所

平取町土地改良区

○ 超流開始１時間前
○ 放流停止時

 

《岩知志ダム》 

岩知志ダム
日高町
（地域住民課）

※ 放流時の通報なし  

     ※資料編 資料第８「沙流川水系ダム自動通報システム概況」 

 

(9) 各種情報 

気象、水象及び地象等により災害が起こるおそれがある場合、気象官署は、担当予報  

区に対し注意を喚起するため、注意報や警報の補足説明、注意発表前の状況説明又は事実

を具体的に説明した気象情報、地震情報、火山情報等を発表するため、町としてそれら情

報の有効活用をするものとする。 
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第３ 異常現象を発見した者の措置等 

１ 通報義務（基本法第５４条第１項及び第２項） 

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその状況を町長又は警

察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。何人もこの通報が最も迅速に到着する

ように努力しなければならない。 

 

２ 警察官及び海上保安官の通報（基本法第５４条第３項） 

異常現象発見者から通報を受けた警察官及び海上保安官は、その旨を速やかに町長に通報

しなければならない。 

 

３ 町長の通報（基本法第５４条第４項） 

異常現象に関する通報を受けた町長は、次の気象官署に通報しなければならない。 

宛先官署名 所在地・電話番号 指 定 地 域 

室蘭地方気象台 

 

室蘭市山手町２丁目６番８号 

ＴＥＬ（０１４３）２２－３２２７ 

胆振・日高地方 
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第３章 風水雪害等対策 

本章は、風水雪害の対策に備えて、災害予防と発生時に備えた情報伝達、避難体制、応急対策

等について定めたものである。 

 

第１節 災害予防 

第１ 風水害の予防 

風水害の予防をするためには、浸水危険箇所を調査し、河川改修等の事業を推進する必要が

ある。また、被災後の農作物・家畜等に対しては、感染症や病害虫等の発生を防止する対策を

図り、風水害により予想される被害の軽減を目的とする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 道路・河川等の整備 建設課、地域経済課 

２ 海岸の整備 経済観光課、建設課 

３ 水防体制の強化 
総務課、建設課、地域住民課、地域経済課 

日高西部消防組合、日高消防団 

４ 風害の予防対策 建設課、地域経済課 

５ 農作物・家畜等の災害予防対策 農務課、地域経済課 

 

１ 道路・河川等の整備 

浸水等の被害を防止するために、道路・河川・水路等の改修等の整備事業を推進する。ま

た、総合的な治水対策を確立するため、河川等の危険箇所の調査把握に努めることとする。 

(1) 河川の整備 

開発による保水能力の低下に対応するため、河川改修として築堤や床固めを行うなど、

治水事業を推進する。 

(2) 雨水管等の整備 

市街地の排水不良を改善するため、雨水管等の整備を図ることとし、特に、過去の降  

雨量で浸水した実績のある地域を優先的に整備するよう協議検討を進めることとする。 

 

２ 海岸の整備 

高波や高潮による災害の予防として、海岸の侵食防止、高潮被害の防止対策等を次のとお

り実施する。 

(1) 予防対策 

高潮警報等を迅速に伝えるため、防災行政無線等による伝達方法を確立するとともに、

高波、高潮、津波等危険区域の指定及び水防資機材の備蓄等所要の措置を講じ、水防体

制の確立を図るものとする。また、住民に対し、高波、高潮、津波等危険区域の周知に

努めるとともに、警戒避難体制を整備する。 

(2) 海岸保全、漁港整備事業 

高波や高潮による災害予防施設として、次の事業による防波堤、防潮堤、防潮護岸等  

の整備事業を推進する。 

所   管 事   業   名 

国土交通省 海岸保全施設整備事業、港湾海岸保全施設整備事業 

農林水産省 
漁港海岸保全施設整備事業、農地海岸保全施設整備事業、 

漁港漁村整備事業 



第３章 風水雪害等対策 

第１節 災害予防   

  - 56 - 

３ 水防体制の強化 

(1) 水防関係危険区域の現況 

◇ 水防危険区域 ．．．．．．．．．．．．．．資料編 資料第９ 「水防被害予測箇所一覧」 

◇ 高波・高潮・津波等危険区域 ．資料編 資料第１０「高波・高潮・津波等危険区域」 

◇ 低地帯の浸水予想区域 ．．．．．．資料編 資料第１１「低地帯の浸水予想区域」 

 

(2) 日高町水防計画 

水防体制を強化するために、日高町水防計画(別冊)の定めるところにより、諸対策等

を実施することとする。 

◇ 水防体制の確立 

◇ 水防資機材の充実 

◇ 河川情報の的確かつ迅速な収集と伝達体制の整備 

◇ 水防訓練等を通じて、水防意識の向上と水防活動指揮系統の徹底、水防作業能力向

上、水門操作の習熟を図る 

 

４ 風害の予防対策 

海岸線及び内陸部における風害を防ぐため、特に建物からの落下防止の徹底を図ることと

し、次のとおり対策を行う。 

◇ 建物からの落下防止の徹底 

◇ 学校や医療機関等の応急対策上重要な施設の安全性の向上に配慮する 

 

５ 農作物・家畜等の災害予防対策 

農作物や畜産等の風水害に備えた予防については、次に掲げる事項について農業協同組合

等と連携して対策を促進し、災害の発生に備えるものとする。 

◇ 災害後の病害虫の防除対策 

◇ 伝染病、感染症の対策 

◇ 農地の排水施設の整備 
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第２ 雪害の予防 

異常降雪等により予想される豪雪、暴風雪及びなだれ等に関する対策は、防災関係機関が、

それぞれ連携を図りながら、次のとおり行うものとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 気象情報の収集 総務課 

２ 交通・通信・送電の確保 

建設課、地域経済課、室蘭開発建設部苫小牧道路事務所・日

高道路事務所、胆振総合振興局室蘭建設管理部門別出張所、

門別警察署、ＪＲ北海道静内駅、ＮＴＴ東日本北海道事業部

苫小牧支店、北海道電力㈱日高水力センター・富川営業所 

３ なだれ事故防止対策 

総務課、建設課、経済観光課、地域住民課、地域経済課、室

蘭開発建設部苫小牧道路事務所・日高道路事務所、胆振総合

振興局室蘭建設管理部門別出張所、門別警察署 

４ 除雪・排雪 
建設課、室蘭開発建設部苫小牧道路事務所・日高道路事務所、

胆振総合振興局室蘭建設管理部門別出張所 

５ 町の体制 建設課、地域経済課 

 

１ 気象情報の収集 

気象官署の発する予警報及び情報並びに室蘭地方気象台の情報等を収集するとともに、必

要な警戒体制を整えて、雪害に対処するものとする。 

 

２ 交通・通信・送電の確保 

(1) 日高町 

 ① 作業時間帯 

      原則的には、午前３時から午後９時までとする。ただし、必要に応じ作業時間を変更

するものとする。  

 ② 除雪基準 

新雪除雪 

◇ 連続した降雪があり、新たな積雪が１０㎝以上に達したとき。 

◇ 今後の降雪により、積雪が１０㎝以上に達したとき。 

◇ 交通量が多く、圧雪による交通障害の発生が予想されるとき。 

◇ 風雪や地吹雪等により吹き溜まりの発生が予想されるとき。 

拡幅除雪 
◇ 雪堤が成長し、所定の幅員及び車線数の確保が困難なとき。 

◇ 雪堤が高くなり見通しが悪く、交通に支障が出ると判断したとき。 

 ③ 除雪目標 

◇ 定期バス路線、あるいは集乳路線等の交通量が多い重要路線については、全幅員

確保を原則とし、バス停留所においては拡幅除雪を行う。 

◇ 通勤、通学など一般路線については、１車線確保を原則とし、随所に待避路を設

ける。  

 ④ 優先順位 

①通勤・通学路    ②公共施設接続路線    ③その他の町道 
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(2) 室蘭開発建設部苫小牧道路事務所、日高道路事務所 

北海道開発局が管理する道路で、冬期間除雪を行い、交通を確保する除雪作業の基準 

は、次のとおりである。 

① 苫小牧道路事務所 

路線名 町内延長 種 別 

日高自動車道 ８．１ｋｍ 第１種 

国道２３５号 ２５．８ｋｍ 第１種 

② 日高道路事務所 

路線名 町内延長 種 別 

国道２３７号 １９．７ｋｍ 
１５．３ｋｍ 第１種 

４．４ｋｍ 第２種 

国道２７４号 ４１．０ｋｍ 第１種 

なお、室蘭開発建設部における除雪基準は以下のとおりである。 

種 類 除   雪   目   標 

第 １ 種 昼夜の別なく除雪を実施し、常時交通を確保する。 

第 ２ 種 ２車線確保して原則として、夜間除雪は行わない。 

第 ３ 種 
１車線確保して原則として、必要な避難場所を設ける。夜間除雪は

行わない。 

 

(3) 胆振総合振興局室蘭建設管理部門別出張所 

北海道が管理する道路で、冬期間除雪を行い、交通を確保する除雪作業の基準は、次

のとおりとする。 

    【 日高地区 】 

路 線 名 町内延長 種 別 

道道三岩日高線 ４．８ｋｍ 第３種 

    【 門別地区 】 

路 線 名 町内延長 種 別 

道道富川停車場線 ０．７ｋｍ 
第１種 

道道比宇厚賀停車場線 ６．２ｋｍ 

道道平取静内線 ３．１ｋｍ 

第２種 
道道平取門別線 ２．４ｋｍ 

道道比宇厚賀停車場線 ３．９ｋｍ 

道道正和門別停車場線 １６．４ｋｍ 

道道平取静内線 １０．６ｋｍ 

第３種 道道平取門別線 １４．３ｋｍ 

道道新冠平取線 １６．３ｋｍ 
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なお、胆振総合振興局室蘭建設管理部における除雪基準を以下に示す。 

種 類 標準交通量 除   雪   目   標 

第１種 １，０００台/日以上 

２車線以上の所定幅員確保を原則とし、異常な降

雪時以外は交通を確保する。異常降雪時において

は、極力２車線確保を図る。 

第２種 ３００～１，０００台/日 

２車線（５．５ｍ）以上の幅員確保を原則とし、

夜間除雪は実施しない。異常降雪時においては、

極力１車線以上の確保を図る。 

第３種 ３００台/日以下 

２車線幅員を確保することを原則とし、夜間除雪

は実施しない。状況にょっては１車線（４．０ｍ）

幅員で待機所を設ける。一時通行止めをすること

もやむを得ないものとする。 

(4) 門別警察署 

門別警察署は、雪害による交通の混乱を防止するため、必要により警察署長権限によ

る車両通行止め及び通行禁止並びに制限等の交通規制を行う等の措置を講ずる。 

(5) 北海道旅客鉄道㈱日高線運輸営業所静内駅 

北海道旅客鉄道㈱日高線運輸営業所静内駅は、雪害による列車ダイヤに支障をきたさ

ないよう除雪に努めるものとし、雪害時においては、通勤、通学及び緊急必需物資の輸

送に重点をおくものとする。 

(6) ＮＴＴ東日本北海道事業部苫小牧支店 

ＮＴＴ東日本北海道事業部苫小牧支店は、雪害により通信に支障を期たさないよう必

要な措置を講ずる。 

(7) 北海道電力㈱日高水力センター・富川営業所 

北海道電力㈱日高水力センター及び富川営業所は、風雪害を考慮した設備を建設する

等の措置を講ずる。 

 

３ なだれ事故防止対策 

関係機関は、町民に被害を及ぼすおそれのあるなだれ発生予想箇所を住民に周知するため、

自己の業務所管区域内のなだれ発生予想箇所に標示板により標示を行う等の措置を講ずると

ともに、警戒及び巡回を強化するものとする。 

 

４ 除雪及び排雪 

各道路管理者は、該当する道路の除雪を早期に実施し、交通の円滑化を図るとともに、特

に排雪に伴う雪捨場の設定に当たっては、特に次の事項に留意するものとする。 

(1) 雪捨場は、交通に支障のない場所を設定する。やむを得ず道路側面等を利用する場合は、

車両の退避場を設ける等、交通の妨げにならないよう配慮すること。 

(2) 河川等を利用し、雪捨場を設定する場合は、河川の流下能力の確保に努め、災害等の発

生防止に十分配慮すること。 
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５ 町の体制 

町は、雪害対策を積極的に実施するため、北海道雪害対策実施要綱に準じ、所要の対策を

講ずるとともに、次の事項に十分留意するものとする。 

◇ 雪害対策の体制及び窓口を明確にすること。 

◇ 雪害情報の連絡体制を確立すること。 

◇ 災害警戒区域等の警戒体制を擁立すること。 

◇ 積雪における消防体制を確立すること。 

◇ 雪害発生時における避難、救出、給水、食料供給及び防疫等の応急措置の体制を整える

こと。 

◇ 孤立予想地域に対しては、食料の供給対策、医療助産対策、応急教育対策を講ずること。 

◇ 除雪機械、通信施設の整備点検を行うこと。 

◇ 雪捨場の設定に当たっては、交通障害及び溢水災害等の連絡について十分な配慮をする

こと。 
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第３ 融雪災害の予防 

融雪による河川の出水等による災害の予防対策は、防災関係機関がそれぞれ連携し、次のと

おり行うものとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 気象情報・積雪状況の把握 総務課、建設課、地域住民課、地域経済課 

２ 融雪出水対策 

建設課、地域経済課、室蘭開発建設部二風谷ダム管理所、

北海道電力㈱日高水力センター、胆振総合振興局室蘭建設

管理部門別出張所 

３ なだれ等予防対策 

経済観光課、建設課、地域経済課、室蘭開発建設部苫小牧

道路事務所・日高道路事務所、胆振総合振興局室蘭建設管

理部門別出張所、北海道旅客鉄道㈱日高線運輸営業所静内

駅 

４ 交通の確保 

建設課、地域経済課、室蘭開発建設部苫小牧道路事務所・

日高道路事務所、胆振総合振興局室蘭建設管理部門別出張

所 

５ 通信及び送電の確保 
ＮＴＴ東日本北海道事業部苫小牧支店、北海道電力㈱日高

水力センター・富川営業所 

６ 広報活動 総務課、企画財政課、地域住民課 

７ 町の体制 建設課、地域経済課 

 

１ 気象情報・積雪状況の把握 

(1) 融雪災害に関する注意報、警報並びに情報等を収集し、関係機関に通報する。 

(2) 積雪状況及び融雪状況を把握するため、危険区域の巡回を行うほか、地域住民に協力を

呼びかける。 

 

２ 融雪出水対策 

(1) 融雪出水時期には、常に警戒にあたるものとし、水防用資機材及び通信機材の整備点検

を行うものとする。 

(2) 河川管理者は、河川が融雪・結氷・捨雪及びゴミ等により河道が著しく狭められ、出水

による災害が予想される場合は、融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等障害物の除去

に努め、併せて河川管理施設の整備点検を十分に行うとともに、堰・水門等の河川工作物

の管理者に指導を行い、流化能力の確保を図ることとする。 

(3) ダム、貯水池等水防上重要な施設の管理者は、融雪出水前に管理施設の整備点検を十分

に行うとともに、放流を行う場合は、操作規則等に基づき下流に急激な水位の変動を生じ

させないよう十分に留意し、関係機関及び該当する地域住民への伝達が的確かつ迅速に行

われるように通報体制の確立を図るものとする。 

 

３ なだれ等予防対策 

(1) 道路管理者は、なだれ発生予測箇所に標識を設置し、随時、当該地区の巡回パトロール

を行うとともに、地域住民やドライバーに対し、危険予知を含めた周知対策を講ずるもの

とする。 

(2) ＪＲ北海道は、常になだれの発生が予想される地点の状況の把握に努め、状況に応じ線

路警備、運転規制を実施し、列車の安全運転を期する。 

(3) がけ等の管理者は、がけ崩れ及び地すべりの発生予想箇所の巡回パトロールを強化する

ものとする。 
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４ 交通の確保 

道路管理者は、積雪、捨雪及びゴミ等により道路側溝の機能が低下し、溢水災害が発生す

るのを防止するため、融雪出水期前に道路側溝内の障害物の除去に努め、排水能力の確保を

図るものとする。 

 

５ 通信及び送電の確保 

ＮＴＴ東日本北海道事業部苫小牧支店及び北海道電力㈱日高水力センター及び富川営業所

は、融雪出水やなだれにより、通信及び送電に支障をきたさぬよう十分配慮する。 

 

６ 広報活動 

町は、融雪出水に際し、住民の水防に対する協力が十分得られるよう、あらゆる広報媒体

を通じ、水防の啓蒙思想の普及に努めるものとする。 

 

７ 町の体制 

町は、融雪災害対策を積極的に実施するため、北海道融雪災害対策実施要領に準じ、所要

の対策を講ずるとともに、次の事項につき十分留意するものとする。 

◇ 融雪災害対策の体制及び窓口を明確にすること。 

◇ 気象情報及び融雪状況の把握に努め、連絡体制を確立すること。 

◇ 融雪出水、なだれ、がけ崩れ、地すべり発生予想箇所の警戒体制を擁立すること。 

◇ 融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め、流下能力の確保を図

ること。 

◇ 融雪災害時に適切な避難勧告・指示ができるようにしておくこと。 

◇ 災害の発生又は発生のおそれのある場合における連絡体制及び出動体制並びに避難救

助体制を確立すること。 

◇ 水防資機材、通信連絡施設の整備点検を行うこと。 

◇ 道路側溝及び排水溝など流下能力確保のため、住民協力による氷割デー、河道清掃デ

ー等の設定に努めること。 

◇ 融雪出水に際し、住民の水防に対する協力が得られるよう、水防思想の普及徹底に努

めること。 
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第４ 土砂災害の予防 

町内には傾斜地が多く、土石流、がけ崩れ、地すべり等の危険性が高く、土砂災害による被

害を最小限度に留めるために必要な対策の整備、日常点検については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 土砂災害の予防 建設課、地域経済課 

２ 要配慮者施設の予防対策 健康増進課、地域住民課、各施設管理者 

 

１ 土砂災害の予防 

(1) 土砂災害の予防 

災害対策を計画的に推進するために、災害が予想され警戒が必要な区域を指定すると 

ともに、防災工事の進捗状況、災害の発生状況等を十分勘案し、現地調査を毎年実施し

て警戒区域の見直しを行うものとする。 

◇ 水防危険区域 ．．．．．．．．．．．資料編 資料第９ 「水防被害予測箇所一覧」 

◇ 地すべり危険区域 ．．．．．．．資料編 資料第１２「地すべり・崖崩れ危険箇所一覧」 

◇ 土石流危険区域 ．．．．．．．．．資料編 資料第１３「土石流危険箇所一覧」 

(2) 土砂災害予防対策の促進 

国や道と連携し、土砂災害を防止するため、次により施設の計画的な整備を促進する 

ものとし、がけ崩れの危険区域にある住宅については、崖地近接危険住宅移転事業制度

を活用し、安全な場所への移転促進を図ることとする。 

施   策 対   策   事   項 

１ 急傾斜地崩壊の

防止 

(1) 急傾斜地の土地所有者等に対して、危険箇所の周知徹底や

急傾斜地危険区域の指定の必要性を啓蒙し、日頃からがけ地

の現況を把握するよう呼びかけることとする。 

(2) 急傾斜地崩壊危険区域内の自然がけに対し、急傾斜地の所

有者等が崩壊防止工事を行うことが困難な場合は、急傾斜地

法により急傾斜地崩壊防止工事を施工する。 

(3) 家屋が密集し危険度の高い箇所は、住民の協力を得たうえ

で危険区域を指定し、危険度の高い箇所から工事を実施して

いくよう道に要請することとする。 

２ 土石流、地すべり

等の防止 

(1) 土石流危険渓流、地すべり危険箇所等土砂災害の発生する

おそれのある地域を調査し、現状把握に努めるものとする。 

(2) パンフレット等の配布や地元住民への説明会等を通じて、

地域住民への周知徹底に努めるものとする。 

(3) 防災行政無線等を利用した地域住民への気象情報の伝達や

避難誘導体制の確立に努めるものとする。 

(3) 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

① 急傾斜地崩壊危険区域指定箇所 ．．．．． 

資料編 資料第１２「地すべり・崖崩れ危険箇所一覧」 

② 予想される被害 

連続的降雨、又は集中豪雨等による傾斜地の崩壊等に伴い、家屋の倒壊、埋没及び人

的被害の発生 

(4) 地すべり危険区域の指定 

① 地すべり危険指定箇所 ．．．．．資料編 資料第１２「地すべり・崖崩れ危険箇所一覧」 

② 予想される被害 

連続的降雨、又は集中豪雨等による地すべり等に伴い、家屋の倒壊、埋没及び人的被

害の発生 
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２ 土砂災害警戒区域等の指定 

(1) 土砂災害危険箇所 

土砂災害防止法に基づく土砂崩れ、土石流、地すべりによる土砂災害危険箇所数は、

次のとおりである。 

区  分 
箇 所 数 

日高地区 門別地区 計 

急傾斜地崩壊危険箇所 ７ ２９ ３６ 

土石流危険渓流箇所 ８ ６８ ７６ 

地すべり危険箇所 ２ １ ３ 

総  計 １１５ 

※資料編 資料第３６「土砂災害危険箇所箇所一覧」 

 

(2) 土砂災害警戒区域等の指定状況 

町内における土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況は、資料編の

「資料第３６ 土砂災害危険箇所箇所一覧」に記載のとおりである。 

 

(3) 土砂災害警戒区域等の周知・啓発 

町は、土砂災害危険箇所の周知を行うとともに、道と協力して警戒区域等の指定を促

進していくものとする。 

また、土砂災害防止法第７条及び第９条により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別

警戒区域の指定があった時は、当該区域ごとに土砂災害に関する情報の収集、避難体制

等を定めるほか、土砂災害ハザードマップを作成・配付し、周知に努めるものとする。 
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第５ 要配慮者施設の予防対策 

要配慮者の避難は一定時間を要するとともに避難の確保には人手を要することから、日頃か

らの体制づくりが必要であり、その整備については次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 協力関係の確立 各施設管理者 

２ 情報伝達体制の確立 総務課、地域住民課、各施設管理者 

 

１ 協力関係の確立 

    各施設管理者は、災害時に円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう地域住民や自主防災

組織等との協力関係を確立し、その体制を整備することとする。 

 

２ 情報伝達体制の確立 

    町は高齢者、障害者、乳幼児その他特に防災上の配慮を要する者が利用する施設について、

災害時に円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう、その体制を整備することとする。 

     防災上の配慮を要する者が利用する施設 

施  設  名 住  所 電話番号 

特別養護老人ホーム 日高高寿園 本町東 1丁目 303番地の 12 01457-6-3780 

日高デイサービスセンター 本町東 1丁目 303番地の 12 01457-6-3780 

老人福祉寮 日高くるみ荘 本町東 1丁目 303番地の 4 01457-6-2094 

生活支援ハウス せせらぎ荘 本町東 3丁目 297番地の 2 01457-6-2233 

生活支援ハウス 日高つつじ荘 本町東 1丁目 303番地の 22 01457-6-3780 

日高国民健康保険診療所 本町東 1丁目 303番地の 2 01457-6-2155 

日高保育所 本町東 3丁目 261番地の 6 01457-6-2109 

養護老人ホーム 門別長生園 字富浜 223番地 143号 01456-2-3300 

特別養護老人ホーム 門別得陽園 字富浜 223番地 143号 01456-2-3300 

生活支援ハウス 門別やすらぎ荘 門別本町 12番地の 8 01456-2-6061 

介護老人保健施設 門別愛生苑 門別本町 29番地の 3 01456-2-6611 

門別国民健康保険病院 門別本町 29番地の 9 01456-2-5311 

門別わかば保育所 門別本町 210番地の 1 01456-2-5349 

鎌田医院 富川北 6丁目 3番 26号 01456-2-0340 

デイサービス ＺＥＵＳ 富川東 4丁目 10番 25 01456-3-1555 

沙流都外来 富川南 1丁目 5番 8号 01456-2-2755 

地域活動支援センター えがお 富川南 1丁目 6番 26号 01456-2-2583 

富川グロリアホーム グロリアホーム 富川南 4丁目 2番 48号 01456-2-3785 

富川グロリアホーム ハレルヤホーム 富川南 4丁目 2番 48号 01456-2-2836 

富川グロリアホーム 隣の家 富川南 4丁目 2番 11号 01456-2-0506 

富川グロリアホーム ディサービス夢の杜 富川南 4丁目 2番 47号 01456-2-3520 

富川グロリアホーム デイサービスさくら 富川西 2丁目 9番 13号 01456-2-2836 

富川グロリアホーム 富川ヒカルホームⅠ 富川西 2丁目 9番 3号 01456-2-4866 

富川グロリアホーム 富川ヒカルホームⅡ 富川西 2丁目 9番 13号 01456-2-2836 

小規模多機能ホーム 楓 富川西 2丁目 8番 14号 01456-2-0202 

知的障害者通所厚生施設 ホープフル和 富川南 1丁目 6番 30号 01456-2-2236 

富川二葉保育所 富川南 1丁目 9番 2号 01456-2-2669 
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とみかわ児童館 富川北 2丁目 8番 1号 01456-2-3044 

子育て支援センター わくわく館 富川北 2丁目 8番 1号 01456-2-3048 

富川ひばり幼稚園 富川北 3丁目 5番 3号 01456-2-0920 

厚賀すずらん保育所 字厚賀町 214番地 1 01456-5-2452 

厚賀幼稚園 字厚賀町 217番地 14 01456-5-6788 

勤医協厚賀診療所 字厚賀町 109番地 01456-5-2711 

勤医協厚賀デイサービス 字厚賀町 109番地 01456-5-2711 

グループホームひだかあすなろ 字清畠 304番地の 1 01456-3-5505 
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第６ 組織・人づくり 

災害時に、町及び町民が的確かつ効果的に行動できるために、町民・事業所等での組織づく

りと知識の普及、訓練等の人づくりについて定めるものである。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 自主防災組織の育成 総務課、地域住民課、日高西部消防組合 

２ 事業所等の組織 総務課、日高西部消防組合 

３ 災害ボランティア活動の環境整備 総務課、子育て福祉課、日高町社会福祉協議会 

４ 防災訓練の実施 総務課、教育委員会、日高西部消防組合 

５ 防災知識の普及 総務課、教育委員会、日高西部消防組合 

 

１ 自主防災組織の育成 

基本法第５条第２項の規定に基づき、地域ごとの自主防災組織の設置及び育成に努め、地

域住民が一致団結して、初期消火活動や救出・救護活動をはじめ、要配慮者の避難の誘導等

の防災活動が効果的に行われるよう協力体制の確立を図る。 

その際、女性の参画の促進に努めるものとする。 

(1) 自主防災組織の組織系統の例示 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 自主防災組織の活動内容 

① 平常時の活動例 

◇ 災害に関する知識の普及 

◇ 地域の危険度の高い理解 

◇ 家庭での防災の話合い 

◇ 災害時の避難路、避難場所、避難所、医療救護施設の確認 

◇ 出火防止の徹底 

◇ 家具その他の落下・倒壊防止及び危険物対策 

◇ 飲料水、食料、生活必需品、医薬品の備蓄（３日間分程度） 

◇ 障害者、高齢者、乳幼児、妊婦、外国人等の要配慮者対策 

② 災害発生時の活動例 

◇ 正確な情報の把握 

◇ 出火の防止及び初期消火 

◇ 負傷者の応急手当、軽傷者の救護 

◇ 適切な避難及び避難生活 

◇ 炊出しや救援物資の配布に対する協力 

 

(3) 連合体組織の結成 

   自主防災組織による連合体組織を結成し、相互の意見交換等により更なる地域防災活動

の拡大と推進、防災意識の高揚と充実強化を図ることとする。 

日高町自主防災組織連絡協議会   平成２０年７月２５日設立 

情報連絡班 情報の収集・伝達

出火防止・初期消火

日高町災害対策本部

給食給水活動給食給水班

○○自治会自主防災組織
　会　長（本部長）
　副会長（副本部長）

避難誘導班

救出救護班

消火班

負傷者の救出救護

住民の避難誘導
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２ 事業所等の組織 

事業所は、以下の規定に基づく計画を作成するほか、従業員、利用者の安全の確保と地域

災害の拡大防止を図るため的確な防災活動を行うものとする。 

【 消防法第８条の規定 】 

学校、病院、工場、事業所（－中略－大規模な小売店舗を含む。）複合用途防火対象物、そ

の他多数の者が出入りし、勤務し、または居住する防火対象物で政令に定めるものの管理に

ついて権原を有する者は、（中略）当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画

に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施（中略）、その他防火管理上必要な業務を行わな

ければならない。 

また、自主的な防災組織を編成し、事業所内における安全確保のほか、地域の自主防災組

織と連携し、地域の安全に積極的に努めるものとする。 

具体的な活動内容の例示としては、次のとおりである。 

◇ 防災訓練 

◇ 従業員の防災教育及び広報 

◇ 情報の収集・伝達体制の確立 

◇ 火災その他の災害予防対策 

◇ 避難体制の確立及び従業員、施設利用者の避難の方法の周知 

◇ 救出及び応急救護対策 

◇ 災害応急対策に必要な資機材の確保 

◇ 防災組織の整備、地域の防災活動への協力 

◇ 災害時における飲料水、食料、生活必需品の確保 

 

３ 災害ボランティア活動の環境整備 

(1) ボランティアの育成 

町及び関係機関は、ボランティアが円滑に活動できるよう社会福祉協議会、ボランテ 

ィア団体等との協力のもと、次のとおり平常時から環境づくりを行うものとする。 

機 関 名 実  施  事  項  等 

日高町 

・救護活動を行うボランティア登録の把握 

・災害救護ボランティアの活動拠点の確保 

・ボランティア研修への協力 

門別警察署 

・被災地における犯罪、事故の防止 

・ＰＴＡ組織やボランティア団体等と連携した街頭補導活動 

・交通安全協会と連携した交通安全の啓発活動 

日本赤十字社 

北海道支部 

・医療救護活動 

・救援物資の搬入出、配分及び炊出し等被災者の自立支援活動 

・国際赤十字委員会、各国赤十字社の要請による在日外国人の安否調査 

・上記活動における災害ボランティアの要請及び登録 

(2) ボランティアの果たす役割 

ボランティアが行う活動内容は、主として次のとおりとする。 

◇ 災害情報、安否情報、生活情報の収集、伝達 

◇ 要配慮者(高齢者、障害者、乳幼児、妊婦等)の介護及び看護補助 

◇ 清掃 

◇ 炊出し 

◇ 救援物資の仕分け、配布 

◇ 消火、救助、救護活動 

◇ 保健医療活動 

◇ 通訳等の外国人支援活動 等 
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４ 防災訓練の実施 

防災対策を円滑に実施するため、町及び防災関係機関は、町民の協力を得て防災に関する

知識及び技能等の向上を目的とした各種の防災訓練を実施する。 

(1) 総合防災訓練 

大規模な災害を想定し、町、消防機関、学校、警察、自衛隊、医師会その他防災関係

機関、各施設管理者、ボランティア及び地域住民（自主防災組織、自治会・町内会等）

が一体となり、「防災の日」「防災週間」「防災とボランティアの日」「救急医療週間」及

び「春・秋の火災予防運動期間」を中心に総合的な訓練を実施するものとする。 

【 訓練項目 】 

非常招集訓練      災害対策本部設置(運営)訓練    現地訓練 

情報伝達訓練      初期消火訓練           応急救護訓練 

救出救助訓練      避難誘導訓練(要配慮者等)     広報訓練 

応急給水訓練      炊出し訓練            交通規制訓練 

救援物資の配布訓練   災害偵察訓練           公共施設復旧訓練 

ガス漏れ事故処理訓練  緊急輸送訓練           図上訓練     等 

(2) 自主防災訓練 

自主防災組織、自治会・町内会等を単位とする訓練、複数の組織が連動した訓練を実  

施するものとする。 

(3) 町職員の訓練 

町職員の参集及び配備体制時における各防災機関との連携を図るため、職員参集訓練 

を実施するものとする。 

【 訓練項目 】 

災害対策本部運営訓練   図上訓練   非常参集訓練   指令伝達訓練 

現地訓練   防災行政無線訓練（同報系）           等 

(4) 学校、施設等における訓練 

小学校、中学校、保育所、幼稚園、社会福祉施設等は、避難や救助等の定期的な訓練   

を実施するものとする。 

(5) 事業所等における訓練 

事業所等は、避難や救助等の定期的な訓練を実施するものとする。 

(6) 消防訓練 

日高西部消防組合や日高消防団は、大規模な災害や救急救助等の災害防御活動に万全

を期すため、消防訓練を実施するものとする。 

 

５ 防災知識の普及 

(1) 町職員に対する教育 

町は、防災知識、役割分担等の教育を新規採用職員研修等に合わせて実施するものと

し、研修は、災害対策本部組織の各対策部の具体的分掌を把握し、次の点を重点におい

て実施するものとする。 

区  分 実   施   事   項   等 

防災対策 

・災害対策活動の概要 

・防災関係要員としての心構え 

・役割の分担 

・災害情報の収集、伝達の要領、報告様式の活用 

災害知識 
・風水害、地震、津波等の基礎知識 

・各災害に対する地域の危険性(危険地域の掌握) 
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(2) 幼児、児童、生徒等に対する防災知識の普及 

幼児、児童、生徒の避難、保護者等における風水害や地震等の災害発生後の対応につ  

いて、実践的な防災教育を計画的に進め、防災組織の普及を図るものとする。 

◇ 学級活動、学校行事等の教育活動を通じ、風水害や地震等の基礎的な知識及び発生

時の対応について反復した指導を行うものとする。 

◇ 中学校、高等学校の生徒を対象に応急救護等の技能の習得を推進する。 

◇ 風水害、地震防災のための資料作成、配布により防災活動の徹底を図るものとする。 

(3) 町民に対する防災知識の普及 

自主防災組織及び自治会・町内会等を通じ、災害発生時の的確な判断と行動ができる

よう、防災訓練や町広報紙、防災資料、ビデオ、映画・ＤＶＤ、講習会等を利用し、知

識の普及を図るものとする。 

なお、防災知識の普及に当たっては、要配慮者（避難行動要支援者）に十分配慮し、

地域において支援する体制が確立されるよう努めるものとする。 

◇ 各種災害の基礎的な知識 

◇ 風水害、地震（緊急地震速報）、津波警報等に関する知識 

◇ 災害時に備えた生活必需品の備蓄知識 

◇ 避難経路、避難場所、避難所等避難対策に関する知識 

◇ 住宅の耐震診断と補強、家具の固定、火災予防等の知識 

◇ 救助、救護、要配慮者（避難行動要支援者）への配慮に関する知識 

◇ 正確な災害情報の入手方法と防災行政無線に関する知識 

◇ 応急手当に関する知識 
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第７ 避難のための環境整備 

災害の規模や状況に応じて、適切な避難活動と被災者の生活の場となる避難所の運営が重要

であり、町の地域別避難場所（以下「避難所」という。）及び広域避難場所（以下「避難場所」

という。）の指定及び整備、避難路等の確保について定めるものである。 

実 施 内 容 実  施  担  当  等 

１ 避難所の指定、整備 
総務課、住民課、管財建築課、地域住民課、地域経済課、教育委員

会 

２ 避難体制の整備 
総務課、住民課、管財建築課、地域住民課、地域経済課、教育委員

会 

３ 防災ガイドマップの

作成配布と住民周知 
総務課、地域住民課 

 

１ 避難所の指定、整備 

(1) 避難所の機能 

避難所の機能については、それぞれ次の機能と条件を有するものとする。 

種 別 機  能  及  び  条  件 

避難所 

・安全性確保の機能の充足 

・情報伝達場所としての機能の充足 

・収容施設としての機能の充足 

・救援救護活動の基地としての機能の充足 

避難場所 
・一時的な安全性確保の機能の充足 

・避難場所への中継地点としての機能の充足 

※資料編 資料第１４「地域別避難所・避難場所一覧」 

(2) 指定条件 

避難所は、主に集会施設や教育施設を指定しており、避難場所は、公園・グラウンド

を指定している。 

災害状況によっては、別途避難所の指定を行う場合が想定されるが、避難所及び避難

場所周辺の防災環境の変化に応じて、次の項目を目安として指定又は指定解除を実施す

ることとする。 

◇ 浸水、土砂災害、建物倒壊、火災、津波の危険性がなく、安全な場所であること。 

◇ 空間が十分確保されていること。 

◇ 情報伝達に便利であること。 

◇ 避難に有効な出入口や安全に避難路が整備されていること。 

(3) 避難所・避難場所の調査 

避難所及び避難場所の調査としては、次の項目を調査し、災害時の安全性の向上を図

るものとする。 

◇ 浸水、液状化、土砂災害、津波の危険性の有無 

◇ 延焼遮断効果の有無 

◇ 建物の耐震性、入口の広さ、方向、面積の適否 

◇ 給水、給食施設の適否 

◇ ブロック塀、重量塀等倒壊の危険性の有無 

◇ 避難所及び避難場所周辺の危険性の有無 
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２ 避難体制の整備 

避難所を開設する予定施設は、調査した項目のほかにも、次のような整備を進めるものと

する。 

◇ 換気、照明等避難生活の環境を良好に保つための整備の整備 

◇ 避難所における通信機器等施設、設備の整備 

◇ 要配慮者（避難行動要支援者）に利用を配慮した施設、設備の整備 

(1) 避難路の指定 

避難路については、次のような条件が備わっていることが必要であり、条件を満たし 

ていないものについては、整備を行うこととする。 

◇ 十分な道路幅員があること。（歩道の整備が進められていれば更に良好とする。） 

◇ 沿道に重量性の塀の倒壊、看板等の落下の危険性が少ないこと。 

(2) 避難方法の検討 

◇ 風水害や火災、津波被害、震災等災害種別に応じた避難体制の確立 

◇ 自主防災組織等による地域内での避難誘導体制の確立 

◇ 要配慮者（避難行動要支援者）を速やかに避難誘導するため、平常時より情報伝達

体制の整備、災害情報の把握、避難支援計画の策定等の避難誘導体制の確立 

◇ 観光地の入り込み客や昼夜の人口変動が大きい地域にあっては、それらを考慮した

避難誘導の確立 

◇ 避難誘導を所管する職員等の配置及び連絡体制の確立 

(3) 避難所の周知 

災害時に迅速かつ的確に避難できるよう、住民に次の方法で避難所の周知を行うもの 

とする。 

◇ 町広報紙、防災ガイドマップ、ホームページ等に掲載して周知を図る 

◇ 防災訓練や自主防災組織の訓練等において周知する 

◇ 避難場所付近に名称、方向等を示した標識を設置する 

(4) 被災者の把握 

被災者の避難状況の把握は、被災者支援、又は災害対策の基本となるが、発災直後は、

避難誘導や各種応急対策など業務が輻輳し、居住者や避難所への収容状況など把握に支

障を生じることが想定される。 

このため、避難所における入所登録などの重要性について、避難所担当職員や避難所 

管理者に周知徹底を図るとともに、災害時用の住民台帳（データベース）など、避難状

況を把握するためのシステムや個人データの取り扱いに十分留意して整備に努める。 
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３ 防災ガイドマップの作成配布と住民周知 

(1) 避難計画の作成 

町は、次の事項等を明らかにした避難計画を作成するとともに被害想定や避難に関す

る情報等を視覚的に表したハザードマップを作成し、住民への周知に努めるものとする。 

また、各種防災施設の整備等の状況や防災訓練などによる検証を通じて避難計画の内 

容を見直していくとともに、地域住民が主体的に策定する避難計画、避難マップづくり

を支援する。 

① 地区の範囲 

② 想定される危険（浸水域）の範囲 

③ 津波からの避難場所（屋内、屋外の種別） 

④ 避難場所に至る経路 

⑤ 避難の勧告又は指示の伝達方法 

⑥ 避難場所にある設備、物資等及び避難場所において行われる救護の措置等 

⑦ その他避難に関する注意事項（集団避難、防火、防犯、持出品、服装、車の使用禁

止等） 

避難対象地区の居住者等は、避難地、避難路、避難方法及び家族との連絡方法等を平

常時から確認しておき、津波が来襲した場合の備えに万全を期すよう努めるものとする。 

 

(2) 避難場所名称標識 

町長が避難場所として指定した避難場所には、次のような「標識」を見やすい位置に  

設置、表示するものとし、標識規格等は、次のとおりである。 

 

    《 日高地区 》 
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    《 門別地区 》 

 

 

 



第３章 風水雪害等対策 

第１節 災害予防   

  - 75 - 

第８ 消防・救急救助体制の整備 

災害時に発生する火災から、町民の生命、身体及び財産を保護するとともに、倒壊家屋の下

敷きや落下物による負傷者等の救出活動に備え、日高西部消防組合、自主防災組織、町民が一

体となった火災・救急・救助対策の推進と体制整備を推進するものとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 初期消火 日高西部消防組合 

２ 応急処置 日高西部消防組合 

３ 消防力の強化 日高西部消防組合 

４ 消防計画 日高西部消防組合 

 

１ 初期消火 

火災が発生した場合、被害を軽減するための手段には初期消火が有効であり、次により町

民による初期消火活動の向上を図るものとする。 

対   策 実  施  内  容  等 

家庭や地域における初期消火

体制の整備 

・自主防災組織を育成し、初期消火の活動要領を定める。 

・保育所児、幼稚園児、小学校児童・中学校生徒を対象に研

修等を実施し、知識の育成を図る。 

職場における初期消火体制の

整備 

・事業所における自衛消防組織等の育成を図る。 

・従業員の初期消火マニュアルを作成する。 

地域ぐるみの防災訓練等の実

施 

・住民参加による防災訓練を実施して、初期消火及び応急処

置に関する知識、技術の普及を図る。 

 

２ 応急処置 

地域・職場等を中心とした救急講習会、町民参加による防災訓練を通じて、応急処置に関

する知識、技術の普及を図るものとする。 

 

３ 消防力の強化 

(1) 消防資機材の整備 

災害対策に有効な救急車等の車両と必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとす

る。 

(2) 消防団の強化 

消防団の整備・強化を図るため、地震、津波、水害等の教育訓練の充実と団員の確保  

に努めなければならない。 

(3) 消防水利の整備 

地震時には、水道施設の被害や防火水槽の破損、水圧の低下等により消火栓使用が困 

難となることが想定されるため、その事前対策を図るものとする。 

◇ 耐震構造の防火水槽の整備を推進するとともに、河川などの自然水利等の把握や、溜

池などの農業用水利施設の消防用水利として有効なものを選定するなど活用を図る。 

◇ 火災の延焼拡大の危険性が高い地域や消防活動の困難な地域等を中心に、貯水槽の整

備を推進する。 

◇ 小型動力ポンプ付水槽車の広域的連携による利用を図り、水源を確保する。 

◇ 家庭における風呂水の活用等について、啓発・指導する。 

(4) 消防力の整備 

大規模・特殊災害に対応するための、高度な技術・資機材を有する救助隊の整備推進

等に努めるものとする。 
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４ 消防計画 

消防計画では、火災その他の災害を防御し、町民の生命・身体及び財産を保護するととも

に、被害を最小限度に止めるために必要な事項を定めるものとする。 

日高西部消防組合における消防計画には、次の計画が示されている。 

① 組織計画       ② 消防力等の整備計画   ③ 調査計画               

④ 教育訓練計画     ⑤ 災害予防計画      ⑥ 警報発令伝達計画 

⑦ 情報計画       ⑧ 火災警防計画      ⑨ 風水害等警防計画           

⑩ 避難計画       ⑪ 救助救急計画      ⑫ 応援協力計画 
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第９ 情報通信の整備 

町及び防災関係機関は、有線電話による通信手段が途絶した場合等に備え、災害直後の被害

状況の把握と情報連絡、対策の指示及び伝達のための体制を確立するものとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 通信機器の整備 総務課、日高西部消防組合 

２ 非常無線通信及び携帯電話の活用 総務課、日高西部消防組合 

３ 電話・ＦＡＸによる通信 総務課 

４ インターネットによる通信 総務課 

５ 公共情報コモンズ（Ｌアラート）の活用 総務課 

 

１ 通信機器の整備 

(1) 北海道防災情報ネットワークの現状 

当町に設置されている端末により、北海道庁・日高振興局・北海道の出先機関と通信

を行うことができる。 

(2) 防災行政無線の現況 

① 固定系 

親 局 

主制御装置及び受

信拡声装置 
総務課 

遠隔制御装置 
水くらしサービスセンター、厚賀出張所、日高西部

消防組合 

子 局 

屋外受信拡声装置 
富川地区１７局、本町地区９局、厚賀地区７局 

計３３局 

戸別受信機 

富川地区２４局、本町地区１６局、厚賀地区１３局 

一般住家１１２局                

計１６５局 

中継局  本町・広富・厚賀中継局 

※資料編 資料第１５「日高町防災行政無線系統図」 

(3) 衛星携帯電話・携帯電話の現況 

衛星携帯電話 総務課 １台、地域住民課 １台 

三和地区 １台、千栄地区 １台、 

日高西部消防組合 １台       計５台 

(4) 津波情報システム 

北海道総合行政情報ネットワークにより、気象庁からの津波情報をリアルタイムに伝 

達できる「津波警報等緊急伝達システム」を活用する。 

(5) 平常時の情報交換及び情報伝達体制の整備 

町防災会議構成機関は、災害の予測・予知や災害研究を推進するため、それぞれの機

関  が所有する計測・観測データや危険情報などの災害予測に資する情報を必要とす

る機関に提供するものとする。また、これら情報の多角的な活用に向け、関係機関は情

報を共有化するため通信ネットワークのデジタル化を推進するとともに、全国的な大容

量通信ネットワークの体系的な整備に対応したシステムの構築に努めるものとする。 

道、町及び防災関係機関は、要配慮者にも配慮したわかりやすい情報伝達と、要配慮

者、災害により孤立化する危険のある地域の被災者等に対しても、確実に情報伝達でき

るよう必要な体制の整備を図るものとする。 
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２ 非常無線通信及び携帯電話の活用 

(1) 非常無線通信の活用 

災害により、防災行政無線及び一般加入電話の使用が困難になった場合、電波法（昭  

和 25年法律第 131号）第５２条に基づく非常通信の活用を図るため、平常時から利用可

能な無線機を把握するものとする。 

(2) 携帯電話（地上波・衛星波）通信の活用 

① 災害地域の孤立解消のため、携帯電話（地上波）の未整備区域の整備に努めるものと

する。 

② 万一の災害発生時において、孤立化等に至った場合には、衛星携帯電話関連会社等と

の連携を密にし、電話の借用手配をする等対策を講ずるとともに、庫富簡易郵便局に設

置されているＮＴＴ孤立防止対策用衛星電話を活用する。 

 

３ 電話による通信 

(1) 非常扱いの通話 

天災地変その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防及び 

救援、交通、通信並びに電力供給の確保、秩序維持のために必要な内容を事項とする手

動接続通話である。 

(2) 緊急扱いの通話 

非常通話を除く、公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする手動接続通話であ 

る。 

(3) 非常・緊急通話の利用方法 

④　呼び出され接続が完了したら、通話を開始する。

①　１０２番(局番なし)をダイヤルしＮＴＴコミニュケーターを呼び出す。

③　ＮＴＴコミニュケーターが一度電話を切って待つように案内がある。

②　ＮＴＴコミニュケーターが出たら
　・「非常又は緊急取扱いの通話の申し込み」と告げる。
　・予め指定した登録電話番号と機関名を告げる。
　・通話先の電話番号を告げる。
　・通話内容を告げる。
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(4) 電気通信事業法及びＮＴＴ東日本の契約約款に定める通信内容、機関等 

① 非常扱いの通話は、次の事項を内容とする通話を次の機関等が行う場合に限り取り扱

うものとする。 

通 話 の 内 容 関 係 機 関 等 

１ 気象、水象、地象若しくは地動の観測

の報告又は警報に関する事項であって、

緊急を要する事項 

気象機関相互間 

２ 洪水、津波、高潮等が発生し、若しく

は発生するおそれがある場合の通報又は

その警告若しくは予防のための緊急を要

する事項 

水防機関相互間 

消防機関相互間 

水防・消防機関交互間 

３ 災害の予防又は救援のための緊急を要

する事項 

消防機関相互間 

災害救助機関相互間 

消防・災害救助機関相互間 

４ 鉄道その他の交通施設(道路、港湾等を

含む。)の災害の予防又は復旧その他輸送

の確保に関し、緊急を要する事項 

輸送の確保に直接関係がある機関相互間 

５ 通信施設の災害の予防又は復旧その他

通信の確保に関し、緊急を要する事項 

通信の確保に直接関係がある機関相互間 

６ 電力設備の災害の予防又は復旧その他

電力供給確保に関し、緊急を要する事項 

電力の供給に直接関係がある機関相互間 

７ 秩序維持のため緊急を要する事項 警察機関相互間 

防衛機関相互間 

警察・防衛機関相互間 

８ 災害の予防又は救援に必要な事項 天災地変その他の非常事態が発生し、又は

発生するおそれがあることを知った者と

前各欄に掲げる機関との間 

 

② 緊急取扱いの通話は、次の事項を内容とする通話を次の機関等が行う場合に限り、取

り扱うものである。 

通 話 の 内 容 関 係 機 関 等 

１ 火災、集団的疫病、交通機関の重大な

事故その他人命の安全に関わる事態が

発生し、又は発生するおそれがある場合

において、その予防、救援、復旧等に関

し、緊急を要する事項 

(1) 非常扱いの通話を取り扱う機関相互

間(①の８項に掲げるものを除く) 

(2) 緊急事態が発生し、又は発生するお

それがあることを知った者と(1)の機

関との間 

２ 治安の維持のため緊急を要する事項 (1) 警察機関相互間 

(2) 犯罪が発生し、又は発生するおそれ

があることを知った者と、警察関係と

の間 

３ 天災地変その他の災害に際しての災

害状況の報道を内容とする事項 

新聞社、放送事業者又は通信社の期間相互

間 

 

 



第３章 風水雪害等対策 

第１節 災害予防   

  - 80 - 

４ 水道、ガス等の国民の日常生活に必要

不可欠な役務の提供その他生活基盤を

維持するために緊急を要する事項 

(1) 水道、ガスの供給の確保に直接関係

がある機関相互間 

(2) 預貯金業務を行う金融機関相互間 

(3) 国又は地方公共団体（①の表、本表

の１に掲げるものを除く）相互間 

 

４ 電報等による通信 

(1) 非常扱いの電報 

天災地変その他非常事態が発生し、又は発生するおそれのある場合の災害の予防又は 

救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序維持のために必要な内容を事項と

する電報である。 

(2) 緊急扱いの電報 

非常扱いの電報を除くほか、公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする電報で 

あり、非常扱いの電報は緊急扱いの電報より優先する。 

(3) 非常、緊急電報の利用方法 

①　１１５番(局番なし)をダイヤルしＮＴＴコミニュケーターを呼び出す。

③　非常、緊急電報の配達

②　ＮＴＴコミニュケーターが出たら
　・「非常又は緊急扱いの電報の申込み」と告げる。
　・予め指定した登録番号と通話責任者名等を告げる。
　・届け先、通信文等を申し出る。

 

 (4) 電気通信事業法及び契約約款に定める電報内容、機関等 

① 非常扱いの電報は、次の事項を内容とする電報を次の機関等において発信し、又は配

達を受ける場合に限り取り扱うものである。 

◇ 電報の内容：非常扱いの通話と同じ 

◇ 機 関 等：非常扱いの通話と同じ 

② 緊急扱いの電報は、次の事項を内容とする電報を次の機関等において発信し、又は配

達を受ける場合に限り取扱うものである。 

◇ 電報の内容①：船舶内の傷病者の医療について指示を受け、又は指示を与えるため

に必要な事項 

◇ 機 関 等①：船舶と別に定めた病院相互間 

◇ 電報の内容②：他は非常扱いの通話と同じ 

◇ 機 関 等②：他は非常扱いの通話と同じ 
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第１０ 応急対策のための環境整備 

災害時に、医療救護、飲料水、食料の供給、建物対策等の各種応急対策を迅速に行うために

は、日頃からそれぞれの対策について準備するすることが必要である。 

災害発生時に応急対策を的確かつ効果的に実施すべき環境整備について以下に定める。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 医療救護活動 医療部、日高医師会 

２ 救急・救助体制の整備 総務部、日高西部消防組合 

３ 緊急輸送の環境整備 総務部、施設部 

４ 給水体制の整備 施設部 

５ 食料・必需品の備蓄 総務部 

６ 協定締結の促進 総務部、その他関係課 

７ 災害時要援護者対策 民生部 

８ 住宅対策 施設部 

 

１ 医療救護活動 

(1) 初動医療体制の整備 

災害時に傷病者に対する医療救護が迅速に実施できるよう、道、日高医師会その他関 

係機関に協力を求め、必要な体制の整備を促進するものとする。 

◇ 医療救護体制及び医療救護班の編成計画を促進する。 

◇ 通信系統の拡充に努める。 

(2) 医薬品・医療用資機材の確保 

医療活動に必要な医薬品及び医療用資機材等の確保については町立病院が行い、必要

に応じて静内地域保健室（静内保健所）、日高医師会等の協力を求めるものとする。 

      ※資料編 資料第１６「災害時における緊急医薬品の供給について」 

(3) 救急医療情報の体制整備 

医療機関の空きベッド数等の医療情報は、他の必要な機関が常時、把握できるように

体制を整備するものとする。 

(4) 後方医療体制の整備 

救護所で手当を受けた傷病者のうち、重傷者については医療機関による医療が必要と 

なるので、収容医療機関を指定するとともに転院搬送が必要な場合、日高西部消防組合

と救急車手配等の連絡を密にするものとする。 

      ※資料編 資料第１７「医療機関の状況」 

 

２ 救急・救助体制の整備 

(1) 町民の救護能力の向上 

日高西部消防組合は、災害時に輻輳するおそれのある救急・救助要請に対応するため

多数傷病者発生時における救急・救助体制の整備を図るものとする。 

(2) 高度救急体制の整備 

高齢化・都市化に備えた救助及び高度救急体制の整備強化に努める。 

(3) 町民の救護能力の向上 

町民の自主救護能力を向上させるための教育指導を推進し、当該活動能力の向上に努 

める。 

(4) 要配慮者（避難行動要支援者）に対する救命救助体制の整備 

要配慮者（避難行動要支援者）の安全確保を検討し、避難計画の検討、必要な施設の

整備とともに、自主防災組織等の協力により、地域ぐるみの救命救助体制の充実を図る
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ものとする。 

(5) 消防団の救命救助能力の向上 

消防団は、救命救助活動を効率的に実施するため教育指導を受け、当該活動能力の向 

上に努めるものとする。 

 

３ 緊急輸送の環境整備 

(1) 緊急輸送路の整備 

災害時の緊急輸送に備え、陸上・航空・海上の緊急輸送路を整備する。 

対 策 事 項 対   策   内   容 

陸上輸送の環境整備 
国道等と役場、避難所を結ぶ緊急輸送道路を予め把握し

ておく必要がある。 

航空輸送の環境整備 

「指定離着陸場」のほか、災害時のヘリコプター離着陸

場として「臨時離着陸場」を指定し、施設管理者の協力

を得て、必要な整備に努めるものとする。 

海上輸送の環境整備 
陸上輸送が不可能となった場合に備え、物資の海上輸送

の体制整備に努める。 

(2) 緊急輸送のための措置 

災害時に緊急輸送車両として使用する車両は、門別警察署を経由して北海道公安委員 

会に事前に届出を行い「緊急通行車両事前届出済証」の交付を受けるようにすること。 

 

４ 給水体制の整備 

災害時における飲料水、生活用水、医療用水の供給は極めて重要であり、優先して確保す

るよう給水体制を整備することとする。 

(1) 給水基準 

最小限度必要な分量として、次の分量の給水に努めることとする。また、医療用水に  

ついては、必要に応じて給水することとする。 

給 水 量 
【飲 料 水】１人１日    ３ℓ 合計 

 １人／日 ２０ℓ 【生活用水】１人１日   １７ℓ 

給水期間 ７日分（応急期３日、復旧期４日と想定した日数）  

給水人口 １．３万人分  

(2) 各町民家庭での飲料水の確保 

水道管の損壊によって給水が途絶した場合に備え、各家庭において次のように必要な 

飲料水、生活用水を備蓄するよう広報活動を実施するものとする。 

◇ 家族の人数に合わせて、最低１人１日３リットルの飲料水を、３日分以上備えてお

く必要がある。 

◇ 風呂の残り湯や洗濯機に水をためておき、断水時の生活用水に備える必要がある。 

(3) 井戸水等の協力体制 

井戸水等を飲料水や消防水利として利用できるよう協力体制を確立しておくものとす

る。また、水道工事店、事業所等と協力体制を確立し、その対応が可能にしておくこと

が求められる。 

(4) 給水施設 

当町の給水施設については、次のとおりとする。 
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    <日高地区> 

施設名称 電話 所在地 能力／日(ｍ３) 自家発電設備 

水源  国有林内   

日高浄水場 6-2093 宮下３丁目 1,460 ｍ３／日 ○ 

日高ポンプ場  本町東３丁目  ○ 

千栄浄水場  字千栄３区 160 ｍ３／日  

富岡ポンプ場 6-2200 字富岡１区   

富岡配水池  字富岡２区   

    <門別地区> 

施設名称 電話 所在地 能力／日(ｍ３) 自家発電設備 

富川配水センター 2-2099 富川東 3,100 ｍ３／日 ○ 

富川第２浄水場  平賀 1,300 ｍ３／日 ○ 

富川配水池 
 富川東 

2,008 ｍ３   
○ 

富川送水ポンプ場  

駒丘送水ポンプ場  富川北  ○ 

平賀配水池  平賀 200 ｍ３    

駒丘配水池  駒丘 350 ｍ３    

庫富配水池  庫富 300 ｍ３   ○ 

幾千世送水ポンプ場  幾千世  ○ 

豊郷配水池  豊郷 129 ｍ３    

厚賀配水池 
 賀張 

571 ｍ３   
○ 

厚賀送水ポンプ場  

厚賀増圧ポンプ場  美原   

美原配水池  美原 200 ｍ３    

※ 富川配水地・富川送水ポンプ場及び厚賀配水地・厚賀送水ポンプ場は同じ建物の中に

入っている。 

 

５ 食料・必需品の備蓄 

災害の発生によって、食料や生活必需品の市場流通が混乱し、物質等の入手が困難になる

ことが予想されるので、平常時から緊急に食料を調達できる体制の整備を進める必要がある。 

(1) 食料品の備蓄 

別に定める「日高町防災備蓄計画」において備蓄目標を設定し、災害時における食料

の確保に努めるものとする。 

(2) その他資機材の備蓄 

その他の資機材等においても、別に定める「日高町防災備蓄計画」において備蓄目標

を設定し、災害時における資機材の確保に努めるものとする。 

(3) 流通備蓄の確保 

災害時にすべての物資を備蓄品で供給するのは不可能であり、そこで大型店舗等と災 

害時の応援協定を締結し、流通在庫の供給等、流通備蓄を確保する。 

(4) 備蓄倉庫等の現状 

町の備蓄品は、防災倉庫や公共施設等を利用し、食料・生活必需品・救助活動用資機  

材等を備蓄する。 
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(5) 各町民家庭での食料の確保 

各家庭において、２～３日分の食料の備蓄に努めるよう、広報活動を実施するものと 

する。 

     ※別冊 「日高町防災備蓄計画」 

 

６ 協定締結の促進 

(1) 物資等協定締結の促進 

災害時の食料、医薬品、資機材等の調達について、関係団体との協力業務の内容や協  

力方法等を取り決めた協定の締結促進に努めるものとする。 

(2) 災害時応援協定締結の促進 

各種事業所や団体等と災害時の労務・技術・車両・資機材の提供と協力について、連  

絡体制や活動体制等を協議し、協定の締結促進に努めるものとする。 

 

７ 住宅対策 

(1) 住宅の供給対策 

災害時の応急仮設住宅の建設に備え、建設候補地を平常時から想定する必要がある。 

また、仮設住宅の代わりとなる公営住宅や民間住宅の確保についても検討しておく必要

がある。 

(2) 応急修理対策 

災害時の被災住宅の応急修理に備え、関係団体・事業者等の協力体制を整備しておく 

必要がある。 
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第１１ 避難行動要支援者対策 

 

  １ 安全対策 

災害発生時には、高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦等いわゆる要配慮者（避難行動要支援

者）が被害を受けることが多いことから、町及び社会福祉施設等の管理者は、要配慮者（避

難行動要支援者）の安全を確保するため、住民組織等の協力を得ながら、平常時から要配慮

者（避難行動要支援者）の実態把握、緊急連絡体制、避難誘導等の防災体制の整備に努める

ものとする。 

 

２ 避難行動要支援者の実態把握並びに名簿作成等 

（１）実施責任者及び措置内容 

町長は、避難行動要支援者（町内に居住する要配慮者のうち、災害が発生し又は災害が発

生する恐れがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の

確保を図るため特に支援を要する者）の把握に努めるとともに、避難行動要支援者について

避難の支援、安否の確認、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要

な措置（以下「避難支援等」という。）を実施するための基礎とする名簿（以下「名簿」とい

う。）を作成するものとする。 

  （２）名簿の作成に必要な個人情報及びその入手方法 

町長は、町の関係部局が保有する要介護認定者、障がい者等の情報及び必要に応じ北海道

その他の者から取得する情報を活用し、名簿を作成するものとする。 

（３）避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

生活基盤が自宅にある方のうち、以下の要件に該当する方 

   ①要介護認定３～５を受けている方 

   ②身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障がい者（心臓、じん臓機

能障害のみで該当するものは除く） 

   ③療育手帳Ａを所持する方 

④精神障害者保健福祉手帳１級もしくは２級を所持する方 

⑤その他支援の必要な方 

  （４）避難支援等関係者への名簿の提供 

    町長は、災害の発生に備え、日高西部消防組合富川消防署、門別警察署、日高町内自主防

災組織、その他の避難支援等の実施に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意を

得た上で、避難行動要支援者名簿を提供するものとする。 

（５）避難行動要支援者名簿の更新に関する事項 

避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよ

う、年１回更新するものとする。 

  （６）避難行動要支援者名簿情報保護 

    町長は、名簿には避難行動要支援者の氏名や住所、連絡先、要介護状態区分や障がい支援

区分等の避難支援を必要とする理由など、秘匿性の高い個人情報も含まれるため、名簿は当

該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援関係者に限り提供する。また受け取った名簿

を必要以上に複製しないよう指導するなど、名簿の提供を受けるものに対して名簿の情報漏

えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めること、その他の当該名簿に係る避難行動

要支援者及び第三者の利権利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなくてはなら

ない。 

  （７）避難行動要支援者名簿記載内容 

    名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 
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   ①氏名 

   ②生年月日 

   ③性別 

   ④住所又は居所 

   ⑤電話番号その他の連絡先 

   ⑥避難支援等を必要とする事由 

   ⑦全各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項 

  （８）避難のための情報伝達 

    町長は、災害に関する予報若しくは警報の通知を受け又は、知ったときは、当該予報若し

くは警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他の関係ある公私の団体に伝達しなけ

ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、住民その他の関係のある公

私の団体に対し、予想される災害の実態及びこれに対してとるべき避難のための立ち退きの

準備その他の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。 

    また、必要な通知又は警告するにあたっては、避難行動要支援者が避難のための立退きの

勧告又は指示を受けた場合に円滑に避難のための立退きを行うことができるよう特に配慮し

なければならない。 

  （９）避難支援等関係者等の安全確保 

    避難支援活動時に支援者本人又は、その家族等の生命及び身体の安全を守ることを最優先

とし、地域の実情や災害の状況に応じ、可能な範囲で避難支援等を行えるよう、避難支援等

関係者の安全確保に十分に配慮すること。 

 

  ３ 緊急連絡体制等の整備 

  （１）緊急連絡体制の整備 

    地域ぐるみ協力のもとに、避難行動要支援者に対するき決め細やかな緊急連絡体制の確立

を図るものとする。 

  （２）避難体制の確立 

    避難行動要支援者に対する避難誘導等の方法について、支援者等を定めておくなど、具体

的に定めておくものとする。 

    また、避難所や福祉避難所、避難路の指定にあたっては、避難行動要支援者の実態に合わ

せて利便性や安全性を十分配慮するとともに、実情に応じた防災知識等の普及、啓発活動等

に努めるものとする。 

 

  ４ 社会福祉施設等の対策 

  （１）防災設備等の整備 

    社会福祉施設等の利用者や入所者は、寝たきりの高齢者や障がい者等いわゆる避難行動要

支援者であるため、その管理者は、施設の災害に対する安全性を高めることが重要である。 

    また、電気、水道等の供給停止に備えて、施設入所者が最低限度の生活維持に必要な食糧、

飲料水、医薬品等の備蓄に努めるとともに、施設の機能の応急復旧等に必要な防災資器材の

整備に努めるものとする。 

  （２）組織体制の整備 

    施設管理者は、災害時において、迅速かつ的確に対処するため、あらかじめ防災組織を整

え、施設職員の任務分担、動員計画、緊急連絡体制を明確にしておく。特に夜間における防

災担当課等への通報連絡や入所者の避難誘導体制に十分配慮した組織体制を確保する。 

    また、平常時から町との連携の下に、施設相互間並びに他の施設、近隣住民及びボランテ

ィア組織と入所者の実態等に応じた協力が得られるような体制に努めるものとする。 
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（３）緊急連絡体制の整備 

施設管理者は、災害の発生に備え、防災担当課等へ早期に通報ができるよう、緊急時にお

ける情報伝達の手段、方法を確立するとともに、施設相互の連携協力の強化に資するため、

緊急連絡体制を整えるよう努めるものとする。 

 

  ５ 防災教育及び訓練の充実等 

    町及び施設管理者は、避難行動要支援者が自らの対応能力を高めるために、避難行動要支

援者の態様に応じた防災教育や防災訓練の充実強化を図る。 

また、施設管理者は、施設の職員や入所者が災害時等においても適切な行動が取れるよう、

各々の施設の構造や入所者の判断能力、行動能力等の実態に応じた防災訓練を定期的に実施

する。特に、自力避難が困難な者等が入所している施設においては、夜間における防災訓練

も定期的に実施するよう努めるものとする。 

 

  ６ 支援活動 

    町は、避難行動要支援者の早期発見等に努めるとともに、避難行動要支援者の状況に応じ

た適切な支援活動を行うものとする。 

  （１）避難行動要支援者の確認及び早期発見 

    災害発生後、直ちに把握している避難行動要支援者の所在、連絡先を確認し、安否の確認

に努める。 

  （２）避難所等への移送 

    避難行動要支援者を発見した場合は、速やかに負傷の有無や周囲の状況等を総合的に判断

して以下の措置を講ずる。 

ア 避難所への移送 

イ 病院への移送 

ウ 施設等への緊急入所 

  （３）応急仮設住宅への優先的入居 

    応急仮設住宅への入居にあたり、避難行動要支援者の優先的入居に努めるものとする。 

 

  （４）在宅者への支援 

    在宅での生活が可能と判断された場合は、その生活実態を的確に把握し、適切な支援活動

を行うものとする。 

  （５）応援依頼 

    救助活動の状況や避難行動要支援者の状況を把握し、適宜、北海道、近隣市町村等への応

援を要請する。 

 

  ７ 外国人に対する対策 

    言語、生活習慣及び防災意識の異なる外国人をいわゆる避難行動要支援者として位置付け、

災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、次の条件、環境づくりに努めるとともに、

外国人登録等様々な機会をとらえて防災対策についての周知を図る。 

  （１）多言語による広報の充実 

  （２）避難場所並びに道路標識等の災害に関する表示板の多言語化 

  （３）外国人を含めた防災訓練及び防災教育の実施 

 



第３章 風水雪害等対策 

第２節 災害応急対策 

  - 88 - 

第２節 災害応急対策 

風水害、土砂災害等が発生した場合、災害対策本部を設置し、職員への非常招集による動員・

配備を行い、必要な応急活動を実施するものとする。また、気象警報等が発令された場合には、

災害への警戒活動を積極的に実施するものとし、このための組織及び体制の確立については、第

２章「防災組織」による。 

 

第１ 災害応急体制 

応急体制の項目 実  施  内  容  等 

勤務時間内 

日高町災害対策本部の設置 

災害対策本部の運営 

災害対策本部事務分掌 

勤務時間外 
役場に参集 

災害対策本部の設置 

※道路寸断の場合 災害対策本部に参集するか、電話等で指示を受け応急対策等に対応 

 

《 日高町災害対策本部設置等体制の流れ 》 

日高町

○災害対策本部の設置
○職員の招集・動員
○関係機関への通知

応急復旧活動

職員、消防職団員及び建設事業
者その他関係機関等による対応

 応急復旧活動の完了

○災害情報の収集
○関係課への通知・招集
○緊急対策会議の開催
○巡回等の警戒活動の実施
○被害状況の早期把握活動

本部の廃止

道路の寸断・橋梁の流出等

※職員の登庁困難な事態発生

現地災害対策本部
現地災害対策合同本部

災害対策支部

大雨等気象状況の認知
注意報・警報等の発令

災害発生

溢水被害（床上、床下浸水）
土砂流出
道路決壊・路面洗掘
道路の通行止め　　　　　等

住民の避難に関する
迅速な判断・対応

自主避難・避難準備
避難勧告・避難指示

 

 

１ 日高町災害対策本部の組織 

第２章第１節第３「災害対策本部の設置」による。 

 

２ 初動警戒体制 

(1) 勤務時間内、休日、祝祭日等の初動体制については、次のとおり行うものとする。 

注意報発令時 

(休日・夜間) 

降雨量、降雨時間等の状況により、総務部（本部付）は速やかに登庁

し、警戒体制及び町民等からの情報収集体制を確立する。 

警報発令時 

(休日・夜間) 

主管課長は、直ちに自主登庁し、直面する災害の未然防止対策等につ

いて協議検討するものとする。 

勤務時間内 

警報が発令され、河川の氾濫、土砂崩れ等の発生のおそれがある場合

には、日高町災害対策本部の設置及びその対応について、速やかに協

議する。 
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(2) 活動内容 

主な活動内容は、次のとおりとする。 

◇ 気象等の情報収集及び連絡 

◇ 浸水、がけ崩れ等の警戒活動の実施 

◇ 町民等への気象情報の伝達 

◇ 道及び関係機関への状況報告 

◇ 土砂災害危険区域の要配慮者施設周辺の警戒活動 

 

３ 動員・配備 

第２章第１節第４「職員の動員配備について」による。 

 

４ 要配慮者施設対策 

(1) 施設長は、立地条件等の実情に応じた自主的な土砂災害対策を策定する。 

(2) 施設長は、災害時に備えて、地域町民、自主防災組織等との協力関係・支援体制を確立

するものとする。 

施  設  名 住  所 電話番号 

特別養護老人ホーム 日高高寿園 本町東 1丁目 303番地の 12 01457-6-3780 

日高デイサービスセンター 本町東 1丁目 303番地の 12 01457-6-3780 

老人福祉寮 日高くるみ荘 本町東 1丁目 303番地の 4 01457-6-2094 

生活支援ハウス せせらぎ荘 本町東 3丁目 297番地の 2 01457-6-2233 

生活支援ハウス 日高つつじ荘 本町東 1丁目 303番地の 22 01457-6-3780 

日高国民健康保険診療所 本町東 1丁目 303番地の 2 01457-6-2155 

日高保育所 本町東 3丁目 261番地の 6 01457-6-2109 

養護老人ホーム 門別長生園 字富浜 223番地 143号 01456-2-3300 

特別養護老人ホーム 門別得陽園 字富浜 223番地 143号 01456-2-3300 

生活支援ハウス 門別やすらぎ荘 門別本町 12番地の 8 01456-2-6061 

介護老人保健施設 門別愛生苑 門別本町 29番地の 3 01456-2-6611 

門別国民健康保険病院 門別本町 29番地の 9 01456-2-5311 

門別わかば保育所 門別本町 210番地の 1 01456-2-5349 

鎌田医院 富川北 6丁目 3番 26号 01456-2-0340 

デイサービス ＺＥＵＳ 富川東 4丁目 10番 25 01456-3-1555 

沙流都外来 富川南 1丁目 5番 8号 01456-2-2755 

地域活動支援センター えがお 富川南 1丁目 6番 26号 01456-2-2583 

富川グロリアホーム グロリアホーム 富川南 4丁目 2番 48号 01456-2-3785 

富川グロリアホーム ハレルヤホーム 富川南 4丁目 2番 48号 01456-2-2836 

富川グロリアホーム 隣の家 富川南 4丁目 2番 11号 01456-2-0506 

富川グロリアホーム ディサービス夢の杜 富川南 4丁目 2番 47号 01456-2-3520 

富川グロリアホーム デイサービスさくら 富川西 2丁目 9番 13号 01456-2-2836 

富川グロリアホーム 富川ヒカルホームⅠ 富川西 2丁目 9番 3号 01456-2-4866 

富川グロリアホーム 富川ヒカルホームⅡ 富川西 2丁目 9番 13号 01456-2-2836 

小規模多機能ホーム 楓 富川西 2丁目 8番 14号 01456-2-0202 

知的障害者通所厚生施設 ホープフル和 富川南 1丁目 6番 30号 01456-2-2236 

富川二葉保育所 富川南 1丁目 9番 2号 01456-2-2669 

とみかわ児童館 富川北 2丁目 8番 1号 01456-2-3044 
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子育て支援センター わくわく館 富川北 2丁目 8番 1号 01456-2-3048 

富川ひばり幼稚園 富川北 3丁目 5番 3号 01456-2-0920 

厚賀すずらん保育所 字厚賀町 214番地 1 01456-5-2452 

厚賀幼稚園 字厚賀町 217番地 14 01456-5-6788 

勤医協厚賀診療所 字厚賀町 109番地 01456-5-2711 

勤医協厚賀デイサービス 字厚賀町 109番地 01456-5-2711 

グループホームひだかあすなろ 字清畠 304番地の 1 01456-3-5505 
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第２ 情報等の収集・伝達 

風水雪害等による災害発生したとき、又は発生するおそれがある場合の町民や関係機関に対

する情報の収集伝達については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 河川・がけ地及び海岸等の

警戒 

施設部、日高西部消防組合、日高消防団、その他関係機関 

２ 危険箇所の巡視及び通報 施設部、日高西部消防組合、日高消防団、その他関係機関 

３ 急傾斜地等崩壊危険区域

の情報収集・伝達及び警戒 

総務部、連合自治会、千栄自治会、その他関係機関 

４ 防災情報の収集 総務部 

 

１ 河川・がけ地及び海岸等の警戒 

担当各対策部、消防機関及びその他関係機関は、河川、がけ地及び海岸等について、次の

場合に警戒活動を実施する。 

◇ 河川等の水位が上昇し、非常事態が予想されるとき 

◇ 堤防、がけ地等に異常を発見したとき 

◇ 高潮等により非常事態が予想されるとき 

 

２ 危険箇所の巡視及び通報 

担当各対策部、消防機関及びその他関係機関は、巡視員により河川、がけ地、海岸堤防等

を巡回し、危険があると認められる箇所については、当該管理者に通報することとする。 

なお、情報等の伝達系統及び方法については、第２章第２節第２「気象予警報等の伝達」

によるものとする。 

 

３ 急傾斜地等崩壊危険区域の情報収集・伝達及び警戒 

(1) 情報の収集及び伝達方法 

災害対策本部における実施責任者は総務部長とし、警報の発表時の気象状況に応じ、

危険区域内の警戒巡視、情報の収集、避難指示・勧告等の伝達広報を実施する。 

(2) 区域内への連絡 

危険区域への連絡は、地区別連絡責任者又は各町内会長に依頼し、区域内の情報の伝

達を行うものとする。 

※資料編 資料第６「町内会長名簿」
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(3) 警戒体制の基準 

区分 降雨の状況 配備体制 措置基準 

第１警

戒体制 

１ 前日までの連続雨量が１００㎜以

上で、当日の雨量が次の基準を超えた

とき 

山間部：３時間雨量が８０㎜以上 

海岸部：当日の総雨量が５０㎜ 

２ 前日までの降雨がない場合で、当日

の雨量が次の基準を超えたとき 

山間部：３時間雨量が１００㎜以上 

海岸部：当日の雨量が１００㎜以上 

非常警戒体制と

し、各対策部は

直ちに次の配備

体制に移行でき

るよう体制を確

立する。 

(第２非常配備

体制) 

１ 危険区域の巡

視及び警戒 

２ 町民への周知 

(基本法第 56条) 

第２警

戒体制 

１ 上記のそれぞれの状況下で、更に１

時間雨量が３０㎜以上の激しい雨が

降り続いているとき 

２ 土砂災害警戒情報が発表されたと

き 

各対策部は直ち

に災害応急活動

ができる体制を

確立する。 

(第３非常配備

体制) 

１ 町民の避難準

備と避難誘導 

２ 避難勧告 

(基本法第 60条) 

３ 避難指示 

(基本法第 60条) 

 

４ 防災情報の収集 

総務部(本部付)は、各防災機関による防災情報システムやホームページなどによる情報収

集等を積極的に行うものとする。参照すべくＵＲＬは、次のとおりである。 

◇ 気象庁（internet）  ⇒ http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

◇ 国土交通省（川の防災情報）⇒ http://www.river.go.jp/ 

◇ 国土交通省（携帯版） ⇒ http://i.river.go.jp/ 

◇ 国土交通省（tel）   ⇒ 平取水位観測所 01457-2-3259 

               富川水位観測所 01456-2-1099 

◇ 北海道（internet ）   ⇒ http://www.bousai-hokkaido.jp/ 

◇ 北海道（携帯版）   ⇒ http://i.bousai-hokkaido.jp/ 
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第３ 被害情報の収集・伝達・報告 

災害発生直後から、効果的な応急対策を実施するため、必要となる被害状況の収集、調査及

び報告については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 被害情報の通報・調査 総務部、各担当部、日高西部消防組合、門別警察署 

２ 災害終了後の被害調査 総務部、各担当部、日高西部消防組合 

３ 被害状況の取りまとめ 総務部 

４ 防災関係機関への被害の伝達 総務部 

５ 道への被害報告 総務部 

 

《 被害情報の収集・伝達・報告の流れ 》 

報告

【総務部（本部付）】

報告

調査依頼

被害状況の通報・調査

【総務部、各担当部】

被害状況の収集・把握

【総務部（本部付）】

被害状況の取りまとめ

【総務部（本部付）】

災害終了後の被害調査

被害状況の報告

（北海道・防災関係機関）

災害の発生

【各担当部】

 

 

１ 被害情報の通報・調査 

災害が発生し、又は発生するおそれのある異常な現象を発見した場合、以下の系統で被害

の状況を把握する。 

 

《 連絡系統 》 

総務部

被害状況の調査

災 害 現 場

警戒・巡視中の職員等 災害・異常現象の発見者（住民等）

日高西部消防組合 門別警察署
災害対策本部

 

(1) 被害状況の調査 

異常気象や被害の発生等の通報を受けた場合は、各対策部から調査要員としての職員 

を派遣して状況を調査する。 

※様式集 様式第２号「被害発生連絡票」 

(2) 調査の報告 

調査結果の報告は、急を要する場合は口頭、電話又は防災行政無線で総務部へ報告し、

その後文書により速やかに報告するものとする。 

※ 様式集 様式第３号「被害調査表」 
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２ 災害終了後の被害調査 

災害後の被害調査は、各対策部の所管する事項について「災害情報等報告取扱要領～別表

４被害状況判定基準」により行い、調査結果については総務部(本部付)へ報告する。 

なお、その際の経路として、日高地区に係る被害調査は、地域住民課を経由し総務課へ、

門別地区に係る被害調査及び日高西部消防組合の所管に関する報告は直接、総務課へ報告す

ることとする。 

 

３ 被害状況の取りまとめ 

総務部(本部付)は、各対策部が調査した情報を次の点に留意して取りまとめるものとする。 

区   分 留         意         点 

被害状況の調査 

◇ 災害の全体像の把握 

◇ 現在の被害状況 

◇ 未確認情報の把握 

災害終了後の調査 
◇ 町全体の被害状況の把握 

◇ 各事項の詳細な内容の整理 

 

４ 防災関係機関への被害の伝達 

総務部(本部付)は、被害報告を取りまとめ後、直ちに、次の防災関係機関へ通報する。 

被害状況通報先 電話番号 

北海道日高振興局地域創生部地域政策課 0146－22－9075 

日高西部消防組合 01456－2－1521 

札幌方面門別警察署 01456－2－0110 

その他の防災関係機関  

 

５ 道への被害報告 

総務部(本部付)は、災害情報及び被害状況を道の定める「災害情報等報告取扱要領」に基

づき、日高振興局を経由し道に報告するものとする。ただし、消防庁の「即報基準」に該当

する火災・災害等のうち、「直接即報基準」に該当するものについて、その第１報を消防庁に

も直接報告するものとする。また、消防庁長官から要請があった場合、第１報後の報告につ

いても消防庁へ報告することとする。なお、道に報告することができない場合は、直接、国(総

務省消防庁)に報告するものとする。 

    ※資料編 資料第１８「火災・災害等即報要領」 

(1) 被害状況の調査 

《 報告の内容及び方法 》 

報告の種類 報告の内容 報告の方法 報告先 

災害情報 災害の経過に応じ、逐次報告 電話、無線等 

日高振興局 

地域創生部 

地域政策課 

被

害

状

況

報

告 

速報 被害発生後、直ちに件数のみ報告 

メール 
中間報告 

被害状況が判明次第、報告 

報告内容が変化した場合→その都度報告 

最終報告 応急措置完了後、１５日以内に報告 文書 

(2) 被害状況の判定基準 

被害状況の判定基準は、北海道の「被害状況判定基準」に基づくものとする。 

※資料編 資料第１９「災害情報等報告取扱要領」 
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第４ 災害広報 

災害発生時の避難勧告等や、災害発生後の被害状況、復旧の見込み、生活関連情報等、災害

の種類に応じた情報を町民に提供する必要に当たり、広報すべき情報の種類、広報の手段、記

者会見への対応等については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 避難広報 総務部、民生部、日高西部消防組合 

２ 避難所・町民・事業所への広報 民生部 

３ 報道機関への広報の要請及び対応 総務部 

４ 防災関係機関の広報 

門別警察署、北海道旅客鉄道㈱静内駅、ＮＴＴ東日本

北海道事業部苫小牧支店、北海道電力㈱富川営業所、

交通機関、その他 

 

《 町民・被災者への広報の流れ 》 

※メールによる配信を希望する場合は、事前登録が必要

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等

エ
リ
ア
メ
ー

ル

防
災
行
政
無
線
等

報道機関 各対策部

　
広
報
車
等

北海道

日高西部消防組合 日高町災害対策本部 北海道防災情報システム
（公共情報コモンズ【Lｱﾗｰﾄ】）

防災関係機関

町民等

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

※
メ
ー

ル
　
広
報
車
等

　
新
聞
紙

　
テ
レ
ビ

　
ラ
ジ
オ

　
広
報
誌

　
広
報
車

　
口
　
頭

　
掲
　
示

 

 

１ 避難広報 

災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合、各対策部は次のとおり避難広報

を実施するものとする。 

(1) 広報車等での広報 

民生部は広報車、日高西部消防組合・日高消防団は消防車等により、避難広報を実施

するが、広報するにあたり降雨状態が激しい等の場合には、車両を一時停止する等、雨

音や風音で広報内容の未周知とならない等の手段を適宜実施し、真に効果の出る広報活

動を実施するものとする。 

(2) 防災行政無線での広報 

総務部は、防災行政無線により避難広報を実施するものとする。 

(3) サイレンでの広報 

日高西部消防組合は、防災行政無線や消防車等により、必要に応じてサイレンを吹鳴

し、避難広報を実施するものとする。 
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(4) 北海道防災情報システムによる広報 

総務部は、北海道防災情報システムの防災機関向け Web サイトにログインして住民向

けの情報を登録し、住民に対して避難情報（自主避難、避難勧告、避難指示、解除）の

送信を行うものとする。 

町民等

総務部（本部付）

避難情報（携帯電話等モバイル型）
http://i.bousai-hokkaido.jp/

避難情報（家庭用パソコン型）
http://www.bousai-hokkaido.jp/

メール自動送信
（登録利用者のみ）

ホームページから
避難情報を取得

北海道防災対策支援システム
（防災機関向けＷｅｂサイト）

 

 

２ 避難所・町民・事業所への広報 

各対策部は、避難所及び町民に対して、災害発生状況に応じた手段で広報活動を行うもの

とする。 

担当部局等 手  段 実 施 内 容 等 備    考 

各対策部 広報誌作成配布 

・応急活動の状況、復旧の見通し 

・給水・食料供給の情報 

・被害状況 

・復旧状況 

・仮設住宅の入居等について 

・罹災証明、住民サービス情報 等 

必要に応じて実施 

民生部 

広報車 

避難所掲示板・

口頭 

・避難所生活の注意事項 

・住民サービスの情報等 

・バスの運行        等 

避難所入口に適宜

掲示 

 

３ 報道機関への広報要請及び対応 

(1) 避難情報等に関する広報の要請及び方法 

「放送を活用した避難勧告等の情報伝達に関する北海道ガイドライン」により、避難 

勧告等が発令されたときは、公共情報コモンズ（Ｌアラート）を活用し、広く町民に周

知することとする。 

① 情報伝達方法 

町は、避難勧告等を発令（解除）した場合において、「放送を活用した情報伝達」が   

必要な場合は、公共情報コモンズ（Ｌアラート）を通じて各放送事業者等に情報伝達を

依頼する。 

② 情報提供を行う放送事業者等 

     ◇日本放送協会ほか、公共情報コモンズ（Ｌアラート）に加入している情報伝達者 

 

   ※資料編 資料第２０「放送を活用した避難勧告等の情報伝達に関するガイドライン」 
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(2) 応急対策に関する広報の要請及び方法 

総務部は、応急対策に必要な広報を報道機関に要請する。 

① 広報内容の受付 

総務部は、各部から報道機関へ依頼すべき広報内容を受け付ける。 

② 記者会見の実施 

総務部は、必要に応じて記者会見を行い、情報の提供を行うものとする。 

発 表 者 総務部長 

会見場所 本部設置施設内 

内  容 災害の種別、発生場所、日時、状況、災害応急対策等の状況  等 

(3) 取材活動の自粛要請 

総務部は報道機関に対し、次の場所での取材活動の自粛を要請するものとする。 

◇ 災害対策本部内、災害対策支部及び現地対策本部内 

◇ 避難所内 

 

４ 防災関係機関の広報 

防災関係機関は、災害が発生した場合は、以下の広報内容及び手段で応急活動の状況及び

復旧の見通し等についての広報活動を行うものとする。 

機関名 広   報   内   容 

消防機関 火災・避難・救護について広報を実施 

門別警察署 避難・交通規制・二次災害発生防止について広報を実施 

北海道電力㈱ 電力設備の被害や復旧状況について広報を実施 

ＮＴＴ東日本 通信の途絶、利用制限、災害用伝言ダイヤル利用方法の広報を実施 

交通機関 被害状況、復旧情報、運行情報を媒体での広報を実施 
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第５ 応援・派遣要請と受入れ 

大規模な災害が発生した場合で、自衛隊、北海道、他市町村、各種団体等の応援が必要なと

きの要請の方法、応援の受入れ等については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 自衛隊の派遣要請 総務部 

２ 自治体への派遣要請 総務部 

３ 応援協定先への応援要請 総務部、福祉部、施設部 

４ 民間企業等への協力要請 各担当部 

５ 自衛隊、応援隊の受入れ 総務部 

６ ボランティアの受入れ 福祉部 

 

１ 自衛隊の派遣要請 

災害により、人命又は財産等の保護のため必要がある場合は、自衛隊法（昭和 29年法律第

165号）第８３条の規定に基づき、部隊等の災害派遣の要請を日高振興局長に依頼する。 

(1) 災害要請の方法 

総務部は、原則文書にて要請内容を明確にし、日高振興局長に対し派遣要請を依頼す

るものとする。ただし、緊急を要する場合には、電話で直接要請するものとし、後日、

速やかに文書を送付するものとする。 

自衛隊に対する災害派遣の目的が達成された場合には、派遣要請と同様に文書をもっ

て撤収依頼を要請することとする。 

要請先 

北海道日高振興局長（地域創生部地域政策課） 

電話（ダイヤルイン）０１４６－２２－９０７５ 

北海道総合行政情報ネットワーク ６－６１０－２１９１ 

緊急時 
陸上自衛隊第７師団第３部防衛班 

電話０１２３－２３－５１３１（２２７５） 

要請伝達方法 要請文書１部を作成（緊急の場合は電話等で行い、事後要請文書を送付） 

派遣要請内容 

◇ 災害の状況及び派遣を要する事由 

◇ 派遣を希望する期間 

◇ 派遣を希望する区域及び活動内容 

◇ 派遣部隊が展開できる場所 

◇ 派遣部隊との連絡方法、その他参考となる事項 

部隊撤収要請 

内容 

◇ 部隊撤収の理由 

◇ 部隊撤収期日 

◇ 派遣部隊との連絡方法、その他参考となる事項 

    ※様式集 様式第４号「自衛隊派遣要請書」 

様式第５号「自衛隊災害派遣部隊撤収要請書」 

《 自衛隊派遣(撤収)要請の流れ 》 

日高町長 緊急要請

（災害対策本部長）

北海道日高振興局長 派遣要請 陸上自衛隊第７師団

（地域創生部地域政策課） 第７特科連隊

北海道知事
被　災　地

（総務部危機対策室）  
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(4) 活動内容 

自衛隊の災害派遣時における支援活動は、次のとおりである。 

◇ 被害状況の調査把握活動       ◇ 避難救助活動 

◇ 遭難者の捜索活動          ◇ 水防活動 

◇ 消防活動              ◇ 道路、水路の啓開 

◇ 応急医療、救護、防疫活動      ◇ 人員、物資の緊急輸送活動 

◇ 炊飯、給水活動           ◇ 物資無償貸与、譲与活動 

◇ 危険物保安、除去活動        ◇ その他 

(5) 経費の負担区分 

次の費用は、派遣部隊の受入側（施設等の管理者、町等）が、負担するものとする。 

◇ 資材費及び機器借上げ料 

◇ 電話料及びその施設費 

◇ 電気料 

◇ 水道料 

◇ 汲取り料 

その他必要な経費については、自衛隊と町等が協議して決めるものとする。 

 

２ 自治体への派遣要請 

(1) 北海道への派遣要請 

総務部は、知事に対し「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」  

に基づき、応援の要請又は職員の派遣を行う。ただし、緊急の場合は自衛隊派遣要請と

同様に、電話・無線等で直接要請し、後日、速やかに文書によって要請するものとする。 

要請先 

北海道日高振興局長（地域創生部地域政策課） 

電話（ダイヤルイン）０１４６－２２－９０７５ 

北海道総合行政情報ネットワーク ６－６１０－２１９１ 

派遣要請書 

記載内容 

◇ 災害の状況 

◇ 応援を必要とする理由 

◇ 応援を希望する物資等の品名、数量 

◇ 応援場所及び応援場所への経路 

◇ 応援の活動内容及び期間 

◇ 災害活動に必要な車両等の種類、規格及

び台数 

◇ 職員の職種別人員等 

◇ その他必要な事項 

基本法 

第６８条 

職員派遣・ 

斡旋要請書 

記載内容 

◇ 派遣の斡旋を求める理由 

◇ 職員の職種別人員数 

◇ 派遣を必要とする期間 

◇ 派遣される職員の給与その他勤務条件 

◇ その他必要な事項 

派遣：基本法 

   第２９条 

斡旋：基本法 

   第３０条 

(2) 道内市町村への派遣要請 

他の市町村への要請は、「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」

に基づき、北海道への要請と同様に行うものとする。 

(3) 近隣町村への派遣要請 

当町に隣接している近隣の町村への要請は、別途締結した「災害時相互応援に関する 

協定」により、災害対策本部長の判断により、総務部が応援要請を行うものとする。 
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(4) 北海道消防防災ヘリコプターの派遣要請 

大規模な災害が発生した場合には、広域的・機動的に活動できるヘリコプターを有効 

活用するため「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」による応援要請を行うものとす

る。 

① 運航体制 

ヘリコプターの運航は、「北海道消防防災ヘリコプター運航管理要綱」「北海道消防防

災ヘリコプター緊急運航要領」「ヘリコプターによる救急患者の緊急搬送手続要領」の

定めるところによる。 

② 活動内容 

◇ 災害応急対策活動 

◇ 救急活動 

◇ 救助活動 

◇ 火災防御活動 

◇ 広域航空消防防災応援活動 

◇ その他必要と認める活動 

③ 要請要領 

ヘリコプター運航要請は、電話により明らかにして行うとともに、速やかにＦＡＸに

より、「北海道消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票」及び必要書類を作成し、提出す

るものとする。 

◇ 災害の種類 

◇ 災害の発生日時及び場所、災害の状況 

◇ 災害現場の気象状況 

◇ 災害現場の最高指揮者の職・氏名、災害現場との連絡方法 

◇ 消防防災ヘリコプターの離着陸場の所在地と地上支援体制 

◇ 応援に要する資機材の品目と数量 

◇ その他必要な事項 

※資料編 資料第２１「北海道消防防災ヘリコプター緊急運行等の手続き」 

資料第２２「ヘリコプター離発着場の設置方法」 

資料第２３「ヘリコプター離着陸可能位置一覧」 

資料第２４「北海道消防防災ヘリコプター緊急運航系統」 

      様式集 様式第６号「北海道消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票」 

          様式第７号「北海道消防防災ヘリコプター緊急運航に係る災害等状況報告書」 

          様式第８号「救急患者の緊急搬送情報伝達票」 

          様式第９号「救急患者の救急搬送処理票」 

          様式第１０号「ヘリコプター搭乗誓約書」 
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     《 北海道消防防災ヘリコプター緊急運航要請の流れ 》 

日高町・日高西部消防組合

北 海 道

 空中消火
 偵察
 救助
 輸送

偵察
救助
輸送

応援要請

北海道防災航空室
出動 出動

報告

地震・風水害等の災害、事故

交通遠隔地等の傷病者

通　報

林野火災

 

 

(5) 消防の広域応援要請 

大規模な災害が発生し、単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策を実施できな 

い場合は、道に応援を要請するほか、北海道広域消防相互応援協定に基づき、他の消防

機関に応援を要請する。又、消防機関は必要に応じて、道に対し、広域航空消防応援、

他の都道府県の消防救援隊に応援を要請する。 

 

《 広域応援要請の流れ 》 

 

 

 

 

 

 

《 応援要請の方法 》 

① 陸上応援要請 

 ◇ 第１要請 

     町長が、隣接の市町村に対して行う応援要請 

 ◇ 第２要請 

    町長が、道南地域内の他の市町村等に対して行う応援要請（第１要請を除く。） 

 ◇ 第３要請 

    町長が、道南地域外の市町村等に対して行う応援要請（第１要請を除く。） 

② 航空応援要請 

   航空隊の応援を必要とする応援要請 

 

３ 応援協定先への応援要請 

関係する各対策部は、応援協定に基づく応援要請を、必要に応じ、それぞれ行うものとす

る。 

応援側

消防本部
派遣

要請 要請

日高西部消防組合 全消会道南地区協議会
区長所在消防本部ああ
（苫小牧市消防本部）

全消会北海道支部あ
支部長所在消防本部
（札幌市消防局）

地域代表
消防機関

派遣 派遣 派遣派遣日高中部消防組合
（新ひだか町静内）

要請側 要請側地域代表 総括代表 応援側地区代表
要請

管内代表

北海道総務部
（危機対策課）

連絡調整

要請 要請
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《 協定の締結先一覧 》 

締 結 協 定 名 締 結 先 名 称 担当部局 

災害時相互応援に関する協定 平取町・新冠町・むかわ町・占冠村 総務部 

日高地域災害時の医療救護活動に関す

る協定 
社団法人日高医師会 福祉部 

日高地域災害時の歯科医療救護活動に

関する協定 
社団法人日高歯科医師会 福祉部 

日本水道協会北海道地方支部道南地区

協議会災害時相互応援に関する協定 

日本水道協会北海道地方支部道南

地区協議会 
施設部 

日高町所管公共土木施設における災害

時の協力体制に関する実施協定 
日高町建設協会 施設部 

 

４ 民間企業等への協力要請 

各担当部は、次のとおり民間企業等へ協力要請を行うものとする。 

要請先(流通備蓄) 内        容 

卸売業者、スーパー、仕出組合等 食料、生活必需品 

企業 食料、飲料水、資材置場 

農業・水産団体 野菜類、穀物、魚介類等 

企業、団体 車両、防災資材、医薬品、仮設住宅、応急復旧資機材等 

 

５ 自衛隊・応援隊の受入れ 

町長は、災害派遣部隊が円滑に活動できるよう町担当者、連絡先を明確にするとともに、

避難支援など大部隊の派遣を受ける場合に備え、多数の車両、施設等が展開できる場所を予

め定めておくものとする。 

(1) 自衛隊の受入れ 

自衛隊の派遣が確定したときは、次のとおり部隊の受入体制を準備する。 

① 連絡窓口 

◇ 総務部が担当する。 

◇ 派遣自衛隊からは、連絡員の派遣を要請し、連絡窓口を一本化する。 

② 作業計画 

◇ 応援を求める作業について、速やかに作業計画を立てる。 

◇ 必要な資機材を確保する。 

◇ 作業に関係する施設の管理者の了解を事前に取る。 

◇ ヘリポートの開設準備を行う。 

③ 受入場所 

◇ 宿舎、屋内施設の手配 

◇ 資材置場、炊事ができる広場の手配 

◇ 事務のできる部屋、駐車場の手配 

 

 

 

 

 



第３章 風水雪害等対策 

第２節 災害応急対策 

  - 103 - 

(2) 応援隊の受入れ 

応援隊の派遣が確定したときは、次のとおり応援隊の受入体制を準備する。 

① 連絡窓口 

◇ 総務部が担当する。 

◇ 応援隊から連絡員の派遣を要請し、連絡窓口を一本化する。 

② 作業計画 

◇ 応援を求める作業について、速やかに作業計画を立てる。 

◇ 必要な資機材を確保する。 

③ 受入場所 

◇ 宿舎、屋内施設の手配 

(3) 部隊撤収要請 

災害対策本部長は、派遣要請の目的を達成したとき、又はその必要がなくなったとき

は、道及び派遣部隊長と協議し、速やかに文書をもって災害派遣部隊の撤収要請を行う

ものとする。 

 

派遣要請先(指定部隊等の長) 

１ 陸上自衛隊 

指定部隊等の長 担当部課 所在地 電話 道機関 担当地域 

北部方面総監 防衛部運用室 
札幌市中央区 

南26条西10丁目 

011-511-7116 

内線 2574 
北海道 北海道全域 

第７師団地区 

(第７師団長) 
第３部防衛班 千歳市祝梅 1016 

0123-23-5131 

内線 2275 

(当直 2208) 

石狩、胆振、

空知、日高の

各振興局 

第７師団地

区全域 

 

６ ボランティアの受入れ 

(1) ボランティアセンターの設置 

福祉部は、社会福祉協議会にボランティアセンターの設置を要請し、ボランティア活

動の拠点とする。又、個人ボランティアへの対応もボランティアセンターで行う。 

(2) ボランティアの受入れ 

活動連絡 
◇ 福祉部は、ボランティアセンターの代表者とボランティ

ア活動について打合せを行う。 

ボランティアセンターの

役割 

◇ ボランティアの配置、活動内容の指揮 

◇ 個人ボランティアの登録、配置 

◇ ボランティア活動に必要な資器材の準備 

ボランティアの活動内容 

◇ 避難所運営の協力、食料・生活必需品の配給・炊出し 

◇ 救護所、病院等での医療介助の協力 

◇ 救援物資の受入れ、仕分け 
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第６ 消防活動 

大規模な災害により、同時多発的な火災や危険物の漏洩事故等が発生した場合の消火活動、

火災原因調査等については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 消火活動 日高西部消防組合、日高消防団 

２ 火災の警戒 日高西部消防組合、日高消防団 

３ 火災原因の調査 日高西部消防組合 

 

１ 消火活動 

(1) 基本方針 

◇ 町民、自治体、自主防災組織及び事業所は、自ら出火防止活動及び初期消火活動を

実施する。 

◇ 危険物を取扱う事業所では、二次災害の防止に努める。 

◇ 消防隊は、多数の人命を守ることを最重点とした消火活動を行うこと。 

(2) 消防隊の活動 

① 情報の収集 

◇ 延焼火災の状況 

◇ 消防車の状況及び通行可能な道路状況 

◇ 消防水利等の利用可能状況 

② 消防活動時の留意事項 

◇ 風向き、建物分布等を考慮し、効率的な消火活動の実施 

◇ 延焼火災が少ない地区の集中消火による安全地区の確保 

◇ 延焼火災の多い地区は住民避難のため、避難路の確保 

◇ 危険物のある地区の立入禁止措置 

◇ 病院、避難地、幹線道路、防災拠点等施設を優先的に消火 

◇ 火災現場近くに下敷者が存在する場合の優先的な救出活動 

なお、消防隊の活動の詳細は、日高西部消防組合作成の「消防計画」によるものとす

る。 

(3) 町民、自治体、自主防災組織及び事業所の活動 

火気の遮断 ガス栓、プロパンガスのバルブ等を閉止する。 

初期消火活動 
火災が発生したときは、消火器、汲み置き水、可搬ポンプ等を活用

して、消火活動を実施する。 

初期救出活動 

近隣に軽微な下敷者を活動時に発見した場合は、防災関係機関に速

やかに連絡するとともに、近隣の町民等と協力して救出を最優先的

に実施する。 

(4) 連絡の流れ 

被災地で火災を発見した場合は、次の連絡系統で消防隊の出動を要請する。 

《 出動要請の流れ 》 

災害対策本部

住あ民あ等

火災現場

調査担当部

日高西部消防組合 消　防　隊
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２ 火災の警戒 

◇ 日高西部消防組合、日高消防団は、自治会、自主防災組織、事業所等と協力して

町内のパトロールを行うものとする。 

◇ ガス使用開始時の火災の警戒 

◇ 停電復旧時の通電火災の警戒 

◇ 消火後の再燃警戒 

◇ 放火等の防止警戒 

 

３ 火災原因の調査 

日高西部消防組合は、発生した火災について、その原因、被害等の調査のため、現場検証

を行うものとする。 
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第７ 救助・捜索 

土砂災害、出水等により負傷者や要救出者が発生した場合、各機関は連携して救出活動にあ

たるものとし、その活動については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 救出・捜索要員の編成 救助部、日高西部消防組合、日高消防団 

２ 救出資機材の確保 総務部、関係機関 

３ 救出・捜索活動の実施 日高西部消防組合、日高消防団 

４ 行方不明者リストの作成 総務部 

５ 救護所(病院)への傷病者の搬送 日高西部消防組合、医療部 

６ 警察署による活動 門別警察署 

 

１ 救出・捜索要員の編成 

救出・捜索要員は、原則として複数名で編成する。又、付近の町民に呼びかけ、地域の状

況に精通した者の協力を求めるものとする。 

なお、救出・捜索活動においては、状況に応じ対策本部を設置するとともに、各隊編成毎

に長を決め、迅速かつ的確な活動に努めるものとする。 

 

２ 救出資機材の確保 

(1) 初動活動期における救出資機材は、原則として関係機関が保有するものを活用すること

とする。 

(2) 救出資機材等に不足が生じた場合は、道や民間業者等から不足分を調達することとする。 

 

３ 救出・捜索活動の実施 

(1) 救助部、消防機関等は、災害により生命・身体が危険になった町民の救助救出にあたる

が、救助力が不足し対応しきれない場合は、門別警察署、自衛隊、海上保安署等に救出要

員の派遣を要請し、救出活動を実施するものとする。災害派遣を目的とした場合の自衛隊

の派遣要請については、第３章第２節第５「応援・派遣要請と受入れ」を準用する。 

 

《 救出・捜索活動の流れ 》 

 救助要請  応援要請

応援要請 

救出要員門別警察署・自衛隊・海上保安署

派遣

連絡

要救出者

住民 消防広域応援

調査担当部 日高町災害対策本部 日高西部消防組合

派遣派遣
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(2) 救出・捜索活動の実施 

救出・捜索活動は、行方不明者リスト（総務部が作成）に基づき、救助部と消防機関

が、門別警察署、自衛隊、海上保安署等に協力を要請し実施する。 

◇ 捜索活動中に遺体を発見した時は、災害対策本部又は門別警察署に連絡する。 

◇ 発見した遺体は、発見日時、場所、着衣、特徴等と発見者名を記載したメモを添え、

身元を確認する。 

◇ 救出及び捜索の実施期間は、下記を原則とする。（救助法第４条、救助法施行令第３

条及び厚生省告示第 144号） 

   災害にかかった者の救出   災害発生の日から３日以内 

   死体の捜索         災害発生の日から１０日以内 

(3) 救出・捜索活動の実施報告 

救出・捜索実施者は、活動状況について詳細に記録することとする。 

※様式集 様式第１１号「遺留品処理表」 

様式第１２号「被災者救出状況記録簿」 

 

４ 行方不明者リストの作成 

所在の確認できない町民に関する問い合わせや行方不明者の捜索依頼、届出の受付は、次

のとおり行う。 

◇ 総務部は、庁舎内に「行方不明者相談所」等を開設し、届出窓口とする。 

◇ 届出を受けた時は、行方不明者の下記事項について、可能な限り詳細な情報を聞き

取りし、記録する。 

①住所、②氏名、③年齢、④性別、⑤身長、⑥体重、⑦着衣、⑧その他の特徴 

◇ 届出については、まず避難者名簿で確認し、不明者については「行方不明者リスト」

を作成するものとする。 

◇ 行方不明者リストについては、門別警察署長に対して１部送付するものとする。 

※様式集 様式第１３号「行方不明者等の捜索受付書」、 

様式第１４号「要捜索者名簿」 

 

５ 救護所(病院)への傷病者の搬送 

次のとおり救護所等へ傷病者の搬送を行うものとする。 

緊急搬送 

◇ 救護所への傷病者の搬送は、救急措置を要する者を優先とする。 

◇ 搬送は、日高西部消防組合、医療機関等の車両によるほか、必

要に応じ道の防災ヘリコプター等により行うものとする。 

◇ 救護所等から後方医療施設への移送を行うものとする。 

傷病者多発発生時 

の活動 

◇ 多数傷病者発生時の救急活動の方法に基づき、応急活動を実施

するものとする。 

◇ 災害の状況等を判断し、安全で活動容易な場所に現場救護所を

設置し、救急隊等との連携を図り、救護活動を行うものとする。 

◇ 救護能力が不足する場合は、救護所、医療機関への輸送協力を

求め、効率的な活動を行うものとする。 

◇ 町立病院は、職員（医師・看護師）を招集し、傷病者の受け入

れ体制を整えることとする。 

◇ 各対策部は連携を図り、町有バスの要請、保健師の確保、傷病

者の氏名の確認、マスコミの対応等を行うものとする。 
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６ 警察署による活動 

次のとおり救出、緊急搬送を行うものとする。 

(1) 救出及び緊急搬送 

◇ 救出救護活動は、倒壊家屋の多発地点、病院、学校等多人数の集合する場所を重点

に行う。 

◇ 救出した負傷者は、応急措置を施した後、救護所に引継ぐか、車両等を利用して医

療機関に搬送することとする。 
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第８ 応急医療・救護対策 

大規模な災害において、多数の負傷者に対する医療救護活動と避難生活が長期化した場合の

避難者の健康管理、精神ケアなど、必要となる応急医療については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 医療救護班の編成 福祉部、医療部 

２ 医薬品、資機材の調達 福祉部、医療部 

３ 救護所の設置 福祉部 

４ 救護所の活動 医療部 

５ 後方医療体制の確立 福祉部 

６ 後方医療施設へ搬送 日高西部消防組合 

７ 町外医療施設への搬送 医療部、日高西部消防組合 

８ 透析患者の救護対策 医療部 

９ 歯科医療救護活動 福祉部 

10 巡回医療の実施 福祉部 

11 救護活動状況の記録 福祉部、医療部 

12 活動中の事故等 福祉部、医療部 

 

１ 医療救護班の編成 

(1) 医療救護班 

町立病院及び私立病院等の医師・看護師その他の職員をもって医療救護班を編成する。 

班名 班 長 
班 員 

担当区域 
看護師 事務連絡 

日高班 日高国保診療所長 ３ 事務員 日高地区全域 

富川班 鎌田病院長 ３ 事務員 
富川（東・西・南・北・駒丘）、平

賀、富浜、福満 

本町班 門別国保病院長 ５ 事務員 
門別本町、旭町、幾千世、緑町、

庫富、広富、豊郷、清畠、賀張 

厚賀班 勤医協厚賀診療所長 ３ 事務員 厚賀町、美原、豊田、正和、三和 

 ※協定書 協定第７「日高地域災害時の医療救護活動に関する協定書」 

(2) 要請及び出動 

福祉部は、必要により、次のように医療救護班の編成及び出動を要請する。 

状 況 要 請 及 び 出 動 

災害により多数の傷

病者が発生したとき 

◇ 町内在住の医師に対し、医療救護班の編成、出動を要請する。 

◇ 日高医師会（事務局）に対し、災害医療救護隊（班）の出動

を要請する。 

◇ 状況に応じ、知事に対し必要な措置を要請する。 

◇ 災害急性期においては、必要に応じ、災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）の派遣を要請する。 

医療関係者が自ら必

要と認めたとき 

◇ 要請を待たずに、医療救護班を編成し、出動する。 

◇ 出動後、直ちに災害対策本部長へ通報する。 

※ 災害派遣医療チーム(DMAT)とは、Disaster Medical Assistance Teamの略で、被災地

での応急治療や患者搬送のために、専門のトレーニングを受けた医療チームのこと。 

医師・看護師・調整員で構成される DMATは、災害発生から概ね 48時間以内にヘリや

航空機など機動力を生かして現場へ投入される。 
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(3) 道により編成される救護班 

道は、災害対策本部長から要請があったときは、道防災計画に基づき救護班を編成し、

医療機関等の応援を得て派遣する。 

北海道により編成される救護班 編  成 

◇ 日赤救護班 

◇ 北海道医師会救護班 

◇ 道立病院救護班 

◇ 国立医療機関救護班 

◇ その他公的医療機関救護班 

医師、看護師、その他補助職員 

 

《 応急医療の流れ 》 

町外の医療施設

 救急車等で搬送

 救急車等で搬送

後方医療施設 医療救護班

 ヘリコプター、救急車等で搬送

救出現場

供給
薬局等医療品業者

救護所
トリアージの実施

 

 

２ 医薬品、資機材の調達 

(1) 医薬品、医療用資機材の調達方法 

医薬品、医療用資機材等の確保は、原則として次のとおり行うものとする。 

◇ 医療用資機材は、医療部において調達するが、不足する場合等には道へ供給要請を

し、薬品卸売業者や他の医療機関から供給を受けるものとする。 

◇ 町は、医療救護活動に必要な医薬品・医療資機材等については、備蓄医薬品等の活

用又は業者からの調達により確保する。 

◇ 町の要請で出動した医療救護班が使用する医薬品等は、町で調達したもので対応す

る。又、不足し、自己が携行したものを使用した場合、費用は町が実費弁償する。 

◇ 飲料水や洗浄、医療品の給水は、施設部に要請する。 

  ※資料編 資料第１６「災害時における緊急医薬品の供給について」 

 (2) 輸血用血液の確保 

輸血用血液が必要な場合は、日本赤十字北海道支部(北海道赤十字血液センター)に供 

給を依頼する。又、必要に応じて町民に献血の呼びかけにより採取することとする。 

 

３ 救護所の設置 

救護所は、町内の病院に設置する。なお、必要に応じ災害現場や災害現場に近い公共施設

を現地救護所とすることができる。福祉部は、地域の病院と協力して救護所の環境を整える。 

◇ 飲料水や洗浄、医療用の給水は、施設部に要請する。 

◇ 電気、電話等通信手段は、総務部を通じて北海道電力㈱富川営業所、ＮＴＴ東日本北

海道苫小牧支店に要請する。 

 ※資料編 資料第１７「医療機関の状況」 

  様式集 様式第１５号「救護所開設状況報告」 
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４ 救護所の活動 

救護医療の活動及び内容によっては、原則として医療部が救護所で、次のとおり実施する。

又、災害の状況によっては、被災地等で救護医療活動を実施する。 

◇ 負傷者の傷害等の程度の判別（トリアージタッグ） 

◇ 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

◇ 中等傷者以上に対する応急措置 

◇ 転送困難な患者に対する医療の実施 

◇ 死亡の確認 

◇ 助産活動 

 

【トリアージについて】 

トリアージ   ：災害発生時等に多数の傷病者が大量に発生した場合、傷病者の緊急度

や重傷度に応じて、適切な処置や搬送を行うために傷病者の治療優先

順位を決定することを言う。 

トリアージタッグ：トリアージの際に用いる識別票で、災害現場で救助された傷病者は、

トリアージ区分され、タッグが付けられる。その識別に基づき、後方

医療機関に運ばれ、必要な措置、治療を受けることとなる。 

 

５ 後方医療体制の確立 

福祉部は、町内の一般病院・医院等の被災状況と収容可能なベッド数を速やかに把握し、

救護所・現地救護所から搬送される重傷病者を収容する収容医療機関を確保する。なお、町

外への転送が必要な場合は、道又は近隣市町村へ要請するものとする。 

 

６ 後方医療施設へ搬送 

救護所で治療できない重傷病者は、次のとおり後方医療施設へ搬送する。 

(1) 重傷病者の搬送体制 

救護所から後方医療施設への搬送については、日高西部消防組合が道及びその他関係

機関の協力を得て行うものとする。 

(2) 搬送の方法 

各救護所から日高西部消防組合に搬送を要請する。 

重傷病者が多数の場合は、警察署、自主防災組織、ボランティア等の協力を得て担架、

バス等で搬送するものとし、緊急を要する場合は、ヘリコプターにより搬送する方法に

関し、速やかに実施するものとする。 

 

７ 町外医療施設への搬送 

医療部は、重傷者を町外医療施設へ搬送する場合、日高西部消防組合若しくは総務部に依

頼するものとし、依頼された総務部は、道又は自衛隊への派遣要請を依頼するものとする。 

 

８ 透析患者の救護対策 

透析患者は、人工透析器、大量の医療用水が必要で、患者の様態に応じた対応が必要なた

め、医療部は、次により透析患者対策を実施する。 

◇ 施設のある門別国保病院や北海道社会事業協会富良野病院等へ要請するものとする。 

◇ 患者や患者の家族と絶えず連絡をとり、透析の必要な患者の透析スケジュールを作成

する必要がある。 

◇ 患者が透析中は、患者の看護のため家族やボランティア等の協力を得ることとする。 
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《 透析患者受入れ等の流れ 》 

富良野協会病院

健康増進課 門別国保病院 近隣の病院

近隣の病院

腎臓疾患者 災害対策本部

地域住民課 日高国保診療所
 

 

９ 歯科医療救護活動 

福祉部は、災害時に歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合、日高町村会を経由し

て、社団法人日高歯科医師会に対し、救護班の編成及び派遣を要請する。 

 

   《 歯科医療救護活動の流れ 》 

医療品及び衛生材料の補修、

輸送、通信確保　～必要な措置

 応急処置
 後方医療施設への転送要否
 歯科治療・衛生指導
 検視・検案の協力

救　護　所

要請

日高町災害対策本部 （社）日高歯科医師会 （社）北海道歯科医師会

日高町村会 北海道（保健福祉部）

 

 

１０ 巡回医療の実施 

大規模な災害にかかわった人たちの心のケアを含めた対策が必要となる。 

(1) 巡回医療班の編成 

福祉部は災害発生から一週間後を目安に、長期的な医療や心のケア対策として、巡回 

医療班の編成を行う。巡回医療班は、避難所等の巡回計画を作成し、避難所で定期的な

医療活動を行う。 

(2) 避難所救護センターの設置 

避難所における避難活動が長期にわたると見込まれるときは、道及び医療救護班と協 

力して避難所内に避難所救護センターを設置する。 

 

１１ 救護活動状況の記録 

救護活動に従事した者は、その活動に関する記録を作成することとする。 

※様式集 様式第１６号「救護班活動状況」 

様式第１７号「病院診療所医療実施状況」 

様式第１８号「助産台帳」 

 協定書 協定第７号「日高地域災害時の医療救護活動に関する協定書」 

     協定第８号「日高地域災害時の歯科医療救護活動に関する協定書」 
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１２ 活動中の事故等 

医療救護活動の派遣等要請中の職員が、当該災害対応中に事故等が発生した場合は、直ち

に災害対策本部に連絡するものとする。歯科医療救護活動中に、医療救護同様の事故等が発

生した場合も同様とする。 

※様式集 様式第１９号「事故報告書」 

様式第２０号「事故(疾病・死亡)者概要」 
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第９ 警戒区域の設定・避難活動・避難所運営 

災害発生時において、危険箇所から逃れるための迅速な避難活動と避難所における避難者の

把握、物資等の供給、衛生条件の確保、要配慮者への対応等必要な対策については、次のとお

りとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 警戒区域の設定 門別警察署、日高西部消防組合、日高消防団、総務部 

２ 避難勧告・指示、誘導 門別警察署、日高西部消防組合、日高消防団、総務部 

３ 避難所の開設 民生部 

４ 避難所の運営 民生部 

５ 避難所の統合、廃止 民生部 

６ 飲料水、生活用水の供給 施設部 

７ 食料、生活必需品の供給 総務部 

８ 避難者への配慮 民生部 

 

１ 警戒区域の設定 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、町民の生命を守るため、特に必

要があると認めるときは警戒区域を設定し、災害応急対策従事者以外の立ち入りを制限し、

又は禁止し、若しくは退去を命ずることができる。 

その発令権者、区域設定要件、根拠法令については次に示すとおりである。 

発令権者 区  域  設  定  要  件 根 拠 法 令 

災害対策本

部長 

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に

おいて、町民の生命、身体に対する危険を防止するため

に特に必要と認めるとき。 

基本法第６３条 

警察官又は 

海上保安官 

上記の場合において、災害対策本部長又はその委任を受

けた町職員が現場にいないとき、若しくは災害対策本部

長から要求を受けたとき。 

基本法第６３条 

自衛官 

災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官においては、災害対

策本部長若しくはその委任を受けた町職員が現場にい

ない場合で、他に職権を行使する者がいないとき。 

基本法第６３条 

消防吏員 

消防団員 

災害の現場等において、消防活動の確保を図るため必要

なとき。 

消防法第２８条の

準用 

なお、警戒区域を設定する場合は、次の要領で行うものとする。 

◇ 時期を失することのないよう、迅速に実施すること。 

◇ 設定範囲は、災害現象の規模や拡大方向を考慮して決定し、不必要な範囲まで設定しな

いよう十分留意すること。 

◇ 対象区域の町民に設定理由の周知を徹底すること。（解除時も同様） 

◇ 区域は、道路・河川・字名等で設定すること。 
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２ 避難勧告・指示及び避難準備 

風水害、火災、山（崖）崩れ、地震、津波等の災害により、人命、身体の保護又は災害の

拡大防止のため、特に必要があると認められるときは、町長等避難実施責任者は、次により

避難の勧告又は指示を行う。 

町は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ高齢者等

の要配慮者の避難支援対策を充実・強化する必要がある。このため、避難勧告及び避難指示

のほか、避難準備（要配慮者避難）情報を必要に応じて伝達する。 

(1) 避難の勧告、指示又は避難準備情報の周知 

発令権者 区  域  設  定  要  件 根 拠 法 令 

災害対策本

部長 

◇ 町民の生命、身体に危険を及ぼすと認めると

きは、勧告又は指示を行う。 

基本法第６０条 

警察官又は 

海上保安官 

◇ 災害対策本部長から要請があったとき。 

◇ 災害対策本部長が避難の指示をできないと

認められ、しかも指示が急を要するとき。 

◇ 町民の生命、身体に危険を及ぼし、又は財産

に重大な損害を及ぼすおそれがあり、指示が急

を要するとき。 

基本法第６１条 

 

警察官職務執行法第

４条(昭和 23年７月

12日法律第 136号) 

自衛官 ◇ 災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官におい

ては、危険な事態が生じ、かつ警察官がその場

にいないとき。 

自衛隊法第９４条 

知事又は知

事の命を受

けた職員(洪

水等は水防

管理者を含

む) 

◇ 地すべりにより著しい危険が切迫している

と認めらるとき、必要と認める区域内の居住者

に対して立ち退くべきことを指示する。 

◇ 洪水等により著しい危険が切迫していると

認められるとき、必要と認める区域内の町民に

対して立ち退くべきことを指示する。 

地すべり等防止法第

２５条(昭和 33年３

月31日法律第30号) 

 

 

水防法第２２条 

消防長 

消防署長 

◇ ガス、火薬又は危険物の漏えい、流出等の事

故が発生した場合において、火災が発生するお

それがあるとき。 

消防法第２３条の２ 

（注）「勧告」と「指示」の相違は、被害の危険の切迫する度合いに対応しており、「指示」

は被害の危険が目前に切迫している場合に発せられ、「勧告」よりも拘束力が強く、

居住者等を避難のために立ち退かせるためのものである。 

なお、避難の勧告、指示又は避難準備情報に当たっては、次の事項を目安とする。 

◇ 災害等の拡大により、町民に生命の危険が及ぶと認められるとき。 

◇ がけ崩れ等の地変が発生し、又は発生するおそれがあり、付近の町民に生命の危険

が認められるとき。 

◇ 有毒ガス等の危険物質が流出拡散し、又そのおそれがあり、町民の生命に危険が認

められるとき。 

◇ その他災害により、災害対策本部長が必要と認めるとき。 

又、避難の勧告、指示又は避難準備情報の周知については、消防機関等の関係機関の

協力を得て、地域住民に対して、速やかに次の事項について周知徹底を図ることとする。 

◇ 避難の勧告、指示又は避難準備情報の理由及び内容 

◇ 避難場所及びその経路 

◇ 火災、盗難の予防措置等 

◇ 携帯品等その他の注意事項 
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(2) 危険地帯の避難誘導 

危険地帯の避難誘導は、次のように行うものとする。 

◇ 民生部は、避難の勧告、指示又は避難準備情報の発令後、予め指定する避難所にそ

れぞれ複数の町職員を派遣する。 

◇ 派遣された職員は、警察官、消防機関、自治会・町内会、自主防災組織等の協力に

より、町民等の危険地域から安全な地域への避難誘導に努めること。 

◇ 学校、保育所・幼稚園、事業所等多数の人が集まる施設における避難誘導は、その

施設の責任者、管理者が行うものとする。 

(3) 避難者の携帯品 

避難時の携行品は次の物とし、避難時に呼びかける等の方法で周知する。 

◇ 家族の名札（住所、氏名、生年月日、血液型等を記載したもの。） 

◇ 一人２食分位の食料、２～３リットルの飲料水、タオル、常備薬、救急医薬品、懐

中電灯、携帯ラジオ等 

◇ 動きやすい服装、帽子、頭巾、雨具類、必要に応じて防寒具等 

(4)  避難の誘導方法 

避難誘導の方法は、次のように行うものとする。 

◇ 避難の誘導は、病人、高齢者、幼児、障害者その他単独で避難することが困難な人

の避難を優先する。 

◇ 状況が許す限り指示者が、予め経路の安全を確認し、徒歩により避難する。 

◇ 家財の持ち出し等は、危険なので中止させること。 

 

３ 避難所の開設 

町は、発災時に必要に応じ、洪水、高潮、土砂災害等の危険性を十分配慮し避難場所を開

設するとともに、住民等に対し周知徹底を図るものとする。 

また、必要があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、管理者の同意を

得て避難場所として開設する。 

さらに、要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、旅館やホテル等を避

難場所として借り上げる等、多様な避難場所の確保に努めるものとする。 

(1) 開設の担当 

民生部は、避難所の開設にあたり所管する施設へ連絡・通報する。又、指定避難所の  

開設が必要な場合には、被害状況に応じて開設する避難所を決定し、それぞれの所管す

る施設へ連絡するものとする。災害状況により、緊急に開設する必要があるときは、施

設の責任者、勤務職員又は最初に到着した町職員が実施するものする。 

勤務時間外（夜間、休日）に避難所を開設する場合は、民生部、教育部が行うものと

する。 

※資料編 資料第１４「地区別避難所・避難場所一覧」 

(2) 開設の手順 

① 電話、無線等により避難所開設を施設の管理者（学校長、生活館等の管理委託者）

に要請する。又、夜間・休日・不在時等は、地域指定職員又は町職員が行うものと

する。 

② 既に避難者がいるときは、とりあえず広いスペースに誘導する。 

③ 要配慮者専用スペースを確保し、案内する。 

④ 避難者収容スペースの決定、誘導を行う。 
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(3) 避難所内事務所の開設 

避難所内に事務所を開設し看板等で明示するとともに、避難所運営の責任者の所在を 

明確にすること。 

なお、事務所には要員を常時確保し、「避難者名簿」及び「避難者カード」、事務用品

等を準備すること。 

※様式集 様式第２１号「避難者名簿」 

様式第２２号「避難者カード」 

(4) 避難所開設の報告 

避難所開設の報告は、次のとおり行うものとする。 

避難所を開設した職員

民生部・教育部 施設を所管する職員

総務部

災害対策本部長 北海道、消防署、警察署等

町民 ※第２節第４の２「避難所・住民・事業所への広報」を参照
 

 

４ 避難所の運営 

(1) 運営の担当者 

避難所の運営は、民生部が派遣する複数の職員（うち１人を責任者）が担当し、避難

者の取りまとめ等の運営は、避難者の代表と連絡をとり、自主運営の形で行うものとす

る。又、ボランティア、自治会、自主防災組織等とも協力して運営を行うものとする。 

(2) 運営の手順 

避難所に派遣された職員は、次の事項を行うものとする。 

◇ 避難者カード及び名簿の作成 

◇ 居住区域の割り振り 

◇ 食料、生活必需品の請求、受取り、配給 

◇ 運営状況の報告（毎日、その他適宜） 

◇ 運営記録の作成 

◇ 生活ルールの作成 

(3) 運営上の留意事項 

① 避難者カード及び名簿の作成 

避難所の職員は、避難者カードを配り世帯単位に記入するよう指示し、集まった避難 

者カードを基にして、避難者名簿を作成するとともに民生部へ報告する。民生部は、各

避難所の避難者名簿をまとめて、その写しを総務部へ報告する。 

② 避難所運営状況及び運営記録の作成 

避難所は、次のように避難所の状況について、報告・記録する。 

◇ 責任者となる職員は、避難所の運営状況について、一日一回民生部へ報告する。 

◇ 傷病人の発生等、特別の事情がある時は、必要に応じて報告するものとする。 

◇ 避難所の運営記録として、避難所状況報告書を作成する。 

※様式集 様式第２３号「避難所状況報告書」 
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③ 避難者代表の役割 

避難者代表の役割は、概ね次のとおりである。 

◇ 各対策部から避難者への指示、伝達事項の周知 

◇ 物資の配布活動等の協力 

◇ 避難者の要望等の取りまとめ 

◇ 防疫活動等への協力 

◇ 施設の保全管理 

④ プライバシーの確保等 

避難者の状況を早期に把握し、避難場所における生活環境に注意を払うとともに、避

難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女双方の視点

等に配慮する。 

⑤ 避難者の健全な住生活の早期確保 

避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅や

空家等利用可能な既存住宅の斡旋等により、避難場所の早期解消に努めることを基本と

する。 

⑥ 自主防災組織等の協力 

必要に応じ避難所の運営に関して自主防災組織及びボランティア団体等の協力を得 

るものとする。 

 

５ 避難所の統合・廃止 

民生部は、災害の復旧状況や避難所の人数等により、避難所の統合及び廃止を行うものと

し、その運営の推移については、適宜、総務部に報告することとする。 

 

６ 飲料水、生活用水の供給 

避難所職員より飲料用水、生活用水の必要量の報告を受けた民生部は、施設部へ調達を要

請する。又、避難所職員は、給水方法、秩序づくりにも配慮する。飲料水、生活用水の供給

については、第２節第１３の「生活救援対策」を参照のこと。 

 

７ 食料、生活必需品の供給 

避難所の職員は、食料、生活必需品その他物資の必要数をまとめ、民生部に報告し、総務

部より調達を受ける。 

食料や物資を受け取った時は、その都度、記録のうえ、配給を行うものとする。食料、生

活必需品等の供給については、第２節第１３生活救援対策中の「７食料の供給」、「８炊出し

の実施」、「９生活必需品の確保」を参照のこと。 

※様式集 様式第２４号「避難所における物資受払簿」 
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８ 避難者への配慮 

(1) 避難期間長期化への対応 

避難生活の長期化に備え、次の対策を実施することとする。 

実施対策等 実 施 上 配 慮 す る 事 項 

長期化対策 

◇ 畳、布団、毛布、暖房器具、洗濯機の調達 

◇ 報道機関等の取材、立入りの制限 

◇ 防犯に努めるほか、被災者の精神安定の配慮 

◇ 衛生管理(医療、トイレ、清掃、ゴミ等) 

要配慮者対策 

◇ 福祉避難所の開設 

◇ ボランティアによる健康診断や相談業務、介護等の協力 

◇ 避難スペースの優先的割当て、福祉仮説住宅への入居 

(2) 避難者の移送、受入れ 

災害対策本部長は、被災者の移送、受入れに関して、次の事項を行うものとする。 

移送・受入れ 対応状況 対処事項 

被災者の他地区への

移送 

 被害が甚大なため、町の避難所に被

災者を収容しきれない場合 

日高振興局に対し、他市町

村等への移送を要請する。 

他地区からの被災者

の受入れ協力 

◇ 日高振興局から、他地区の被災者

を受入れるための避難所の開設の

指示を受けた場合 

◇ 応援協定を締結した町より要請

を受けた場合 

応援協定締結町へ要請す

る道防災計画、又は締結協

定書の定めるところによ

り行う。 
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第１０ 遺体の処理・埋葬 

大規模な災害が発生により、多数の犠牲者が発生した場合に必要となる遺体の検死、処理、

納棺資材の確保、遺体の安置、埋葬等については、次のとおり行うものとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 納棺用品等資材の確保 民生部 

２ 遺体の検案、処理 民生部 

３ 遺体の安置 民生部 

４ 埋葬 民生部 

 

１ 納棺用品等資材の確保 

遺体を納めるための「棺」や保存のためのドライアイスは、町内葬儀業者及び近隣葬儀業

者等から確保するものとする。又、捜索、収容、火葬に必要な人員及び処理のための施設の

確保を合わせて行うものとする。 

 

２ 遺体の検案、処理 

警察官による行政検視又は司法検視及び医師による遺体の検案を受けた後、遺体の処理の

引継ぎを行うこととする。 

◇ 警察官が検視した遺体を検案場所へ搬送する。 

◇ 遺体の検案は、死亡診断書のほか洗浄、縫合、消毒等の必要な処理を行うとともに、検

案書を作成する。 

◇ 身元が判明し、遺族等の引取りがある場合、遺体で引渡すものとする。 

◇ 身元不明者については、警察官が遺体及び所持品を証拠写真に撮り、併せて人相、所持

品、着衣その他特徴等を記録し、遺留品を保管する。 

◇ 検案を終えた遺体は、民生部が各機関の協力を得て、災害対策本部長が指定する遺体収

容所（安置所）へ搬送し保管する。 

（注）検案：死因等について法医学的な検査等をいう。 

検視：変死者の死体を取り調べることであり、犯罪に寄与するか否かにより、行政検

視と司法検視（司法解剖）等に分けて調べることである。 

 

３ 遺体の安置 

検案を終えた遺体については、門別警察署や自治会・町内会等の協力を得て、身元確認と

身元引受人の発見に努めるとともに、次のとおり収容・安置をするものとする。 

◇ 付近の寺院の承諾を得て遺体収容所（安置所）を開設する。なお、適当な既存建物が確

保できない場合は、広場・避難所等へ仮安置所を設置するものとする。 

◇ 葬儀業者に協力を要請し、納棺用品等必要な器材を確保する。 

◇ 遺体の検案書を引継ぎ、遺体処理台帳を作成する。 

◇ 棺に氏名及び番号を記載した氏名札を添付する。 

◇ 遺族その他から遺体引取りの申し出があった場合は、遺体処理台帳に必要事項を記入し

引渡すものとする。 

◇ 遺体の埋火葬許可証の発行を求めること。 

※様式集 様式第２５号「遺体処理台帳」 
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４ 埋 葬 

遺族等が遺体の埋葬を行うことが困難な場合、又は遺族がいない場合は、応急的な遺体の

埋葬を行うものとする。 

◇ 遺留品は包装し、氏名札及び遺留品処理票を添付し、保管所に一時保管する。 

◇ 遺体が多数のため霊葬場で処理できないときは、近隣市町村の霊葬場に協力を依頼す

る。 

◇ 火葬した遺骨は、一時寺院等に安置し、埋葬台帳を作成する。 

◇ 遺族等から遺骨、遺留品の引取希望があるときは、遺骨及び遺留品処理票により整理の

うえ、引渡すものとする。 

◇ 遺骨の引取人がない場合は、災害対策本部長が指定する墓地に仮埋葬するものとする。 

◇ 埋葬期間は、原則として災害発生の日から１０日以内とする。 

※様式集 様式第２６号「埋葬台帳」 
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第１１ 交通対策・緊急輸送対策 

大規模な災害が発生した場合、負傷者の搬送、生活物資の輸送、応急対策資機材、要員の輸

送等の交通対策が、応急対策の生命線となる。交通規制や緊急輸送路の確保、トラック、船舶、

ヘリコプター等輸送手段の確保については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 交通規制 門別警察署、総務部、施設部 

２ 緊急輸送路の確保 門別警察署、総務部、施設部 

３ 緊急輸送車両の確保 門別警察署、施設部 

４ 緊急的な輸送 門別警察署、総務部、施設部 

５ 輸送拠点の設置 総務部 

 

１ 交通規制 

(1) 実施機関の交通規制 

次の各機関は、交通の混乱を防止し、緊急輸送路を確保するため、交通検問所を設置  

する等の交通規制を実施するものとする。 

実施機関、交通規制の状況、その法的根拠等については、以下に示すとおりである。 

実施機関 交通規制を行う状況 根拠法令及び内容等 

北海道公安委

員会 

道路における危険防止その他交通の

安全と円滑を図るため、必要がある

と認められると場合 

道路交通法（昭和 35年法律第 105

号）第４条 

歩行者、車両等の安全確保 

道内に災害が発生し、又はまさに発

生しようとしている場合で、災害応

急対策上必要があると認めるとき。 

基本法第７６条 

緊急通行車両以外の車両の通行

を禁止又は制限 

門別警察署長 

道路における危険防止とその他交通

の安全と円滑を図るため必要がある

と認められるとき。 

道路交通法第５条又は第１１４

条の３ 

歩行者、車両等の安全確保 

警察官 

車両等の通行が著しく停滞し、混雑

した場合に交通の安全と円滑を図る

ため必要があると認められるとき。 

道路交通法第６条又は第７５条

の３ 

基本法第７６条の３第１項 

車両等の通行の禁止、制限 

通行禁止区域において、車両等が緊

急通行車両の通行の妨げとなると

き。 

基本法第７６条の３第１項及び

第２項 

当該車両の移動その他必要な措

置を命じることができる。 

自衛官及び消

防吏員 

 基本法第７６条の３第３項及び

第４項 

警察官がその場にいない場合に

限り職務の執行ができる。 

道路管理者 

道路の損壊、欠壊その他の事由によ

り車両の往来が危険であると認めら

れるとき。 

道路法（昭和 27年法律第 180号）

第４６条 

区間を定めて通行を禁止又は制

限 
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(2) 交通規制情報の収集 

総務部は、門別警察署に連絡し、交通規制の実施状況、交通の状況等の情報を収集す

るとともに、各対策部へ伝達するものとする。又、交通規制の実施の報告を受けたとき

は、直ちにその内容を報道機関の協力を得てその周知に努めるものとする。 

 

２ 緊急輸送路の確保 

(1) 道路の確保順位 

施設部は、被災後の緊急輸送活動を円滑に実施するために、緊急輸送路を確保する。 

◇ 災害対策本部長の指示に基づき、主要な路線から確保することとする。 

◇ 主要な路線を確保することが困難な場合は、代替路線を確保することとする。 

(2) 道路確保作業の内容 

◇ 道路の被害状況の調査 

◇ 緊急輸送路の決定（応急・復旧を含む。） 

◇ 道路管理者、警察への復旧・交通規制の要請及び通報 

 

３ 緊急輸送車両の確認 

(1) 緊急輸送車両の範囲 

緊急輸送車両として確認される車両は、基本法第５０条第２項に定める災害応急対策 

の実施責任者（災害対策本部長）又はその委任を受けた者が使用する車両とする。 

(2) 緊急通行車両の確認 

緊急輸送車両であることの確認、標章、証明書の交付は、知事（日高振興局長）又は

北海道公安委員会（門別警察署長）に対し、所定の書類をもって要請する。 

(3) 緊急通行車両の使用 

施設部は、緊急通行車両として使用する場合、各車両毎に「緊急通行車両確認証明書」、

「通行標章」の交付を受ける。 

「通行標章」は、車両の助手席側ウインドガラスの上部の前面から見易い箇所に貼付 

する。証明書は必ず携行し、警察官から提示の指示を求められたときは、これを提示す

る。 

(4) 緊急通行車両の事前届出 

北海道公安委員会は、町が保有する車両等で、基本法第５０条第１項に規定する災害

応急対策を実施するために使用するものについて、緊急通行車両に該当するかどうか審

査を行い届出済証を交付する。 

施設部は、届出済証の交付を受けた車両については、門別警察署に当該届出書を提出 

し、確認審査を省略して標章及び確認証明書の交付を受ける。 

※資料編 資料第２５「緊急通行車両確認証明書の様式及び標章」 

 

４ 緊急的な輸送 

(1) 緊急輸送の方法 

被災地域の状況に応じ、次の方法により輸送計画を作成する。 

陸上輸送 
陸上輸送は、町有車両の他、トラック事業協同組合等に応援を要請

する。 

鉄道輸送 鉄道輸送は、ＪＲ北海道に要請する。 

海上輸送 
海上輸送は、海上保安署に要請する。又、使用する港は、港を管理

する者と協議して利便性の高い港を使用する。 

航空輸送 北海道の消防防災ヘリコプター、自衛隊のヘリコプターを要請する。 
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(2) 車両・燃料の調達 

施設部は、車両の借上げ、燃料の調達について、次のとおり行うものとする。 

町有車両の把握 調達可能な町有車両の状況について把握する。 

車両の借上げ 
町有車両では対応が困難な場合は、輸送業者等から借上げるも

のとし、費用について、別途協議することとする。 

燃料の調達 
各担当部の使用する車両用燃料については、町内の取扱い業者

より調達する。 

  ※様式集 様式第２７号「輸送記録簿」 

(3) 配車手続き等 

各対策部の配車手続きの方法、配分は次のとおりとする。 

◇ 施設部は、町有車両を総合的に調整し、各対策部に配分する。 

◇ 各対策部の要請に基づき、車両関係団体の協力を得て、総合的に調整し配車する。 

◇ 車両の運行に必要な人員は、原則として各部の要員をもって充てることとする。 

(4) 輸送対象の優先 

輸送対象の優先順位は、概ね次のとおりとする。 

◇ 負傷病者、要配慮者等の被災者 

◇ 被災者の避難のための対策要員の輸送 

◇ 医療救護における対策要員、資機材の輸送 

◇ 被災者救出のための対策要員、資機材の輸送 

◇ 公共施設の応急復旧のための人員及び資機材の輸送 

◇ 飲料水の供給のための物資輸送 

◇ 救助物資の輸送 

◇ 遺体の捜索及び処理のための物資輸送 

◇ 埋葬のための物資の輸送 

◇ その他災害対策に必要な人員及び物資の輸送 

 

５ 輸送拠点の設置 

(1) 集積場所 

福祉部が調達した物資や他県市町村等からの救援物資を受け入れ、保管し、配布する 

ための集積場所は、役場庁舎又は交通及び連絡に便利な公共施設の中から適宜選定する

ものとする。補完施設は適宜選定するものとする。 

(2) ヘリコプター離着陸場 

総務部は、ヘリコプターの離着陸予定地を設定することとする。 

※資料編 資料第２３「ヘリコプター離着陸可能位置一覧」 

(3) ヘリコプターの発着対応策 

① 吹出し等によって風向を表示すること。 

離着陸地点は、次の表示をしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ｍ 

 

0.3 ｍ 

 
10ｍ 

 

※ 円の半径は５ｍとする。 

 

0.3ｍ 
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(4) 発着地点の連絡は､目印となるものを日高振興局長に報告すること。 

(5) 止むを得ず、夜間帯のフライトの場合は、発着予定の四方に「赤色回転灯」を設置しな

ければならない。 

(6) ヘリコプター離発着に支障が生じないための必要な措置、地上の支援体制を講ずること

とする。 

(7) 海上輸送拠点 

      海上輸送における拠点を、門別漁港・富浜漁港・厚賀漁港におく。 

 門 別 漁 港 富 浜 漁 港 厚 賀 漁 港 

着船限度能力 １０．０ｔ １０．０ｔ １０．０ｔ 

水深  ３．０ｍ  ２．５ｍ  ３．０ｍ 
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第１２ 災害時の警備対策 

災害の発生時、犯罪の予防と防止を含めた地域住民の生命、身体及び財産等を保護し、公共

の安全と秩序を維持するために実施する警戒及び警備についての計画は、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 災害警戒体制の確立 門別警察署、防犯協会 

２ 応急対策の実施 門別警察署、防犯協会 

 

１ 災害警備体制の確立 

災害が発生した場合、その災害の規模、態様に応じ警備体制を確立するものとする。 

町は、迅速かつ的確な災害情報の伝達に配意することとする。 

 

２ 応急対策の実施 

(1) 災害情報の収集 

体制を速やかに確立し、災害警備活動に必要な情報収集活動を徹底する。 

(2) 避難の指示等 

◇ 住民の避難にあたっては、町、消防機関等と協力し、安全な経路を選定して誘導

するとともに、被災後の無人化した住宅街、商店街等における巡回パトロールを実

施し、犯罪の予防及び取締り等にあたるものとする。 

◇ 基本法等の規定に基づき、避難の指示又は警告を行うこととするが、当該地域の

避難場所までの指示誘導等は、町防災計画に定める避難先を指示、誘導をすること

とする。 

(3) 広報活動 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、関係機関と緊密な連携を図り、災

害の種別、規模及び態様に応じ町民の避難、犯罪の予防、車両通行止め等の交通規制等

の措置について、迅速な広報に努めるものとする。 

(4) 救助に関する事項 

防災関係機関と協力して、被災者の救出・救助活動を実施するとともに、災害が起因

して行方不明等になり、不幸にも遺体として発見された際、身元確認等のための行政検

死等の見分を行うものとする。 
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第１３ 生活救援対策 

大規模な災害が発生し、ライフラインや流通機構が機能しなくなった場合、被災者に対する

飲料水、食料、生活必需品の供給を行うのに必要な需用の把握、物資等の確保、被災者への供

給方法等については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 緊急給水 施設部 

２ 飲料水、生活用水の給水 施設部 

３ 生活用水の給水の拡大 施設部 

４ 食料の供給 総務部 

５ 食料需要の把握 総務部 

６ 食料の確保 総務部 

７ 食料の供給 総務部 

８ 炊出しの実施 民生部 

９ 生活必需品の確保 総務部 

10 生活必需品の供給 総務部 

11 生活必需品の記録 総務部 

12 救援物資の受入れ 福祉部 

 

１ 緊急給水 

災害が発生し、水道施設の損壊等により水の供給が停止した場合、施設部は直ちに被害状

況を把握し、緊急措置の後、重要施設へ緊急給水を実施するものとする。 

 

《 給水の流れ》 

給水所の設置

水道施設の応急措置

給水需要調査

日高西部消防組合
自衛隊

他市町村 広報

運搬応援

運搬

給水

緊急給水 救護所、病院・医院

 

 

(1) 緊急給水先 

緊急給水は、次の優先順位で実施するものとする。 

① 救護所    ② 病院・医院   ③ 社会福祉施設   ④ 避難所     

⑤ 断水地域   ⑥ その他 

給水活動を実施するにあたり町内のみで、その対応が困難な場合には、自衛隊や他市

町村への応援要請を行うものとし、その要請の詳細については、第２節第５「応援・派

遣要請と受入れ」によるものとする。 

(2) 給水方法 

施設部は、各関係機関の協力を得ながら、所有する資機材・車両を用いて給水活動を  

行うものとする。 

◇ 飲料水 ：日高西部消防組合、自衛隊の協力を得て行うものとする。 

◇ 家畜用水：農業協同組合や、事業者等の協力を得て行うものとする。 
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２ 飲料水、生活用水の給水 

(1) 給水源の確保 

災害発生時、直ちに水源地、配水ポンプ及び連絡管等の異常の有無を調査し、漏水を  

確認した場合は、バルブ操作により給水源を確保するものとする。 

不足する場合は井戸水、自然水（川、ため池等の水）プール、受水槽、防火水槽等の

水をろ過、滅菌して供給するものとする。 

復旧に時間を要する地域や多量の水を必要とする医療機関等の断水に対し、応急仮配 

管等による応急給水を施す等の対策を講ずるものとする。 

(2) 給水の需要調査 

施設部は、災害が発生し給水機能が停止した場合は、給水の必要な地域、給水活動の  

規模を決定するため、需要調査を速やかに実施するものとする。 

◇ 復旧の見込み 

◇ 給水機能停止区域、世帯、人口 

◇ 給水班編成状況 

◇ 応急給水開始時期 

◇ 給水所の設置場所 

(3) 応急給水の必要量 

災害発生から２～３日以内は飲料水、それ以降は飲料水と生活用水を給水するも  

のとする。 

◇ 災害発生直後から２～３日 ： １人１日 飲料水として３リットル 

◇ ２～３日後以降 ： １人１日 飲料水と生活用水として２０リットル 

(4) 個人備蓄の推進 

町は、飲料水をはじめとする生活用水を災害発生後３日間分程度、個人において準備 

しておくよう、住民に広報していくものとする。 

(5) 応急給水用資機材の確保 

町は災害時に使用できる応急給水資機材の確保に努め、保有状況を常時把握し、被災 

地給水人口に応じ、給水車、散水車及び消防タンク車を消防機関の協力を得て、給水に

あたるものとする。 

応急給水活動に使用する車両及び資機材は、町が所有するものを原則用いることとし、

不足する場合は、自衛隊や他市町村の水道業者に応援要請をすることとする。 

(6) 給水所の設置 

給水は、給水所を設定し、給水車が拠点給水方式で行うことを原則とする。 

給水所の設置は、避難所とするが必要に応じて被災地等にも給水所を設置し、給水所 

設置場所には「給水所」の看板等で被災町民に対し明示することが必要である。 

(7) 給水活動の周知徹底 

給水所を設置した場合は、給水に関する広報を行い、被災町民への周知を図るものと 

する。 

◇ 給水の時間 

◇ 給水の時期 

◇ 給水所の場所 

◇ 給水方法 

(8) 給水方法 

① 給水所への運搬 

飲料水等の給水所への運搬は、施設部又は支援機関が水源地等から給水車、トラック

等の車両及び給水容器等を使用して行うものとする。 
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② 給水所での給水 

給水所での給水は、避難所に派遣された職員、消防職員・団員、自主防災組織等の協

力を得て、町民が自ら持参した容器に対し行うものとする。 

(9) 給水の記録 

給水の実施状況等については、「給水等の供給簿」により明らかにするものとする。 

※様式集 様式第２８号「給水等の供給簿」 

 

３ 生活用水の給水の拡大 

災害発生時から１週間後を目安に、洗濯や風呂等に使用する生活用水の需要を把握し、給

水の拡大を行うものとする。 

 

４ 食料の供給 

災害が発生した場合に民生部は、施設部等を通じ食料を避難所に運搬し、避難者に供給す

ることとする。 

 

《 食料供給の流れ 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 食料需要の把握 

民生部は、次の方法で食料需要の把握のための調査活動を速やかに実施する。 

◇ 避難所の必要数は、避難所の責任者が把握する。 

◇ 住宅の残留者は、自治会・町内会、自主防災組織等の住民組織の協力を得て報告する。 

◇ 災害応急対策活動の従事者数は、各対策部から収集する。 

また、社会福祉施設に対し、要配慮者に対する食料供給の安定のため、食料の備蓄を促進

するよう啓発を行うものとする。 

 

６ 食料の確保 

(1) 町の食料確保 

民生部は、食料加工業者、スーパー等からインスタント麺、パン、弁当、副食品、炊   

出し用米穀、野菜等を調達する。又、乳幼児に対しては、販売業者等から粉ミルクを調

達する。 

 (2) 道からの米穀等調達 

炊出し等の給食に必要な応急用米穀を確保できない場合は、知事に対し、要請する。

その際、知事は、「災害救助用米穀の緊急引渡要領」に基づき、北海道農政事務所に食料

の確保を要請するものとする。また、緊急の場合は、町が直接、北海道農政事務所企画

調整室に要請するものとする。 

炊 出 し

要求

依頼

供 給

材料

スーパー、食料業 者等 確 保 北海道（日高振興 局）
要請

避 難 者 、 住 民 等 需 要
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《 米穀等調達の流れ 》 

 北海道農政事務所
 　札幌市中央区北４条西１７丁目１９－６
 　（ＴＥＬ ０１１－６４２－５４６１）

食料の引渡し

要請

日高町

北海道知事

要請 緊急時要請  北海道農政事務所　企画調整室
 　苫小牧市元中野町３丁目３－６
 　（ＴＥＬ ０１４４－３２－５３４５）

 
 

７ 食料の供給 

(1) 供給対象者 

食料の供給対象者は、原則として次のとおりとする。 

◇ 避難指示等に基づき、避難所に収容された人 

◇ 住家が被害を受けたため一時縁故先へ避難する人 

◇ 住家が被害を受け、炊事の不可能な人 

◇ 旅行者、町内通過者等で他に食料を得る手段がない人 

◇ 災害応急対策活動従事者 

◇ 米穀の供給機能が混乱し、通常の供給を受けることが不可能となった人 

(2) 供給活動の実施 

① 食料の輸送 

食料供給に関する輸送業務は、供給業者により行うものとするが、必要な場合は、施

設部が対策本部人員等の中で調整して行うものとする。施設部は、町が調達した食料及

び道から支給を受けた食料の輸送を総括するものとする。 

② 食料の集積場所 

食料の集積場所（保管場所）は、災害の状況によって、避難所、交通及び連絡に便利

な公共施設その他適当な場所を選定するものとする。 

③ 供給する食料 

供給する食料は、備蓄食料、米飯の炊出し又は弁当、パン等により行うものとし、乳

幼児に対しては粉ミルクを供給することとする。 

 

８ 炊出しの実施 

民生部は、必要に応じ、避難所で炊出しの実施を行うものとし、炊出し作業は、自衛隊、

日赤奉仕団、自治会、自主防災組織、婦人団体等に協力要請をして実施するものとする。 

※様式集 様式第２９号「炊出し給与状況報告書」 

 

９ 生活必需品の確保 

生活必需品の需要の確保については「５ 食料の需要の把握」を準用する。 
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１０ 生活必需品の供給 

生活必需品の確保については「６ 食料の確保」を準用する。 

また、生活必需品の供給内容については、次のとおりとする。 

供給品目 そ  の  詳  細  品  目 

寝具 就寝に必要な最小限度の毛布等 

衣類 上着、下着、防寒着衣等 

身の回り品 タオル、手ぬぐい、運動靴、傘等 

炊事用具 鍋、釜、包丁、食器類、コンロ、バケツ等 

日用品 石鹸、ちり紙、歯ブラシ、歯磨き等 

光熱材料 マッチ、ロウソク、灯油等 

 

１１ 生活必需品の記録 

生活必需品の供給については「７ 食料の供給」を準用する。 

※様式集 様式第３０号「生活必需品の給与状況報告書」 

 

１２ 救援物資の受入れ 

福祉部は、救援物資の集中管理を行う。 

 

《 救援物資受入れの流れ 》 

　援助物資

陸上輸送 海上輸送 航空輸送

救援物資集積場所

配
分
情
報

福祉部

物
資
の
要
請

各対策部

 配分指示

 物資の配分

避難所・医療機関等
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第１４ 建物・住宅対策 

災害により住宅を失い、又は破損のため居住ができなくなった世帯に対する住宅修理や応急

仮設住宅の建設、供給等に対する対策については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 応急仮設住宅の設置 施設部 

２ 被災住宅の修理 施設部 

３ 住宅の確保 施設部 

４ 災害公営住宅の整備 施設部 

５ 住宅の応急復旧活動 施設部 

 

１ 応急仮設住宅の設置 

(1) 需要の把握 

施設部は、災害発生後７日以内に応急仮設住宅の入居希望者を把握するものとする。 

なお、調査の方法は、入居の資格基準及び該当者を広報等で一般周知した後、希望者

を避難所又は本部で受付ける。なお、被災時に町内に居住していれば、住民登録の有無

は問わないものとする。 

(2) 入居資格基準 

応急仮設住宅の入居希望者は、次の基準を原則とする。 

① 住宅が全壊、全焼又は流失した者であること。 

② 居住する住家がない者であること。 

③ 自らの資力では、住宅を確保することができない者であること。 

◇ 生活保護法の被保護者及び要保護者 

◇ 特定の資産を持たない失業者、寡婦・母子世帯、老人・病弱者・身体障害者、小

企業者 

◇ 上記に準ずる経済的弱者 

(3) 用地の確保 

応急仮設住宅の建設地は、以下の条件を考慮し、施設部が用地を確保することとする 

が、用地の建設のための条件は、次のとおりとする。 

◇ 浸水、崖崩れ等の危険性がないこと。 

◇ 飲料水が得やすく、かつ保健衛生的にも良好であること。 

◇ 児童・生徒の通学やその他生活の立て直し上の便宜を考慮し、可能な限り被災者の

生活圏域内にあること。 

◇ 交通の便が良いこと。 

◇ 公有地であること。 

◇ 敷地が広大であること。 

(4) 応急仮設住宅の建設 

① 建設実施の決定 

救助法適用前における応急仮設住宅建設実施の決定は、災害対策本部長が行うものと

し、事業の内容については、救助法の規定に準じて行う。 

又、救助法が適用された場合における応急仮設住宅建設の実施は、原則として知事が

行うが、救助法第１３条第１項により委任された場合は災害対策本部長が行うものとす

る。委任された場合の応急仮設住宅の建設工事については、施設部が所管し、建設業者

等に協力を依頼する。設置戸数については、災害対策本部長が決定し、道に要請するも

のとする。 
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② 建設の実施 

① 建設の基準 

応急仮設住宅の標準規模は、一戸につき２９．７平方メートルを基準とする。構

造は、原則として軽量鉄骨組立方式による５連戸以下の連続建て若しくは共同建て

とし、その仕様は「応急仮設住宅仕様基準」のとおりとする。ただし、被害の程度

その他必要と認めた場合、一戸建て又は木造住宅により実施する。 

② 供与期間 

救助法により応急仮設住宅の供与できる期間は、その建築工事を完了した後、３

ヶ月以内であるが、特定行政庁の許可を受けて、２年以内とすることができる。た

だし、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため特別措置に関する法律

に基づき、政令で指定されたものに係る応急仮設住宅については、更に期間を延長

することができる。 

(5) 応急仮設住宅の管理及び入居者選定 

① 入居資格基準及び該当者 

入居の資格基準及び該当者については、「(1)需要の把握」並びに「(2)入居の資格基

準」を参照する。 

② 入居者選定 

入居者の選定は、施設部が所管し、入居希望の条件を十分調査し、本部員会議におい

て決定する。なお、要配慮者を福祉仮設住宅に入居できるよう配慮することとする。 

③ 応急仮設住宅の管理 

施設部は、応急仮設住宅の管理を行い、応急仮設住宅入居を円滑に進めるものとする。 

(6) 費用 

費用については、関係機関と別途協議することとする。 

※様式集 様式第３１号「応急仮設住宅台帳」 

 

２ 被災住宅の修理 

(1) 応急修理実施の決定 

① 対象者 

応急修理実施の決定に関する対象者は、次の全ての条件に該当する者とする。 

◇ 住宅が半壊又は半焼し、当面日常生活を営むことができない状態にある町民 

◇ 自らの資力では、住家の応急修理ができない町民 

◇ 修理により、とりあえず日常生活を営むことのできる町民 

② 応急修理の内容 

応急修理の内容については、居室、炊事場、便所等の日常生活に欠くことのできない

部分について、必要最小限度において、実施(給付)するものとする。 

(2) 修理対象住宅の選定 

修理対象住宅の選定は、応急仮設住宅入居者の選定に準じ、救助法の定める実施 戸

数の限度内で行うものとする。 

(3) 修理の実施 

修理の実施については、救助法の規定によるものとし、「住宅応急修理記録簿」におい

て整理することとする。 

※様式集 様式第３２号「住宅応急修理記録簿」 

(4) 公営住宅の応急修理 

公営住宅の応急修理については、施設部が調査を行い、修理の必要性の高い住宅から 

実施するものとする。 
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３ 住宅の確保 

施設部は、公営住宅、民間住宅の空き家等の把握に努め、災害時に斡旋できるよう、あら

かじめ体制を整備するものとする。 

(1) 公営住宅の確保 

公営住宅は、被災者の家族単位で多人数世帯向け住宅、少人数世帯向け住宅として確 

保に努めるものとする。又、入居資格等について、期限を設けた特別措置をとることが

できるものとする。 

(2) 民間住宅の確保 

民間の賃貸住宅を借上げ、応急仮設住宅に準ずるものとして確保することとする。 

(3) 公営・民間住宅の入居者の選定 

公営、民間住宅の入居者の選定については「１ 応急仮設住宅の設置 (5) 応急仮設 

住宅の管理及び入居者の選定」を準用するものとする。 

 

４ 災害公営住宅の整備 

(1) 災害公営住宅は、大規模な災害が発生し、住宅の被害が、次の各号の１以上に達した場

合に低所得罹災世帯のため国庫から補助（割当）を受けて整備し、入居させるものとする。 

① 地震、暴風雨、洪水、高潮その他異常な自然現象による災害の場合 

◇ 被災地全域の滅失戸数が５００戸以上のとき 

◇ １市町村の区域内の滅失が２００戸以上のとき 

◇ 滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の１０％以上のとき 

② 火災による場合 

◇ 被災地域の滅失戸数が２００戸以上のとき 

◇ 滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の１０％以上のとき 

(2) 整備及び管理者 

災害公営住宅は町が整備し、管理するものとする。ただし、知事が道において整備す

る必要を認めたときは道が整備し、整備後は公営住宅法第４６条の規定による事業主体

の変更を行って町に譲渡し、管理は町が行うものとする。 

(3) 整備管理等の基準 

災害公営住宅の整備及びその管理は、概ね次の基準によるものとする。 

① 入居者の条件 

◇ 当該災害発生の日から３ヶ年間は、当該災害により住宅を滅失した世帯であること。 

◇ 当該災害発生後３ヶ年間は、月収２６８，０００円以下で事業主体が条例で定める

金額を超えない世帯であること。 

◇ 現に同居し又は同居しようとしていることが明らかな世帯であること。 

◇ 現に住宅に困窮していることが明らかな世帯であること。 

② 構 造 

◇ 再度の被害を防止する構造であるものとする。 

③ 整備年度 

◇ 原則として当該年度、やむを得ない場合は翌年度とする。 

④ 国庫補助 

◇ 建設、買取を行う場合、標準建設、買取費等の２／３ 

（ただし、激甚災害の場合は３／４） 

◇ 借上げを行う場合、共同施設等整備費の２／５ 

 

５ 住宅の応急復旧活動 

町は、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、被災しながらも応急対策をすれば居

住を継続できる住宅の応急修繕を推進するものとする。 
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第１５ 被災宅地安全対策 

災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士（以下「判

定士」という）を活用して、被災宅地危険度判定（以下「危険度判定」という）を実施し、被

害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、二次災害を軽減、防止し住民の安全を図るものとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 危険度判定の実施の決定 施設部 

２ 判定士の業務 施設部 

３ 危険度判定実施本部の業務 施設部 

４ 事前準備 施設部 

５ 判定後の措置 施設部 

 

１ 危険度判定の実施の決定 

町長は、災害の発生後、宅地の被害に関する情報に基づき、危険度判定の実施の要否を決

定することとする。なお、業務を円滑に遂行するため、危険度判定実施本部を設置するもの

とする。 

 

２ 判定士の業務 

判定士は次により被災宅地の危険度判定を行い、判定結果を表示する。 

◇ 「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」に基づき、宅地ごとに調査票へ記入し、判

定を行う。 

◇ 宅地の被害程度に応じて、次の３区分に判定する。 

区  分 内   容 

危 険 宅 地 
建築物の損傷が著しく、倒壊などの危険性が高い場合であり、使用

及び立入りができない。 

要注意宅地 
建築物の損傷が認められるが、注意事項に留意することにより、使

用及び立入りができる。 

調査済宅地 建築物の損傷が少ない場合である。 

◇ 判定結果は、当該宅地の見やすい場所（擁壁、のり面等）に判定ステッカーを表示する。 

区  分 表 示 方 法 

危 険 宅 地 赤のステッカーを表示する。 

要注意宅地 黄のステッカーを表示する。 

調査済宅地 青のステッカーを表示する。 
 

 

３ 危険度判定実施本部の業務 

「被災宅地危険度判定業務実施マニュアル」に基づき、危険度判定実施本部は次の業務を

行う。 

◇ 宅地に係る被害情報の収集 

◇ 判定実施計画の作成 

◇ 宅地判定士・判定調整員の受入れ及び組織編成 

◇ 判定の実施及び判定結果の現地表示並びに住民対応 

◇ 判定結果の調整及び集計並びに関係機関への報告 

 

 

 



第３章 風水雪害等対策 

第２節 災害応急対策 

  - 136 - 

４ 事前準備 

町は災害の発生に備え、実施マニュアルに基づき、次のことに努める。 

◇ 町は、相互支援体制を充実し、連絡体制を整備する。 

◇ 町は、道と協力して危険度判定に使用する資機材の備蓄を行う。 

 

５ 判定後の措置 

判定の結果「危険」とされた建物については、立入禁止の措置をとるとともに、当該建築

物を優先して、住民に対し、解体又は撤去の措置を促すものとする。 
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《 被災宅地危険度判定実施の流れ 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災宅地危険度判定 

被災市町村 

（協議会非会員） 

被災市町村 

（協議会会員） 

⑮-2 公務又は業務による派遣 

⑳-2 都道府県相互支援マニュアルによる支援 

⑪公務又は業務による派遣(申合せ 5) 

 

⑪公務又は業務による派遣(申合せ 5) 

⑰ボランティアによる協力 

①-2     ⑨-2      ①-1     ⑨-2 

費用負担等協議 支援計画通知    支援要請     支援計画通知 

(要綱 7-2)   (要綱 7-4)     (要綱 6-3)     (要綱 7-4) 

 

北 海 道 

⑥支援計画案作成(要綱 7-3) 

⑨-1 支援計画決定 

(要綱 7-4) 

 

北海道 

被災宅地危険度 

判定連絡協議会 

（北海道協会） 

⑦派遣等の決定 

(申合せ 3-1) 

 

会

員 

北

海

道 

被
災
宅
地
危
険
度
判
定
士 

 

被
災
宅
地
危
険
度
判
定
士 

 

無所属（個人） 

被災宅地危険度判定士 被災宅地危険度判定士 被災宅地危険度判定士 

 

会員 市町村 

 

国土交通省 他都府県 

道協議会に所属しない機関・団体 

 
国の機関 関係団体 市町村 

②派遣要請(要請 7-1) 

 
⑤回答(申合せ 2-3) 

 
⑥支援計画案通知(要請 7-3) 

 ⑧派遣等の決定報告(申合せ 3-2) 

 
⑨-2 支援計画通知(要請 7-4) 

 

⑳-1 

支援・調整要請 

(要請 9) 

 

⑲-1 回答(申合せ 7) 

 

⑨-2 

支援計画通知 

(要綱 7-4) 

③
派
遣
要
請(

申
合
せ
２-

１) 
 

④
回
答(

申
合
せ
２-

２) 
  

⑦
支
援
計
画
案
通
知
・ 

派
遣
等
の
決
定(

申
合
せ
３-

１) 
   

⑩
支
援
計
画
通
知(

申
合
せ
４) 

    

⑲-

２
回
答
通
知(

申
合
せ
７) 

⑬  ⑭ 

回答 支援計画通知 

(要請 7-5) 

 

⑯ 

協力依頼 
(要請 1-3) 

 

⑱支援・調整要請協定(要請 9) 

 

⑮-1 派遣決定 

⑩派遣実行 
(申合せ 4) 

 

北海道要請の流れ 

北海道協議会申合せの流れ 

 

⑫協力依頼(要請 7-5) 
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 第１６ 衛生・防疫・清掃等対策 

大規模な災害の発生により、浸水等の被害が発生した場合の感染症等の発生を予防するため

必要な衛生、防疫対策、し尿対策、ごみの収集などについては、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 食中毒の予防 民生部 

２ 被災者等の保健衛生 民生部、福祉部 

３ 被災地の防疫活動 民生部、福祉部、産業経済部 

４ 仮設トイレの設置 民生部 

５ し尿の処理 民生部 

６ 生活ごみの処理 民生部 

７ 災害廃棄物処理計画・実施 民生部 

 

１ 食中毒の予防 

食中毒が発生しやすい時期は、町民に広報車等で注意を呼びかけるとともに、静内地域保

健室と協力し、食料調達業者等に対し、食中毒の防止について指導を行うものとする。 

 

２ 被災者等の保健衛生 

(1) 衛生活動 

① 被災者に対する衛生指導 

◇ 民生部は、避難所収容者や地域住民に対し、広報車等を通じて台所、トイレ等の

衛生管理、消毒、手洗い等を指導することとする。 

② 検病検査等 

◇ 福祉部は、検病検査及び健康診断を静内地域保健室と協力して実施するものとす

る。 

(2) 保健活動の実施 

福祉部及び静内地域保健室は、避難生活の長期化やライフラインの長期停止により、

被災者及び災害対策従事者の健康が損なわれることのないよう、次のとおり保健活動を

実施するものとする。 

◇ 医師会との連携の下に、避難所の巡回による被災者の健康状態の把握、栄養指導、

精神保健相談等の健康管理を行うものとする。 

◇ 被災者の健康状態を良好に維持するため、入浴施設に係る情報提供を行う。 

◇ 食中毒等の予防のため、被災者等への食料衛生知識の普及や避難所等における食料

衛生指導及び検査の徹底を図るものとする。 

◇ 被災者及び災害対策従事者の精神保健等の健康管理を行うものとする。 

 

３ 被災地の防疫活動 

(1) 防疫班の編成 

民生部は、防疫活動を行うため、防疫班を編成する。 

◇ 検病調査等のために、検病調査班を編成するものとし、編成は、医師１名、保健師

１名（又は看護師）その他職員１名の３名１組の編成とする。 

(2) 防疫用薬剤･資機材の確保 

防疫活動に使用する薬剤・資機材は、町が保有するもの又は町内の薬局等から確保し 

て使用するが、不足する場合は道及び近隣市町村に協力要請をすることとする。 
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(3) 消毒の実施 

災害対策本部長は、感染症法第２７条第２項の規定に基づく知事の指示があったとき

は、感染症法施行規則第１４条及び平成１６年１月３０健感発第 0130001 号「感染症法

に基づく消毒・滅菌の手引きについて」の規定に基づき薬剤の所要量を確保した上で、

速やかにこれを実施するものとし、次のような時に地域の床下・汚染した溝、井戸、そ

の他不潔な場所等を消毒するものとする。 

◇ 感染症が発生したとき 

◇ 水害により道路側溝等、家屋周辺が不衛生になったとき 

◇ 汚染のおそれ、あるいは疑いのある井戸のあるとき 

◇ 家屋の倒壊等により、消毒を必要とするとき 

◇ 土壌還元による「し尿」処理を行うとき 

◇ 鼠、害虫等が大量に発生したとき 

◇ 廃棄物の処理が間に合わず、路上に堆積されたとき 

(4) 感染症対策 

福祉部は、感染症患者、又は保菌者が発見されたときは、速やかに静内地域保健室及

び災害対策本部に報告するものとする。 

感染症への対策は、次のとおりとする。 

◇ 被災地及び避難所における感染症患者、保菌者の早期発見 

◇ 必要に応じて、感染症の感染者、保菌者の指定医療機関への搬送、入院措置、報告 

◇ 手指の消毒等必要な指導及び消毒剤の配布 

◇ 感染症発見場所の消毒の実施 

◇ 広報実施要請 

◇ 重度の感染症患者が発見された場合は、静内地域保健室との連携により、適切な対

応策を図るものとする。 

(5) 水質・大気汚染の監視 

民生部は、被災地及び避難所周辺の水質、大気汚染について監視し、汚染された場所  

については、周辺への周知と消毒を行うものとする。 

(6) 死亡獣畜の処理 

死亡獣畜の処理は、所有者が行うことが原則であるが、所有者が不明であるか、又は  

被災者であって、なおかつ自力で処理できない場合は、産業経済部が「馬・牛・豚等」

家畜の死体処理を行うものとする。 

産業経済部は、野生鳥獣等の収集及び死体処理が必要となったときは、特別班を編成

し収集し処理することとする。 

死亡獣畜の処理にあたっては「化製場等に関する法律」等関係法令に従い、適正に処

理を行うものとする。 

 

(7) 飼養動物の取扱い 

◇ 動物の管理者は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）

及び北海道動物の愛護及び管理に関する条例（平成 13 年条例第 3 号、以下「動物

愛護条例」という。）に基づき、災害発生時においても、動物の愛護及び適切な管

理を行うものとする。 

◇ 動物の避難は、動物愛護条例第６条第１項第４号の規定により、動物の管理者が

自己責任において行うものとする。 

◇ 放浪犬は、民生部が捕獲・収容をするなど適切な処置を講ずるとともに、町民等

に対して、放浪犬等の収容について周知を図るものとする。 
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４ 仮設トイレの設置 

民生部は、大規模な災害が発生した時は、仮設トイレを設置するものとする。仮設トイレ

は、関連リース会社等から調達するものとするが、町が調達できない場合は、道に調達要請

をすることとし、設置場所は、次のとおりとする。 

◇ 下水道使用不可能な地域にある避難場所 

◇ 住宅密集地等の公園 

 

５ し尿の処理 

民生部は、収集・処理の体制を確立し、貯留したし尿の収集・処理計画を策定し、その処

理に当たっては、避難所の仮設トイレ及び病院等を最優先で実施することとする。 

(1) 土壌還元方式 

仮設トイレの設置では対応できない場合、又は最終処理施設の被害等により最終処理 

が困難なときは、静内地域保健室と協議して土壌還元方式により行う。 

◇ 地下水等への影響を考慮し、深さを加減する。（３ｍ以下） 

◇ 飲料水として使用される井戸からできるだけ離す。 

◇ 消毒は、生石灰（他の薬剤は不適当）とし、頻繁に行う。 

◇ ある程度の量が投入される毎に土覆いをする。 

◇ 土壌分解能力を考慮し、１箇所で大量の処理をしない。 

◇ 現場周辺の状況、住民への配慮を考え、衛生と安全確保を図る。 

 

６  生活ごみの処理 

民生部は、次の点に留意しながら生活ごみを処理車、ダンプ、トラック等で搬送し、ごみ

焼却場で焼却又は最終処分場での処理等の方法を講ずることとする。 

◇ 住民に自治会単位によるごみの収集を呼びかける。 

◇ 生ごみ等腐敗しやすい廃棄物は、早急に収集・搬送・処理する。 

◇ 処理量を上回るごみが発生したときは、ごみの一時集積場所を指定する。 

◇ 一時集積場所については定期的に消毒を実施する。 

 

７ 災害廃棄物処理計画・実施 

民生部は、災害時に道路等に排出された廃棄物を一時集積場所に車両で搬送し、集積され

たゴミは、焼却・破砕処分し、場合によっては最終処分場に搬入し処分することとする。な

お、町のみで処理することが困難な場合は、近隣市町村及び道に応援を求め実施するものと

する。 
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第１７ 防災ボランティアの活用対策 

大規模な災害発生時には、全国から各種団体・個人ボランティアの申し出があり、これらを

効果的に活用することが、被災者等の負担の軽減と早期復旧につながる。 

ボランティアの活動範囲、受け入れ、支援体制等については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ ボランティアへの対応 福祉部 

２ 災害ボランティア対策本部の設置 福祉部、日高町社会福祉協議会 

３ ボランティア活動 福祉部、日高町社会福祉協議会 

 

《 ボランティア活動体制の流れ 》 

情報収集
・提供

情報収集
・提供

コーディネーターの
派遣・調整

情報提供
被害報告

情報連絡
応急対策

情報提供
・受付

情報収集・提供
（ボランティア あ

ニーズの把握）

ボランティアの派遣
活動の支援

地元・他地域のあ
ボランティア団体

災害現場
避難所・被災者住宅
応急仮設住宅あああ

日高町災害対策本部
福祉部

災害ボランティア対策本部
日高町社会福祉協議会

日本赤十字社北海道支部
地区本部

日赤奉仕団

情報交換 情報交換

（連携・支援） （連携）

情報交換・連携・支援

北海道災害対策本部
ボランティア担当

災害ボランティア対策本部
ボランティアセンター

（北海道社会福祉協議会）

日本赤十字社北海道支部
災害対策本部
日赤奉仕団

情報交換 情報交換

（連携・支援） （連携）

 

 

１ ボランティアへの対応 

町が災害対策本部を設置した場合、ボランティアに関することについては、福祉部があた

るものとする。 

◇ 災害ボランティア対策本部等との連絡調整、情報提供 

◇ ボランティアニーズとボランティア活動状況の把握 

◇ ボランティア活動の支援、要員派遣、活動に必要な資機材の調達 

◇ ボランティア活動要請 

◇ 他市町村へのボランティア支援要請 
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２ 災害ボランティア対策本部の設置 

災害ボランティア活動に関する情報を収集管理し、ボランティア活動を円滑に実施するた

め、社会福祉法人 日高町社会福祉協議会は、災害ボランティア対策本部を設置する。なお、

ボランティアの受付や活動内容の割振り等の活動を災害ボランティア対策本部に委ねるもの

とする。 

(1) 災害ボランティア対策本部の活動内容 

◇ 町との連絡調整 

◇ 被災状況等の情報収集及び提供と被災者のニーズや活動状況の把握 

◇ ボランティア活動の企画、実施等のコーディネート 

◇ 災害ボランティアの受入れ、登録と保険の加入 

◇ ボランティア活動の支援、必要な資機材の調達 

◇ ボランティア登録者への活動要請 

◇ 各関係機関、報道機関に対する活動要請 

◇ ボランティア活動の記録管理 

(2) 災害ボランティアの活動情報 

各対策部からのボランティア活動による支援要請は、福祉部でまとめ、災害ボランテ

ィア対策本部の代表者と行う、毎日一回の活動内容等の打ち合わせの中で調整するもの

とする。 

 

３ ボランティアの活動 

ボランティア活動は、概ね次の事項とする。 

◇ 災害情報、安否情報、生活情報の収集、伝達 

◇ 炊出し、その他の災害救助活動 

◇ 高齢者、障害者等の介護、看護補助 

◇ 清掃及び防疫 

◇ 災害応急対策物資、資材の輸送及び配分 

◇ 被災建築物の応急危険度判定 

◇ 災害復旧現場における危険を伴わない軽微な作業 

◇ 災害応急対策の事務の補助 
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第１８ 要配慮者対策 

災害発生時の障害者、高齢者、乳幼児、妊婦、外国人等の要配慮者に対する被災直後の安全

確認、避難所での生活支援等の対策については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実施担当等 

１ 要配慮者（避難行動要支援者）の安全確認 福祉部 

２ 避難所の要配慮者（避難行動要支援者）の援護 福祉部 

３ 巡回ケア、広報、相談窓口の設置 福祉部 

４ 要配慮者（避難行動要支援者）への福祉仮設住宅供給及びケア対策 福祉部、施設部 

５ エコノミー症候群対策 福祉部 

 

１ 要配慮者（避難行動要支援者）の安全確認 

福祉部は、次のような要配慮者（避難行動要支援者）の安全確認を行うものとする。 

◇ 自主防災組織、自治会・町内会その他福祉関係機関等と協力し、要配慮者（避難行

動要支援者）の安全確認を行うものとする。 

◇ それぞれの要配慮者（避難行動要支援者）を避難所、救護所等へ誘導する。 

 

２ 避難所の要配慮者の援護 

(1) 介護支援者リストの作成 

避難対策担当者は、避難所の要配慮者を把握し、次の内容のリストを作成するととも

に、福祉部に送付して、必要な措置を要請するものとする。 

◇ 必要となる介護、介護要員の種別、規模 

◇ 車椅子、杖等介護用具の要否、手話通訳要員の要否等 

(2) 応急ケアサービス 

要配慮者への応急的なケアとして、次のサービスを実施  する。 

◇ 健康診断や各種相談業務 

◇ ボランティア等による介護 

◇ 避難スペースの優先的割当 

◇ 聴覚障害者向け掲示板等の設置 

◇ 段差解消、簡易ベッドの確保、専用トイレの整備 

(3) 福祉避難所・病院 

要配慮者の収容施設として、次の施設を確保するものと  する。 

◇ 老人保健施設、障害者福祉施設、病院等の確保 

◇ 老人ホーム、町施設の福祉避難所としての指定及び確保 

 

３ 巡回ケア、広報、相談窓口の設置 

関係各対策部は、要配慮者に対し、次の活動を実施するものとする。 

◇ 福祉部による生活相談窓口及び外国人向け相談窓口の開設 

◇ ケースワーカーやカウンセラー等による生活相談業務 

◇ 医療救援班による健康チェック 

◇ ヘルパーやボランティアの派遣による生活介助の実施 

◇ 要配慮者向けの広報活動の実施 

 

 

 



第３章 風水雪害等対策 

第２節 災害応急対策 

  - 144 - 

４ 要配慮者への福祉仮設住宅供給及びケア対策 

(1) 福祉仮設住宅の供給計画 

施設部は、要配慮者向け住宅として、福祉仮設住宅の供給に努めるものとする。 

◇ 要配慮者の住宅仕様別ニーズの調査把握 

◇ 要配慮者の優先的な入居に対する配慮 

(2) 対策 

福祉部は、福祉仮設住宅の入居者に対して、次のようなケアを行うものとする。 

◇ 福祉仮設住宅集会施設等への「スタッフ詰所」の設置、運営 

◇ 医療ボランティア等の協力による健康チェック・心のケア対策 

 

５ エコノミークラス症候群対策 

被災者によっては、被災後の避難所生活、混合による避難生活を解消するため、独自の判

断で車中避難生活を送ることがあるが、この精神的・肉体的な心因が複雑に絡んだ結果、死

者が発生するという問題がある。これら多くの場合、高齢者等の要配慮者が大部分を占めて

いることから、災害対策本部として早急に解消する総合的な対策を進めることが必要である。 

◇ 災害支援物資の供給 

◇ 仮設住宅を含めた居住区間の確保   等 

 

【エコノミークラス症候群  (ロングライフ血栓症)とは】 

海外旅行等の場合必須事項として飛行機に長時間搭乗（一般的にはエコノミークラスの

座席に長時間座位で継続搭乗）するが、場合によっては移動時間内の睡眠等が想定される

が、この状態を座位を継続する姿勢等が、特に人体、足部等の血管の血流を低下させ、そ

の一部が血管内で凝固し血栓状態となり、その状態を更に継続した場合、静脈の体内循環

時に、各静脈特に、肺静脈で血栓状態を起して呼吸器障害を誘発させる等の発症するもの

で、高齢者等にとっては生命に直結する症状のことをいい、平成１６年１０月の新潟県中

越地震では相当数の高齢者等が死亡した事象の傷病名。 
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第１９ 公共機関・施設等の応急対策 

災害発生時、水道・電気・電話・ガス等町民生活に直結するライフライン障害は、日常生活

に支障を及ぼすものであることから、各公共機関・施設の管理者は、それぞれの防災業務計画

等に基づき、被害状況の早期把握と応急復旧対策を迅速に実施しなければならず、それらにつ

いて次のとおり行うものとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 水道施設等の応急復旧対策 施設部 

２ 電気・電話・ガスの応急復旧対策 
北海道電力㈱富川営業所、ＮＴＴ東日本北海道事

業部苫小牧支店、北海道ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ協会日高支部 

３ 道路・橋梁の応急復旧対策 施設部 

４ 河川・海岸・急傾斜地等指定地の応急

復旧対策 
産業経済部、施設部 

５ 鉄道の応急復旧対策 北海道旅客鉄道㈱日高線運輸営業所静内駅 

６ その他の公共施設の応急復旧対策 各施設管理者 

 

１ 水道施設等の応急復旧対策 

(1) 上水道施設 

施設部は、上水道施設が被災し機能停止した場合、次のような機能回復作業を行うも

のとする。 

① 応急対策 

① 被害調査 

◇ 配水管の被害調査を重要幹系統、連絡系統、給水拠点系統の順で、安全確認を

行う。 

◇ 緊急給水調整として、配水池、配水設備、連絡管等の調査を早急に実施する。 

② 応急対策 

◇ 漏水を確認した場合、バルブ操作により飲料水を確保するものとする。 

◇ 配水管の破損に対し、区間断水を行うものとする。 

◇ 配水管等の被害のない地区でも必要最小限度に給水を制限することとする。 

◇ 原水から給水栓に至るまでの水質監視を強化することとする。 

② 復旧対策 

① 資機材、車両、人材等の確保 

資機材等は、基本的に町所有のものを使用するが、必要に応じて民間工事業者等、

他市町村の水道業者の協力を得るものとする。 

② 災害時の広報活動 

町民に対し、破損箇所、注意事項、復旧作業の状況について広報車等で広報活

動を実施する。 

③ 各復旧対策順位 

区 分 対  策  順  位  内  容 

施設 取水、導水、浄水施設、送水、配水施設、給水施設の順で行う。 

管 
送水管、配水管の順で行い、破裂折損を優先して、給水可能区域

の拡大を図ることとする。 

配水管 
水源地から給水拠点までの配水管、病院、学校等緊急給水施設の

順で行うものとする。 

給水装置 

配水管の通水機能に支障を及ぼすもの、主要道路で発生した路上

漏水、建築物その他の施設に大きな被害を及ぼすおそれのあるも

のの順で行うものとする。 
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(2) 下水道・雑排水施設 

施設部は、下水道施設又は雑排水施設が被災し機能停止した場合、次のような機能回 

復作業を行うものとする。 

① 応急対策 

      施設部は、被災後、直ちに施設の被害調査を実施するものとし、応急対策活動につい

ては、次のとおりとする。 

◇ 汚水管渠は、汚水の疎通に支障のないよう移動式ポンプを配置すること。 

◇ 終末処理場や合併浄化槽等が停電した場合は、直ちに非常用発電装置により対応

する。 

◇ 汚水処理施設が破損し、漏水が生じた場合には、土嚢により漏水を阻止し、破損

箇所の応急処理を行うものとする。 

◇ 多量の塵芥等により管渠の閉塞又は流下が阻止されないよう、マンホール等に流

入防止等の応急措置を行うものとする。 

② 復旧対策 

① 資材、車両、人材の確保 

◇ 資機材等は、基本的に町所有のものを使用するものとする。 

◇ 工事施行中の箇所は、施行業者に対し被害を最小限度に留めるよう状況に応じ

た措置をとることを明確に指示することとする。 

② 災害時の広報活動 

◇ 町民に対し、破損箇所、排水禁止区域、排水できない場合の措置を広報車等で

広報を行うものとする。 

 

２ 電気・電話・ガスの応急復旧対策 

(1) 電気施設 

災害により電力の供給が停止するか、又は停止するおそれがある時は、北海道電力㈱ 

が電力設備の応急復旧対策の措置を講ずるものとする。 

① 応急対策 

病院、避難所、日高町役場、門別警察署、日高西部消防組合、その他重要な施設に対

して優先的に送電することとする。 

② 復旧対策 

  次のような復旧計画を策定し、復旧に当たるものとする。 

◇ 復旧要員及び資機材の確保 

◇ 復旧作業内容の確定と作業工程の計画 

(2) 電話施設 

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、ＮＴＴ東日本が定める防災 

業務計画により、応急復旧対策の措置を講ずるものとする。 

① 応急対策 

ＮＴＴ東日本北海道事業部苫小牧支店に災害対策を行う本部等を設置し、次の応急対

策活動にあたるものとする。 

◇ 設備、資機材の発動準備及び点検 

◇ 最小限の通信の確保 

◇ 非常用可搬型交換装置の設置 

◇ 特設用公衆電話の設置 

◇ 臨時回線の設営 

◇ 通信の利用制限 

◇ 非常電話、緊急電話の優先 
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② 復旧対策 

次のような復旧計画を策定し、復旧対策にあたるものとする。 

◇ 災害救助、秩序の維持等の緊急社会活動のため必要と認められる最小限の回線の復

旧 

◇ 災害救助、秩序の維持、交通、通信、電力の供給確保及び災害情報の収集等社会活

動等のため必要と認められる回線の復旧 

◇ 公衆電話及び平常時の通信サービスを維持するに必要と認められる回線の復旧 

(3) ガス施設 

災害が発生した場合は、北海道エルピーガス協会日高支部の協力により応急復旧対策

の措置を講ずるものとする。 

① 応急対策 

北海道エルピーガス協会日高支部に災害対策を行う本部等を設置し、次の応急対策活

動にあたるものとする。 

◇ ガス出入弁の遮断 

◇ 放出されたガスの拡散 

◇ その他の状況に応じた適切な措置 

② 復旧対策 

次のような復旧計画を策定し、復旧にあたるものとする。 

◇ 災害対策本部の指示に基づき、有機的な連帯を保ちつつ、施設の応急復旧にあた

るものとする。 

◇ 施設を点検し、機能及び安全性を確認するものとする。 

 

北海道エルピーガス協会 札幌市白石区中央３条３丁目１－４０ 

TEL：011（812）6411～3 

北海道エルピーガス協会日高支部 

(武岡商店㈱内) 

新ひだか町静内吉野町１丁目１番４１号 

TEL：0146（42）1111 

 

３ 道路・橋梁の応急復旧対策 

災害が発生した場合、道路管理者はそれぞれ所管する道路・橋梁について、被害状況を速

やかに調査把握し、応急・復旧対策の措置を講ずるものとする。町が管理する道路及び橋梁

等に対する対策は、次のとおりとする。 

(1) 応急対策 

① 被害状況の調査 

施設部は、災害が発生した場合に被害状況、道路上の障害物の状況を調査し、その結

果を災害対策本部長に報告するものとする。 

② 道路管理者への通報 

施設部は、町道以外の道路が損壊等により通行に支障を期たす場合は、その該当する

道路管理者に対して通報し、応急対策の実施を要請するものとする。 

③ 交通規制 

施設部は、通行が危険な路線・区間について、車両通行止め等の交通規制の措置を講

ずるものとする。 

交通規制の措置を講じた場合は、災害対策本部長に報告するとともに、総務部を通じ

て門別警察署や関係機関に通報することとする。 
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(2) 復旧対策 

① 道路復旧対策 

施設部は、被害を受けた町道について、町内の建設事業者等の協力により、復旧対策

を実施するものとする。又、道路の応急復旧が困難な場合は、総務部を通じて知事に自

衛隊に対する応援要請を求めるものとする。 

② 仮設道路の設置 

施設部は、町道が破損し復旧が不可能で、他に交通の方法がない場合には、関係機関

と協議のうえ、仮設道路を設置するものとする。 

 

４ 河川・海岸・急傾斜地等指定地の応急復旧対策 

(1) 河川・海岸 

① 応急対策 

各施設等の管理者は、災害が発生した場合に、河川及び海岸の被害状況を調査し、そ

の状況を災害対策本部長に報告するものとする。 

② 復旧対策 

各施設等の管理者は、堤防、護岸、海岸等の被害について調査し、速やかに復旧対策

を講ずるよう要請するものとする。 

(2) 急傾斜地等指定地 

① 応急対策 

各施設等の管理者は、次のような応急対策を行うものとする。 

◇ 各施設の管理者は、地すべり、急傾斜地等の指定地の被害状況を速やかに調査し、

その状況を災害対策本部長に報告するものとする。 

◇ がけ崩れが発生した箇所では、周辺の町民等と協力して、人命救助を最優先に行

うものとする。更に、がけ崩れが拡大するおそれがある場合には、避難指示を行う

ものとする。 

◇ 宅地周辺では、自然がけ地、道路の造成に伴うがけ地、擁壁の崩壊、倒壊の被害

状況に応じて、町民の避難・警戒活動を行うものとする。 

② 復旧対策 

各施設等の管理者は、二次災害防止のため、被害状況に応じて応急的な危険防止策を

講ずるものとする。 

 

５ 鉄道の応急復旧対策 

北海道旅客鉄道㈱日高線運輸営業所鵡川駅は、災害が発生した場合、又は列車や構造物が

被災した場合は、北海道旅客鉄道㈱が定める防災業務計画により、応急復旧措置を講ずる。 

◇ 災害発生と同時に運転規制等に基づく初動措置を実施し、乗客の安全確保を図る。 

◇ 列車の停止が長時間にわたるときや、災害等の二次災害の危険が迫っているときは、

乗客の安全確保のため的確な避難誘導を行う。 

◇ 乗客を避難誘導した後、災害情報等を旅客に伝達し、秩序維持に協力する。 

◇ 避難措置の情報等は速やかに本部に通報する。 

◇ 旅客等に事故が発生した場合、救護班を編成し、救急救護にあたる。 

◇ 不通区間が生じた場合は、バス等による振替輸送等の対策を講ずる。 
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６ その他の公共施設の応急復旧対策 

災害が発生した場合、各施設の管理者は、次のような応急措置を講ずるものとする。 

◇ 避難対策の実施 

◇ 混乱の防止 

◇ 施設入所者の人命救助 

◇ 施設が被災した場合、安全確保のための立入禁止措置 

◇ 災害対策本部への通報 

◇ 施設の応急復旧活動の実施 
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第２０ 文教対策 

災害発生時には、学校等の施設では、幼児・児童・生徒の安全確保を行うものとする。また、

避難所開設への協力といち早い教育活動の再開に向けた活動については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 学校の災害直後の措置 教育部 

２ 児童・生徒・教職員の安否確認 教育部 

３ 応急教育の実施 教育部 

４ 避難所開設への支援 教育部 

５ 保育所の災害直後の措置 福祉部、教育部 

６ 幼・園児、職員の安否確認 福祉部、教育部 

７ 応急保育の実施 福祉部、教育部 

 

１ 学校の災害直後の措置 

(1) 災害が発生した場合の措置 

災害が発生した場合、学校長は次の措置を行うとともに、教育部を通じて災害対策本

部長に報告することとする。 

勤務時間内 

学 校 長 
◇ 状況に応じ緊急避難の指示を行う。 

◇ 児童・生徒を学校にて保護者に引渡すか、教員の引率に

より、集団下校させる。 

◇ 災害の規模、校舎等の被害状況を調査把握する。 
教 職 員 

勤務時間外 
学 校 長 ◇ 参集した教職員の所属、職、氏名を確認する。 

◇ 校舎等の被害状況を調査把握する。 

◇ 所属の学校に参集する。 教 職 員 

(2) 町が災害に関する情報を受けた場合の措置 

災害対策本部長は、災害に関する情報を教育部を通じて、学校長へ伝達する。 

学 校 長 

◇ 災害に関する情報を、速やかに教職員に伝達すること。 

◇ ラジオ、テレビ等で被害状況を収集すること。 

◇ 児童・生徒への伝達には、混乱防止の配慮を行うこと。 

◇ 状況に応じ児童・生徒の集団下校、休校等適切に措置すること。 

教 職 員 

◇ 気象状況その他災害に関する情報に注意すること。 

◇ 災害発生のおそれがある場合は、学校と協力して応急教育体制に

備えること。 

 

２ 児童・生徒・教職員の安否確認 

教育部は、学校長を通じて児童･生徒･教職員の安否確認を速やかに行うものとする。 

学 校 長 ◇ 児童・生徒・教職員の速やかに安否をまとめ、教育部に報告する。 

教 職 員 ◇ 児童・生徒の安否を速やかに確認し、学校長に報告する 
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３ 応急教育の実施 

(1) 応急教育の実施場所の確保 

学校長は、避難所との兼ね合いを踏まえつつ、応急教育の実施場所を確保することと 

する。 

災 害 の 程 度 応 急 教 育 の 実 施 場 所 

校舎の一部が被害を受けた場合 

◇ 特別教室 

◇ 屋内体育館 

◇ ２部授業の実施 

校舎の全部が被害を受けた場合 
◇ 公民館等の公共施設 

◇ 隣接学校の校舎 

特定の地域で大きな被害を受けた

場合 

◇ 避難先の最寄りの学校、公民館、公共施設 

◇ 応急仮設校舎、教室 

(2) 応急教育の実施 

教育部及び学校長は、臨時の学級編成を行うなど応急教育の実施に努め、速やかに児 

童・生徒及び保護者に周知することとする。 

(3) 教職員の応援 

教育部は、教職員の不足等により応急教育の実施に支障がある場合は、学校間におけ

る教職員の応援等必要な措置を講ずるものとする。 

(4) 応急教育の内容 

応急教育における指導内容、教育内容については、概ね次のとおりとする。 

《 生活に関する指導内容 》 

健康・衛生に関する

指導 

◇ 飲料水、食物、手洗い等の飲食関係の衛生指導 

◇ 衣類、寝具の衛生指導 

◇ 住居、便所等の衛生指導 

◇ 入浴等身体の衛生指導 

その他の生活指導 

◇ 児童・生徒のそれぞれの発達段階に応じて事態の認識と復興

の意欲を持たせ、具体的にできる仕事をさせることとする。 

◇ 児童・生徒相互の助け合いや協力の精神を育て、集団生活の

積極的な指導の場とする。 

《 学習に関する教育内容 》 

◇ 教具、資料を必要とするものはなるべく避けることとする。 

◇ 健康指導、生活指導、安全教育に直接、間接に関係する科目、例えば体育や理科

の衛生等を主として指導するものとする。 

(5) 学用品の調達及び給与 

学用品については、次のとおり調達及び給与を行うものとする。（詳細については、  

救助法の規定による。） 

給与の対象 

災害により住家に被害を受け、学用品を失い又は毀損し、就学上支障

がある児童生徒に対し、被害の状況に応じて教科書（教材も含む。）、

文房具及び通学用品を支給する。 

給与の期間 

救助法が適用された場合の支給期間は、災害発生の日から教科書は１

ヶ月以内、文房具及び通学用品については、１５日以内と定められて

いる。 

調達の方法 
救助法の適用の有無かかわらず、災害対策本部長が教育長に指示する。

教育部は、指定業者から調達することとする。 
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費用の限度 
被害の実情に応じて、救助法の定める範囲内で現物支給をもって行う

ものとする。 

給与の記録 学用品の給与状況については、別途記録保管するものとする。 

※様式集 様式第３３号「学用品の給与状況」 

(6) その他の留意事項 

◇ 施設内における児童・生徒の救護は原則として、当該学校医、歯科医、養護教諭等

があたる。重傷者がある場合は、病院等に搬送することとする。 

◇ 学校給食については、原則として一時中止する。給食施設及び給食物資搬入業者の

被害状況を迅速に把握し、学校給食の再開計画を策定する。 

 

４ 避難所開設への支援 

避難所に指定されている学校の教職員は、避難者が避難して来た場合、体育館等を開放し

て避難者の収容に協力することとする。又、施設の利用等については、避難所に派遣された

町職員と協議し運営に対し協力するものとする。ただし、教職員は、避難所の運営要員とし

ては、協力要員の立場であるものとする。 

 

５ 保育所の災害直後の措置 

福祉部は、保育所の災害直後の措置については「１ 応急教育対策 (1) 学校の災害直後

の措置」を準用する。 

① 幼児の避難時の注意事項 

◇ 避難所を確認すること。 

◇ 左手で右腕を軽く押さえ、順番に避難すること。 

◇ 前の人を追い越さず、話をしないで避難すること。 

◇ 保育士は、室内で確認して幼児とともに避難すること。 

◇ 避難所に到着した順に整列し、人員点呼を行うこと。 

◇ 指示があるまで、その場所を離れないこと。 

② 幼児の保護 

施設内の幼児の救護は原則として、町立病院、医師会等に協力を求めるものとする。 

    ③ 幼稚園における応急保育 

      幼稚園における応急保育は、「保育所」のものを読替えるものとする。 

 

６ 幼・園児・職員の安否確認 

幼・園児・職員の安否確認については「１ 応急教育対策 (2) 児童・生徒・教職員の安

否確認」を準用する。 

 

７ 応急保育の実施 

福祉部は、次のとおり応急保育を実施することとする。 

◇ 職員を掌握して保護者及び幼児の被災状況を調査把握すること。 

◇ 保育所の被害状況の把握を行い、応急保育実施のための諸準備を行うものとする。 

◇ 応急保育は、受入れ可能な幼児について、保育所において保育を行うものとする。 
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第２１ 農林漁業対策 

災害発生時には、農産物や家畜等への対応も必要であり、家畜の飼料確保や農林漁業施設へ

の対応策について、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 農林漁業の被害調査 産業経済部 

２ 飼料の確保 産業経済部 

３ 農林漁業施設の防疫 産業経済部 

 

１ 農林漁業の被害調査 

産業経済部は、被害状況判定基準に基づき、農林漁業被害の調査を行うものとする。 

◇ 畜産物     ◇ 農作物    ◇ 農林地  ◇ 農林漁業用施設 

◇ 共同利用施設  ◇ 営農林施設  ◇ その他 

 

２ 飼料の確保 

産業経済部は、家畜飼料の不足が予想される場合、日高振興局長を通じ道農政部長に対し、

応急飼料の斡旋を要請することとし、各農家の飼料の確保に協力するものとする。 

 

３ 農林漁業施設の防疫 

(1) 農林漁業施設の防疫活動 

      産業経済部は、次のような農林漁業施設の防疫活動を促進する。 

◇ 農作物及び家畜の伝染病の予防 

◇ 被災施設の防疫 

◇ 災害地の林野の病害虫の防疫 

(2) 死亡獣畜の処理 

死亡獣畜の処理については、第３章第２節第１「衛生防疫・清掃等対策」中の「死亡   

獣畜の処理」を参照のこととする。 
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第２２ 飼育動物対策 

災害時の被災地における飼育動物の対応策については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 飼育動物の取扱い 民生部 

２ 逸走犬等の確保、保護及び収容 民生部 

３ 特定動物の逸走に伴う措置 各担当部 

 

１ 飼育動物の取扱い 

動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）及び北海  

道動物の愛護及び管理に関する条例（平成 13年条例第 3号）に基づき、動物の健康及び安全

を保持し適正に取り扱うとともに、民生部は、必要に応じ、関係機関等の協力を得て、周知

又は指導を行うものとする。 

 

２ 逸走犬等の確保、保護及び収容 

民生部は、関係機関等の協力を得て、逸走犬等を確保するとともに、保護・収容をするな

ど適切な措置を講ずるものとする。又、住民等に対し、逸走犬等の収容について周知を図る

ものとする。なお、保護・収容に関して、町は必要な人員の派遣、資機材の斡旋等、道への

応援を要請できるものとする。 

 

３ 特定動物の逸走に伴う措置 

特定動物の逸走により、飼い主等から通報を受けた場合は、直ちに関係行政機関に通報す

るとともに、近隣住民に周知するものとする。 

 

  《 通報の流れ 》 

日高西部消防組合

協力要請

周知
近隣住民

飼い主
発見者

門別警察署

日高町

関係行政機関

協力要請

通
報

　 連絡
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第２３ 救助法の適用 

大規模な災害が発生した場合の災害救助（各種応急対策）は、救助法により国の責任におい

て行われることとなっている。救助法の適用基準、災害救助の内容、手続きの方法等について

は、次のとおりである。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 救助法の適用基準と判定基準  

２ 救助法の適用手続き 福祉部 

３ 救助の実施と種類  

４ 救助業務の実施者 福祉部、各関係部 

５ 基本法と救助法の関連  

 

１ 救助法の適用基準と判定基準 

救助法による救助は、次に掲げる適用条件の災害が発生した市町村の区域において、当該

災害にかかり現に救助を必要とするものに対して行うものである。 

(1) 適用基準 

被害区分 

 

市町村人口 

市町村単独の場合 
相当広範囲な場合 

(全道 2,500世帯以上) 

被害が全道にわたり

12,000世帯以上の住

家が滅失した場合 住家滅失世帯数 住家滅失世帯数 

5,000人未満 ３０世帯 １５世帯 

市町村の被害状況が

特に救助を必要とす

る状態にあると認め

られたとき。 

5,000人以上 
15,000人未満 

４０世帯 ２０世帯 

15,000人以上 
30,000人未満 

５０世帯 ２５世帯 

30,000人以上 
50,000人未満 

６０世帯 ３０世帯 

50,000人以上 
100,000人未満 

８０世帯 ４０世帯 

100,000人以上 
300,000人未満 

１００世帯 ５０世帯 

300,000人以上 １５０世帯 ７５世帯 

(2) 住家被害の判定基準 

区分 判  定  の  基  準 

滅失 

滅失：全壊、全焼、流失 
住家が全部倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は損壊が甚だしく、補

修により再使用することが困難で具体的には、損壊、焼失又は流出した
部分の床面積が、その住家の延床面積の７０％以上に達したもの、又は
住家の主要な要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、５
０％以上に達した程度のもの。 

半壊・半焼 

半壊、半焼：２世帯で滅失１世帯に換算する。 
住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のも

ので、具体的には損壊部分の床面積が、その住家の延床面積の２０～７
０％のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占め
る損害割合で表し、２０％以上５０％未満のもの。 

床上浸水 
床上浸水：３世帯で滅失１世帯に換算する。 
床上浸水、土砂の堆積等により、一時的に居住することのできない状

態となったもの。 

（注）「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいう。ただし、耐火構造のア
パート等で居住の用に供している部屋が遮断、独立しており、日常生活に必要な設備
を有しているもの等は、それぞれ「１住家」として判断する。 
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 (3) 世帯の断定 

判  定  基  準 

① 生計を一にしている実態の生活単位をいう。 

② 会社又は学生寮等は、個々の生活実態に即し判断する。 

 

２ 救助法の適用手続き 

(1) 救助法の適用要請 

災害が救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合には、

町長は直ちにその旨を知事（日高振興局長経由）に報告する。その場合には、次に掲げ

る事項について、口頭又は電話をもって要請し、後日文書により改めて要請する。 

① 災害発生の日時及び場所 

② 災害の原因及び損害の状況 

③ 適用を要請する理由 

④ 適用を必要とする機関 

⑤ 既にとった救助措置又はとろうとする救助措置 

⑥ その他必要な事項 

(2) 適用要請の特例 

災害の事態が急迫して、知事による救助の実施の決定を待ついとまがない場合は、町

長は、救助法の規定による救助を行うとともに、その状況を直ちに知事（日高振興局長

経由）に報告する。その後の処理に関しては、知事の指示を受けるものとする。 

 

３ 救助の実施と種類 

(1) 救助の実施と種類 

知事は、救助法適用市町村に対し、同法に基づく次に掲げるもののうち、必要と認め  

る救助を実施するものとする。なお、知事は、町長が実施した方が、より迅速に災害に

対処できると判断される次に掲げる救助の実施について町長へ個別の災害ごとに救助に

関する事務を通知により委任する。 

救 助 の 種 類 実 施 期 間 実 施 者 区 分 

避難所の設置 ７日以内 町 

応急仮設住宅の供与 

２０日以内に着工 

建設工事完了後３ヶ月

以内 

※特定行政庁の許可を

受けて２年以内に延長

可能 

対象者、対処箇所の選定～町 

設置～道（ただし、委任したときは、

町） 

炊き出しその他による食

品の供与 
７日以内 町 

飲料水の供給 ７日以内 町 

被服、寝具その他生活必需

品の給与又は貸与 
１０日以内 町 

医療 １４日以内 
医療班～道、日赤道支部（ただし、

委任したときは、町） 

助産 分娩の日から７日以内 
医療班～道、日赤道支部（ただし、

委任したときは、町） 
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救 助 の 種 類 実 施 期 間 実 施 者 区 分 

災害にかかった者の救出 ３日以内 町 

住宅の応急修理 １ケ月以内 町 

学用品の供与 
教科書等 １ケ月以内 

文房具等 １５日以内 

町 

町 

埋葬 １０日以内 町 

死体の捜索 １０日以内 町・日赤道支部 

死体の処理 １０日以内 町 

障害物の除去 １０日以内 町 

生業資金の貸与  現在運用されていない 

※ 期間については、すべて災害発生日から起算することとし、厚生労働大臣の承認を受

けて実施期間を延長することができる。 

 

４ 救助業務の実施者 

救助法の適用後の救助業務は、知事が実施者となり、町長（災害対策本部長）は、知事の

行う救助の実施に関する事務の一部を委任された場合は、自らの判断責任により実施するも

のとする。 

① 収容施設(応急仮設住宅を含む。)の給与 

② 炊出し、その他の食品の給与及び飲料水の供給 

③ 被服、寝具その他生活必需品の給与及び貸与 

④ 医療及び助産 

⑤ 災害にかかった者の救出 

⑥ 災害にかかった住宅の応急修理 

⑦ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

⑧ 学用品の給与 

⑨ 埋葬 

⑩ 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの 

※ 救助の実施に当たっては、各種帳簿等の作成業務があるので、総務部は各担当部に関係

書類の作成を指示し、整理を実施する。又、これを北海道災害対策本部(日高振興局)に報

告するものとする。 

 

５ 基本法と救助法の関連 

基本法の定めるところによる災害については、救助法が適用された場合における救助事務

の取扱いについては、救助法の適用時期等により、その責任を明確にしなければならない。 
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第２４ 水防対策 

洪水、高潮等による水災を防ぐために必要な監視、警戒、情報伝達、水門等の操作、関係機

関との協力体制と資機材の整備と運用に関することは、日高町水防計画によるものとする。 

 

１ 日高町水防計画 

日高町水防計画は、水防法第３３条の規定に基づき、洪水、高潮、その他による水害を警

戒し、防御し及びこれによる被害を軽減するため、防御区域に対する水防上必要な予報･警

報・監視・通信の確保及び連絡、水防のための関係機関等の活動、各団体間の相互協力、洪

水時の水防工法等について、以下の大綱を定めているものである。 

① 総  則 

② 水防組織 

③ 重要水防区域及び巡視、警戒 

④ 予報及び警報 

⑤ 水位の観測、通報及び公表 

⑥ 水防管理者等の情報収集 

⑦ ダム・水門等の操作 

⑧ 通信連絡 

⑨ 水防施設及び輸送 

⑩ 水防活動 

⑪ 水防信号、水防標識及び身分証票 

⑫ 協力及び応援 

⑬ 費用負担と公用負担 

⑭ 水防報告等 

⑮ 水防訓練 

⑯ 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保 

⑰ 水防協力団体 

※別冊 「日高町水防計画」 
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第２５ 障害物除去対策 

水害、山崩れ等の災害によって、道路、住居等又はその周辺に運ばれた土砂、樹木等で生活

に著しい障害を及ぼしている物を除去し、被災者の保護を図る対策等については、次のとおり

とする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 障害物の除去対象 民生部、施設部 

２ 障害物除去作業の担当 民生部、施設部 

３ 障害物除去の方法 民生部、施設部 

４ 管理者による障害物の除去 施設部 

５ 除去した障害物の集積場所 民生部、関係各機関 

６ 放置車両の除去 民生部、施設部 

７ 障害物の売却及び処分の方法 民生部、施設部 

 

１ 障害物の除去対象 

災害における障害物の除去は、住民の生活に著しい支障及び危険を与え、又は与えると予

想される場合並びにその他公共的立場から必要と認めたときに行うものとするが、その概要

は次のとおりである。 

① 住民の生命財産等を保護するために、速やかにその障害の排除を必要とする場合 

② 障害物の除去が交通の安全と輸送の確保に必要な場合 

③ 河川における障害物の除去は、それによって河川の流れを円滑にし、溢水の防止と護岸

等の決壊を防止するため必要と認められる場合 

④ 当面の日常生活が営み得ない状態にある場合 

⑤ 居間、炊事場等日常生活に欠くことのできない場所に障害物が運ばれているか、又は屋

敷内に運ばれているため、家の出入りが困難な状態である場合 

⑥ 自らの資力をもって、障害物の除去ができず住家が半壊又は床上浸水を受けた者である

場合 

⑦ その他公共的立場から除去を必要とする場合又は緊急を要する場合 

 

２ 障害物除去作業の担当 

道路における障害物除去作業は施設部が、住宅における障害物除去作業は民生部が担当し、

総括する。 

 

３ 障害物除去の方法 

実施責任者は、自らの応急対策資機材を用い、又は土木業者・ボランティア団体等の協力

を得て行うが、状況に応じて自衛隊の派遣を要請して行うものとする。 

障害物除去の方法は、原状回復ではなく応急的な除去に限るものとする。 

 

４ 管理者による障害物の除去 

    道路、河川に障害を及ぼしているものの除去は、道路法、河川法に定めるそれぞれの管理

者が行うものとし、災害の規模及び障害の内容等により、各管理者は相互に協力し交通の確

保を図るものとし、施設部が担当することとする。 

  ※様式集 様式第３４号「障害物除去の状況」 
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５ 除去した障害物の集積場所 

(1) 除去した障害物は、関係各機関と協議し、付近の遊休地等を利用し集積するものとする。 

(2) 除去した障害物等の保管は、障害物及び周囲の状況により、その都度、災害対策本部長

が民生部長から意見を徴し、別途指定するものとする。 

 

６ 放置車両の除去 

放置車両の除去については、第３章第２節第１１「交通対策・緊急輸送対策」の定めると

ころによる。 

 

７ 障害物の売却及び処分の方法 

保管した工作物等が消滅し、あるいは破損するおそれがあるとき、又は町の保管に不相当

な費用及び手数を要するときは、町がその工作物を売却し代金は保管するものとする。売却

の方法及び手続きは、競争入札又は随意契約等により行うものとする。 

 



第３章 風水雪害等対策 

第３節 災害復旧対策 

  - 161 - 

第３節 災害復旧対策 

第１ 町民生活安定対策 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 被災者の生活確保 

総務課、子育て福祉課、健康増進課、農務課、経済観光課、

税務課、地域住民課、日高西部消防組合、公共職業安定所、

日高町社会福祉協議会、郵便局、日本放送協会、ＮＴＴ東日

本、北海道電力㈱ 

２ 農林漁業関係対策 農務課、経済観光課、地域経済課 

３ 中小企業関係対策 経済観光課、地域経済課 

４ 義援金等の受入・配分 総務課、企画財政課、子育て福祉課、会計課 

５ その他関係機関が行う被

災者生活確保に対する対応 
 

６ 罹災証明書の発行 総務課、地域住民課 

 

１ 被災者の生活確保 

(1) 災害弔慰金の支給等 

① 保健福祉課は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48年法律第 82号）の規定に

基づき制定された日高町災害弔慰金の支給等に関する条例（平成 18 年条例第 137 号。

以下「弔慰金条例」という。）により実施する。 

災害弔慰金 

災害弔慰金の支給、手続き等については、弔慰金条例に定めるほか、

施行に関し必要な事項は、日高町災害弔慰金の支給等に関する条例

施行規則（平成 18 年規則第 66 号。以下「弔慰金規則」という。）

による。 

災害障害見舞金 
災害障害見舞金の支給、手続き等については、弔慰金条例、弔慰金

規則に定める。 

災害援護資金 
災害援護資金の貸付、限度額等については、弔慰金条例、弔慰金規

則に定める。 

② 保健福祉課は、日高町災害見舞金等支給条例（平成 18 年条例第 136 号）に定めると  

ころにより災害見舞金を支給することとする。 

③ 日赤による災害救援金(品)の支給 

総務課は、日赤北海道支部と連携し、日赤各地区からの申請に基づき被災した者に対

し配布する災害救援金(品)等を行うこととする。 

(2) 租税の徴収猶予及び減免等 

① 町 税 

町民税等の減免、納税延期及び徴収猶予は、税務課が担当する。 

① 納税期限の延長 

 日高町税条例（平成 18年条例第 67号）第１８条の２に基づき災害により、納税義

務者等が期間内に申告その他の書類の提出又は町税を納付若しくは納入することが

できないと認められるときは、地域、期日その他必要な事項を指定して、当該期間を

延長するものとする。 

② 徴収猶予 

 地方税法（昭和 25年法律第 226号）第１５条に基づき、災害により財産に被害を

受けた納税義務者等が町税を一時的に納付し、又は納入することができないと認めら

れた場合は、その者の申請に基づき、１年以内において徴収を猶予する。なお、やむ
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を得ない理由があると認められるときは、更に１年以内の延長を行うものとする。 

③ 減 免 

 被災した納税（納付）義務者に対し、該当する各税目等について、次により減免を

行うものとする。 

税 目 減 免 の 内 容 

個人の町民税 

(道民税を含む) 
被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。 

固定資産税 災害により著しく価値が減じた固定資産について行う。 

国民健康保険税 
被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。 

軽自動車税 
 

(3) 国税・道税 

国及び道は、被災者の納付すべき国税及び道税について、法令及び北海道条例の規定 

に基づき、申告、申請、請求、その他の書類の提出若しくは納付、又は納入に関する期

限の延長、徴収猶予、滞納処分の執行の停止若しくは減免の措置等を災害の状況により

実施する。 

(4) 職業の斡旋 

経済観光課及び地域経済課は、公共職業安定所と連携し、災害により離職を余儀なく

された町民の再就職を促進するため、離職者の発生時状況、求人、求職の動向等の情報

を速やかに調査・把握するとともに、以下の措置を講じ、離職者の早期再就職の斡旋に

努める。 

◇ 被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

◇ 公共職業安定所に出頭することが困難な地域において、臨時職業相談所の開設、又は

巡回職業相談の実施 

◇ 職業訓練受講指示、又は職業転換給付金制度等の活用 

(5) 災害相談の実施 

総務課及び地域住民課は、災害の発生状況により、町民から問い合わせが多数となっ

た場合は、役場内に災害相談窓口を開設し、社会福祉協議会の協力を得て災害相談を実

施するものとする。 

災害相談窓口においては、行方不明者の受付、罹災証明、税の減免、仮設住宅への入  

居申請、応急修理の申請、医療相談、生活相談等の町の実施する災害対策業務の受付案

内等を行うほか、金融・保険等の相談も実施することとする。 

(6) 被災者援護資金等の貸付 

災害の応急復旧を図り、罹災者の速やかな立直りを期するものとする。応急金融の大

要については、別に表記する。 

     ※資料編 資料第２６「被災者援護資金等の貸付一覧」 
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２ 農林漁業関係対策 

(1) 融  資 

農務課、経済観光課及び地域経済課は、道の協力のもとに、農・漁業協同組合等の協

力を得て被災した農林漁業関係者に対して、次の災害復旧融資制度等の広報と適用促進

を図るものとする。 

融     資 申  込  先 

天災による被害農林漁業者に対する資金の融資に関

する暫定措置法の規定に基づき、指定された天災に

基づく被害を受けた農林漁業者に必要な資金融資 

農業協同組合、漁業協同組合、金

融機関、農林漁業金融公庫 

農林漁業金融公庫による復旧資金融資 農林漁業金融公庫 

農林漁業金融公庫法に基づく資金融資 
農業協同組合、金融機関、農林漁

業金融公庫 

 

３ 中小企業関係対策 

(1)  融  資 

経済観光課及び地域経済課は、国及び道に対して、災害により被害を受けた中小企業

が再建と経営の安定を図るため、復旧に必要な資金及び事業費の融資を求める。又、こ

れらの対策が迅速かつ円滑に行われるよう促進するとともに、関係各課、関係機関、団

体等の協力を得て、必要な広報活動を行う。 

◇ 政府系金融機関及び北海道保証協会、一般金融機関の融資及び中小企業近代化資金等

の貸付 

◇ 信用保証協会による融資の保証 

(2) 資金需要の把握と連絡通報 

経済観光課及びその他の関係機関は、中小企業関係の被害状況について調査し、総務 

課を通じて北海道へ連絡通報する。 

 

４ 義援金等の受入・配分 

(1)  義援金の受入れ 

義援金の受入れは、町に直接寄託された分の受付も含め、総務課が担当する。 

なお、義援金の受付に際しては、義援金受付窓口を設置し、受付記録を作成して保管  

の手続きを行うとともに、寄託者に受領書（領収書）を発行する。 

事務に関する事項は、「北海道災害義援金募集(配分)委員会会則」及び「災害義援金事

業(配分)要綱骨子」を準用し、別に災害対策本部長が定めるものとする。 

     ※資料編 資料第２７「北海道災害義援金募集(配分)委員会会則・事業(配分)要綱骨子」 

 

《 義援金の流れ 》 

道内・他県市町村等

北海道災害義援金募集
（配分）委員会

寄託者からの義援金
直　接

日高町災害対策本部
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(2)  義援金の保管 

義援金については、被災者に配分するまでの間、町の指定金融機関に専用口座をつく

るとともに、受払簿を作成し、管理・保管する。なお、北海道災害義援金募集（配分）

委員会（以下「委員会」という。）が設置された場合は委員会に引き継ぐものとする。 

(3)  義援金の配分 

配分方法の決定 委員会が協議のうえ決定する。 

配分の実施 
町は、委員会において決定された義援金の配分方法により被災者

に対し迅速かつ適正に配分する。 

配分の公表 
委員会は、被災者に対する義援金の配分結果について、報道機関

等を通じて公表する。 

（注）北海道に委員会が設置されない場合については、町に委員会を設置し行う。 

(4)  義援品の受入れ 

義援品については、原則として委員会では取扱わないので、町で受入れた後、被災者  

に適正に配分する。 

※様式集 様式第３５号「義援・見舞金(品)領収・受領書」 

(5) 災害見舞金の受領等 

被災者等の救護等を目的とした災害義援金又は見舞金の受領は総務課又は地域住民課

が担当し、配分等は企画財政課又は子育て福祉課が担当し、適切に処理するものとする。 

 

５ その他関係機関が行う被災者生活確保に対する対応 

実施機関名 生 活 確 保 の 取 扱 内 容 

国 (北海道労

働局) 

○ 労働保険料等の徴収猶予 

  被災した労働保険適用事業主に対し、関係法令に基づき労働保険料

の納入期限の延長等の措置を講ずることとする。 

① 納期限の延長 

   災害により労働保険適用事業主が、納期限内に労働保険料を納付

することが困難となった場合、その申請に基づき 1年以内の期間に

限り、納期限を延長する。 

② 制度の周知徹底 

   市町村及び労働保険事務組合等関係団体に対しても、当該適用事

業主に対する制度の周知を要請することとする。 

国 (公共職業

安定所) 

○ 証明書による失業認定 

  災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対して、証明

書により事後の失業認定を行い、失業給付を行うものとする。 

○ 激甚災害による休業者に対する基本手当の支給 

  激甚災害に指定された場合、災害による休業のため、賃金を受ける

ことができない雇用保険の被保険者（日雇労働者は除く。）に対して、

失業しているものとみなし、基本給を支給するものとする。 

○ 雇用調整助成金の特例適用 

  次の休業等をさせる場合、休業手当に係る賃金の一部を助成できる

よう厚生労働省へ要請する。 

 ① 被災地域の事業主が労働者を休業させる場合 

 ② 被災地以外の災害関連下請け事業所が、労働者を休業させる場合 

 ③ 被災地域の事業主が、新卒者等の内定取消し回避を図る場合 
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実施機関名 生 活 確 保 の 取 扱 内 容 

郵便局株式会社 

北海道支社 

○ 被災者に対する通常はがき、郵便書簡の無償交換 

○ 被災地の差出す郵便物の料金免除 

○ 被災地宛救助用郵便物の料金免除 

○ 被災者救援寄付金送付のための郵便振替料金免除 

○ 株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険関係 

  取扱局、取扱期間、取扱業務の範囲を指定して、保険金、貸付金

等の支払い、保険料等の払込の際、適宜処置を行う。 

日本放送協会 

○ ＮＨＫ厚生文化事業団との協力により、被災者の各種相談等の実

施。又、医療団、防災班の派遣等の奉仕を図る。 

○ 被災者の受信料免除 

○ 状況により、避難所へ受信機を貸与する。 

ＮＴＴ東日本 

北海道事業部 

○ 避難勧告等により、実際に電話サービスを受けられない契約者の

基本料金の減免(避難勧告の日から同解除の日まで) 

○ 災害による建物被害により、仮住宅等へ電話を移転する契約者の

移転工事費の免除 

  ※ 北海道電力㈱では、被害状況により災害措置を講ずることもある。 

 

６ 罹災証明書の発行 

各種の施策や町税等の減免を実施するにあたって必要とされる家屋の被害程度等につい 

て、被災者の応急的又は一時的な救済を目的に町長及び消防長が確認できる被害について証

明するものとする。 

(1)  罹災証明書の発行 

火災に関する罹災証明 日高西部消防組合 

上記以外に関する罹災証明 総務課、地域住民課 

(2)  発行の手続き 

担当課は、被害調査の結果を基に「被災者台帳」を作成し、被災者の「罹災証明書」

発行申請に対し、被災者台帳で確認のうえ、発行する。なお、被災者台帳で確認できな

いときでも申請者の立証資料をもとに客観的に判断できるときは「罹災証明書」を発行

する。又、専門的な確認等を必要とする場合は、関係課又は関係団体等の協力を得て行

うものとする。 

(3)  証明の範囲 

基本法第２条第１号に規定する災害により被害を受けた家屋等について、次の事項を 

証明する。 

住 家 
①全壊（全焼）    ②流出      ③半壊（半焼） 

④一部破損      ⑤床上浸水    ⑥床下浸水 

人 ①死亡   ②行方不明   ③負傷 

その他 家財、車両等について 

(4)  その他 

罹災証明については、証明手数料を徴収しない。 

※様式集 様式第３６号「罹災証明申出書」 

様式第３７号「罹災証明交付台帳」 
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第２ 災害復旧事業計画 

災害復旧に当たっては、災害の再発を防止するため、公共施設等の復旧は、単なる原形復旧

に止まらず、必要な施設の新設や改良復旧を行うなど将来の災害に備える計画とし、災害応急

対策計画に基づき、応急復旧終了後、早期復旧を目標にその実施を図るものとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 災害復旧事業計画 企画財政課、関係各課 

２ 災害復旧予算措置 企画財政課、関係各課 

 

１ 災害復旧事業計画 

指定地方行政機関、地方公共団体、その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機

関、その他法令の規定により災害復旧の実施について責任を有するものが実施するものとす

る。公共施設の災害復旧事業計画は、おおむね次のとおりとする。 

① 公共土木施設災害復旧事業計画 

◇河川         ◇海岸         ◇砂防施設 

◇林地荒廃防止施設   ◇地すべり防止施設   ◇急傾斜地崩壊防止施設 

◇道路         ◇漁港         ◇下水道 

◇公園 

② 農林水産業施設災害復旧事業計画 

③ 都市施設災害復旧事業計画 

④ 上水道災害復旧事業計画 

⑤ 住宅災害復旧事業計計画 

⑥ 社会福祉災害復旧事業計画 

⑦ 公共医療・病院等災害復旧事業計画 

⑧ 学校教育施設災害復旧事業計画 

⑨ 社会教育施設災害復旧事業計画 

⑩ その他施設災害復旧事業計画 

 

２ 災害復旧予算措置 

災害復旧事業、その他関係事業に要する費用は、法律に定めるところにより、予算の範囲

内において、国及び道が全部又は一部を負担し、又は補助して行なわれる。 

(1) 激甚法による財政援護措置 

甚大な災害が発生した場合は、地方公共団体の経費負担の軽減を目的として、激甚災 

害に対するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37年法律第 150号、以下「激甚

法」という。）が制定されており、激甚災害に指定された場合は、この法律に基づいて復

旧事業を行うものである。 

(2) 激甚災害指定の手続き 

著しく激甚である災害が発生した場合、道及び町は、被害の状況を速やかに調査・把

握し、早期に激甚災害の指定が受けられるよう努めるとともに、公共施設の災害復旧事

業が円滑に行われるようにするものとする。 

《 激甚災害指定の流れ 》 

・激甚災害決定通知
・災害復旧事業の実施

 答申諮問 災害名
（適用条項）

中央防災会議

・激甚災害指定基準
・局地激甚災害指定基準

審議
閣議内閣総理大臣 政令公布

決定
日高町長

報告
北海道知事

進達
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(3) 激甚災害に関する被害状況等の報告 

① 被害状況等の報告 

町長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十分考慮して、災害状況等を

知事に報告するものとする。 

被害状況等の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するま

での間、次に掲げる事項について調査等を速やかに行うものとする。 

◇ 災害の原因 

◇ 災害が発生した日時 

◇ 災害が発生した場所又は地域 

◇ 被害の程度（基本法施行規則別表第１に定める事項） 

◇ 災害に対しとられた措置 

◇ その他必要な事項 

② 激甚災害指定の基準 

激甚災害には、「激甚災害指定基準（昭和 37年 12月 7日中央防災会議決定）」と「局

地激甚災害指定基準（昭和 43年 11月 22日中央防災会議決定）」の二つの指定基準があ

る。  

※資料編 資料第２８「激甚災害・局地激甚災害指定基準」 

③ 特別財政援助の交付手続き 

町長は、激甚災害又は局地激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作

成し、道の各部局に提出するとともに、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施

できるよう努めるものとする。 

激甚災害に係わる財政援助措置の対象は、次のとおりである。 

助 成 区 分 財 政 援 助 を 受 け る 事 業 名 等 

公共土木施設災害

復旧事業等に関す

る特別の財政援助 

○ 公共土木施設災害関連事業 

○ 公立学校施設災害復旧事業 

○ 公営住宅災害復旧事業 

○ 生活保護施設災害復旧事業 

○ 児童福祉施設災害復旧事業 

○ 老人福祉施設災害復旧事業 

○ 身体障害者更生援護施設災害復旧事業 

○ 知的障害者援護施設災害復旧事業 

○ 婦人保護施設災害復旧事業 

○ 感染症予防施設災害復旧事業 

○ 感染症予防事業 

○ 堆積土砂排除事業 

○ 湛水排除事業 

農林水産業に関す

る特別の助成 

○ 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

○ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

○ 開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助 

○ 天災による被害農林漁業者に対する資金の融資に関する暫定

措置の特例 

○ 森林災害復旧事業に対する補助 

○ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

○ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 
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助 成 区 分 財 政 援 助 を 受 け る 事 業 名 等 

中小企業に関する

特別の助成 

○ 中小企業信用保険法等による災害関係保証の特例 

○ 中小企業近代化資金等助成法による貸付金等の償還期限等の

特例 

○ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

○ 中小企業に対する資金の融資に関する特例 

その他の財政援助

及び助成 

○ 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

○ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

○ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

○ 母子福祉法による国の貸付の特例 

○ 水防資材費補助の特例 

○ 罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 

○ 産業労働者住宅建設資金融通の特例 

○ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要要領への算入等 

○ 雇用保険法による求職者給付に関する特例 

(4) その他の法律による災害復旧事業 

激甚法以外の法律により財政援助が行われる場合の根拠法令及び事業は、概ね次のと 

おりである。 

根 拠 法 令 財 政 援 助 を 受 け る 事 業 名 等 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 河川、海岸、道路の復旧事業 

公立学校施設災害復旧費国庫負担法 公立学校施設の復旧事業 

公営住宅法 公営住宅及び共同施設の復旧事業 

土地区画整理法 災害により急を要する土地区画整理事業 

土地改良法 農業用施設の復旧事業 

感染症予防法 感染病院等復旧事業、感染症予防事業 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 災害により特に必要となった廃棄物の処理 

予防接種法 臨時に行う予防接種法 

農林水産施設災害復旧費国庫補助の暫定

措置に関する法律 
農地、農業用施設、共同利用施設の復旧事業 

水道法 上水道施設の復旧事業 

下水道法 下水道施設の復旧事業 

道路法 道路の復旧事業 

河川法 河川の復旧事業 

生活保護法 生活保護施設復旧事業 

児童福祉法 児童福祉施設復旧事業 

母子及び寡婦福祉法 母子福祉施設の復旧事業 

身体障害者福祉法 身体障害者社会参加支援施設復旧事業 

老人福祉法 老人福祉施設復旧事業 

障害者の日常生活及び社会生活を 

総合的に支援するための法律 
障害者支援施設復旧事業 

売春防止法 婦人保護施設復旧事業 
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(5) 資金調達 

災害復旧事業を行う場合において、国の負担金(補助金)のほか、増大した臨時的必  

要経費の財源措置として、次の制度を活用し資金の調達に努める。 

地方債 

歳入欠陥債 

災害対策債 

災害復旧事業債 

地方交付税 
普通交付税の繰上げ交付 

特別交付税 

一時借入金 
災害復旧事業貸付金 

災害応急融資（財務局、郵便局） 

(6) その他の法律による災害復旧事業(事業別国庫負担等詳細一覧) 

※資料編 資料第２９「事業別国庫負担等一覧」 
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第３ 災害復興対策 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 災害復興事業の推進 企画財政課、関係各課 

 

１ 災害復興事業の推進 

 (1) 復興体制 

復興は復旧と異なり、被災前の地域の抱える課題を解決し、被災を契機に都市構造や 

地域産業の構造等をより良いものに改変する事業で、これを効果的に実施するためには、

関係する主体との調整及び合意形成が必要である。 

大規模な災害が発生した後は、町長を本部長とする「日高町災害復興本部（仮称）」を

設置し、災害復興基本計画を策定するとともに、災害後復興事業実施の総合調整を行う

ものとする。 

災害復興事業については、復興のための「まちづくり」をはじめとし、経済復興や町  

民生活の再建など、町民生活全てに関わる分野を対象とする。 

(2) まちづくりによる復興の推進 

災害復興事業は、平時から進めるまちづくり計画を生かしつつ、被害状況を的確に 事

業計画に反映することができるよう被害状況の早期把握に努めるとともに、被害状況や

基盤整備状況などの地域特性に応じた復興計画を策定し、速やかな事業の実現を図るも

のとする。 

事業の実施にあたっては、必要に応じて関係諸制度を活用しながら、良好な市街地の 

形成と都市機能の更新を図ることとする。 
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第４章 震災対策 

本章は、基本法第４２条の規定に基づき、日高町における地震（津波）災害の防災対策に関し、

必要な体制を確立するとともに、防災に関してとるべき措置を定めることにより、防災活動の総

合的かつ計画的な推進を図り、もって町民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的

とする。 

 

第１節 災害予防対策 

避難のための環境整備、消防・救急体制の整備等、災害全体を通じての予防対策として共通す

るものについては、第３章「風水雪害等対策」を準用し予防対策を行うものとする。 

 

第１ 地震に強いまちづくり 

地震が発生しても被害を最小限に留めるため、町及び防災関係機関は建築物、通信施設、ラ

イフライン施設、防災関連施設等の構造物、施設等の耐震性を確保し、地震に強いまちづくり

を積極的に推進するものとする。 

実 施 内 容 等 担 当 部 局 等 

１ 基本方針 建設課、管財建築課 

２ 市街地の整備 建設課、管財建築課 

３ 建築物の災害予防 建設課、管財建築課 

４ 道路・橋梁の整備 建設課 

５ 河川・海岸施設の整備 経済観光課、建設課 

６ ライフライン施設の整備 
水・くらしサービスセンター、北海道電力㈱富川営業所、ＮＴ

Ｔ東日本北海道事業部苫小牧支店、各関係機関 

７ 地盤の液状化対策 建設課、水・くらしサービスセンター 

８ 危険物の安全対策 日高西部消防組合、各関係機関 

 

１ 基本方針 

町は、各地区が、それぞれの特色を生かしたまちづくりを推進している。 

災害に強いまちづくりには、道路の拡幅整備、建築物の耐震不燃化等が必要であり、そのた

め、次のような基本計画に防災の視点を反映させた防災まちづくりをめざすことが重要であ

る。 

① 都市計画道路事業の実施 

② 優良宅地開発、土地区画整理事業、市街地再開発事業の促進 

③ 市街地総合再生計画の策定 

④ 道路、上・下水道等の生活環境基盤の確保 

 

２ 市街地の整備 

木造老朽化建築物が多い地域では、出火による延焼の危険性が高く、一旦出火した火災は

延焼拡大し易く、消火活動も非常に困難な状況となり、避難活動に支障となることも想定さ

れる。そこで、建物が密集し火災の危険性が予想される地域の防火地域及び準防火地域の指

定を行い、耐火建築物の建築を検討するほか、防災の観点から地域の居住環境を含めた機能

向上を図り、安全な避難路の確保等、災害に強いまちづくりを推進する。 
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３ 建築物の災害予防 

(1) 建築物の耐震性の向上 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）その他の法律に基づき、既存建築物の耐震性の

向上に向けた耐震診断、改修を促進するため、以下の対策を推進するものとする。 

① 災害時に防災拠点となる施設の耐震改修等を推進する。 

② 建築物については、建築業務担当課において相談や指導を行い、耐震診断や耐震改

修を促進する。 

③ 建築技術者等を対象に診断・改修に必要な技術者の育成を促進する。 

④ 木造建築物の不燃化対策を推進する。 

(2) ブロック塀等の倒壊防止 

地震によるブロック塀、石塀、自動販売機等の倒壊を防止するため、ブロック塀等の  

点検、補強及び設置基準を遵守させる。 

(3) 窓ガラス等の落下防止対策 

道路に面する地上３階以上の建築物の窓ガラス、外装材、屋外広告物で落下のおそれ 

のあるものについて調査し、必要な改善指導を行う。 

(4) がけ地に隣接する建築物の防災対策 

がけの崩壊等で危険を及ぼすおそれのある地域における建築物の建築制限と既存危険

住宅の安全な場所への移転を図る。 

 

４ 道路・橋梁の整備 

道路及び橋梁は、避難、救援、消防活動などに重要な役割を果たすほか、火災の延焼を防

ぐなど多様な機能を有しており、その対象は極めて重要である。 

(1) 道路の整備 

避難所への避難経路、避難所と施設を連携させる道路、応急対策活動の拠点となる公 

共施設の周辺道路等の整備促進を図るものとする。また、がけ崩れ等の土砂災害からの

保全も併せて行うものとする。 

(2) 橋梁の維持、補修 

橋梁の点検を実施し、地震による地震動・液状化・津波等による防災対策上の安全性  

に配慮した橋梁の補強対策を計画的に実施するものとする。 

 

５ 河川・海岸施設の整備 

河川・海岸については、次の施策を推進し、津波による河川逆流等で浸水被害を受け易い

市街地の低地帯等の河川改修整備や、海岸の高潮・高波・津波被害防止対策を推進するもの

とする。 

施策 諸  対  策  等 

河川の施策 

○ 未改修河川の早期整備の実施 

○ 汚水処理施設整備事業の促進による公共水域の水質保全対策の実施 

○ 良質な水の長期的な確保と水資源整備の促進 

○ 生活用水、産業用水の確保と水道施設の充実 

海岸の施策 
○ 景観に配慮した海岸侵食対策事業の推進 

○ ふれあいの場としての海岸環境の整備と有効利用 
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６ ライフライン施設の整備 

地下埋設管等のライフライン施設が地震により破損した場合は、町の機能がマヒするおそ

れがあり、その防止は極めて重要な課題であり、そこで次のような整備等を行うものとする。 

対象施設名 諸  対  策  等 

水道施設 

地震時には地盤の液状化等によって埋設管の被害が発生するので、過去の地

震においては、石綿セメント管、ねじ接合の鋼管の被害が多いため、地震に

強い管への交換を計画的に推進する。浄水場についても水道管の応急復旧の

迅速化を図るための体制整備を促進する。 

下水道・雑排

水施設 

雑排水施設は、合併浄化槽等が安定した地盤に建設されることは少なく、一

旦地震被害が発生すると復旧に長期間を要する。そのため、下水道・雑排水

施設の耐震性の向上に努めるほか、管渠の点検も実施するものとする。 

電気施設 電気施設は、過去の地震による対策を基に設備建設を推進することとする。 

電話施設 

建築基準法による耐震設計を行い、施設の耐震化に努め、設備の予防強化を

促進する。耐震設計目標は「震度６に対して軽微な損傷、震度７に対しては

倒壊を回避する。又、震度４以上の地震が発生した場合、施設点検を実施す

る。」ことになっている。 

その他の施設 
危険物施設、高圧ガス施設等では、地震による火災の発生等を予防・軽減す

るための必要な安全対策を推進するものとする。 

 

７ 地盤の液状化対策 

地盤の液状化とは、平常時に安定していた砂の地盤が地震の衝撃で流れ易くなる現象で、

砂や泥が地上へ吹き上がる噴砂、噴泥現象が起こり、地盤が盛り上がったり、陥没等が生じ

ることであり、液状化の可能性が高い地質地帯における地盤改良等による施設被害の防止対

策を促進する。 

《 液状化による予想被害 》 

① 地中のガス管、上下水道・地下タンクなど軽量構造物の浮上 

② 深い基礎のない建物、橋台等の重量物の沈下・傾斜 

③ 堤防沈下 

④ 盛土に発生する滑りによる水平方向変位及びそれによる施設被害 

⑤ 地中構造物の被害 

⑥ 護岸や擁壁の押出し 

 

８ 危険物の安全対策 

地震発生時には、同時多発的に危険物等（危険物、火薬類、高圧ガス、毒物、劇物）の倒

壊、漏洩、流出、火災、爆発等による二次災害の発生が予想され、その防止のために危険物

施設等の査察・指導を行うなど、事故・火災等の発生の予防措置を講ずるものとする。 

(1) 危険物を取扱う事業所に対する指導 

① 事業所等に対する設備、保安基準遵守事項の監督、指導の強化 

② 事業所等の監督、指導における防災関係機関の連携強化 

③ 危険物等保安責任者制度の効果的活用による保安体制の強化 

④ 事業所等における自主保安体制の確立強化 

⑤ 事業所における従業員に対する安全教育の徹底指導 

⑥ 事業所等の間における防災についての協力体制の確立強化 
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(2) 高圧ガス取扱施設 

高圧ガス施設の実態を把握し、立入検査の実施、防火整備の維持管理の指導、災害対  

策の検討、教訓の徹底を図り、防火管理者等による自主保安体制を確立させる。 

① 警戒宣言等の伝達と保安要員の確保 

② 保安上必要な施設及び設備の点検整備 

③ 被害の防止及び軽減措置 

(3) 石油等の取扱施設 

石油等の危険物施設は、出火や延焼拡大の要因にもなるので、危険物取扱者等に対す 

る震災対策を含めた指導を行い、法令に定める保安講習等により出火防止の推進を図る

とともに、取扱事業所間の協力体制の確立を指導する。 

① 貯蔵タンク、サービスタンク等の元バルブを閉める 

② タンクローリーから貯蔵タンクへの移送の中止 

③ 操業の制限、停止及び消火整備等の点検 

④ 流出拡散防止資機材等の点検、配置 

⑤ 緊急遮断装置の点検、確認 

(4) 火薬類の取扱施設 

火薬類の保管・取扱いをする施設に対しては、火薬類取締法（昭和 25年法律第 149号）

に基づいて安全性の確保について指導を強化する。 

① 警戒宣言等の伝達 

② 保安要員の確保 

③ 保安用品及び保安装置の再点検等 

④ その他必要な事項 

(5) 毒物・劇物保管施設 

毒物・劇物保管施設の実態を把握し、立入検査の実施、防災設備の維持管理の指導、  

災害対策の検討、訓練の徹底を図り、防火管理者等による自主保安体制並びに取扱事業

所間の協力体制の確立を指導する。また、営業者及び取扱責任者に対し、登録基準に適

合した施設を維持するよう指導する。 

① 警戒宣言等の伝達 

② 発火性、引火性薬品による施設の損壊防止のため応急的保安措置 

③ 充填作業、移替え作業等の停止 

④ 貯蔵施設等の緊急点検、パトロールの実施 

⑤ 落下、転倒等による施設の損壊防止のため応急的保安措置 

(6) 化学薬品等取扱施設 

化学薬品等を取扱う学校、病院、研究所等の立入検査の実施、保管方法等の適正化を  

指導するものとし、事業所に対しても実態調査や保安対策の指導を推進する。 

① 引火又は混合・融合等に関する防火意識の普及徹底 

② 転倒、落下、流出拡散防止等の措置 
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第２節 災害応急対策 

第１ 災害応急体制 

災害が発生した場合、第２章「防災組織」に基づき、組織、体制を確立するとともに、活

動に必要な人員の動員を図り、応急活動及び警戒活動を行うものとする。 

 

１ 非常配備 

非常配備体制時の主な活動内容については、次のとおりとする。 

① 地震、津波等の情報収集及び連絡 

② 住民等への津波情報の伝達 

③ 海岸地域における津波の警戒 

④ 北海道及び関係機関への被害状況報告 

 

２ 配備基準 

職員の参集範囲は、原則的に非常配備体制に基づく自己配備とする。 

 

３ 事務分掌 

災害対策本部の事務分掌は、災害の推移に応じて、次の三段階に区分し、主な所掌事務

は、第２章第１節第２「災害対策本部の組織」中の、各対策部の業務分担によるが、被害

状況に応じた緩急軽重を判断し、柔軟な対応を講ずるものとする。 

 

復旧活動期

本部の廃止

　概ね１週間以上
復旧に向けた活動、通常の事務活動を平行して
行う

避難所の生活確保、施設の応急復旧などの
応急対策を行う

的確な本部の設置、被災者の救出活動、
応急医療救護、避難所の開設、消防活動

災害発生

災害発生から
　概ね１日程度

初期活動期

　概ね２日から１週間程度 応急活動期
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第２ 地震・津波情報の収集・伝達対策 

地震が発生した場合、又は津波警報等が発令した場合に、町民や関係機関・団体等に対し

て、収集した情報を迅速・的確に伝達するものとする。 

実施項目 
初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

災害発生後から概ね１日程度 概ね１日から１週間程度 概ね１週間以上 

地震・津波情

報の収集・伝

達 

地震・津波情報の収集及び伝

達（総務課、地域住民課、日

高西部消防組合） 

 

 

 

 

※表中「⇒ ⇒ ⇒」は、実施事項・事務作業等を継続実施することの意味である。 

 

地震・津波等の情報の種類及び伝達の方法は、次のとおりである。 

 

１ 地震及び津波に関する情報 

(1) 地震動の特別警報、警報及び予報の種類 

情報の種類 発表名称 解     説 

 

地震動特別警報 

 緊急地震速報(警報)

又は緊急地震速報 

最大震度５弱以上の揺れが予想されたと

きに、地震動により重大な災害が起こる

おそれがある地域に発表する。このうち、

震度６弱以上の揺れが予想される場合を

特別警報と位置付ける。 

 

地震動警報 

 

地震動予報 緊急地震速報（予報） 
最大震度 3 以上又はマグニチュード 3.5

以上等と予想されたときに発表する。 

(2) 地震情報の種類 

地震情報の種類 
発 表 基 準 

解     説 

震度速報 

震度３以上 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地域名と地震の揺

れの発現時刻を速報する。 

震源に関する情報 

震度３以上（津波特別警報、津波警報、津波注意報を発表した場

合は発表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を発表。

「津波の心配がない」または「若干の海面変動があるかもしれな

いが被害の心配はない」旨を付加して発表する。 

震源・震度に関する

情報 

【以下のいずれかを満たした場合】 

・震度３以上 ・津波警報または注意報発表時 ・若干の海面計

面変動が予想される場合 ・緊急震度速報（警報）を発表した場

合。 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度３

以上の地域名と市町村名を発表する。なお、震度５弱以上と考え

られる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その市

町村名を発表する。 
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各地の震度に関す

る情報 

震度１以上 

最大震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）

やその規模（マグニチュード）を発表する。震度５弱以上と考え

られる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その地

点名を発表する。 

遠地地震に関する

情報 

【国外で発生した地震について以下のいずれかを満たした場合】 

・マグニチュード 7.0以上 ・都市部など著しい被害が発生する

可能性がある地域で規模の大きな地震を観測した場合。 

地震の発生時刻、発生場所（震源）及びその規模（マグニチュー

ド）を概ね３０分以内に発表する。日本や国外への津波の影響に

関しても記述して発表する。 

その他の情報 

顕著な地震の震源要素を更新した場合や地震が多発した場合等 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の

震度１以上を観測した地震回数情報等を発表する。 

推計震度分布図 

震度５弱以上。 

観測した各地の震度データをもとに、1km四方ごとに推計した震

度（震度４以上）を図情報として発表する。 

※資料編 資料第３０「気象庁震度階級関連解説表」 

 

(3) 津波警報・注意報 

   気象庁が発表する津波警報・注意報の種類は、次のとおりである。 

種類 発 表 基 準 

発表される津波の高さ 

数値での発表（津波の高

さ予想の区分） 

巨大地震

の場合の

発表 

大津波警報

（特別警報） 

予想される津波の高さが高いと

ころで３ｍを超える場合。 

１０ｍ超 

（10m＜予想高さ） 

巨大 
１０ｍ 

（5m＜予想高さ≦10m） 

５ｍ 

（3m＜予想高さ≦5m） 

津波警報 

予想される津波の高さが高いと

ころで１ｍを超え、３ｍ以下の

場合。 

３ｍ 

（1m＜予想高さ≦3m） 
高い 

津波注意報 

予想される津波の高さが高いと

ころで０．２ｍ以上、１ｍ以下

の場合であって、津波による災

害のおそれがある場合。 

１ｍ 

（0.2m＜予想高さ≦1m） 

(表記し

ない) 

(4) 津波に関する情報 

種類 内  容 

津波到達予想時刻・予想され

る津波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達時間や予想される津波の高

さを５段階の数値（メートル単位）または２種類の定性

的表現で発表。 
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各地の満潮時刻・津波到達予

想時刻に関する情報 
主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表する。 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の到達予想時刻を発表する。 

沖合の津波観測に関する情

報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値か

ら推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予

報区単位で発表する。 

(5) 津波、地震に関する情報に用いる津波予報区並びに震央地名及び区域の名称 

① 津波予報区 

  北海道では６区分に分かれており、日高町の津波予報区は「北海道太平洋沿岸中部」

である。 

津波予報区名 津 波 予 報 区 域 

オホーツク海沿岸 
宗谷総合振興局（宗谷岬北端以東に限る。）及びオホーツ

ク総合振興局管内 

北海道太平洋沿岸東部 根室振興局及び釧路総合振興局管内 

北海道太平洋沿岸中部 十勝総合振興局及び日高振興局管内 

北海道太平洋沿岸西部 
胆振総合振興局及び渡島総合振興局（白神岬南端以東に

限る。）管内 

北海道日本海沿岸北部 

宗谷総合振興局（宗谷岬北端以東を除く。）、留萌振興局、

石狩振興局及び後志総合振興局（積丹岬北端以東に限

る。）管内 

北海道日本海沿岸南部 
後志総合振興局（積丹岬北端以東を除く。）、檜山振興局

及び渡島総合振興局（白神岬南端以東を除く。）管内 

（注）根室地方には、色丹郡、国後郡、択捉郡、紗那郡及び蘂取郡を含む。  
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① 震央地名 

 ア 震央地名及び区域名称（北海道地方） 

 

震央区域名 地域名称 

日高地方西部 日高町、平取町 

 

イ 緊急地震速報発表時の地名（参考） 
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２ 地震動警報の伝達方法 

気象庁が発表する地震動警報は、次の系統で伝達される。 

気　象　庁 Ｎ　Ｈ　Ｋ 住　　民
テレビ、ラジオ

 

※ 日高町の発表地域名は、「北海道道南」となる。 

 

３ 津波情報の伝達系統及び方法 

津波予報・注意報・警報等は、札幌管区気象台から、次の系統で伝達される。 

 

報道機関
新聞、ラジオ、テレビ

一

般

住

民

日高町 防災行政無線、広報車

北海道 日高振興局
勤務時間内 勤務時間外

総務課長

浦河海上保安署

宿日直員

札
幌
管
区
気
象
台

室蘭地方気象台
情報防災Ｇ

総務課長

ＮＴＴ東日本
仙台センタ 町 長

日高西部消防組合

教育委員会

漁業協同組合 漁船等

ＪＲ北海道 ＪＲ静内駅 列車

北海道警察本部 門別警察署

第一管区
海上保安本部

 

 

４ 異常現象を発見した場合 

異常現象を発見した者は、遅滞なくその状況を町長又は警察官若しくは海上保安官に通

報しなければならない。 

(1) 異常気象 

① 地震に関する事項･･･頻発地震、異常音響及び地変 

② 水象に関する事項･･･異常潮位又は異常波浪 

 

(2) 通報系統図 

異常現象発見者
日高振興局
（地域創生部）

警察官

海上保安官
防災関係機関・団体

室蘭地方気象台
日高町
（総務課・地域住民課）
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５ 沿岸での処置 

(1) 海面監視 

強い地震により津波警報等が発令されたときは、直ちに海面状態の変化を監視する。 

監視に当っては、安全な場所から監視できる体制を確立しておくこととする。 

 

(2) 避難の勧告、指示等 

津波警報が発表されたとき、又は海面監視により異常現象を発見したときは、直ちに 

沿岸地域住民に対し、避難の勧告又は指示を行うとともに、その周知徹底を図る。 

津波警報の伝達に当っては、防災行政無線や広報車等多様な手段を活用して行う。 
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第３ 被害情報の収集・伝達・報告 

地震発生直後から、効果的な応急対策を実施するためには、正確かつ迅速に被害情報を把

握することが必要である。被害情報の収集、北海道への災害報告については、次のとおりと

する。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

被害情報の収

集 

災害直後の被害状況の把握 

(総務部、各対策部) 
  

初期活動期の被害調査 

(総務部、各対策部) 
  

被害状況の取りまとめ 

(総務部) 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

 
応急活動期の被害調査 

(各対策部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

被害の伝達及

び報告 

防災関係機関への被害の伝達 

(総務部) 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

北海道への被害報告 

(総務部) 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

 

１ 被害情報の収集・伝達・報告の流れ 

◎対策部 ◎総務部 ◎財政情報部

北海道（日高振興局）
防災関係機関

 報告

報道機関

応急活動期の被害調査
報告

調査

地　震　発　生

災害直後の被害状況の把握
報告

被害状況の集約

提供 財政情報部

初動活動期の被害調査
報告

提
供

調査
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(1) 災害直後における被害状況の把握の流れ 

初期活動期の被害調査

勤務時間内 勤務時間外

総務課長 宿日直員

日高町災害対策本部 日高西部消防組合 門別警察署

地 震 発 生

情報防災Ｇ

総務課長

 

 

(2) 初期活動期の被害調査 

① 調査の流れ 

初期活動期の被害調査は、各対策部において調査班を編成し派遣する。派遣された

職員の見聞した状況等を総括し、総務部に報告するものとする。 

調査担当者 調   査   方   法 報 告 先 

各対策部 

災害調査担当区域に派遣し状況等を掌握 

総 務 部 勤務時間内 初期活動期に見聞した状況等 

勤務時間外 職員が参集する際に見聞した状況等 

② 調査内容 

初期活動期の被害状況の調査内容は、次のとおりとする。 

第１順位 人、住家被害の有無 

第２順位 公立施設被害の有無 

第３順位 農業、土木、商工、林業、水産被害等の有無 

③ 調査結果の報告 

初期活動期の調査事項は、急を要する場合は、口頭、電話、又は町防災行政無線等

連絡可能な通信方法により報告し、その後、書面をもって速やかに報告するものとす

る。 

※様式集 様式第３号「被害調査書」 

(3) 応急活動期の被害調査 

① 調査の流れ 

応急活動期の被害調査は、各部門を所管する部が実施し、各部において被害状況を

取りまとめる。 

② 調査内容 

応急活動期は、各部が所管する事項について詳細な被害状況の調査を実施する。 

③ 調査結果報告 

応急活動期の調査結果は、総務部に遅滞なく報告するものとする。 
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(4) 被害情報の取りまとめ 

総務部は、各部が調査した情報等について、次の点に留意して取りまとめるものとす

る。 

活動期別 留     意     点 

初期活動期 

○ 災害の全体像の把握 

○ 現在の被害状況の把握 

○ 未確認情報の把握 

応急活動期 
○ 町全体の被害の状況 

○ 被害の詳細な内容の整理 

(5) 防災関係機関への報告等 

総務部は、各担当部から報告された結果を取りまとめし、北海道及び防災関係機関に

報告するものとする。 

なお、報告等については、第３章の第２節第３「被害情報の収集・伝達・報告」を準

用するものとする。 
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第４ 災害広報 

地震発生後の町民に対して、被害状況、ライフラインの状況、復旧の見込み、生活関連情

報等を正確に提供するにあたり、広報すべき情報の種類、広報の手段、記者会見への対応等

については、次によるものとする。又、要配慮者への伝達には、十分配慮するものとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

町の広報 

避難広報(総務部、民生部、日

高西部消防組合、日高消防団) 
  

 
避難所・住民・事業所への広

報(総務部、民生部、各対策部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

報道機関への広報要請と対応 

(総務部) 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

他機関の広報 

防災関係機関の広報 

(門別警察署、北海道電力㈱、

ＮＴＴ東日本北海道事業部、

北海道旅客鉄道㈱日高線運輸

営業所、その他) 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

※ 災害広報の詳細については、第３章第２節第４「災害広報」を準用するものとする。 
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第５ 応援･派遣要請と受入れ 

地震や津波が発生し、自衛隊、北海道、他市町村、各種団体等の応援活動が必要なときの

応援要請先、応援要請の方法、応援の受入れ等については、次のとおりとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

応援・派遣要請 

自衛隊派遣要請 

(総務部) 
⇒ ⇒ ⇒  

自治体への要請 

(総務部) 
⇒ ⇒ ⇒  

応援協定先への要請 

(各対策部) 
⇒ ⇒ ⇒  

民間企業等への協力要請 

(各対策部) 
⇒ ⇒ ⇒  

応援の受入れ  

自衛隊・応援隊の受入れ 

(総務部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

ボランティアの受入れ 

(福祉部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

※ 応援･派遣要請と受入れの詳細については、第３章第２節第５「応援･派遣要請と受入れ」

を準用するものとする。 
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第６ 消防活動 

大規模な地震発生時には、同時多発的に火災が発生し、延焼拡大等により多くの人的、物

的被害が発生するおそれがある。このため、次のとおり町民や自主防災組織等を活用した初

期消火及び延焼拡大防止体制を整備するとともに、消防隊は消防計画の定めるところにより

活動するものとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

消火活動 

消火活動 

(日高西部消防組合、日高消防

団) 

  

 

火災予防のパトロール 

(日高西部消防組合、日高消防

団) 

 

 
火災原因の調査 

(日高西部消防組合) 
⇒ ⇒ ⇒ 

※ 消防活動の詳細については、第３章第２節第６「消防活動」を準用するものとする。 
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第７ 救出・捜索 

地震・津波災害によって倒壊家屋の下敷き、ガラス、看板等の落下による負傷者、生命、

身体の危険な状態になった者の救助救出と行方不明者の捜索等については、次のとおりとす

る。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

救出・捜索活動 

救出要員の編成 

(救助部、日高西部消防組合、

日高消防団) 

 

 

救出資機材の確保 

(総務部、施設部、日高西部消

防組合、日高消防団) 

⇒ ⇒ ⇒ 

救出・捜索活動の実施 

(救助部、日高西部消防組合、

日高消防団) 

 

 
行方不明者リストの作成 

(総務部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

傷病者の搬送 
救護所への傷病者の搬送 

(日高西部消防組合、各対策部) 
⇒ ⇒ ⇒  

※ 救出・捜索活動の詳細については、第３章第２節第７「救出・捜索活動」を準用するも

のとする。 
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第８ 応急医療救護対策 

地震発生時には、混乱の中で医療体制を確立し、多数の負傷者等に対する医療救護活動と

避難生活が長期化した場合の避難者の健康管理、精神的ケア等を必要とし、応急医療ついて

は次のとおりとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

応急医療・救護 

医療救護班の編成 

(福祉部、医療部) 
  

医薬品・資機材の調達 

(医療部) 
⇒ ⇒ ⇒  

救護所の設置 

(福祉部) 
  

救護所の活動 

(医療部) 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

後方医療体制の確立 

(総務部、日高西部消防組合、

日高消防団) 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

後方医療施設への搬送 

(総務部、日高西部消防組合) 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

町外医療施設への搬送 

(総務部、日高西部消防組合) 
  

透析患者への対策 

(門別国保病院) 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

歯科医療救護活動 

(福祉部) 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

避難所での医療   
健康管理と心のケア対策 

(福祉部) 

※ 応急医療救護対策の詳細については、第３章第２節第８「応急医療救護対策」を準用す

るものとする。 
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第９ 警戒区域設定・避難活動・避難所運営 

地震の発生時には、津波や延焼火災等から逃れるための迅速な避難活動と、避難所におけ

る避難者の把握、物資等の供給、衛生条件の確保、要配慮者への対応等、必要な対策につい

ては、次のとおりとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

避難活動 

警戒区域の設定(門別警察

署、日高西部消防組合、日

高消防団、総務部) 

  避難勧告・指示・誘導 

(門別警察署、日高西部消

防組合、日高消防団、総務

部、救助部) 

避難所開設・

廃止 

避難所の開設 

(民生部、教育部) 
 

避難所の統合・廃止 

(民生部) 

避難所の運営  

避難所の運営 

(民生部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

飲料水、生活用水の供給 

(施設部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

食料、生活必需品の供給 

(民生部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

避難者への配慮 

(福祉部、民生部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

※ 警戒区域設定・避難活動・避難所運営の詳細については、第３章第２節第９「警戒区域

設定・避難活動・避難所運営」を準用するものとする。 
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第１０ 遺体処理・埋葬対策 

大規模な地震の発生により、多数の犠牲者が発生した場合に必要となる遺体の検視、処理、

納棺資材の確保、遺体の安置、埋葬等については、次のとおりとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

遺体の処理 

納棺用品等資材の確保 

(民生部) 
⇒ ⇒ ⇒  

遺体の検案、処理 

(民生部) 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

遺体の安置 

(民生部) 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

遺体の埋葬  
埋 葬 

(民生部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

※ 遺体処理・埋葬対策の詳細については、第３章第２節第１０「遺体処理・埋葬対策」

を準用するものとする。 
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第１１ 交通・緊急輸送対策 

地震災害発生時には、負傷者の搬送、生活物資の輸送、応急対策資機材、要員の輸送等の

交通対策が、応急対策の生命線となる。また、交通規制や緊急輸送路の確保、トラック、船

舶、ヘリコプター等輸送手段の確保については、次のとおりとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

交通対策 

交通規制 

(門別警察署、総務部、施設部) 
⇒ ⇒ ⇒  

緊急輸送路の確保 

(門別警察署、施設部) 
⇒ ⇒ ⇒  

輸送対策 

緊急的な輸送 

(施設部) 
  

 

緊急輸送車両の確保 

(施設部) 
 

緊急輸送 

(総務部、施設部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

緊急拠点の設置 

(福祉部) 
 

※ 交通・緊急輸送対策の詳細については、第３章第２節第１１「交通・緊急輸送対策」を

準用するものとする。 
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第１２ 災害時の警備対策 

災害発生時、犯罪の予防と防止のため、必要となる被災地や避難所等で行う治安警備と警

備については、次のとおりとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

災害時の警備 

災害警備体制の確立 

(門別警察署、防犯協会) 
  

被災地・避難所の警備 

(門別警察署、防犯協会) 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

※ 災害時の警備対策の詳細については、第３章第２節第１２「災害時の警備対策」を準用

するものとする。 
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第１３ 生活救援対策 

大規模な地震が発生し、ライフラインや流通機構が機能しなくなった場合、被災者に対す

る飲料水、食料、生活必需品の供給などを行うのに必要な需要の把握、物資等の確保、被災

者への供給方法等については、次のとおりである。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

飲料水、生活

用水の供給 

緊急給水 

(民生部、施設部) 
  

 

飲料水、生活用水の給水 

(民生部、施設部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

 
生活用水の給水の拡大 

(民生部、施設部) 

食料の供給 

食料の供給 

(民生部) 
  

 

食料の需要の把握 

(民生部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

食料の確保 

(総務部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

食料の供給 

(民生部) 
 

炊出しの実施 

(民生部) 
 

生活必需品の

供給 
 

生活必需品の需要把握 

(民生部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

生活必需品の確保 

(福祉部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

生活必需品の供給 

(民生部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

救援物資の受

入 
 

救援物資の受入 

(福祉部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

※ 生活救援対策の詳細については、第３章第２節第１３「生活救援対策」を準用するもの

とする。 
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第１４ 建物・住宅対策 

地震により、被災した建物の余震等による被害防止のための危険度判定と住家が損壊した

被災者への住宅修理や応急仮設住宅の供給、被災建物の解体・撤去等の実施については、次

のとおりとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

被災建物の応急

危険度判定 

 
被災建物の応急危険度判定

士の確保(施設部) 
 

 
被災建物の応急危険度判定

の実施(施設部) 
 

  
建物の解体、撤去 

(施設部) 

仮設応急住宅の

設置 
 

応急仮設住宅需要把握 

(施設部) 
 

応急仮設住宅用地の確保 

(施設部) 
 

 

応急仮設住宅の建設 

(施設部) 

応急仮設住宅の管理及び入

居者選定 

(施設部) 

被災住宅の修理   
被災住宅の修理 

(施設部) 

住宅の確保   

公営・民間住宅の確保 

(施設部) 

公営・民間住宅の入居物の

選定 (施設部) 

※ 建物・住宅対策の詳細については、第３章第２節第１４「建物・住宅対策」、第１５「被

災宅地安全対策」を準用するものとする。 

 



第４章 震災対策    

第２節 災害応急対策 

 - 198 - 

第１５ 衛生・防疫・清掃等対策 

地震発生時の被害により、ライフライン等の機能は低下し、衛生条件は悪化する。このた

め必要となる衛生・防疫対策・し尿対策・ゴミ収集等の実施については、次のとおりとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

衛生・防疫対策  

食中毒の予防 

(民生部) 
 

被災者等の保健衛生 

(民生部、福祉部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

 
被災地の防疫活動 

(民生部、福祉部、産業経済部) 

し尿対策  

仮設トイレの設置 

(民生部) 
 

し尿の処理 

(民生部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

清掃対策  

生活ゴミの処理 

(民生部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

 
災害廃棄物処理の計画、実施 

(民生部) 

※ 衛生・清掃・防疫等対策の詳細については、第３章第２節第１６「衛生・清掃・防疫等

対策」を準用するものとする。 
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第１６ 災害ボランティアの活用 

地震災害発生時には、全国から各種団体・個人ボランティアの申し出があり、これらを効

果的に活用することが、被災者等の負担の軽減と早期復旧につながることとなり、ボランテ

ィアの活動範囲・受入・支援体制等については、次のとおりとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

ボランティア

の活用 
 

ボランティアへの対応 

(福祉部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

災害ボランティア対策本部の設置 

(日高町社会福祉協議会) 
⇒ ⇒ ⇒ 

ボランティアの活動 

(福祉部、日高町社会福祉協議会) 
⇒ ⇒ ⇒ 

※ 災害ボランティアの活用の詳細については、第３章第２節第１７「災害ボランティアの

活用」を準用するものとする。 
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第１７ 要配慮者対策 

地震発生時の障害者・高齢者・乳幼児・妊婦・外国人等の要配慮者に対する被災直後の安

全確認、避難所での生活支援等の対策については、次のとおりとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

要配慮者へ

の対応 

要配慮者の安全確認 

(福祉部) 
  

 

避難所の要配慮者の援護 

(福祉部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

巡回ケア・広報・窓口相談の設置 

(福祉部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

要配慮者への福祉仮設住宅供給

及びケア対策 

(福祉部、施設部) 

⇒ ⇒ ⇒ 

※ 要配慮者対策の詳細については、第３章第２節第１８「要配慮者対策」を準用するもの

とする。 
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第１８ 公共機関･施設等の応急対策 

大地震発生後、水道・電気・電話・ガス等の各公共機関・施設の管理者は、それぞれの「防

災業務計画」等に基づき、被害状況の把握と応急復旧対策については、次のとおりとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

水道・雑排水施

設 

上水道・下水道・雑排水施設

の応急対策 

(施設部) 

⇒ ⇒ ⇒  

 

上水道・下水道・雑排水施設

の復旧対策 

(施設部) 

⇒ ⇒ ⇒ 

電気・電話・ガ

ス等 

電気・電話・ガスの応急対策 

(北海道電力㈱富川営業所、

ＮＴＴ東日本北海道事業部

苫小牧支店、北海道エルピー

ガス協会日高支部) 

⇒ ⇒ ⇒  

 

電気・電話・ガスの復旧対策 

(北海道電力㈱富川営業所、

ＮＴＴ東日本北海道事業部

苫小牧支店、北海道エルピー

ガス協会日高支部) 

⇒ ⇒ ⇒ 

道路・橋梁 

道路・橋梁の応急対策 

(施設部) 
⇒ ⇒ ⇒  

 
道路・橋梁の復旧対策 

(施設部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

河川・海岸・急

傾斜地等指定

地 

河川・海岸・急傾斜地等指定

地の応急対策 

(産業経済部、施設部) 

⇒ ⇒ ⇒  

 

河川・海岸・急傾斜地等指定

地の復旧対策 

(産業経済部、施設部) 

⇒ ⇒ ⇒ 

鉄道 

鉄道の応急対策 

(北海道旅客鉄道㈱日高線運

輸営業所静内駅) 

⇒ ⇒ ⇒  

 
鉄道の復旧対策 

(ＪＲ北海道) 
⇒ ⇒ ⇒ 

その他公共施

設 

その他の公共施設の応急対

策 

(各施設管理者) 

⇒ ⇒ ⇒  

 

その他の公共施設の復旧対

策 

(各施設管理者) 

⇒ ⇒ ⇒ 

※ 公共機関･施設等の応急対策の詳細については、第３章第２節第１９「公共機関･施設等

の応急対策」を準用するものとする。 
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第１９ 文教対策 

地震発生時、学校等の施設では、幼児・児童・生徒の安全確保を最優先で行うものとし、

又、避難所開設への協力と教育活動の早期再開に向けた対策については、次のとおりとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

応急教育対策 

学校の災害直後の措置 

(教育部) 
  

 
児童・生徒・教職員の安否確認 

(教育部) 
 

 
応急教育の実施 

(教育部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

応急保育対策 

保育所の災害直後の措置 

(福祉部、教育部) 
  

 
幼児・職員の安否確認 

(福祉部、教育部) 
 

 
応急保育の実施 

(福祉部、教育部) 
⇒ ⇒ ⇒ 

避難所支援対策 
避難所開設への支援 

(教育部) 
  

※ 文教対策の詳細については、第３章第２節第２０「文教対策」を準用するものとする。 
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第２０ 農林漁業対策 

地震災害発生時には、農作物や家畜等への対応も必要となり、家畜の飼料確保や農林漁業

施設等への対策については、次のとおりとする。 

実施項目 初期活動期 応急活動期 復旧活動期 

農林漁業対策  

農林漁業の被害調査 

(産業経済部) 
 

飼料の確保 

(産業経済部) 
 

 
農林漁業施設の防疫 

(産業経済部) 

※ 農林漁業対策の詳細については、第３章第２節第２１「農林漁業対策」を準用するもの

とする。 
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第２１ 飼育動物対策 

災害時の被災地における飼育動物の対応策については、次のとおりとする。 

実  施  内  容 実  施  担  当  等 

１ 飼育動物の取扱い 民生部 

２ 逸走犬等の確保、保護及び収容 民生部 

３ 特定動物の逸走に伴う措置 各担当部 

※ 飼育動物対策の詳細については、第３章第２節第２２「飼育動物対策」を準用するもの

とする。 
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第２２ 障害物除去対策 

大規模な地震により山崩れ等が発生し、道路、住宅又はその周辺に運ばれた土砂、樹木等

で著しい障害を及ぼしているものの除去については、次のとおりとする。 

実施項目等 実 施 内 容 等 担 当 部 局 等 

障害物の除去 

障害物除去の対象 民生部、施設部 

障害物除去の方法 民生部、施設部 

除去した障害物の集積場所 民生部、施設部 

※ 障害物除去対策の詳細については、第３章第２節第２５「障害物除去対策」を準用する

ものとする。 
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第２３ 救助法の適用 

大規模な災害が発生した場合の災害救助(各種応急対応)は、救助法により国の責任におい

て行われることとなっている。救助法の適用基準、災害救助の内容、手続きの方法等につい

ては、次のとおりとする。 

実施項目等 実 施 内 容 等 担 当 部 局 等 

救助法の適用 

救助法の適用基準  － 

救助法の適用手続き 福祉部 

救助法による救助内容等  － 

救助業務の実施者 関係各対策部 

※ 救助法の適用の詳細については、第３章の第２節第２３「救助法の適用」を準用するも

のとする。 
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第３節 災害復旧対策 

第１ 町民生活安定のための緊急措置 

実 施 項 目 等 担  当  部  局  等 

被災者の生活確保 

総務課、子育て福祉課、健康増進課、農務課、経済観

光課、税務課、地域住民課、日高西部消防組合、公共

職業安定所、日高町社会福祉協議会、郵便局、日本放

送協会、ＮＴＴ東日本、北海道電力㈱ 

農林漁業関係対策 農務課、経済観光課、地域経済課 

中小企業関係対策 農務課、経済観光課、地域経済課 

義援金受入・配分 総務課、企画財政課、子育て福祉課、会計課 

※ 町民生活安定のための緊急措置の詳細については、第３章第３節第１「町民生活安定対策」

を準用するものとする。 
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第２ 災害復旧事業対策 

対 策 事 業 等 担 当 部 局 等 

災害復旧事業計画 企画財政課、関係各課 

災害復旧予算措置 企画財政課、関係各課 

※ 災害復旧事業対策の詳細については、第３章第３節第２「災害復旧事業対策」を準用する

ものとする。 
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第３ 災害復興事業対策 

対 策 事 業 等 担 当 部 局 等 

災害復興事業の推進 企画財政課、関係各課 

※ 災害復興事業対策の詳細については、第３章第３節第３「災害復興事業対策」を準用す

るものとする。
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第５章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

本章は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画について定めたものである。 

 

第１節 総則 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、

平成 16年４月に「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措

置法（平成 16年法律 27号）」（以下「日本海溝特措法」という。）が公布され、平成 17年９月に

施行された。日本海溝特措法第３条の規定に基づき、平成 18年２月 17日に当町を含む北海道、

宮城県、岩手県、青森県、福島県の 107市町村が日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推

進地域（以下「推進地域」という。）として指定された。 

推進地域においては、国、地方公共団体、民間事業者等が各種計画を策定し、それぞれの立場

から地震防災対策を推進することとなっている。 

本章は、日本海溝特措法第６条の規定に基づき策定する推進計画として位置付ける。なお、地

震に対しての災害予防対策、災害応急対策等の基本的事項について町地域防災計画（第３章）に

明記されていることから、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に対する対策についても通常の地

震対策については参照する町地域防災計画の個所を記載する。 

 

第１ 推進計画の目的 

この計画は、日本海溝特措法第６条第１項の規定に基づき、推進地域について、日本海溝・

千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項、

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する

事項等を定め、当町における地震防災体制の推進を図ることを目的とする。 

 

第２ 推進地域 

日本海溝特措法第３条に基づき指定された本道の推進地域の区域は、次表のとおりである。 

《 本道の推進地域 》（平成 18年４月３日・内閣府告示 58号） 

函館市、釧路市、帯広市、苫小牧市、根室市、北斗市、厚真町、むかわ町、日高町、 

新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、

新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、 

本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、 

白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 

当町の地域に係る地震防災に関し、防災関係機関並びに当町の区域内の公共的団体その他防

災重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱は、第１章第２節「防災関係機関等の

処理すべき事務又は業務の大綱」に定めるところによる。 
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第２節 災害対策本部等の設置等 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震又は当該地震と判定されうる規模の地震（以下、本章にお

いて「地震」という。）の発生に係る災害対策本部の設置等については、本章の定めによるほか、

第４章第２節「災害応急対策」に定めるところによる。 

 

第１ 災害対策本部等の設置 

町長は、地震が発生したと判断したときは、基本法に基づき、直ちに災害対策本部及び必要

に応じて現地災害対策本部（以下「本部等」という。）を設置し、的確かつ円滑にこれを運営す

るものとする。 

ただし、地震による揺れが震度５弱以上に至らない場合であっても、津波警報が発表された

ときは、必要に応じて非常配備体制を強化するものとする。 

 

第２ 災害対策本部等の組織及び運営 

本部等の組織及び運営は、基本法及び日高町災害対策本部条例に定めるところによるほか、

その組織計画については、第２章第１節「組織計画」に定めるところによる。 

 

第３ 災害応急対策要員の参集 

町長は、通常の交通機関の利用ができない事情等の発生の可能性を勘案し、配備体制及び参

集場所等の職員の参集計画を定めるものとし、配備基準については、第４章第２節第１「災害

応急体制」に定めるところによる。 

職員は、地震発生後の情報等の収集に積極的に努め、参集に備えるとともに、発災の程度を

勘案し、動員命令を待つことなく、自己の判断により定められた場所に参集するよう努めるも

のとする。 
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第３節 地震発生時の応急対策等 

地震災害に対しとるべき迅速かつ効果的な応急対策活動は、本章の定めのほか、第４章第２節

「災害応急対策」に定めるところによる。 

 

第１ 地震発生時の応急対策 

１ 災害情報等の収集・伝達 

(1) 情報の収集・伝達 

地震・津波や被害状況等の情報の収集・伝達については、被災の状況により通常使用  

している情報伝達網が寸断されることを考慮し、その規模を把握するための情報を収集

するよう留意するとともに、被害の詳細が把握できない断続的な情報であっても、当該

情報の迅速な報告に努め、それぞれが有する情報組織及び通信機器等を全面的に活用し、

災害の状況及びこれらに対してとられた措置に関する情報を収集し、又は伝達すること

とする。 

特に避難勧告・津波警報等の沿岸部住民等への迅速かつ確実な伝達手段として、町防 

災行政無線等の整備を図るとともに、有線系や携帯電話も含め、多様な手段の整備に努

めるものとする。 

情報の収集・伝達における役割、地震・津波や被害状況等の情報の収集・伝達につい

ては、第４章第２節第２「地震・津波情報の収集・伝達対策」に定めるところによる。 

(2) 避難のための勧告及び指示 

① 町長 

ア 町長は、津波警報が発表された場合又は海面監視により異常現象を発見した場合、

海浜等にある者、海岸付近の住民等に対して、直ちに退避し、安全な場所に避難する

よう勧告又は指示を行う。また、津波来襲が切迫している場合にあっては、必要に応

じ最寄りの高い建物などに緊急避難するよう指示するものとする。 

イ 町は、強い地震（震度４程度以上）を感じたとき、又は弱い揺れであっても長い時

間ゆっくりとした揺れを感じたときは、海浜等にある者、海岸付近の住民等に対し、

海岸等からの退避、テレビ・ラジオの聴取等警戒体制をとるよう周知するものとし、

町長は、必要と認める場合には、直ちに退避し、安全な場所に避難するよう勧告又は

指示を行うものとする。 

ウ 避難の勧告等は、災害の状況及び地域の実情に応じ、町防災行政無線や広報車など、

あらゆる伝達手段を活用して、対象地域の住民等に迅速かつ的確に伝達する。 

② 知事 

知事は、地震発生時に、当該災害の発生により町長が避難のための立退きの勧告又は

指示に関する措置ができない場合は、町長に代わってこれらの措置を実施する。 

③ 警察官又は海上保安官 

町長から要請があったとき又は町長が立退きを指示することができないと認めると  

きは、住民等に対して避難のための立退きを指示するものとし、その場合、直ちにその

旨を町長に通知するものとする。通知を受けた町長は、その旨を日高振興局長に報告す

る。 

警察官は、災害により危険な事態が発生し、特に急を要する場合は、危害を受けるお

それのある者を避難させるものとする。 

④ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 

地震発生により危険な事態が発生し、特に急を要する場合において、警察官又は町職

員がその場にいないときは、危害を受けるおそれのある者を避難させるものとする。 

(3) このほか、地震発生時の避難勧告等の伝達方法等については、第４章第２節第２「地震・
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津波情報の収集・伝達対策」に定めるところによる。 

２ 施設の緊急点検・巡視等 

町は、必要に応じて、通信施設、水門等の津波防災施設、公共施設等、特に防災活動の拠

点となる公共施設等及び避難場所に指定されている施設の緊急点検・巡視等を実施し、当該

施設の被災状況等の把握に努めるものとする。 

 

３ 二次災害の防止 

町は、地震・津波による危険物施設等における二次災害防止のため、必要に応じて施設の

点検・応急措置、防災関係機関との相互協力等を実施する。 

また、土砂災害の防止や倒壊物の飛散による被害の防止、ライフライン復旧時における火

災警戒等について、防災関係機関と連携し、必要な措置を講ずるものとする。 

津波に伴う物資等の散乱・漂流による輸送活動の支障、流出油等による海上汚染や火災の

発生等、予想される二次災害の拡大を防止するため、防災関係機関と連携し、必要な措置を

講じることとする。 

二次災害の防止に係る活動に当たっては、要員の安全確保に配慮するものとする。 

 

４ 救助・救急・消火・医療活動 

地震では、広域かつ甚大な被害が発生するおそれがあり、災害状況によっては、被災地の

応急対策活動に時間を要する可能性があることを踏まえ、防災関係機関等が全力を挙げて対

応するのはもとより、住民、自主防災組織、事業所等においても可能な限り人命活動、出火

防止及び初期消火、延焼防止に努めるものとする。 

消防機関や警察などをはじめとする救助機関は、各機関相互の情報交換、担当区域の割り

振りなど円滑な連携の下に、迅速な救助活動を実施するものとする。 

道、町、日本赤十字社北海道支部、医療機関、医療関係団体等は、相互の連携の下に、迅

速かつ円滑な医療救護活動を実施するものとする。 

消防機関は、必要に応じ他の消防機関等との相互応援協力を得るなどして、消防力を結集

し、その全機能をあげて消防活動を実施するものとする。 

このほか、救助・救急・消火・医療活動については、第３章第２節第６「消防活動」、同第

７「救助・捜索」、同第８「応急医療・救護対策」に定めるところによる。 

 

５ 物資調達 

町は、発災後適切な時期において、町が所有する公的備蓄量及び企業や近隣市町村との協定

等により調達可能な流通備蓄量等について、主な品目別に確認し、その不足に対する供給を道

に要請を行う。 

物資調達活動については、第３章第２節第１３「生活救援対策」に定めるところによる。 

 

６ 輸送活動 

地震により広域かつ甚大な被害が発生するおそれがあることを考慮し、道や公共団体等と連

携し活動を行うこととする。その活動については、第３章第２節第１１「交通対策・緊急輸送

対策」に定めるところによる。 

 

７ 衛生・防疫・清掃等対策 

地震により広域かつ甚大な被害が発生するおそれがあることを考慮し、道や公共団体等と連

携し活動を行うこととする。その活動については、第３章第２節第１６「衛生・防疫・清掃等

対策」に定めるところによる。 
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第２ 資機材、人員等の配備手配 

１ 物資等の調達手配 

町は、地震発生後に行う災害応急対策に必要な物資、資機材（以下「物資等」という。）の

確保に努める。また、町内の居住者、公私の団体（以下「居住者等」という。）及び観光客、

釣り客やドライバー等（以下「観光客等」という。）に対する応急救護及び地震発生後の被災

者の救護を実施するにあたり、必要な物資等が不足する場合は、道や関係機関等に供給の要

請を行う。 

 

２ 人員の配備 

町は、第４章第２節第１「災害応急体制」に定める配備体制により人員の配置を行い、人

員の配備状況を道に報告する。 

 

第３ 他機関に対する応援要請等 

町が災害応急対策の実施のため必要な協力を得ることに関し締結している応援協定又は知事

に対する自衛隊の災害派遣要請については、第３章第２節第５「応援・派遣要請と受入れ」に

定めるところによる。 

町は必要があるときは、上記の応援協定等に従い応援を要請するものとする。 
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第４節 津波からの防護及び円滑な避難の確保 

地震が発生した場合、地震の大きさや、気象状況等にもよるが、数分程度で当町に津波が来襲

することが想定される。しかし、当町の津波被害は、津波到来までの間に住民の円滑な早期避難

により、大幅に軽減できると考えられる。 

このことから、津波来襲に備え、施設の維持管理の徹底や操作体制の充実を図るとともに、住

民の円滑な避難の確保を図る。地震による道路、公園、河川、漁港等の公共施設の被害は、震災

時の避難、応急復旧などの障害になるばかりでなく、町民の社会・経済活動上、計り知れない影

響を及ぼすことが予想される。したがって、震災後のこれら施設の早期復旧はもちろん重要であ

るが、これら施設の耐震性の強化を図るなど被害を最小限にとどめる諸対策を講ずる。 

 

第１ 津波からの防護のための施設の整備等 

１ 整備方針 

(1) 施設整備の推進 

河川、海岸及び漁港の管理者は、津波による被害を防止・軽減するための防潮堤・堤 

防・水門等の点検や自動化・遠隔操作化、防潮堤・堤防の補強等必要な施設整備を推進

する。 

(2) 施設管理の徹底 

河川、海岸及び漁港の管理者は、津波発生時の迅速な対応が可能となるよう、定期的  

な施設の点検や門扉等閉鎖体制の確立等、施設管理の徹底を行うこととする。また、門

扉等閉鎖手順を定めるにあたっては、水門等の閉鎖に係る操作員の安全管理に配慮する。 

(3) 被災防止措置 

河川、海岸及び漁港の管理者は、地震が発生した場合、工事中の場合は工事の中断等

の措置を講ずるとともに、状況に応じ水門を閉鎖するものとする。特に、冬期において

も積雪や凍結の影響により水門等の閉鎖に支障をきたすことなく、確実に作動するよう

配慮する。また、内水排除施設等は、施設の管理上必要な操作を行うための非常用発電

装置の整備、点検その他所要の被災防止措置を講じておくものとする。 

(4) 海岸保全施設の整備 

町は、津波により孤立が懸念される地域の漁港等の整備を行うこととし、その整備方 

針及び計画については、第４章第１節第１「地震に強いまちづくり」に定めるところと

する。 

(5) 防災行政無線の整備等 

町は、津波警報等の住民等への迅速な伝達を行うため、町防災行政無線の整備等を行 

うこととし、その整備等の方針及び計画については、第３章第１節第９「情報通信の整

備」に定めるところとする。 

 

第２ 津波に関する情報の伝達等 

津波に関する情報の伝達に係る基本的事項は、第４章第２節第２「地震・津波情報の収集・

伝達対策」のとおりとするほか、次の事項にも配慮する。 

① 津波に関する情報が、居住者等及び観光客等並びに防災関係機関に対し、正確かつ広範に

伝達されること。また、外国人や障害者等にも的確に伝わること等に配慮すること。 

② 居住者等及び観光客等は、強い地震（震度４程度以上）を感じたとき、又は弱い揺れであ

っても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、自ら津波に対する警戒体制をとり、海

浜等から退避するとともに、テレビ・ラジオからの津波に関する情報の入手や道及び市町村

等による津波に関する情報の伝達を受け、必要に応じた迅速な避難行動に備えるよう努める

ものとする。 
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③ 道等から津波警報等の伝達を受けた場合は、速やかにその内容に応じた適切な措置を講ず

るとともに、居住者等及び観光客等並びに防災関係機関に対し必要な情報を周知徹底するも

のとし、休日・夜間等の勤務時間外や停電時の対応を含め、的確な伝達体制を整備するもの

とする。 

④ 関係機関と連携し、船舶や漁船等に対して速やかに津波警報等の伝達を行うとともに、こ

の場合において、予想される津波の高さ、到達時間等を踏まえ、陸から離れた水深の深い安

全水域への避難等のとるべき措置を併せて示すことに配慮するものとする。 

⑤ 町及び防災関係機関は、管轄区域内の被害状況を迅速・確実に把握するための情報収集の

経路及びその方法を点検し、災害情報収集伝達訓練等を通じて円滑な情報伝達体制を整備す

るものとする。 
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第３ 避難対策等 

津波注意報、津波警報及び地震情報が発表された場合、直ちに警戒態勢を整えるとともに、

被害の発生を最小限に食い止めるため避難広報・避難活動を迅速に実施する。 

 

１ 避難計画の作成 

町は、津波浸水域予測図等を基に、次の事項などを明らかにした避難計画を作成するとと

もに津波に関する被害想定や避難に関する情報等を視覚的に表したハザードマップを作成し、

住民への周知に努めるものとする。 

また、各種防災施設の整備等の状況や防災訓練などによる検証を通じて避難計画の内容を

見直していくとともに、沿岸地域住民が主体的に策定する避難計画、津波避難マップづくり

を支援する。 

避難対象地区の居住者等は、避難地、避難路、避難方法及び家族との連絡方法等を平常時

から確認しておき、津波が来襲した場合の備えに万全を期すよう努めるものとする。 

① 地区の範囲 

② 想定される危険（浸水域）の範囲 

③ 津波からの避難場所（屋内、屋外の種別） 

④ 避難場所に至る経路 

⑤ 避難の勧告又は指示の伝達方法 

⑥ 避難場所にある設備、物資等及び避難場所において行われる救護の措置等 

⑦ その他避難に関する注意事項（集団避難、防火、防犯、持出品、服装、車の使用禁止

等） 

 

２ 避難の勧告・指示の発令 

町長は、全体の状況把握に努め、次の点に留意し、適切に避難の勧告及び指示を行うもの

とする。 

① 要配慮者に対する支援や外国人、出張者及び旅行者等に対する誘導などについて、支

援を行う者の避難に要する時間に配慮しつつ適切な対応を実施する。 

② 避難路となる道路のうち道が管理するものについて、除雪・防雪・凍雪害防止のため

必要な措置 

③ 避難に当たり他人の介護を必要とする者を収容する施設のうち道が管理するものにつ

いて、収容者の救護のため必要な措置 

④ 強い地震（震度４程度以上）を感じたとき、又は弱い揺れであっても長い時間ゆっく

りとした揺れを感じたときで、必要と認めるとき 

 

３ 避難場所の指定 

町は、耐震性に配慮した屋内避難施設を定めるとともに、要配慮者の保護に関し、必要な

整備に努めるものとする。また、高台への避難に相当な時間を要する平野部などにおける避

難場所の指定にあたっては、耐震性・耐浪性や浸水深に配慮したうえで建築物を避難場所に

指定するいわゆる津波避難ビルの活用、人工高台の整備等を進めるものとする。 

また、あらかじめ指定した避難場所には標識等を設置し、関係住民に対して周知を図る。 
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４ 避難場所の維持・運営 

町は、避難場所を開設した場合は、当該避難場所に必要な設備及び資機材の配備、食料等

生活必需品の調達、確保並びに職員の派遣を行うものとする。なお、避難場所への津波警報

等の情報の提供、特に冬期の暖房等の避難生活環境の確保について配慮するものとする。 

また、避難した居住者等に対し避難場所の運営に協力を求めることとし、第３章第２節第

９「警戒区域の設定・避難活動・避難所運営」に定めるところによる。 

 

５ 避難場所における救護 

避難場所での救護に当たっては、次の点に留意するものとする。 

(1) 町が避難場所において避難者に対し実施する救護の内容は次のとおりとする。 

① 収容施設への収容 

② 飲料水、主要食糧及び毛布の供給 

③ その他必要な措置 

(2) 町は(1)に掲げる救護に必要な物資、資機材の調達及び確保を図るため、次の措置をと

るものとする。 

① 流通在庫の引き渡し等の要請 

② 道に対し、道及び他の市町村が備蓄している物資等の供給要請 

③ その他必要な措置 

 

６ 要配慮者の避難支援 

他人の介護等を要する者に対しては、支援を行う者の避難に要する時間に配慮しつつ、次

の点に留意するものとする。 

(1) 町は、あらかじめ町内会・自治会、自主防災組織単位に、他人の介護を要する要配慮者

の人数及び介護者の有無等の把握に努める。 

(2) 津波の発生のおそれにより、町長より避難の勧告又は指示が行われたときは、(1)に掲

げる者の避難場所までの介護及び担送は、原則として本人の親族又は本人が属する自主防

災組織等が指定する者が担当するものとし、町は介護又は担送に必要な資機材の整備に努

めることとする。 

(3) 地震が発生した場合、町は(1)に掲げる者を収容する施設のうち自ら管理するものにつ

いて、収容者等に対し必要な救護を行うものとする。 

 

７ 避難誘導等 

自主防災組織及び事業所等の自衛消防組織は、避難の勧告又は指示があったときは、あら

かじめ定めた避難計画及び本部等の指示に従い、住民、従業員、入場者等の避難誘導のため

必要な措置をとるものとする。 

町は、あらかじめ関係事業者と協議して、外国人、出張者等に対する避難誘導等の対応に

ついて定めるものとする。 

町は、現地の地理に不案内な観光客等に対しては、パンフレットやチラシを配布したり、

津波注意や津波避難場所を示す標識を設置するなどして、円滑な避難誘導のための環境整備

に努めるものとする。また、津波注意及び津波避難場所等を示す標識の設置にあたっては、

国が示した統一標識のデザインを使用するよう留意するものとする。 

町は、避難路の除雪・防雪・凍雪害防止のため必要な措置を講ずるものとする。 
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８ 避難意識の普及啓発等 

町は、居住者等が津波来襲時に的確な避難を行うことができるよう、避難訓練、津波ハザ

ードマップの整備、ワークショップの開催等を通じて、津波避難に関する意識啓発を実施す

る。 

《 考えられる訓練内容 》 

津波予報、津

波情報等の収

集、伝達 

初動体制や情報の収集・伝達ルートの確認、操作方法の習熟の他、町防災

行政無線の可聴範囲の確認、住民等への広報文案の適否（平易で分かりや

すい表現か）等を検証する。 

津波避難訓練 避難計画において設定した避難経路や避難路を実際に避難することによ

り、ルートや避難標識の確認、避難の際の危険性等を把握しておく。歩行

困難な者にとっては、最短距離のルートが最短時間のルートとは限らな

い。場合によっては民有地等に避難する必要があり、地域社会の中で理解

を得ておく必要がある。また、夜間訓練等の実施により街灯等の確認も必

要である。 

津波防災施設

操作訓練 

誰が、何時、どのような手順で閉鎖操作等を実施するのか。津波予想到達

時間内に操作完了が可能か。地震動等により操作不能となった場合の対応

はどうするか。などの現実に起こり得る想定の中で訓練を実施する。 

津波監視訓練 高台等の安全地域からの目視、監視用カメラ、検潮器等の津波観測機器を

用いて、津波監視の方法の習熟、監視結果の把握・理解、災害応急対策へ

の活用等について訓練を実施する。 

《 一般住民に対する内容 》 

◇ 強い地震(震度 4 程度以上)を感じたとき、または弱い地震であっても比較的長い時間

ゆっくりとした揺れを感じたときは、直ちに海岸から離れ、急いで安全な場所に避難する。 

◇ 正しい情報をラジオ、テレビ、防災行政無線放送等を通じて入手する。 

◇ 地震を感じなくても、津波予報が発表されたときは、直ちに海岸から離れ、急いで安全

な場所に避難する。 

◇ 地震の揺れのわりに大きな津波を発生させる「津波地震」についても注意する。 

◇ 津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報解除まで気をゆるめない。 

◇ 津波注意報でも海水浴や磯釣り等は危険なので行わない。 

◇ 過去の経験から、「津波は引き波から始まる」と言い伝えられているが、押し波から始

まることもあることから、誤った認識により不適切な行動を取らない。 

《 船舶に対する内容 》 

◇ 強い地震(震度 4 程度以上)を感じたとき、または弱い地震であっても比較的長い時間

ゆっくりとした揺れを感じたときは、津波が来る恐れがあることを念頭に、ラジオ、テレ

ビ、無線放送等を通じて情報入手に努める。 

◇ 津波予報が発令された場合、津波到達予想時刻を考慮のうえ、退避可能なときは直ちに

港外(水深の深い、広い海域)へ退避し、それが困難なときは増し舫いを取る等、可能な流

出防止措置を講じて高台へ避難する。なお、これらの措置を講ずる暇がない場合は、直ち

に高台へ避難する等、人命を最優先に対処する。 

◇ 津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報解除まで気をゆるめない。 

このほか、避難対策等については、第３章第１節第７「避難のための環境整備」、同第１０

「応急対策のための環境整備」、第３章第２節第９「警戒区域の設定・避難活動・避難所運営」、

同第１２「災害時の警備対策」に定めるところとする。 



第５章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第４節 津波からの防護及び円滑な避難確保        

 - 223 - 

第４ 消防機関等の活動 

１ 重点事項 

消防機関及び水防団は、津波からの円滑な避難の確保等のために講ずる措置について、次

の事項を重点としてその対策を定めるものとする。 

① 津波警報等の情報の的確な収集及び伝達 

② 津波からの避難誘導 

③ 土嚢等による応急浸水対策 

④ 自治会・町内会、自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する指導 

⑤ 救助・救急等 

 

２ 動員、配備 

消防機関は、必要な動員、配備及び活動計画を消防計画に定めるものとする。 
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第５ 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

１ 水道 

水道事業の管理者は、津波からの円滑な避難を確保するため、水道管の破損等による二次

災害を軽減させるための措置を実施するものとする。 

 

２ 電気 

電気事業者は、津波警報等の伝達や円滑な避難を確保するため、確実に電力が供給できる

よう、また、機能が停止した場合でも早期に復旧できるよう、電力供給や早期復旧のための

体制確保等必要な措置を講じるものとする。 

 

３ ガス 

ガス事業の管理者は、津波からの円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害防止のた

めの利用者によるガス栓閉止、液化石油ガスボンベの転倒防止等の必要な措置に関する広報

を実施するものとする。 

 

４ 通信 

電気通信事業者は、津波警報等の情報を確実に伝達するために必要な通信を確保するため、

通信の確保等の対策を実施する。 

 

５ 放送 

放送事業者は、防災関係機関と協力して、被害に関する情報、交通に関する情報、避難場

所に関する情報、津波に関する情報等、居住者等及び観光客等が津波からの円滑な避難に必

要な情報提供に努めるよう留意するものとする。 

また、地震・津波等に伴う避難勧告・指示等について町から放送の依頼があった場合には、

放送を通じた避難勧告・指示等の情報伝達に努めるものとする。 

放送事業者は、発災後も円滑に放送を継続し、津波警報等を報道できるようあらかじめ、

必要な要員の配置、施設等の緊急点検その他の被災措置を講ずるものとする。 

 

６ 応急復旧等 

このほか、水道、電気、ガス、通信、放送に関する施設の応急復旧等については、第３章

第２節第１９「公共機関・施設等の応急対策」に定めるところによる。 
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第６ 交通対策 

１ 道路 

道路管理者は、津波来襲により危険度が高いと予想される区間及び避難路としての使用が

予定されている区間についての交通規制の内容をあらかじめ計画するとともに周知する。 

道路管理者は、避難所へのアクセス道路等について、除雪・防雪・凍雪害防止のため必要

な措置を講ずるものとする。 

 

２ 海上 

浦河海上保安署及び漁港管理者は、海上交通の安全を確保するため、必要に応じて船舶交

通の輻輳が予想される海域における船舶交通の制限、漂流物発生対策等の措置を講ずるとと

もに、津波による危険が予想される地域から安全な海域へ船舶を退避させる等の措置につい

て、予想される津波の高さ、到達時間等を踏まえ具体的に定め、これに基づき必要な措置を

行う。 

 

３ 鉄道 

鉄道事業者は、走行路線に津波の発生により危険度が高いと予想される区間がある場合、

津波の来襲や津波来襲後の漂流物により運行に支障が生じた場合等における運行の停止その

他運行上の措置及び漂流物発生対策等の措置を行うとともに、走行中の列車の乗客や駅等に

滞在する者の避難誘導を行う。 

 

４ 交通応急対策等 

このほか、地震・津波の発生に伴う交通応急対策等については、第３章第２節第１１「交

通対策・緊急輸送対策」に定めるところによる。 
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第７ 町が管理又は運営する施設に関する対策 

１ 不特定多数かつ多数の者が出入りする施設 

町が管理する庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、図書館、病院、

学校等の管理上の措置はおおむね次のとおりである。 

(1) 各施設に共通する事項 

ア 津波警報等の入場者等への伝達 

なお、伝達方法等については、次の事項に留意する。 

① 来場者等が極めて多数の場合は、これらの者が円滑に避難行動をとり得るよう適

切な伝達方法を考慮すること。 

② 避難地や避難経路、避難対象地区、交通規制状況その他必要な情報を併せて伝達

するよう努めること。 

③ 施設が海岸近くにある場合には、強い地震を感じたとき、又は弱い地震であって

も長いゆっくりとした揺れを感じたときは、津波警報が発表される前であっても、

直ちに避難するよう来場者等に対し、伝達する方法を明示すること。 

イ 入場者等の安全確保のための退避等の措置 

ウ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

エ 出火防止措置 

オ 水、食料等の備蓄 

カ 消防用設備の点検、整備 

キ 非常用発電装置の整備、町防災行政無線、テレビ・ラジオ・パソコンなど情報を入手

するための機器の整備 

ク 防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報 

(2) 病院 

重症患者、移動することが不可能又は困難な者の安全確保のための必要な措置を行う。 

(3) 学校 

災害発生時の避難所となる学校にあっては、避難の安全に関する措置を行うとともに、

避難住民等の受入等に協力する。また、学校に保護を必要とする生徒等がいる場合、こ

れらの者に対する保護の措置を行う。 

(4) 社会福祉施設 

社会福祉施設にあっては重度障害者、高齢者等、移動することが不可能又は困難な者 

の安全の確保のための必要な措置を行う。なお、施設ごとの具体的な措置内容は施設ご

とに別に定める。 

 

２ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

(1) 災害対策本部等設置施設 

本部等がおかれる庁舎等の管理者は、１の(1)に掲げる措置をとるほか、次に掲げる措

置をとるものとする。 

また、本部等を町が管理する施設以外の施設に設置する場合は、その施設の管理者に 

対し、同様の措置をとるよう協力を要請するものとする。 

① 自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 

② 無線通信機等通信手段の確保 

③ 災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

(2) 避難場所施設 

避難場所又は応急救護所となる学校、社会教育施設等の管理者は、１の(3)又は１の(4)

に掲げる措置をとるとともに、町が行う避難場所又は応急救護所の開設に必要な資機材
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の搬入、配備に協力するものとする。 

 

３ 工事中の建築等に対する措置 

工事中の建築物その他の工作物又は施設については、津波の来襲のおそれがある場合には、

原則として工事を中断するものとし、特別の必要により津波被害の防止対策を行う場合には、

作業員の安全確保のため津波からの避難に要する時間に配慮するものとする。 
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第５節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 

施設等の整備は、計画的に行うものとし、災害時の拠点となる施設や主要な道路・港湾等の耐

震診断・改修等の耐震化対策を特に推進する。 

 

１ 建築物、構造物等の耐震化 

建築物、構造物等の耐震化については、第４章第１節第１「地震に強いまちづくり」に定め

るところによる。 

 

２ 避難地の整備 

避難地の整備については、第３章第１節第７「避難のための環境整備」に定めるところによ

る。 

 

３ 避難路の整備 

避難路の整備については、第３章第１節第７「避難のための環境整備」に定めるところによ

る。 

 

４ 津波対策施設 

津波対策施設については、第４章第１節第１「地震に強いまちづくり」に定めるところによ

る。 

 

５ 消防用施設の整備 

消防用施設の整備については、第３章第１節第８「消防・救急体制の整備」に定めるところ

による。 

 

６ 緊急輸送を確保するため必要な道路又は漁港の整備 

緊急輸送を確保するため必要な道路又は漁港の整備については、第３章第１節第１０「応急

対策のための環境整備」に定めるところによる。 

 

７ 通信施設の整備 

通信施設の整備については、第３章第１節第９「情報通信の整備」に定めるところによる。 
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第６節 防災訓練計画 

町及び防災関係機関は、地震防災対策推進計画の熟知、関係機関相互の連携及び地域住民や自

主防災組織等との協調体制の強化を目的として、推進地域に係る地震を想定した防災訓練を実施

する。事業計画については、第３章第１節第６「組織・人づくり」に定めるところによる。 

 

１ 防災訓練 

防災訓練は、毎年実施できるように努める。訓練内容は、地震発生から津波来襲までの円滑

な津波避難のための災害応急対策を中心とするとともに、避難行動に支障をきたすと考えられ

る冬期にも訓練を行うことに配慮するものとする。 

 

２ 実践的な訓練の実施 

町は、道、防災関係機関、自治会・町内会及び自主防災組織等と連携して、次のような具体

的かつ実践的な訓練を行う。 

① 要員参集訓練及び本部運営訓練 

② 要配慮者、滞留旅客等に対する避難誘導訓練 

③ 津波警報等の情報収集、伝達訓練 

④ 必要な情報（災害の状況、避難状況等）に関する道及び防災関係機関への伝達訓練 

 

このほか、防災訓練の実施については、第３章第１節第６「組織・人づくり」に定めるとこ

ろによる。 
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第７節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

町は、道、防災関係機関、自治会・町内会や自主防災組織及び事業所等の自衛消防組織等と協

力して、地震防災上必要な教育及び広報を推進する。事業計画については、第３章第１節第６「組

織・人づくり」に定めるところによる。 

 

１ 職員に対する教育 

町及び防災関係機関等は、災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合

における災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を行うものとする。なお、町

職員に対する防災教育は、本部等に係る各部の所掌事務等を踏まえ、その内容は次の事項を含

むものとする。 

① 地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

② 地震・津波に関する一般的な知識 

③ 地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

④ 職員等が果たすべき役割 

⑤ 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

⑥ 今後地震対策として取り組む必要のある課題 

⑦ 家庭内での地震防災対策の内容 

 

２ 住人等に対する教育・広報 

町は、道や関係機関と協力して、住民等に対する教育・広報を実施する。 

教育・広報は、地域の実態に応じて地域単位、職場単位等で行うものとし、その内容は、お

おむね次の事項を含むものとする。 

なお、その教育・広報の方法として、防災マップ等の印刷物、ビデオ等の映像、講演会等の

実施など地域の実情に合わせた、より具体的な手法により、自助努力を促し地域の防災力の向

上を図ることにも留意しながら、実践的な教育を行うものとする。 

① 地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

② 地震・津波に関する一般的な知識 

③ 地震が発生した場合における出火防止、近隣の人々と協力して行う救助活動、初期消火及

び自動車運行の自粛等防災上とるべき行動に関する知識 

④ 正確な情報入手の方法 

⑤ 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

⑥ 各地域における避難対象地区、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

⑦ 各地域における避難地及び避難路に関する知識 

⑧ 避難生活に関する知識 

⑨ 平素住民が実施しうる応急手当、生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止、ブロックべ

いの転倒防止等の家庭内対策の内容 

⑩ 住宅の耐震診断と必要な耐震改修の内容 

 

３ 児童、生徒等に対する教育・広報 

学校においては、児童生徒等に対し、次の事項に配慮して学年等に応じた実践的な教育を行

うものとする。 

① 過去の地震及び津波災害の実態 

② 地震や津波の発生のしくみと危険性 

③ 地震や津波に対する身の守り方と心構え 

④ 地域における地震・津波防災の取組等 



第５章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第７節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画    

 - 231 - 

児童生徒等に対する教育については、第３章第１節第６「組織・人づくり」に定めるところ

による。 

 

４ 防災上重要な施設の管理者に対する教育・広報 

町は、道や関係機関と連携し、防災上重要な施設の管理者に対する研修の実施に配慮するも

のとし、防災上重要な施設の管理者は、道、町が実施する研修に参加するよう努めるものとす

る。 

防災上重要な施設管理者に対する教育については、第３章第１節第６「組織・人づくり」に

定めるところによる。 

 

５ 自動車運転者に対する教育 

道、北海道公安委員会は、自動車運転者がとるべき措置について教育・広報に努めるものと

し、第３章第１節第６「組織・人づくり」に定めるところによる。 

 

６ 相談窓口の設置 

町は、道や関係機関と連携し、地震対策の実施上の相談を受けるための必要な窓口を設置す

るとともに、その旨周知徹底を図るものとする。 
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第６章 事故災害対策 

本章は、海上災害、航空事故災害、鉄道事故災害、道路災害、危険物等災害、大規模な火事災

害、林野火災、油等水質事故などの大規模な事故等による被害（事故災害）についての予防及び

応急対策等について定めたものである。 

 

第１節 海上災害対策 

Ⅰ 海難対策 

第１ 災害予防 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、

浸水、機関故障等の海難の発生を未然に防止し、又は被害を軽減するため必要な予防対策を実

施するものとする。 

 

１ 実施事項 

(1) 迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡を行うための体制の整備を図るものとする。 

(2) 海難発生時における緊急情報連絡を確保するため、平常時から災害対策を重視した通信設

備の整備・充実に努めるものとする。 

(3) 職員の非常参集体制・応急活動のためのマニュアルの作成等、応急体制を整備するものと

する。 

(4) 海難発生時における応急活動等に関し、予め協定の締結を行う等、平常時から関係機関相

互の連携体制の強化を図るものとする。 

(5) 海難発生時の救急、救助、救護に備え、資機材等の整備促進に努めるものとする。 

(6) 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、海難発生時の活動手順、関係機関

との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとする。 

(7) 船舶所有者及び船長に対し、次により気象情報の把握に努め荒天に際しては、早期避難、

避泊を図ることを指導するとともに、漁業協同組合に対し、気象情報の常時把握と組合員に

対する迅速な伝達組織の確立を図ることを指導するものとする。 

① 漁業気象通報及び天気予報等の放送を聴取し､周辺海域の気象状況の把握に努める。 

② 漁業無線局の気象通報は、各出漁船に対し、最も適切にその状況を伝えるので、必ず

聴取するとともに、荒天に対処する海上保安部からの警告指導が出た場合は、速やかに

適切な措置を講ずる。 

(8) 法令の定めるところにより適切な予防対策を講ずるほか、社団法人北海道漁船海難防止・

水難救済センターとともに、船舶所有者及び乗組員に対し次の事項を指導するものとする。 

① 船体、機関、救命設備(救命用具、信号用具、消防設備等)及び通信施設の整備 

② 気象状況の常時把握と適正な準備体制の確立 

③ 漁船乗務員の養成と資質の向上 

④ 小型漁船の集団操業の励行と相互救護体制の強化 

⑤ 海難防止に対する意識の高揚 
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第２ 災害応急対策 

海難が発生し、又は発生しようとしている場合に、早期に初動体制を確立して、被害の軽減

を図るため、事業者および防災関係機関の実施する応急対策は、次のとおりとする。 

実  施  内  容 担  当  部  局  等 

１ 海難発生の連絡系統 
船舶所有者等、総務部、北海道運輸局、浦河海上保安署、日高西

部消防組合、日高消防団、北海道日高振興局、門別警察署 

２ 広域海難発生時の広報 

船舶所有者等、総務部、民生部、ひだか漁業協同組合、北海道運

輸局、浦河海上保安署、日高西部消防組合、日高消防団、北海道

日高振興局、門別警察署 

３ 応急活動体制 各担当部 

４ 捜索活動 関係機関、ひだか漁業協同組合、水難救護所 

５ 救助救出活動 
浦河海上保安署、救助部、門別警察署、ひだか漁業協同組合、水

難救護所 

６ 消防活動 浦河海上保安署、日高西部消防組合、日高消防団、総務部 

７ 医療救護活動 医療部 

８ 行方不明者の捜索及び

死体の収容等 

救助部、日高西部消防組合 

９ 交通規制 門別警察署、総務部、施設部 

10 自衛隊派遣要請 総務部、北海道日高振興局 

11 広域応援 総務部、各対策部 

 

１ 海難発生の連絡系統 

関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のため通信手段を確保し、災害情報の収集

に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に通報するものとし、相互に

緊密な情報交換を行い、情報の確認、情報の共有化、応急対策の調整等を行うものとする。 

連絡系統は次のとおりとする。 

 

《 情報通信連絡系統図 》 

関係機関・団体等

遭難船舶
原因者
所有者　　等

第一管区海上保安本部
浦河海上保安署

北海道

北海道運輸局

国（消防庁）

苫小牧海運支局

日高振興局

日高西部消防組合

門別警察署 北海道警察本部

日高町
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２ 広域海難発生時の広報 

町は、関係機関と連携し、災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供するこ

とにより混乱防止を図るため、被災者の家族等、旅客及び地域住民等に対して行う災害広報

は、第３章第２節第４「災害広報」の定めによるほか、次により実施するものとする。 

(1) 広報の内容 

① 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被災者

の家族等に役立つ次の情報について「正確に、きめ細かく、適切に」提供するものとする。 

◇ 海難の状況 

◇ 家族等の安否情報 

◇ 医療機関等の情報 

◇ 関係機関の応急対策に関する情報 

◇ その他必要な事項 

② 旅客及び地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、次の事項

についての広報を実施する。 

◇ 海難の状況 

◇ 旅客及び乗組員等の安否情報 

◇ 医療機関等の情報 

◇ 関係機関の応急対策に関する情報 

◇ 施設等の復旧状況 

◇ 避難の必要性等、地域に与える影響 

◇ その他必要な事項 

 

３ 応急活動体制 

町長は、海難が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を円滑に実施する

ため、必要に応じ第２章第１節第３「災害対策本部の設置」により応急活動体制を整え、町

に係る災害応急対策を実施するものとする。 

関係機関の長は、海難が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急

活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策を実施するが、

必要に応じて協議の上、現地合同本部を設置し災害応急対策を行うこととする。 

 

４ 捜索活動 

海難船舶の捜索活動は、関係機関が相互に密接に協力のうえ、ひだか漁業協同組合、日高

町救難所の協力を得て、それぞれ船舶、ヘリコプターなどを活用して行うものとする。 

 

５ 救助救出活動 

海難災害時における救助救出活動については、第３章第２節第７「救助・捜索」の定める

ところによるもののほか次によるものとする。 

(1) 浦河海上保安署（海上保安庁法第２条） 

① 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天変事変その他救済を必要とする場合

における救助を行うこと。 

② 海上保安庁以外の者で、海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督

を行うこと。 

③ 関係機関の救助の調整に関すること。 
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 (2) 町（基本法第６２条、水難救護法第１条） 

① 遭難船舶を認知した際は、浦河海上保安署及び門別警察署に連絡するとともに、町

計画に基づき直ちに現場に臨み、救護措置を行うこと。 

② 救護のため必要があるときは、住民を招集し、船舶車馬その他の物件を徴用し、又

は他人の所有地を使用し、救助の指揮を行うこと。 

(3) 門別警察署（水難救護法第４条） 

警察官は、救護の事務に関し、町長を助け、町長が現場にいない場合は、町長に代っ  

てその職務を行うこと。 

(4) ひだか漁業協同組合 

常時所属出漁船の動静を把握し、海難発生時には、適切な指示を与えるとともに、関

係機関に対する連絡に当たるものとする。 

(5) 水難救護所（道内に１１０ヵ所設置されているボランティア組織） 

関係機関の実施する海難による人命、船舶及び積荷の救済に協力すること。 

 

６ 消防活動 

領海内における船舶等火災の消火活動については、浦河海上保安署が実施する。 

 

７ 医療救護活動 

海難発生時の医療救護活動については、第３章第２節第８｢応急医療救護対策｣の定めると

ころにより実施するものとする。 

 

８ 行方不明者の捜索及び死体の収容等 

町、日高西部消防組合及び関係機関は、海難発生時における行方不明者の捜索、死体の収

容、埋葬等について第３章第２節第７「救助・捜索」及び第１０｢遺体の処理、埋葬｣の定め

るところにより実施するものとする。 

 

９ 交通規制 

海難発生時における交通規制については、第３章第２節第１１｢交通対策・緊急輸送対策｣

の定めるところにより実施するものとする。 

 

１０ 自衛隊派遣要請 

海難発生時における自衛隊派遣要請については、海上保安庁長官等法令で定める者が、海

難の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、第３章第２節第５｢応援・派

遣要請と受入れ｣により、自衛隊に対して災害派遣を要請するものとする。 

また、要請権者は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、予め要請の手順、連絡先等

について必要な準備を整えておくものとする。 

 

１１ 広域応援 

海難の規模により町では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第３章第２節第５ 

｢応援・派遣要請と受入れ｣の定めるところにより、道や他の市町村及び他の消防機関へ応援

を要請するものとする。 
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Ⅱ 流出油等対策 

第１ 災害予防 

関係機関は、それぞれの組織を通して相互に協力し、海難事故による油等の海上流出等を未

然に防止し、又は被害を軽減するため必要な予防対策を実施するものとする。 

 

１ 実施内容 

(1) 関係行政機関の共通実施事項（北海道開発局、北海道運輸局、浦河海上保安署、門別警

察署、日高西部消防組合、日高消防団） 

① 迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡を行うための体制の整備を図るものとする。 

② 災害時における緊急情報連絡を確保するため、平常時から災害対策を重視した通信

設備の整備・充実に努めるものとする。 

③ 職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、応急体制を整備する

ものとする。 

④ 災害時における応急活動等に関し、予め協定の締結を行う等、平常時から関係機関

相互の連携体制の強化を図るものとする。 

⑤ 災害時の油等の大量流出等に備え、消防艇、化学消火剤、油処理剤、オイルフェン

ス等の資器材の整備促進に努めるとともにその整備状況等について関係機関と情報を

共有するものとする。 

⑥ 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機

関との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるもの

とする。 

(2) 北海道開発局 

港湾及び航路の直轄工事の計画、施工に関して防災上留意すべき事項について十

分配慮する。 

(3) 浦河海上保安署 

① 防災活動を適切かつ効果的に実施するため、次に掲げる防災関係資料の収集及び調

査研究を行う。 

 ◇ 油等大量流出事故による災害発生の予想に関する資料（各種原因による災害発生

時期及び程度の予想並びに判断のための諸資材） 

 ◇ 港湾状況（特に避難港、避難地、危険物の荷役場所、貯木場、はしけ溜まり等の

状況） 

 ◇ 防災施設、器材等の種類、分布の状況等救助に必要な器材能力の基礎調査（曳船、

サルベージ、消火及び油除去作業、潜水作業） 

② 北海道沿岸海域排出油防除計画の普及及び流出油の防除に関する協議会の育成強化 

③ 防災に関し関係機関、報道機関等と緊密な連絡をとり次の方法により関係者を指導

啓発するものとする。 

 ◇ 海難防止運動、防災の日等の諸行事における防災に関する講習会の開催、防災参

考資料の配布等 

 ◇ 在港船舶に対する臨船指導 

④ 海事関係法令違反は、海難の発生に直接結び付くものであり、海事関係法令の遵守

の徹底を図るため、日常業務において一般船舶、特にタンカー及び危険物積載船舶等

に対する立入検査を実施して、次の事項の励行を図り、海難の未然防止に努める。 

 ◇ 船舶安全法に基づく安全基準の励行 

 ◇ 船舶職員法、船員法等乗組員に関する法令の遵守 

 ◇ 港則法、海洋汚染防止法並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則等の法令の遵守 
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(4) 日高西部消防組合 

① 大量の危険物荷役中の警備及び監視を厳重にし、火気及び立入禁止の徹底を図る。 

② 船舶所有者等、漁業協同組合に対し、荷役について次のとおり指導する。 

◇ 荷役は油槽所等の保安担当職員の指導監督のもとに行うこと。 

◇ 消火器具の配備。 

◇ 油流出事故の予防対策及び化学消火剤等の配備。 

◇ 立入禁止、火気厳禁の標示の徹底。 

③ 入港船舶の危険物積載の状況等、消防活動上、予め掌握しておくことが必要と認め

られる資料及び情報について関係機関と相互に交換する。 

(5) 船舶所有者等、ひだか漁業協同組合 

① 気象情報等の把握に努め、海上等における流出油等災害を未然に防止するため必要

な措置を講ずるものとする。 

② 職員の非常参集体制は、応急活動のためのマニュアルの作成等、応急体制を整備す

るものとする。 

③ 災害時の油等の大量流出等に備え、化学消火剤、油処理剤、オイルフェンス等の資

機材の整備推進に努めるものとする。 

④ 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機

関との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を認めるもの

とする。 
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第２ 災害応急対策 

海難事故により船舶からの油等の大量流出等による著しい海洋汚染、火災、爆発等が発生し、

又はまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制を確立して、被害の軽減を図るため、

防災関係機関が実施する各種の応急対策は、次のとおりとする。 

実  施  内  容 担  当  部  局  等 

１ 油等大量流出事故発生

の連絡系統 

事故の原因者等、総務部、浦河海上保安署、北海道開発局、北海

道運輸局、北海道日高振興局、門別警察署、日高西部消防組合、

日高消防団 

２ 災害広報 

船舶所有者等、総務部、民生部、ひだか漁業協同組合、危険物関

係施設管理者、港湾管理者、北海道運輸局、浦河海上保安署、日

高西部消防組合、日高消防団、北海道日高振興局、門別警察署 

３ 応急活動体制 各担当部 

４ 流出した油等の拡散防

止及び回収除去活動 

事故の原因者等、浦河海上保安署、北海道開発局、総務部、日高

西部消防組合、日高消防団、北海道日高振興局、門別警察署 

５ 消防活動 浦河海上保安署、日高西部消防組合、日高消防団、総務部 

６ 避難措置 総務部、民生部、日高西部消防組合、日高消防団、門別警察署 

７ 交通規制 門別警察署、総務部、施設部 

８ 自衛隊派遣要請 総務部、北海道日高振興局 

９ 広域応援 総務部、各対策部 

10 危険物関係施設管理者

及び水難救難所の協力 

危険物関係施設管理者、水難救護所 

11 防災ボランティアとの

連携 

福祉部 

 

１ 油等大量流出事故発生の連絡系統 

関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のため通信手段を確保し、災害情報の収集

に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に通報するものとし、相互に

緊密な情報交換を行い、情報の確認、情報の共有化、応急対策の調整等を行うものとする。 

連絡系統は次のとおりとする。 

 

《 情報通信連絡系統図 》 

日高振興局

北海道開発局

北海道運輸局

日高西部消防組合

北海道警察本部

日高町国（消防庁）

門別警察署

関係機関・団体等

遭難船舶
原因者
所有者　　等

第一管区海上保安本部
浦河海上保安署

北海道
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２ 災害広報 

町は、関係機関と連携し、災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供するこ

とにより混乱防止を図るため、地域住民等に対して行う災害広報は、第３章第２節第４「災

害広報」の定めによるほか、次により実施するものとする。 

(1) 広報の内容 

① 地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び防災行政無線の活用により、

次の事項についての広報を実施する。 

◇ 油等大量流出事故災害の状況 

◇ 関係機関の応急対策に関する情報 

◇ 海上輸送復旧の見通し 

◇ 避難の必要性等、地域に与える影響 

◇ その他必要な事項 

 

３ 応急活動体制 

町長は、油等大量流出事故災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策

を円滑に実施するため、必要に応じ第２章第１節第３「災害対策本部の設置」により応急活

動体制を整え、町に係る災害応急対策を実施するものとする。 

関係機関の長は、油等大量流出事故災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その

状況に応じて応急活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急

対策を実施するが、必要に応じて協議の上、現地合同本部を設置し災害応急対策を行うこと

とする。 

 

４ 流出した油等の拡散防止及び回収除去活動 

主な防災関係機関の実施事項は次のとおりである。 

(1) 事故の原因者等 

速やかに浦河海上保安署に通報するとともに、排出油の防除活動を実施する。 

(2) 浦河海上保安署 

     ① 巡視船艇・航空機又は機動防除隊を現地に出動させ、流出油等の拡散及び性状の変化

の状況を調査するとともに、関係機関に情報を提供する。 

② 応急的な防除活動を行うとともに、航行船舶の避難誘導等船舶交通の安全確保と危

険防止に必要な措置を講ずる。 

③ 事故の原因者等の防除措置義務者が流出油等の拡散防止、除去等の必要な措置を行

っていないと認められるときは、防除措置を行うよう命ずるとともに、被害を最小限

に止めるための措置を講ずる。 

④ 緊急を要し、かつ、必要と認められるときは、海上災害防止センターに対し流出油

防除のための必要な措置を講ずることを指示する。 

⑤ 排出油の防除に関する協議会等関係機関に対し、必要な資機材の確保及び防除措置

の実施について協力を要請する。 

⑥ 油回収船による流出油の回収、船舶からの油の抜き取り、オイルフェンスの展張、  

油処理剤の使用等防除作業の実施に必要な事項について指導を行う。 

(3) 北海道開発局 

流出油等の海岸等への漂着に対処するため、ヘリコプター等による流出油の情報収集及

び関係機関への情報提供並びに必要に応じ、町に必要な防除資機材の応援措置を講ずるも

のとする。 
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(4) 北海道日高振興局、日高町 

  ① ヘリコプターにより流出油の漂流状況等の情報収集を行うとともに、その情報を関係

機関へ提供するものとする。 

     ② 油流出等の海岸等への漂着に対処するため、直ちに関係機関と協力のうえ、回収除去

作業を講ずるものとする。 

(5) 日高西部消防組合、日高消防団 

油流出等の海岸等への漂着に対処するため、町が行う回収除去作業に協力するととも

に、必要に応じて、流出油等の防除等必要な措置を講ずるものとする。 

(6) 門別警察署 

     ① 油等大量流出等の災害が発生した場合には、警察用航空機、警察船舶等を活用すると

ともに、沿岸における警ら活動を行い、漂着物の状況等を把握するための沿岸調査及

び警戒監視活動を行うものとする。 

② 油等大量流出等の災害が発生した場合には、関係機関と緊密に連携し、必要により

地域住民等の避難誘導、立入禁止区域警戒、交通規制等を実施するとともに、関係機

関が行う流出油等の防除活動への協力を行うものとする。 

       その際、必要な装備資機材の迅速な調達にも、配意するものとする。 

 

５ 消防活動 

流出油等の海上火災等発生時における消防活動は次により実施するものとする。 

(1) 浦河海上保安署 

速やかに巡視船艇により消火活動を行うとともに、必要に応じて消防機関等に協力を

要請するものとする。 

(2) 日高西部消防組合、日高消防団 

火災状況等の情報収集に努めるとともに､浦河海上保安署の消火活動に協力するもの

とする。 

 

６ 避難措置 

町及び関係機関は、流出油等による火災、爆発により住民の生命及び身体の安全、保護を

図るため必要がある場合は、第３章第２節第９｢警戒区域の設定・避難活動・避難所運営｣の

定めるところにより実施するものとする。 

 

７ 交通規制 

海上災害時における交通規制については、第３章第２節第１１｢交通対策・緊急輸送対策｣

の定めるところにより実施するものとする。 

 

８ 自衛隊派遣要請 

流出油等事故災害時における自衛隊派遣要請については、海上保安庁長官等法令で定める

者が、流出油の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、第３章第２節第

５｢応援・派遣要請と受入れ｣により、自衛隊に対して災害派遣を要請するものとする。 

また、要請権者は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、予め要請の手順、連絡先等

について必要な準備を整えておくものとする。 
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９ 広域応援 

町は、流出油等事故災害の規模により、単独では十分な災害応急対策を実施できない場合

は、第３章第２節第５｢応援・派遣要請と受入れ｣の定めるところにより、道、他の市町村及

び他の消防機関へ応援を要請するものとする。 

 

１０ 危険物関係施設管理者及び水難救難所の協力 

危険物関係施設管理者及び日高町救難所は、流出油等防災対策上関係機関から要請があっ

た場合、保有する諸資機材等をもって協力を行うものとする。 

 

１１ 防災ボランティアとの連携 

流出油の防除作業等には多くの労働力が必要となる｡それらの作業を実施する防災ボラン

ティア団体等の受け入れ等については、第３章第２節第１７｢防災ボランティアの活用対策｣

の定めるところによる。 
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第２節 航空事故災害対策 

第１ 災害予防 

関係機関は、それぞれの組織を通して相互に協力し航空災害を未然に防止するため必要な予

防対策を実施するものとする。 

 

第２ 災害応急対策 

当町の地域において、航空機の墜落炎上等により多数の死傷者を伴う大規模な事故（以下｢航

空災害｣という。）が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制を確立

して、その拡大を防御し、被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の応急対策は、

次のとおりとする。 

実  施  内  容 担  当  部  局  等 

１ 航空災害発生の連絡系統 総務部、北海道日高振興局 

２ 災害広報 

東京航空局空港事務所、空港管理事務所、航空運送事

業者、日高西部消防組合、日高消防団、北海道日高振

興局、門別警察署、浦河海上保安署、総務部、民生部 

３ 応急活動体制 関係各対策部 

４ 捜索活動 東京救難調整本部、救助部 

５ 救助救出活動 東京航空局空港事務所、救助部 

６ 医療救護活動 
東京航空局空港事務所、空港管理事務所、(社)日高医

師会、福祉部 

７ 消防活動 
東京航空局空港事務所、空港管理事務所、日高西部消

防組合、日高消防団、総務部 

８ 行方不明者の捜索及び死体の収容等 救助部、日高西部消防組合、日高消防団 

９ 交通規制 門別警察署、総務部、施設部 

10 防疫及び廃棄物処理等 民生部 

11 自衛隊派遣要請 総務部、北海道日高振興局 

12 広域応援 総務部、各対策部 

 

１ 航空災害発生の連絡系統 

関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のため通信手段を確保し、災害情報の収集

に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に通報するものとし、相互に

緊密な情報交換を行い、情報の確認、情報の共有化、応急対策の調整等を行うものとする。 

連絡系統は次のとおりとする。 

《 情報通信連絡系統図 》 

< 発生地点が明確な場合 > 

発見者 門別警察署 北海道警察本部

日高町
日高振興局
（地域政策課）

北海道 国（消防庁）

東京航空局空港管理事務所

日高西部消防組合

航空運送事業者 空港管理事務所
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< 発生地点が不明な場合 >（航空機の捜索活動） 

※出先機関を含む

東京航空局空港事
務所

(必要に応じ)

航空管制部

日高西部消防組合 空港管理事務所

警察庁
防衛庁
国土交通省(航空局)
海上保安庁
消防庁

北海道
（総務部）

日高振興局
（地域創生部）

日高町

北海道警察本部
自衛隊
第一管区海上保安本部

東京救難調整本部

 

（注）救難調整本部は、通常、東京空港事務所に設けられる。 

 

２ 災害広報 

町は関係機関と連携し、災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供すること

により混乱の防止を図るため、被災者の家族等、旅客及び地域住民等に対して行う災害広報

は、第３章第２節第４｢災害広報｣の定めによるほか、次により実施するものとする。 

(1) 広報の内容 

① 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被

災者の家族等に役立つ次の情報について「正確に、きめ細かく、適切に」提供するも

のとする。 

◇ 航空災害の状況 

◇ 家族等の安否情報 

◇ 医療機関等の情報 

◇ 関係機関の災害応急対策に関する情報 

◇ その他必要な事項 

② 旅客及び地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び防災行政無線の活用により、

次の事項についての広報を実施する。 

◇ 航空災害の状況 

◇ 旅客及び乗務員等の安否情報 

◇ 医療機関等の情報 

◇ 関係機関の災害応急対策に関する情報 

◇ 航空輸送復旧の見通し 

◇ 避難の必要性等、地域に与える影響 

◇ その他必要な事項 

 

３ 応急活動体制 

町長は、航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を円滑に実施

するため、必要に応じ第２章第１節第３「災害対策本部の設置」により応急活動体制を整え、

町に係る災害応急対策を実施するものとする。 

関係機関の長は、航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて

応急活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策を実施す

るが、必要に応じて協議の上、現地合同本部を設置し災害応急対策を行うこととする。 
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４ 捜索活動 

航空機の捜索活動は、東京救難調整本部を通して、各関係機関が相互に密接に協力のうえ、

それぞれヘリコプターなど多様な手段を活用して行うものとする。 

 

５ 救助救出活動 

空港及びその周辺の航空災害時における救助救出活動については、東京航空局空港事務所

等が行う発生直後の救助救出活動のほか、第３章第２節第７「救助・捜索」の定めるところ

により実施するものとする。 

 

６ 医療救護活動 

航空災害時における医療救護活動については、第３章第２節第８｢応急医療・救護対策｣の

定めによるほか、次により実施するものとする。 

(1) 東京航空局空港事務所、空港管理事務所 

空港及びその周辺の災害時において、速やかに被害状況を把握し、初期救護活動を実

施するものとともに、災害の規模等により必要に応じ、地元医師会に医療救護活動を要

請するものとする。 

 

７ 消防活動 

航空災害時における消防活動は、次により実施するものとする。 

(1) 東京航空局空港事務所、空港管理事務所 

① 空港及びその周辺の災害時において、速やかに航空災害による火災の発生状況を把握

し、消防機関に通報するとともに、初期消火活動を実施するものとする。 

② 消防機関と連携協力して化学消防車、化学消火薬剤等による消防活動を迅速に実施す

るものとする。 

(2) 日高西部消防組合、日高消防団 

① 消防機関は、速やかに航空災害による火災の発生状況を把握するとともに、化学消

防車、化学消火薬剤等による消防活動を迅速に実施するものとする。 

② 消防機関の職員は、航空災害による火災が発生した場合において、消防活動の円滑

化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定するものとする。 

 

８ 行方不明者の捜索及び死体の収容等 

町及び各関係機関は、第３章第２節第７「救助・捜索」及び第１０｢遺体の処理、埋葬｣の

定めにより行方不明者の捜索、死体の収容、埋葬等を実施するものとする。 

 

９ 交通規制 

門別警察署や道路管理者は、道路交通の安全のための情報の収集を図るものとし、異常が

発見され、災害が発生するおそれがある場合には、車両の通行禁止等必要な措置を行い、道

路利用者に周知するとともに、被災現場及び周辺地域において、交通安全施設の点検を実施

するなど、必要な措置を講ずるものとする。 

門別警察署は、道路災害発生地に通じる道路及び周辺道路等においては、災害の拡大防止

及び交通の確保のため必要な交通規制を行うものとする。 
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１０ 防疫及び廃棄物処理等 

町は、航空災害時における防疫及び廃棄物処理等を、道と連携し実施するものとする。 

災害に係る航空機が国際線である場合は、空港検疫所等と密接な連携を図りつつ、第３章

第２節第１６｢衛生・防疫・清掃等対策｣の定めるところにより、的確な応急防疫対策及び廃

棄物処理等に係る応急対策を講ずるものとする。 

 

１１ 自衛隊派遣要請 

航空災害発生時における自衛隊派遣要請については、空港事務所長等法令で定める者が、

航空災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、第３章第２節第５｢応

援・派遣要請と受入れ｣により、自衛隊に対して災害派遣を要請するものとする。 

また、要請権者は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、予め要請の手順、連絡先等

について必要な準備を整えておくものとする。  

 

１２ 広域応援 

町は、災害の規模により単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第３章第２

節第５｢応援・派遣要請と受入れ｣の定めるところにより道、他の市町村及び他の消防機関へ

応援を要請するものとする。 
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第３節 鉄道事故災害対策 

第１ 災害予防 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、列車の衝突等により多数の死傷者を伴

う大規模な災害（以下「鉄道災害」という。）を未然に防止するため必要な予防対策を実施する

ものとする。 

１ 実施要領 

(1) 鉄軌道事業者 

① 踏切における自動車との衝突、置き石等による列車の脱線等の外部要因による事故

を防止するため、事故防止に関する知識を広く一般に普及するよう努めるものとする。 

② 鉄道災害の発生に際して、迅速かつ適切な措置を講ずることができるよう、運行管

理体制の充実に努めるものとする。 

③ 自然災害等から鉄軌道の保全を図るため、気象の予警報など情報の収集に努めると

ともに施設等の点検を行い、異常を迅速に発見し、速やか対応を図るものとする。 

④ 職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備

するものとする。 

⑤ 災害発生直後における旅客の避難等のための体制の整備に努めるほか、火災による

被害の拡大を最小限とするため、初期消火体制の整備に努めるものとする。 

⑥ 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機

関との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるもの

とする。 

⑦ 災害の発生後、原因究明を行い、その成果を速やかに安全対策に反映させることに

より、再発防止に努めるものとする。 
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第２ 災害応急対策 

鉄道災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期の初動体制を確立して、

災害の拡大を防御し、被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の応急対策は、次

のとおりとする。 

実  施  内  容 担  当  部  局  等 

１ 鉄道災害発生の連絡系統 
総務部、北海道旅客鉄道㈱日高線運輸営業所静内駅、日高西部

消防組合、日高消防団、北海道日高振興局、門別警察署 

２ 災害広報 

総務部、民生部、北海道旅客鉄道㈱日高線運輸営業所静内駅、

日高西部消防組合、日高消防団、北海道日高振興局、門別警察

署 

３ 応急活動体制 各担当部 

４ 救急救助活動 
北海道旅客鉄道㈱日高線運輸営業所静内駅、日高西部消防組

合、日高消防団、救助部 

５ 医療救護活動 
北海道旅客鉄道㈱日高線運輸営業所静内駅、日高西部消防組

合、医療部 

６ 消防活動 
北海道旅客鉄道㈱日高線運輸営業所静内駅、日高西部消防組

合、日高消防団、総務部 

７ 行方不明者の捜索及び死

体の収容等 

総務部、救助部、日高西部消防組合、日高消防団、門別警察署 

８ 交通規制 門別警察署、総務部、施設部 

９ 危険物流出対策 各関係機関 

10 自衛隊派遣要請 総務部、北海道日高振興局 

11 広域応援 総務部、各対策部 

12 災害復旧 各対策部等 

 

１ 鉄道災害発生の連絡系統 

関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のため通信手段を確保し、災害情報の収集

に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に通報するものとし、相互に

緊密な情報交換を行い、情報の確認、情報の共有化、応急対策の調整等を行うものとする。 

連絡系統は次のとおりとする。 

 

  《 情報通信連絡系統図 》 

情報交換

発見者 北海道運輸局 国（消防庁）

日高振興局
（地域創生部）

門別警察署 北海道警察本部

北海道（総務部）

日高西部消防組合日高町
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２ 災害広報 

町は関係機関と連携し、災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供すること

により混乱の防止を図るため、被災者の家族等、旅客及び地域住民等に対して行う災害広報

は、第３章第２節第４｢災害広報｣の定めによるほか、次により実施するものとする。 

(1) 広報の内容 

① 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被

災者の家族等に役立つ次の情報について「正確に、きめ細かく、適切に」提供するも

のとする。 

◇ 鉄道災害の状況 

◇ 家族等の安否情報 

◇ 医療機関等の情報 

◇ 関係機関の災害応急対策に関する情報 

◇ その他必要な事項 

② 旅客及び地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び防災行政無線の活用により、

次の事項についての広報を実施する。 

◇ 鉄道災害の状況 

◇ 旅客及び乗務員等の安否情報 

◇ 医療機関等の情報 

◇ 関係機関の災害応急対策に関する情報 

◇ 施設等の復旧状況 

◇ 避難の必要性等、地域に与える影響 

◇ その他必要な事項 

 

３ 応急活動体制 

町長は、鉄道災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を円滑に実施

するため、必要に応じ第２章第１節第３「災害対策本部の設置」により応急活動体制を整え、

町に係る災害応急対策を実施するものとする。 

関係機関の長は、鉄道災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて

応急活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策を実施す

るが、必要に応じて協議の上、現地合同本部を設置し災害応急対策を行うこととする。 

 

４ 救出救助活動 

鉄道災害時における救助救出活動については、鉄軌道事業者が行う発生直後の救助救出活

動のほか、第３章第２節第７｢救助・捜索｣の定めより実施するものとする。 

 

５ 医療救護活動 

鉄道災害時における医療救護活動については、第３章第２節第８｢応急医療・救護対策｣の

定めによるもののほか、鉄軌道事業者も、災害発生直後における救護活動に努めるとともに、

関係機関による迅速かつ的確な救護が行われるよう協力するものとする。 
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６ 消防活動 

鉄道災害時における消防活動は、次により実施するものとする。 

(1) 鉄軌道事業者 

鉄道災害による火災の発生直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに、消 

防活動を実施する関係機関に可能な限り協力するよう努めるものとする。 

(2) 日高西部消防組合、日高消防団 

① 消防機関は、速やかに鉄道災害による火災の発生状況を把握するとともに、迅速に

消防活動を実施するものとする。 

② 消防機関の職員は、鉄道災害による火災が発生した場合において、消防活動の円滑

化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定するものとする。 

 

７ 行方不明者の捜索及び死体の収容等 

町及び関係機関は、第３章第２節第７「救助・捜索」及び第１０｢遺体の処理・埋葬｣の定

めにより行方不明者の捜索、死体の収容、埋葬等を実施するものとする。 

 

８ 交通規制 

門別警察署や道路管理者は、道路交通の安全のための情報の収集を図るものとし、異常が

発見され、災害が発生するおそれがある場合には、車両の通行禁止等必要な措置を行い、道

路利用者に周知するとともに、被災現場及び周辺地域において、交通安全施設の点検を実施

するなど、必要な措置を講ずるものとする。 

門別警察署は、道路災害発生地に通じる道路及び周辺道路等においては、災害の拡大防止

及び交通の確保のため必要な交通規制を行うものとする。 

 

９ 危険物流出対策 

鉄道災害により危険物が流出し、又はそのおそれがある場合は、第６章第５節｢危険物等 

災害対策｣の定めるところにより速やかに対処し、危険物による二次災害の防止に努めるもの

とする。 

 

１０ 自衛隊派遣要請 

町長は、災害の規模や収集した情報により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施

できない場合には、第３章第２節第５「応援・派遣要請と受入れ」の定めにより自衛隊に対

し災害派遣要請、又は道、他の市町村及び他の消防機関へ応援を要請するものとする。 

 

１１ 広域応援 

町は、災害の規模により、単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第３章第

２節第５｢応援・派遣要請と受入れ｣の定めるところにより、道、他の市町村及び他の消防機

関へ応援を要請するものとする。 

 

１２ 災害復旧 

鉄軌道事業者は、その公共性に鑑み、被災施設及び車両の迅速な復旧に努めるとともに、

可能な限り復旧予定時期を明らかにするよう努めるものする。 
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第４節 道路災害対策 

第１ 災害予防 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、道路構造物の被災、又は道路における

車両の衝突等により、大規模な救急救助活動や消火活動等が必要とされている災害（以下「道

路災害」という。）を未然に防止するため必要な予防対策を実施するものとする。 

《 当町における道路管理者 》 

管  理  別 管  理  部  署  等 

国の管理する道路 室蘭開発建設部苫小牧道路事務所、日高道路事務所 

道の管理する道路 室蘭建設管理部門別出張所 

町の管理する道路 建設課、地域経済課 

 

１ 体制の整備 

道路施設や橋梁等の点検体制を強化し、施設等の現況の把握に努めるとともに、異常を迅

速に発見し、速やかな応急体制を図るために情報収集や連絡体制の整備を図るものとする。

また、異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合に、町民及び道路利用者にその情

報を迅速に提供するための体制の整備を図るものとする。 

道路災害を予防するため、必要な施設の整備を図るとともに、道路施設の安全を確保する

ために必要な体制の整備に努めるものとする。 

道路災害を未然に防止するため、安全性・信頼性の高い道路ネットワーク整備を計画的か

つ総合的に実施するものとする。 

職員の非常召集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備するも

のとする。 

 

２ 防災訓練等の実施 

防災訓練等の実施については、第３章第１節第６「組織・人づくり」によるほか、道路災

害等の情報伝達、活動手順等について徹底を図るとともに、必要に応じ体制改善等の必要な

措置を講ずるものとする。 

 

３ 資機材等の整備 

道路災害時に、施設・設備の被害状況の把握や応急復旧を行うため、予め体制や資機材を

整備するものとする。 

 

４ 防災知識の普及・啓発 

町民及び道路利用者に対して、道路災害時の対応等の防災知識の普及・啓発を図るものと

する。 

 

５ 再発防止対策 

道路災害の原因究明のための総合的な調査研究を行い、その成果を踏まえて再発防止対策

を実施するものとする。 

 

６ 道路交通の安全対策 

道路交通の安全のための情報収集を図るものとし、異常が発見され災害が発生するおそれ

がある場合には、車両通行禁止等の必要な道路管理者としての措置を行い、町民及び道路利

用者に周知するとともに、被災現場及び周辺地域等について、交通安全施設の点検を実施す

る等必要な措置を講ずるものとする。 
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第２ 災害応急対策 

道路災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期の初動体制を確立して、

災害の拡大を防御し、被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の応急対策は、、次

のとおりとする。 

実  施  内  容 担 当 部 局 等 

１ 道路災害発生の連絡系統 
道路管理者、総務部、日高西部消防組合、日高消防団、北海

道日高振興局、門別警察署 

２ 災害広報 
道路管理者、総務部、民生部、日高西部消防組合、北海道日

高振興局、門別警察署、その他関係機関 

３ 応急活動体制 関係各対策部 

４ 救助救出活動 道路管理者、救助部、日高西部消防組合、日高消防団 

５ 医療救護活動 道路管理者、福祉部、日高西部消防組合 

６ 消防活動 
道路管理者、総務部、日高西部消防組合、日高消防団、門別

警察署 

７ 交通規制 道路管理者、門別警察署、総務部、施設部 

８ 危険物流出対策 各関係機関 

９ 自衛隊派遣要請 総務部、北海道日高振興局 

10 広域応援 総務部、各対策部 

11 災害復旧 道路管理者 

12 関係機関とのパートナー

シップ 

総務部、室蘭開発建設部苫小牧道路事務所・日高道路事務所、

室蘭建設管理部門別出張所 

 

１ 道路災害発生時の連絡系統 

関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報の収

集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡するとともに、相互

に緊密な情報交換を行い、情報の確認、情報の共有化、応急対策の調整等を行うものとする。 

連絡系統は、次のとおりとする。 

 

《 道路災害発生時の連絡系統図 》 

１ 国の管理する道路の場合 

門別警察署

北海道運輸局

国（消防庁）

室蘭建設管理部
門別出張所

北海道警察本部

（

情
報
交
換
）

日高西部消防組合

室蘭開発建設部
日高振興局
（地域創生部）

日高町

北海道（総務部）
苫小牧道路事務所
日高道路事務所

北海道開発局
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２ 道の管理する道路の場合 

門別警察署 北海道警察本部

（

情
報
交
換
）

日高西部消防組合日高町

国（消防庁）

室蘭開発建設部
　苫小牧道路事務所
　日高道路事務所

北海道運輸局北海道（総務部）

北海道開発局
室蘭建設管理部
門別出張所

日高振興局
（地域創生部）

北海道（建設）

 

 

３ 町の管理する道路の場合 

国（消防庁）

北海道運輸局

（情報交換）

門別警察署

日高町

日高振興局
（地域創生部）

日高西部消防組合

北海道警察本部

北海道（総務部）

 

 

２ 災害広報 

町は、関係機関と連携し、災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供するこ

とにより、混乱防止を図るため、被災者の家族等、道路利用者及び地域住民等に対して行う

災害広報は、第３章第２節第４「災害広報」の定めによるほか、次により実施するものとす

る。 

(1) 広報の内容 

① 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被

災者の家族等に役立つ次の情報について「正確に、きめ細かく、適切に」提供するも

のとする。 

◇ 道路災害の状況 

◇ 家族等の安否情報 

◇ 医療機関等の情報 

◇ 関係機関等の災害応急対策に関する情報 

◇ その他必要な事項 
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② 道路利用者及び地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び防災行政無線の活用により、

次の事項についての広報を実施する。 

◇ 道路災害の状況 

◇ 被災者の安否情報 

◇ 医療機関等の情報 

◇ 関係機関等の災害応急対策に関する情報 

◇ 施設等の復旧状況 

◇ 避難の必要性等、地域に与える影響 

◇ その他必要な事項 

 

３ 応急活動体制 

町長は、道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を円滑に実施

するため、必要に応じ第２章第１節第３「災害対策本部の設置」により応急活動体制を整え、

町に係る災害応急対策を実施するものとする。 

関係機関の長は、道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて

応急活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策を実施す

るが、必要に応じて協議の上、現地合同本部を設置し災害応急対策を行うこととする。 

 

４ 救出救助活動 

道路災害時における救助救出活動については、道路管理者が行う発生直後の救助救出活動

のほか、第３章第２節第７｢救助・捜索｣の定めにより実施するものとする。 

 

５ 医療救護活動 

道路災害時における医療救護活動については、第３章第２節第８｢応急医療・救護対策｣の

定めによるもののほか、道路管理者も災害発生直後における救護活動に努めるとともに、関

係機関による迅速かつ的確な救護が行われるよう協力するものとする。 

 

６ 消防活動 

町長を含む道路管理者は、道路災害による火災の発生に関しては、消防機関による迅速、

かつ、的確な初期消火活動が行われるよう協力するものとする。 

消防機関は、速やかに道路災害による火災発生状況把握のための情報収集を実施するとと

もに、迅速に消防活動を実施するものとし、火災が発生した場合は、消防活動の円滑化を図

るため、必要に応じて消防警戒区域を設定するものとする。 

 

７ 交通規制 

門別警察署や道路管理者は、道路交通の安全のための情報の収集を図るものとし、異常が

発見され、災害が発生するおそれがある場合には、車両の通行禁止等必要な措置を行い、道

路利用者に周知するとともに、被災現場及び周辺地域において、交通安全施設の点検を実施

するなど、必要な措置を講ずるものとする。 

門別警察署は、道路災害発生地に通じる道路及び周辺道路等においては、災害の拡大防止

及び交通の確保のため必要な交通規制を行うものとする。 

道路管理者は、自己の管理する道路において、災害の拡大の防止及び交通の確保のため必

要な交通規制を行う。 
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８ 危険物流出対策 

道路災害で危険物が流出し、又はそのおそれがある場合は、第６章第５節「危険物等災害

対策」の定めるところにより速やかに対処し、危険物による二次災害の防止に努めるものと

する。 

 

９ 自衛隊派遣要請 

町長は、災害の規模や収集した情報により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施

できない場合は、第３章第２節第５「応援・派遣要請と受入れ」の定めにより自衛隊に対し

災害派遣要請を要請するものとする。 

 

１０ 広域応援 

町は、災害の規模により、単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第３章第

２節第５｢応援・派遣要請と受入れ｣の定めるところにより、道、他の市町村及び他の消防機

関へ応援を要請するものとする。 

 

１１ 災害復旧 

町長を含めた道路管理者は、その公共性に鑑み、下記に留意して迅速な道路施設の復旧に

努めるものとする。 

① 道路の被災に伴う障害物の除去、仮設等の応急復旧を迅速かつ的確に行い、早期の道

路交通の確保に努めるものとする。 

② 関係機関と協力し、予め定められた物資・資材の調達計画、人材の応援計画等を活用

するなどして、迅速かつ円滑に被災施設の復旧を行うものとする。 

③ 類似災害の再発防止のために、被災箇所以外の道路施設について、緊急点検を行うも

のとする。 

④ 災害復旧に当たっては、可能な限り復旧予定時期を計画化するよう努めるものとする。 

 

１２ 関係機関とのパートナーシップ 

(1) 日高地方道路防災連絡協議会 

    ① 目 的 

道路防災の防止及び災害発生時の被害拡大を防止するため、地域住民、地方自治体及

び関係機関が相互に連携を図り、道路における地域防災パートナーシップを構築し、道

路防災の推進を図る。 

    ② 実施事業 

◇ 地域における道路防災協力体制の整備に関すること。 

◇ 道路防災に係る、情報提供及び情報交換に関すること。 

◇ 道路防災の意識の高揚に関すること。 

◇ その他、道路防災の必要事項に関すること。 

   ※資料編 資料第３１「日高地方道路防災連絡協議会 規約」 

(2) 河川・道路情報等の共有化に関する連絡会議 

    ① 目 的 

室蘭建設管理部門別出張所管内の市町村・国及び北海道の関係機関と河川・道路情報

共有化に関する協議、情報交換を行う。 

   ※資料編 資料第３２「河川・道路情報等の共有化に関する連絡会議 規約」 
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第５節 危険物等災害対策 

第１ 災害予防 

１ 危険物の定義 

危険物としての定義は、次のとおりとする。 

危険物 

消防法 第２条第７項に規定されているもの。 

例示：石油類（ガソリン、灯油、軽油、重油）など 

火薬類 

火薬類取締法 第２条に規定されているもの。 

例示：火薬、爆薬、火工品（工業用雷管、電気雷管）など 

高圧ガス 

高圧ガス保安法 第２条に規定されているもの。 

例示：液化石油ガス(通称ＬＰＧ)、アセチレン、アンモニアなど 

毒物・劇物 

毒物及び劇物取締法 第２条に規定されているもの。 

例示：毒物（シアン化水素、シアン化ナトリウム等）、劇物（ホルムアルデヒド、塩素等）

など 

放射性物質 

放射性同位元素、核燃料物質、核原料物資を総称したもの。「放射性同位元素等による放

射線障害の防止に関する法律」等によりそれぞれ規定されている。 

 

２ 危険物等災害予防 

危険物、火薬類、高圧ガス、毒物、劇物及び放射性物質（以下「危険物等」という。）の    

漏洩、流出、火災、爆発等により死傷者が多数発生する等の災害の発生を未然に防止するた

め、危険物等の貯蔵・取扱い等を行う事業者(以下「事業者」という。)及び関係機関の必要

な予防対策は、次のとおりとする。 

実 施 内 容 担  当  部  局  等 

危険物等災害の予防 事業者、日高西部消防組合、門別警察署 

 

① 事業者は、消防法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、予防規程の作成、

従業員等に対する保安教育の実施、自衛消防組織の設置、危険物保安監督者の選任等によ

る自主保安体制の確立を図るものとする。 

② 事業者は、危険物の流出その他の事故が発生したときには、直ちに流出及び拡散の防止、

危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急措置を講じるとともに、日高西部消防

組合、警察署へ通報するものとする。 

③ 道及び日高西部消防組合は、消防法の規定に基づき、保安検査・立入検査等を行い、法

令の規定に違反する場合は、許可の取消し等の措置命令を発するものとする。 

④ 日高西部消防組合は、事業者の自主保安体制確立を図るため、予防規程の作成、従事者

に対する保安教育の実施、自衛消防組織の編成、危険物保安監督者の選任等について指導

をするものとする。 

⑤ 門別警察署は、地元駐在所との連携のもとに必要に応じ、危険物の保管状況、自主保安

体制等の実態把握をするとともに、資機材の整備を充実させ、災害発生時における初動措

置体制の確立を図るものとする。 
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３ 高圧ガス災害の予防 

① 事業者は、高圧ガス保安法の定める設備基準、保安基準を遵守するとももに、危害予防

規程の作成、保安教育計画の作成、高圧ガス製造保安統括者の選任等による自主保安体制

の確立を図るものとする。 

② 事業者は、高圧ガスの製造施設等が危険な状態になったときは、高圧ガス保安法で定め

る応急措置を講じるとともに、高圧ガスについて災害が発生したときは、道及び門別警察

署に届け出るものとする。 

③ 門別警察署は、町民の生命、身体及び財産に対する危害を予防するため、特に必要があ

るときは、立入検査を実施する等、その実態を把握するとともに、資機材を整備し、災害

発生時における初動措置体制の確立を図るものとする。 

④ 門別警察署は、高圧ガスの製造施設等が危険な状態になったとき、又は災害が発生した

ときの届出があったときは、速やかに北海道警察本部に連絡し、北海道知事に通報するも

のとする。 

⑤ 日高西部消防組合は、火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防施設等の保安

管理、防火管理者等により自主保安体制の確立等適切な指導を行うものとする。 
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第２ 災害応急対策 

危険物等災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制を確立し

て、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、事業者および防災関係機関の実施する応急対策

は、次のとおりとする。 

実  施  内  容 担  当  部  局  等 

１ 危険物等災害発生の連絡系統 
日高西部消防組合、総務部、北海道日高振興局、門別警察

署 

２ 災害広報 
事業者、総務部、民生部、日高西部消防組合、日高消防団、

北海道日高振興局、門別警察署、その他関係機関 

３ 応急活動体制 関係各対策部 

４ 災害拡大防止 事業者 

５ 消防活動 
事業者、日高西部消防組合、日高消防団、門別警察署、総

務部 

６ 避難措置 
総務部、民生部、救助部、日高西部消防組合、日高消防団、

門別警察署 

７ 救助救出活動 福祉部、救助部、総務部、日高西部消防組合、日高消防団 

８ 医療救護活動 福祉部、救助部、総務部、日高西部消防組合 

９ 交通規制 門別警察署、総務部、施設部 

10 自衛隊派遣要請 総務部、北海道日高振興局 

11 広域応援 総務部、各対策部 

 

１ 危険物等災害発生の連絡系統 

関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のため通信手段を確保し、災害情報の収集

に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に通報するものとし、相互に

緊密な情報交換を行い、情報の確認、情報の共有化、応急対策の調整等を行うものとする。 

 

《 情報通信連絡系統図 》 

毒物・劇物のみ 日高振興局保健環境部
（静内地域保健室）

北海道
(保健福祉部)

火薬類、高圧ガスのみ 日高振興局
（産業振興部）

北海道
(経済部)

国（消防庁）

北海道警察本部

（情報交換）

発生事業所等 日高西部消防組合
日高振興局
（地域創生部）

北海道
(総務部)

日高町

門別警察署
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２ 災害広報 

町は、事業者と連携し、災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供すること

により、混乱防止を図るため、被災者の家族等、道路利用者及び地域住民等に対して行う災

害広報は、第３章第２節第４「災害広報」の定めによるほか、次により実施するものとする。 

(1) 広報の内容 

① 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、

被災者の家族等に役立つ次の情報について「正確に、きめ細かく、適切に」提供す

るものとする。 

◇ 災害の状況 

◇ 家族等の安否情報 

◇ 危険物等の種類、性状など等人体・環境に与える影響 

◇ 医療機関等の情報 

◇ 関係機関等の災害応急対策に関する情報 

◇ その他必要な事項 

② 地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び防災行政無線の活用により、

次の事項についての広報を実施する。 

◇ 災害の状況 

◇ 被災者の安否情報 

◇ 危険物等の種類、性状など人体・環境に与える影響 

◇ 医療機関等の情報 

◇ 関係機関等の災害応急対策に関する情報 

◇ 避難の必要性等、地域に与える影響 

◇ その他必要な事項 

 

３ 応急活動体制 

町長は、危険物等災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を円滑に 

実施するため、必要に応じ第２章第１節第３「災害対策本部の設置」により応急活動体制を

整え、町に係る災害応急対策を実施するものとする。 

関係機関の長は、危険物等災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応

じて応急活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策を実

施するが、必要に応じて協議の上、現地合同本部を設置し災害応急対策を行うこととする。 

 

４ 災害拡大防止 

事業者は、災害の拡大防止を図るため、爆発性・引火性・有毒性等の危険物等の性状を十

分に把握し、的確な応急点検及び応急措置等を講じるものとする。 

 

５ 消防活動 

事業者は、消防機関の現場到着までの間に自衛消防組織等により、その延焼拡大を最少限

度に抑える等消防活動に努めるほか、消防機関の到着後は、消防機関による迅速かつ的確な

初期消火活動が行われるよう協力するものとする。 

町長は、日高西部消防組合に対して、速やかに火災発生状況把握のための情報収集を実施

させるとともに、迅速に消防活動を行うものとし、火災が発生した場合は、消防活動の円滑

化を図るため、必要に応じて消防警戒区域設定指示を行うものとする。 
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６ 避難措置 

町及び関係機関は、人命の安全を確保するため、第３章第２節第９「警戒区域の設定・避

難活動・避難場所運営」により、爆発性・引火性・有毒性といった危険物等の特殊性を考慮

し、必要な避難措置を実施するものとする。 

  ※資料編 資料第３３「危険物等取扱事業者一覧」 

 

７ 救出救助活動 

危険物等災害時における救助救出活動については、道路管理者が行う発生直後の救助救出

活動のほか、第３章第２節第７｢救助・捜索｣の定めより実施するものとする。 

 

８ 医療救護活動 

危険物等災害時における医療救護活動については、第３章第２節第８｢応急医療・救護対策｣

の定めによるもののほか、事業者も災害発生直後における救護活動に努めるとともに、関係

機関による迅速かつ的確な救護が行われるよう協力するものとする。 

 

９ 交通規制 

門別警察署や道路管理者は、道路交通の安全のための情報の収集を図るものとし、異常が

発見され、災害が発生するおそれがある場合には、車両の通行禁止等必要な措置を行い、道

路利用者に周知するとともに、被災現場及び周辺地域において、交通安全施設の点検を実施

するなど、必要な措置を講ずるものとする。 

門別警察署は、道路災害発生地に通じる道路及び周辺道路等においては、災害の拡大防止

及び交通の確保のため必要な交通規制を行うものとする。 

 

１０ 自衛隊派遣要請 

町長は、災害の規模や収集した情報により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施

できない場合は、第３章第２節第５「応援・派遣要請と受入れ」の定めにより自衛隊に対し

災害派遣要請を要請するものとする。 

 

１１ 広域応援 

町は、災害の規模により、単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第３章第

２節第５｢応援・派遣要請と受入れ｣の定めるところにより、道、他の市町村及び他の消防機

関へ応援を要請するものとする。 
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第６節 大規模な火事災害対策 

第１ 災害予防 

１ 大規模な火事災害の予防 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、大規模な火事災害の発生を未然に防

止するために必要な予防対策を実施するものとする。 

(1) 大規模な火事災害に強いまちづくり 

       延焼拡大の防止を図るため、建築物や公共施設の不燃化、空き地、緑地等の連続的な配

置による延焼遮断地帯の形成、防火地域及び準防火地域の的確な指定等により大規模な

火災災害に強いまちづくりを推進する。 

(2) 火災発生、被害拡大危険区域の把握 

災害応急対策の円滑な実施を図るため、火災発生及び延焼拡大の危険性のある区域を 

把握のうえ、被害想定を取りまとめるよう努めるものとする。 

(3) 予防査察の実施 

多数の人が出入する公共施設、病院、事業所等の防火対象物に対して、消防法に基づ  

く消防用設備等の整備促進、保守点検の実施及び適正な維持管理について指導する。 

(4) 防火管理者制度の推進 

防火管理者に関する講習会を開催し、防火管理者の知識向上を図るとともに、防火管 

理者を定めるべき防火対象物における自衛消防対策の強化を図り、防火管理者の選任及

び消防計画の策定、消火・通報及び避難訓練の実施等について指導する。 

(5) 防火思想の普及啓発活動の推進 

火災予防運動等を通じて、町民の防火思想の普及・啓発による意識高揚を図る。また、

独居老人等高齢者宅の防火訪問を実施する等、災害時要配慮者対策にも十分配慮するも

のとする。 

① 火災予防対策実施期間 

春の火災予防運動 毎年  ４月２０日から４月３０日まで 

夏型火災防止強調運動 毎年  ８月１日から８月２０日まで 

秋の火災予防運動 毎年 １０月１５日から１０月３１日まで 

歳末特別警戒 毎年 １２月１５日から１２月３１日まで 

② 防火思想の普及啓発 

◇ 防火パレード、広報車の運行や防災行政無線の活用 

◇ 各学校児童生徒の防災避難訓練          等 

(6) 自主防災組織の育成強化 

自主防災組織の育成強化について、第３章第１節第６「組織・人づくり」による。 

(7) 消防体制及び消防水利の整備 

消防体制及び消防水利の整備について、第３章第１節第８「消防・救急体制の整備」  

による。 

(8) 防災訓練の実施 

防災訓練の実施について、第３章第１節第６「組織・人づくり」による。 

(9) 火災警報 

火災警報の発令について、第２章第２節第２「注意報・警報及び火災気象通報」によ  

る。 

なお、火災気象警報の発令条件は、次表によるものとする。 

 

 

 



第６章 事故災害対策       

第６節 大規模な火事災害対策  

 - 264 - 

《北海道１４振興局別警報発令条件一覧》 

振興局名 警   報   発   令   条   件 

日高 

【4月、5月及び 9月から 11月まで】 

実効湿度 73％以下にして、最小湿度 50％以下となり、最大風速 15ｍ/ｓ以

上のとき。 

【1月から 3月まで及び 12月】 

実効湿度 70％以下にして、最小湿度 45％以下となり、最大風速 15ｍ/ｓ以

上のとき。 
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第２ 災害応急対策 

死傷者が多数発生する等の大規模な火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合に、早期に初動体制を確立し、その拡大を防御し、被害の軽減を図るため、防災関係機関が

実施する応急対策は、次のとおりとする。 

実  施  内  容 担  当  部  局  等 

１ 大規模な火事災害発生の連絡系統 
日高西部消防組合、総務部、北海道日高振興局、門別

警察署 

２ 災害広報 

事業者、総務部、民生部、日高西部消防組合、日高消

防団、北海道日高振興局、門別警察署、その他関係機

関 

３ 応急活動体制 各対策部 

４ 消防活動 
事業者、日高西部消防組合、日高消防団、門別警察署、

総務部 

５ 避難措置 
総務部、民生部、救助部、日高西部消防組合、日高消

防団、門別警察署 

６ 救助救出活動 
民生部、救助部、総務部、日高西部消防組合、日高消

防団 

７ 医療救護活動 民生部、救助部、総務部、日高西部消防組合 

８ 交通規制 門別警察署、総務部、施設部 

９ 自衛隊派遣要請 総務部、北海道日高振興局 

10 広域応援 総務部、各対策部 

 

１ 大規模な火事災害発生の連絡系統 

関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報の収

集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に通報するものとし、相互

に緊密な情報交換を行い、情報の確認、情報の共有化、応急対策の調整等を行うものとする。 

連絡系統は、次のとおりである。 

 

《 大規模な火事災害発生の連絡系統図 》 

発見者等 日高西部消防組合 北海道（総務部）

北海道警察本部門別警察署

日高町

 情報交換

国（消防庁）
日高振興局
（地域創生部）

 

２ 災害広報 

町は、関係機関と連携し、災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供するこ

とにより、混乱の防止を図るため、被災者家族及び地域住民等に対して行う広報は、第３章

第２節第４「災害広報」によるほか、次により実施するものとする。 

(1)  被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被災 

者の家族等に役立つ次の情報について「正確に、きめ細かく、適切に」提供するものと

する。 
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(2) 広報の内容 

① 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、

被災者の家族等に役立つ次の情報について「正確に、きめ細かく、適切に」提供す

るものとする。 

◇ 災害の状況 

◇ 家族等の安否情報 

◇ 危険物等の種類、性状など等人体・環境に与える影響 

◇ 医療機関等の情報 

◇ 関係機関等の災害応急対策に関する情報 

◇ その他必要な事項 

② 地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び防災行政無線の活用により、

次の事項についての広報を実施する。 

◇ 災害の状況 

◇ 被災者の安否情報 

◇ 医療機関等の情報 

◇ 関係機関等の災害応急対策に関する情報 

◇ 避難の必要性等、地域に与える影響 

◇ その他必要な事項 

 

３ 応急活動体制 

町長は、大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を円

滑に実施するため、必要に応じ第２章第１節第３「災害対策本部の設置」により応急活動体

制を整え、町に係る災害応急対策を実施するものとする。 

関係機関の長は、大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況

に応じて応急活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策

を実施するが、必要に応じて協議の上、現地合同本部を設置し災害応急対策を行うこととす

る。 

 

４ 消防活動 

消防機関は、人命の安全確保と延焼防止を基本とし消防活動を行うとともに、大規模な火

事災害における消防活動については、第３章第２節第６「消防活動」によるほか、次により

実施する。 

◇ 災害の状況 

◇ 現場活動情報等の連絡調整を行い、速やかに火災の状況を把握する。 

◇ 避難場所・避難通路の確保及び重要かつ危険度の高い箇所・地域を優先しながら活動を

実施する。 

◇ 消火、飛火警戒等においては、近隣住民、自主防災組織等の協力を得て、効果的な活動

を実施する。 

 

５ 避難措置 

町及び関係機関は、人命の安全を確保するため、第３章第２節第９「警戒区域の設定・避

難活動・避難所運営」により、必要な避難措置を実施するものとする。 
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６ 救出救助活動 

大規模な火事災害時における救助救出活動については、日高西部消防組合が行う発生直後

の救助救出活動のほか、第３章第２節第７｢救助・捜索｣の定めより実施するものとする。 

 

７ 医療救護活動 

大規模な火事災害時における医療救護活動については、第３章第２節第８｢応急医療・救護

対策｣の定めによるもののほか、事業者等も災害発生直後における救護活動に努めるとともに、

関係機関による迅速かつ的確な救護が行われるよう協力するものとする。 

 

８ 交通規制 

門別警察署及び関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、第３章第２節第１１

「交通対策・緊急輸送対策」により、道路交通の安全のための情報の収集を図るものとし、

異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合には、車両の通行禁止等必要な措置を行

い、道路利用者に周知するとともに、被災現場及び周辺地域において、交通安全施設の点検

を実施するなど、必要な措置・交通規制を行うものとする。 

 

９ 自衛隊派遣要請 

町長は、災害の規模や収集した情報により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施

できない場合は、第３章第２節第５「応援・派遣要請と受入れ」の定めにより自衛隊に対し

災害派遣要請を要請するものとする。 

 

１０ 広域応援 

町は、災害の規模により、単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第３章第

２節第５｢応援・派遣要請と受入れ｣の定めるところにより、道、他の市町村及び他の消防機

関へ応援を要請するものとする。 
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第７節 林野火災対策 

第１ 災害予防 

１ 林野火災の予防 

林野火災の発生原因の殆どが人為的によるものであるため、その予防については、予防強

調期間を設けるなど日頃から入林者に対する林野火災の予防意識の向上を図ることが重要で

あり、林野火災の警戒・注意等の計画の実施及び指導については、次のとおりとする。 

実 施 内 容 担  当  部  局  等 

１ 林野火災の予防 
経済観光課、地域経済課、日高西部消防組合、日高消防団、日高北

部森林管理署 

 

(1) 日高町 

町は、日高町林野火災予消防対策協議会と連携し、林野火災の予防に努めることと す

る。 

① 一般入林者対策 

登山者、ハイキング、山菜採取、魚釣り等の入林者への対策として、次の事項を実施

する。 

・タバコ、たき火の不始末による出火の危険性の周知 

・入林の許可、届出等についての指導の推進 

・火災警報発令、又は気象条件の急変による入林の制限 

・観光関係者による予防知識の啓発活動の推進 

② 火入れ対策 

林野火災予防対策実施期間中の火入れは、極力避けるようにするとともに、火入れを

行う者に対して指導を強化する。 

・火入れ方法の指導 

・火災警報発令、又は気象条件の急変時の火入れ中止 

・火入れ跡地の完全消火の徹底 

・火入れに該当しないたき火等の焼却行為についての指導 

③ 予防思想の普及啓発 

・ポスター、チラシ等の配布及び広報等の発行 

・広報車の運行や防災行政無線の活用 

・各学校児童生徒の協力  等 

④ 消火資機材等の整備 

・地域に適合した機材の配備 

・空中消火剤の備蓄 

(2) 日高町林野火災予消防対策協議会 

① 構成等 

構成機関 
日高町、日高西部消防組合、日高北部森林管理署、沙流川森林組

合 

協力機関 

日高振興局、室蘭地方気象台、日高振興局森林室平取事務所、門

別警察署、各農業協同組合、町内木材及び製材業者、陸上自衛隊

日高弾薬支処、町内小中高等学校、国立日高青少年自然の家、各

自治会、町内会、民間会社 
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② 予防対策 

     ア 林野火災予防対策実施期間 

実施期間 ４月 １日から ６月 １日まで 

林野火災予防強調期間 ４月１０日から ５月３１日まで 

     イ 対策等 

○火入対策 

○防火線設置指導 

○開墾地及び牧野造成の火入対策 

○林内事業及びその労働者の警戒 

○巡視人並びに見張人の配置 

○造林火入対策 

○入林者に対する注意 

○タバコの吸いがらによる失火対策 

○山火事防止点検 

 

     ウ 予防思想の普及 

○ポスター、チラシ等の配布及び広報の発行 

○広報車等の運行と防災無線の活用 

○各学校生徒の協力 

(3) 林野火災気象通報 

林野火災気象通報は、火災気象通報の一部として行い、町におけるその伝達系統は、  

日高地区林野火災予消防対策協議会で定める系統により行うこととする。また、町長は、

林野火災気象通報の通報を受けたとき、又は気象の状況により林野火災発生の危険性が

あると認めたときは、消防法第２２条に基づき火災警報を発令することとする。 

乾燥注意報の伝達系統は、次のとおりとする。 

 

《 伝達系統図 》 

     

日高振興局
（地域創生部）

室蘭地方気象台

日高西部消防組合

日高支署
各分遣所

一般住民

沙流川森林組合

組合員

日高町
日高総合支所

日高北部森林管理署

各事務所
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第２ 災害応急対策 

広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早

期に初動体制を確立し、その拡大を防御し、被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する

応急対策は、次のとおりとする。 

実  施  内  容 担  当  部  局  等 

１ 林野火災発生の連絡系統 
日高西部消防組合、日高消防団、総務部、北海道日高振興

局、門別警察署、産業経済部 

２ 災害広報 
総務部、民生部、日高西部消防組合、北海道日高振興局、

門別警察署、その他関係機関 

３ 応急活動体制 各担当部 

４ 消防活動 日高西部消防組合、日高消防団、日高北部森林管理署 

５ 避難措置 
総務部、民生部、救助部、日高西部消防組合、日高消防団、

門別警察署 

６ 交通規制 門別警察署、総務部、施設部 

７ 自衛隊派遣要請 総務部、北海道日高振興局 

８ 広域応援 総務部、各対策部 

９ 原因の調査報告 産業経済部、日高西部消防組合 

 

１ 林野火災発生の連絡系統 

林野火災発見者は、迅速に通報することとし、関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報

連絡のための通信手段を確保し災害情報収集に努めるとともに、把握した情報について迅速

に他の関係機関に通報するものとし、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認･情報の共有･

応急対策の調整等を行うものとする。また､経済観光課又は地域経済課は「林野火災被害状況

調書の提出について(昭和 54年 2月 26日付林政第 119号）」に基づく､林野火災被害状況調書

の提出を速やかに行うものとする｡ 

 

《 林野火災発生の連絡系統 》 

     

山火事現場

日高振興局森林室
平取事務所

林内事業者

日高北部森林管理署 日高西部消防組合 日高消防団

他市町村

門別警察署

広域消防応援

自衛隊

国（消防庁）

発見者等

日高町

日高振興局
（地域創生部）

北海道（総務部）沙流川森林組合
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２ 災害広報 

町は関係機関と連携し、災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供すること

により、混乱の防止を図るため、被災者家族等及び地域住民等に対して行う広報は、第３章

第２節第４「災害広報」によるほか、次により実施するものとする。 

(1) 広報の内容 

① 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、

被災者の家族等に役立つ次の情報について「正確に、きめ細かく、適切に」提供す

るものとする。 

◇ 災害の状況 

◇ 家族等の安否情報 

◇ 医療機関等の情報 

◇ 関係機関等の災害応急対策に関する情報 

◇ その他必要な事項 

② 地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び防災行政無線の活用により、

次の事項についての広報を実施する。 

◇ 災害の状況 

◇ 被災者の安否情報 

◇ 医療機関等の情報 

◇ 関係機関等の災害応急対策に関する情報 

◇ 避難の必要性等、地域に与える影響 

◇ その他必要な事項 

 

３ 応急活動体制 

町長は、広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、

災害応急対策を円滑に実施するため、必要に応じ第２章第１節第３「災害対策本部の設置」

により応急活動体制を整え、町に係る災害応急対策を実施するものとする。 

関係機関の長は、林野火災が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて

応急活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策を実施す

るが、必要に応じて協議の上、現地合同本部を設置し災害応急対策を行うこととする。 

 

４ 消防活動 

消防機関は、人命の安全確保と延焼防止を基本とし消防活動を行うとともに、林野火災に

おける消防活動については、第３章第２節第６「消防活動」によるほか、次により実施する。 

◇ 森林組合等の出動協力等により、効果的な地上消火を行うものとする。 

◇ 町及び日高北部森林管理署は、消火活動について関係機関と協力し実施するが、消火

が困難な場合、又は住家への延焼拡大の危険性がある場合には、第３章第２節第５「応

援・派遣要請と受入れ」により、ヘリコプターの要請等により空中消火を実施する。 

 

《 自衛隊出動の場合の消火剤等輸送体制 》 

① 胆振東部森林管理署 (ＴＥＬ：０１４４－８２－２１６１) 

  胆振東部森林管理署で消火剤と技術者の派遣 

② 石狩森林管理署 (ＴＥＬ：０１１－５６３－６１１１) 

  石狩森林管理署で消火剤と技術者の派遣 

③ 日高振興局森林室 (ＴＥＬ：０１４６－２２－２４５１) 

  日高振興局森林室で消火剤と技術者の派遣 
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５ 避難措置 

町及び関係機関は、人命の安全を確保するため、第３章第２節第９「警戒区域の設定・避

難活動・避難所運営」により、必要な避難措置を実施するものとする。 

 

６ 交通規制 

門別警察署及び関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、第３章第２節第１１

「交通対策・緊急輸送対策」により、道路交通の安全のための情報の収集を図るものとし、

異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合には、車両の通行禁止等必要な措置を行

い、道路利用者に周知するとともに、被災現場及び周辺地域において、交通安全施設の点検

を実施するなど、必要な措置・交通規制を行うものとする。 

 

７ 自衛隊派遣要請 

町長は、災害の規模や収集した情報により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施

できない場合は、第３章第２節第５「応援・派遣要請と受入れ」の定めにより自衛隊に対し

災害派遣要請を要請するものとする。 

 

８ 広域応援 

町は、災害の規模により、単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第３章第

２節第５｢応援・派遣要請と受入れ｣の定めるところにより、道、他の市町村及び他の消防機

関へ応援を要請するものとする。 

 

９ 原因の調査報告 

森林法(昭和 26 年法律第 249 号)及び消防法に基づき、林野火災の発生原因の調査を行う 

ものとする。また、調査結果については、道に報告することとする。 
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第８節 油等水質事故等災害対策 

第１ 災害予防 

１ 油等水質事故の現況 

当町は、北海道の消費物流を担っている国道２３５号線、２３７号線及び２７４号線を利

用し、苫小牧石油備蓄基地から道東地区の帯広・釧路地域、或いは道北地区である上川地域

へ石油製品(ガソリン、白灯油、Ａ及びＢ重油等)を大型貨物自動車（以下「トレーラ」とい

う。）によって毎日輸送されているが、冬期間等において、死者を伴う油関連事故が発生して

いる。 

油等流出事象は、水質汚染による自然体系への影響とともに、人間生活にも重大な影響を

及ぼすことが懸念され、早期の初動体制を確立し被害の軽減を図り、防災関係機関が実施す

る各種の応急対策等を実施する必要性があり、その対策等は次のとおりとする。 

なお、一級河川環境保全連絡協議会鵡川・沙流川部会(以下「沙流川部会」という。) の設

置による、油等水質事故に関する対策は、別に定める別冊「平成６年４月 北海道開発局室

蘭開発建設部作成「沙流川水質事故対策マニュアル」及び「沙流川水質事故対策ハンドブッ

ク」等によるものとする。 
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第２ 災害応急対策 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に連携し、特に一級河川沙流川の下流部に対する

被害拡大は、影響が大であることが想定されるので、沙流川への油流出等事象の防止、被害の

軽減を最優先に対応するものとする。 

 

１ 各機関の共通実施対策 

日高町、日高西部消防組合、室蘭開発建設部苫小牧道路事務所・日高道路事務所、室蘭建

設管理部門別出張所、北海道、門別警察署、北海道運輸局は、それぞれ共通認識のもとに、

次の事項について対策を進めるものとする。 

① 迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡を行うための体制の整備を図るものとする。 

② 災害時における緊急情報連絡を確保するため、平常時から災害対策を重視した通信設備

の整備、充実に努めるものとする。 

③ 応急活動のためのマニュアル等の作成、応急体制を整備するものとする。 

④ 災害時における応急活動等に関し、予め協定の締結を行う等、平常時から関係機関相互

の連携体制の強化を図るものとする。 

⑤ 災害時の油の流出、河川への流入等に備え、化学消火剤、油処理剤、オイルフェンス、

油吸着マット等の資器材の整備促進に努めるものとし、その整備状況等について関係機関

と情報の共有をするものとする。 

⑥ 関係機関と相互に連携して実践的な訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関との連

携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとする。 

 

２ 水質事故時の連絡体制の確立 

水質事故が発生している場合は、北海道一級河川環境保全連絡協議会鵡川・沙流川部会で

定める緊急連絡系統により、直ちに連絡するとともに、その情報収集に努めるものとする。 

   ※資料編 資料第３４「北海道一級河川環境保全連絡協議会鵡川・沙流川部会会則」 

 

《 水質事故の連絡系統 》 

門別警察署

日高振興局
環境生活課

日高町

室蘭開発建設部
治水課

下流利水者

必
要
に
応
じ沙流川ダム

建設事業所

浦河海上保安署

室蘭建設管理部
門別出張所

北海道開発局

二風谷ダム管理所

室蘭開発建設部
苫小牧河川事務所

日高振興局保健環境部
静内地域保健室

日高西部消防組合

室蘭開発建設部
公物管理課

日高町
日高総合支所

下流利水者平取町

原因者又は発見者
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３ 情報の連絡方法等 

事故情報を入手、通報、連絡、現地急行による事故状況の把握までの流れについては、次

のとおりとする。 

① 事故情報の入手 

水質事故の通報を受けた場合は、通報者から発見(発生)場所、現地の状況等を「水質事

故情報伝達票」に記載できる最小限の情報を聴取する。なお、事故原因者からによる通報

の場合は、事故の発生場所、流出物の種類、量等の情報を詳しく聴取するものとする。ま

た、発生場所については、関係各機関所在地及び担当範囲により明確にしておくものとす

る。 

② 事故情報の通報・連絡（第１報） 

  入手した情報は、水質事故情報伝達表(表－１)に記入し、水質事故対策マニュアルの河

川水質汚濁緊急連絡系統図、名簿に基づき、速やかにＦＡＸまたは電話を使用し(ＦＡＸ

時には、電話にてその旨を連絡すること。)事故発生箇所がどこの管理区間であっても、

漏れなく各関係機関に通報・連絡するものとする。 

③ 現地急行による事故状況の把握 

  水質事故情報を入手した時は、直ちに現地へ急行し、目視等によって現場状況把握し、

「現場状況整理用紙」又は「魚類等へい獣事故現場整理用紙」に記入するとともに、速や

かに電話又は無線等により、情報を連絡するものとする。 

④ 事故情報の通報・連絡（第２報以降） 

  現地から新たに入手した情報は、水質事故情報伝達票及び現場状況整理票又は魚類へい

死事故現場状況整理票により、速やかに関係機関に通報・連絡を行うものとする。 

 ※資料編 資料第３５「携行品チェック表」 

様式集 様式第３８号「水質事故情報伝達票」 

様式第３９号「現場状況整理用紙」 

様式第４０号「魚類等へい死事故現場状況整理用紙」 

《 水質事故情報伝達表作成要領 》 

   ※作成に際しては、次の点に留意し作成するものとする。 

① 事故発生、発見日時は、発生または発見なのかが解かるように記載すること。 

② 河川名区間の種類は、「直」国管理区間、「指」道(都府県)管理区間、「準」準用河川、

「普」普通河川、「そ」その他に区分すること。 

③ 第一発見者は、氏名･住所･連絡先を記入すること。 

④ 汚染物質は、「油類」重油、軽油、ガソリン等の流出、「化学物質」シアン､有機溶剤、

農薬等の流出、「油類・化学物質以外」は土砂、糞尿等の流出、「その他」は自然現象では

なく、魚の浮上等が確認され、原因物質が特定できなかったもの。自然現象に区分けする。

汚染物質は「 」で区分けし、主成分として具体的物質名を記入すること。 

⑤ 現地の状況は、発見したところの流下状況、その後の状況を○○現在と記入すること。 

⑥ 事故発生の原因は、「操縦ミス」（配管事故等を含む）、「交通事故」「不法投棄」「その他」

「原因不明」「自然現象」のどれかが解かるように事故原因を具体的に記入すること。 

⑦ 処理の状況は、国、道、市町村、原因者がどのような対応をしているか記入すること。 

⑧ 下流利水者は通報先、時刻を記入すること。下流に利水者がいない場合は、その旨を記

入すること。 

⑨ 関係機関への連絡状況は、連絡をとり合った機関（直轄が直接行わなかったものを含

む。）について記入すること。 
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４ 応急活動体制 

(1) 町長は、油等流出事故災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じ

て応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施し、必要に応じて各関係機関

が協議し、現地合同本部を設置する等災害応急対策を講ずるものとする。 

(2) 流出した油等の拡散防止と回収除去の方法は、次のとおりとする。 

① 事故の原因者等は、速やかに関係機関(警察、開発)等に通報するとともに、排出油の防

除活動を実施する。 

② 道路(河川)管理者は、流出油等が河川及び海岸等の漂着に対処するため、ヘリコプター

等の派遣要請とともに、流出油の情報収集及び関係機関への情報提供並びに必要に応じ、

関係市町村に必要な防除資器材の応援要請を行うものとする。 

③ 防除措置を実施するに当っては、必要な資器材を迅速に調達するものとし、流出油等に

よる被害の軽減に努めるものとする。 

④ 油等流出に伴なう事故災害が発生した場合及び火災が発生した場合の消防活動は、日高

西部消防組合が速やかに出動し、迅速な消火活動等を実施しなければなければならない。 

 

５ 災害広報 

日高町、日高西部消防組合、日高消防団、室蘭開発建設部苫小牧道路事務所・日高道路事

務所、室蘭建設管理部門別出張所等各関係機関は、相互に密接な連携のもとに、重大な災害

等に拡大するおそれがあるときは、広報車等を用いて町民等に広報活動を行うものとし、実

施内容等は次のとおりとする。 

① 油等流出事故災害の状況 

② 関係機関の災害応急対策に関する情報 

③ 陸上輸送復旧の見通し 

④ 避難の必要性や地域に与える影響度合 

⑤ その他必要な事項 
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第９節 災害復旧対策 

第１ 事故災害の復旧 

各種事故災害の復旧については、第３章第３節「災害復旧対策」により実施するものとする。 

また、町の管理する道路災害の復旧については、下記の事項に十分留意し、迅速的確な道路

施設の復旧に努めるものとする。 

◇ 道路の被災に伴う障害物の除去、仮設等の応急復旧を迅速的確に行い、早期の道路交通

の確保に努めるものとする。 

◇ 関係機関と協力して、あらかじめ定められた物資・資材の調達計画、人材の応援計画等

を活用する等して、迅速かつ円滑に被災施設以外の道路施設について、緊急点検を実施す

るものとする。 

◇ 災害復旧にあたっては、可能な限り復旧予定時期を明確化するよう努めるものとする。 
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